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職場におけるメンタルヘルス不調者の事例性に着目した支援方策に

関する研究 

 

 

研究代表者  廣  尚典 産業医科大学産業生態科学研究所精神保健学・教授 

 

  

研究要旨 

近年、メンタルヘルス不調を有する労働者が増加、多様化しており、産業保健

スタッフをはじめとする職場関係者は、そうした状況への対処に多くの時間を費

やしている。 

本研究は、メンタルヘルス不調例に対し、産業保健スタッフが事例性に着目し

た適切な対応を行うための方法論を開発することを目的とした。以前から、職場

関係者は確定診断名や治療法にとらわれすぎずに、それらは精神医療にゆだねた

上で、事例性を重視した取り組みを行うべきであるという指摘があり、本研究は

その視点から職場での具体的な対応（支援）法を検討したものである。 

3 年にわたる 6 名（研究代表者、研究分担者）の研究によって、多くの産業保

健現場で活用できる「職場におけるメンタルヘルス不調例の対応ヒント集（統合

版）」を開発した。本統合版は、本体および「職場において対応に苦慮するメンタ

ルヘルス不調者への事例性パターン別対応ヒント集」、「職場における困りごと情

報整理シート」、「上司からの情報提供シート」からなる。これらは、本研究報告

書の末尾に付した。 

今後、「職場におけるメンタルヘルス不調例の対応ヒント集（統合版）」は、全

国の職場で産業保健活動に活かしていただくよう、産業保健関連の研修会、研究

代表者の所属のホームページなどで広く紹介していくとともに、必要に応じて改

訂を加え、さらに充実したツールにしていく予定である。 
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田口 要人  産業医科大学 
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富田健太郎  三菱ケミカル 
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野﨑 卓朗  産業医科大学 

昇 淳一郎  松山記念病院 

日野亜弥子  産業医科大学 
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森本 英樹  森本産業医事務所 
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井上 幸紀  大阪市立大学神経精神医学 

井上 嶺子  産業医科大学 

上田 梢江  産業医科大学 
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栗岡 住子  大阪市立大学経営学研究科 

鈴木貴代美  産業医科大学 

豊川 彰博  豊川産業医事務所 

永田 頌史  産業医科大学（名誉教授） 

夏目  誠  大阪樟蔭女子大学（名誉教授） 

野口 裕輔  産業医科大学 
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日野亜弥子  産業医科大学 
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森口 次郎  一般社団法人京都工場保健会 

渡辺洋一郎  渡辺クリニック 
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（以上、順不同） 

 

A．研究目的 

本研究は、多くの職場においてメンタル

ヘルス不調を有する労働者が増加、多様化

し、産業保健スタッフもそうした状況への

対処に苦慮している現状下で、メンタルヘ

ルス不調例に対し、事例性に着目した適切

な対応を行うための方法論を開発すること

を目的とした。「事例性に着目した対応」と

は、臨床場面で求められる精緻な診断とそ

れに基づく妥当な治療を行う考え方（「疾病

性」を重視した視点）から離れて、当該労

働者がメンタルヘルス不調によって、どう

いった職場環境においていかなる問題を起

こし、本人および周囲にどのような支障が

生じているかを明らかにして、その収束や

解決を図ることを主眼とした働きかけを行

うことを指す。以前から、産業保健スタッ

フを含む職場関係者は確定診断名や治療法

にとらわれすぎずに、事例性を重視した取

り組みを行うべきであるという指摘があり、
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本研究はその視点から職場での具体的な対

応（支援）法を検討したものである。 

研究の最終的な成果物としては、産業現

場において産業保健スタッフがメンタルヘ

ルス不調例に対応する際に参考となる方法

論、ツールなどを予定した。 

6名の研究者（研究代表者、研究分担者）

によって、以下の 7 つの枠組みを持った研

究を実施した。（年度によって、一部研究の

タイトル名が異なっているものがある。） 

①職場におけるメンタルヘルス不調者の対

応ガイドラインの開発に関する研究 

②メンタルヘルス不調者の事例性と疾病性

の形成過程と相互関連性に関する分析的研

究 

③主治医の立場からみたメンタルヘルス不

調者の転帰に関連する要因と対応の調査研

究 

④職場において対応に苦慮するメンタルヘ

ルス不調者の事例性パターン別対応マニュ

アル作成の試み 

⑤事例性に着目した適切な支援のためのツ

ールの検討 

⑥職域における簡易型認知行動療法を用い

た教育プログラムについての検討 

⑦職場におけるメンタルヘルス不調者の対

応ヒント集の開発に関する研究 

 なお、⑦は、①～⑥の成果の統合化を図

ったものである。 

B．研究方法 

 個々の研究方法に関しては、後述する。 

 

C．研究結果と考察 

 個々の研究方法に関しては、後述する。 

 

D．総括（まとめ） 

 3 年間にわたって、7 つの枠組みを持った

研究を行い、多くの産業保健現場で活用で

きる「職場におけるメンタルヘルス不調例

の対応ヒント集（統合版）」を開発した。本

統合版は、本体および「職場において対応

に苦慮するメンタルヘルス不調者への事例

性パターン別対応ヒント集」、「職場におけ

る困りごと情報整理シート」、「上司からの

情報提供シート」からなる。 

 今後は、本成果物を、開発経緯を含め、

学術学会などで報告するとともに、ホーム

ページや関連諸団体の広報誌、研修会など

で紹介し、多くの職場に周知する予定であ

る。なお、必要に応じて、改訂作業も行い

たい。 

 

注：一部の研究については、本報告書では、

3 年間をまとめて記述している関係で、研

究方法、研究結果および考察を年度ごとに

詳述していない。それらについては、各年

度の報告書を参照願いたい。 

 

E．健康危険情報 

 該当せず 
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F．研究発表 

1．論文発表  なし 

2．学会発表   

小笠原彩菜、永田昌子、岩崎まほこ、廣 尚

典、森 晃爾. メンタルヘルス不調者の事

例性に着目した「職場での困りごと整理シ

ート」の開発．第 90 回日本産業衛生学会．

東京．2017 年 5 月． 

 

G．知的財産権の出願・登録状況 

1．特許取得  なし 

2．実用新案登録  なし 

3． その他   なし 

− 6− − 7−



 

職場におけるメンタルヘルス不調者の対応ガイドラインの開発に関する研究 

 

研究代表者  廣  尚典 産業医科大学産業生態科学研究所精神保健学・教授 

 

 

研究要旨 

3 年間の研究によって、多くの職場にお

いて産業保健スタッフが活用可能なメンタ

ルヘルス不調者の対応に関するガイドライ

ン類をまとめることを意図した。この場合

に、対応は事例性を重視する視点を持つも

のとした。 

1 年目は、実態調査として、メンタルヘ

ルス不調例への産業医の関わりと、最近産

業現場で生じているメンタルヘルス関連事

例の収集およびその粗分析を行った。 

2年目は、1 年目で収集した事例の詳細な

再分析と産業保健を専門とする医師および

労働者の精神保健に関して豊富な知識を有

する精神科医、心療内科医への聞き取り調

査を実施し、ガイドラインの骨子を作成し

た。 

3年目は、2 年目の研究において作成した

「職場におけるメンタルヘルス不調者の対

応ガイドライン」の骨子について、産業保

健活動について豊富な経験を有する医師を

対象とした質問票調査を行い、過去 5年間

に対象者が経験した事例をもとにして、項

目の妥当性、修正の必要性等を検討した。 

また、産業保健を専門とする医師、精神医

学を専門とし、労働者の精神保健に関して

も豊富な経験を有する医師へのグループ討

議による聞き取り調査を実施するとともに、

1 年目に収集した事例を一部再分析し、ガ

イドラインに付加できる情報を模索した。 

以上の過程を経て、本ガイドラインの核

となる部分「職場におけるメンタルヘルス

不調者の対応ガイドライン（仮版）」を完成

させた。 

なお、本ガイドラインは、職場で行われ

るべきメンタルヘルス不調者への対応を規

定するものではなく、その標準を示したも

のでもないため、名称を「職場におけるメ

ンタルヘルス不調者の対応ヒント集」とし

た。 

 

（平成 27年度） 

 Web 調査および事例調査を行った。 

（1）Web 調査（「メンタルヘルス不調者の

事例化への産業医の対応に関する研究」と

して実施） 

A．研究目的 

本研究では、専属産業医等への質問紙調

査を通して、比較的産業保健活動が充実し

ている職場において、メンタルヘルス不調
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例が現在どのような形で表面化・問題化し、

産業医はどういった点に留意して対応して

いるかを、主治医との連携状況をも含めて、

明らかにすることを目的とした。 

 

B．研究方法 

 平成 27年 11 月から 12 月にかけて、イン

ターネットを利用した Web 調査を実施した。 

産業医科大学の専門性の高い産業医の育成

を狙いとする卒後修練コースを修了し、お

よそ 5 年以上産業保健活動を主たる業務と

している医師 200 名に、電子メールによる

研究参加を依頼した。また、同メールには、

研究および調査の概要説明と Web 調査のア

ドレスを付した。Web 調査では、最初に研

究参加への同意書面が提示され、その「同

意する」のボタンをクリックすると質問紙

本文が表示されるようにした。 

調査票は、メンタルヘルス関連事例の経験

について、困難性とその理由、転帰、相談

経路、主治医との連携、確定診断の有用性、

表面化の仕方、産業医としての対応法、診

断書の病名、産業医の見立てなどを問う質

問からなっている。 

調査票全文を別表として文末に掲げた。 

（倫理面への配慮） 

 本調査は無記名で行い、また回答者が同

定できるような質問は含めなかった。また、

産業医科大学倫理委員会の承認を得たうえ

で実施した。 

 

C．研究結果 

 97 名（48.5％）から回答があった。その

うち 12 名の回答は、ほとんどの回答欄が空

欄となっていたため、操作上の問題などが

あったとみなし、集計から除外した。以下

は、85 名の集計・解析結果を示す。 

1）産業医としての経験年数・対象事業場 

対象者の産業医経験は、6 年以上の者が

約 3／4 を占めた（表 1）。事業場（複数を

担当している場合には、最も関わりが深い

事業場）は、業種では製造業が約 7 割、従

業員規模では 500 人以上が 9 割近くを占め

た（表 2、3）。 

2）メンタルヘルス関連事例の対応 

「対応が難しい」と感じたメンタルヘルス

関連事例の割合は、「2 割程度」が最も多か

った（表 4）。産業医経験の期間別にみた回

答分布を表 5 に示した。χ2 検定では有意

差はみられなかった。 

「対応が難しい」と感じた理由としては、 

「本人の業務遂行能力、適性に合った職場

（仕事）が見当たらなかった」（69.0％）、

「病気か他の問題（性格傾向など）かの判

別が難しかった」（50.0％）の 2 項目が、半

数以上であげられていた。また、「本人が指

示・助言を聞き入れなかった」（34.5％）、

「本人の業務遂行能力、適性の評価が難し

かった」（34.5％）、「本人の業務遂行能力の

回復や適性の変化に関する予測が困難だっ
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た」（31.0％）の 3 項目も、3割以上であげ

られていた（表 6）。 

 「対応がうまくいった」と感じたメンタ

ルヘルス関連事例の割合は、「6 割程度」

（36.5％）が最も多く、次いで「8割程度」

（27.1％）、「4割程度」（16.5％）の順であ

った（表 7）。産業医経験の期間別にみた回

答分布を表 8 に示した。χ2 検定では有意

差はみられなかった。 

3）事例の転帰 

関与した事例のうち、退職に至った者の割

合は、「ほとんどない」（72.9％）が最多で、

次いで「2 割程度」（22.4％）であり、両者

で約 95％を占めていた（表 9）。産業医経験

の期間別にみた回答分布を表 10 に示した。

χ2 検定による有意差はみられなかった。 

配置転換となった事例の割合は、「2 割程

度」（48.2％）が最も多く、「ほとんどない」

（30.6％）と合わせると、約 8 割を占めた

（表 11）。産業医経験の期間別にみた回答

分布を表 12 に示した。χ2検定では有意差

はみられなかった。 

業務遂行能力が従前の水準まで回復しなか

った事例の割合は、「4 割程度」（29.4％）、

「2 割程度」（27.1％）、「6 割程度」（17.6％）

の順に多かった（表 13）。産業医経験の期

間別にみた回答分布を表 14に示した。χ2

検定では有意差はみられなかった。 

4）産業保健スタッフへの相談経路 

「上司からの相談」が最も多かった。1 番

多い経路は、次いで「人事労務管理部署か

らの相談」だったが、2 番目に多い経路は

「本人からの相談」が最多であった（表 15

～17）。 

5）主治医との連携 

 主治医との連携を試みた事例の割合は、

「8 割程度」（22.4％）、「2 割程度」（21.4％）

の順に多く、ばらつきがみられた（表 18）。

産業医経験の期間別にみた回答分布を表

19に示した。χ2 検定では有意差はみられ

なかった。 

 主治医との連携を試みた例がある場合に

は、その中で円滑に進んだ割合を問うたが、

「約 8割程度」（42.4％）が最多で、次いで

「ほぼ全例」（22.5％）であった（表 20）。

産業医経験の期間別にみた回答分布を表

21に示した。χ2 検定では有意差はみられ

なかった。 

6）確定診断名の有用性 

 確定診断名を知ることが職場での対応に

非常に有用であったと考えられる事例の割

合は、2 割程度（30.6％）、「ほとんどない」

（20.0％）、「4割程度」（15.3％）の順に多

かった（表 22）。産業医経験の期間別にみ

た回答分布を表 23 に示した。χ2 検定によ

る有意差はみられなかった。 

 確定診断名を知ることが職場での対応に

非常に有用であったと考えられる事例があ

る場合には、その理由についても回答する

よう求めたが、その結果は「職場関係者（人
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事担当者、上司など）に就業面の配慮の必

要性を説明するのに役立った」（32.9％）、

「中長期的な対応を考えるのに役立った」

（21.2％）の順に多かった（表 24）。 

7）事例の表面化 

 個々のメンタルヘルス不調例が職場内で

どのように表面化したかについては、「頻回

欠勤」が最も多く、それに次いで、「業務効

率の低下」、「診断書の提出」、「遅刻・早退」、

「人間関係の悪化」、「身体疾患」などが多

かった。1 番および 2 番目にはあげられて

いなかったが、「社内のハラスメント（被

害）」も 3 番目～5 番目に多い事項として、

複数あげられていた（表 25～29）。 

8）産業医として行った対応 

 産業医として最も多く行った事項は、「定

期的な面接を予定した」が最も高率で、次

いで「業務量を軽減するよう提案した」、「本

人と職場の間の中立性を意識して対応し

た」、「本人に安心して休業できるような説

明をした」、「本人を焦らせないようにした」

の順だった。2 番目～7 番目に多く行った事

項についての回答を合わせると、他に「関

係者間で対応の仕方を共有した」、「休養の

取り方、生活習慣の改善について本人に指

導した」、「職場でできることと本人に自助

努力を求めることを明確にした」、「就業面

の配慮に関して周囲の理解を求めた」、「主

治医と密な情報交換を行った」、「仕事への

取り組み方に関して本人とよく話し合っ

た」などが多くあげられた。他方、選択肢

26項目のうち、全くあげられなかった項目

は、「家族（親族）に当該労働者に対する支

援を依頼した」の 1 項目だけだった（表 30

～36）。 

9）産業医としての困惑 

 事例対応において、産業医として特に困

った事項としては、1 番目に「本人の業務

遂行能力、適性に合った職場（仕事）が見

当たらなかった」が最も多くあげられてい

た。その他、「病気か他の問題（性格傾向な

ど）かの判別が難しかった」、「本人が指示・

助言を聞き入れなかった」、「本人の業務遂

行能力、適性の評価が難しかった」、「本人

の業務遂行能力の回復や適性の変化に関す

る予測が困難だった」、「専門医受診を承諾

しなかった」が多く回答されていた（表 37

～41）。 

10）診断書の病名 

 診断書に記されたのが最も多い病名とし

ては、「うつ病」が多くあげられた。次いで

「適応障害」で、この両者で、約 7 割を占

めていた。2 番目に多い病名は、「適応障害」、

「うつ病」、「自律神経失調症」の順であっ

た。3 番目、4 番目に多い病名は、それぞれ

「自律神経失調症」、「不安障害」が最も高

率だった。その他、3 番目、4 番目に多い診

断名として多くあげられたものとしては、

「心因反応」「双極性障害」があった。（表

42～46） 

− 10− − 11 −



 

11）産業医による診断（見立て） 

 産業医による見立てで最も多い病名とし

ては、「適応障害」が最も高率であり、次い

で、「うつ病」、「発達障害」の順だった。2

番目に多い病名は、「うつ病」、「適応障害」

の順で、3 番目、4番目に多い病名は、それ

ぞれ「発達障害」、「不安障害」が最も高率

だった。その他、3番目、4番目に多い診断

名として多くあげられたものとしては、「双

極性障害」、「睡眠障害」があった。（表 47

～51） 

 

D. 考察 

 職場におけるメンタルヘルス不調の表面

化、それに対して行われている産業医の取

り組みに関する現状の一端が明らかになっ

た。 

1）対応の難しさ 

 対応が難しい理由として最も高率にあげ

られていた「本人の業務遂行能力、適性に

合った職場（仕事）が見当たらなかった」

は、昨今の組織改革や一人当たりの業務負

荷が増大している現状が反映されているも

のとみなせよう 1）。半数であげられた「病

気か他の問題（性格傾向など）かの判別が

難しかった」および 30％であげられた「本

人の業務遂行能力、適性の評価が難しかっ

た」、「本人の業務遂行能力の回復や適性の

変化に関する予測が困難だった」は、メン

タルヘルス不調に特徴的な問題であり、こ

れらに対して適切なガイドラインの類が提

示されれば、有用性が高いと考えられる。 

2）事例の転帰に関する現状 

 退職に至った例は「ほとんどない」が最

多である一方、配置転換となった事例は「2

割程度」と「ほとんどない」で約 8 割を占

めたことからは、安易な配置転換は控え、

現職場での適応を前提とした検討を進める

重要性が読み取れるであろう。 

 業務遂行能力が従前の水準までに回復し

なかった事例の割合は「2割程度」から「6

割程度」が多くなっていた。回答者は、産

業保健を主たる業務としており、職場関係

者とのコミュニケーションの重要性を教育

されている産業医であることから、この結

果は実をよく言い当てていると考えられる。

上述した対応の難しさに関する最多理由で

ある「本人の業務遂行能力、適性に合った

職場（仕事）が見当たらなかった」と関連

があると推測される。 

3）産業保健スタッフと現場の連携 

 産業保健スタッフへの相談経路が上司か

らの相談が最多であったことは、回答者の

職場の多くで、管理監督者教育が実施され

ていることによるものと推察される 2）。 

4）産業医と主治医との関係 

 主治医との連携を試みた事例の割合につ

いては大きなばらつきがみられた。連携を

試みた例については、約 65％で「8 割程度」

あるいは「ほぼ全例」が円滑に進んでおり、
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連携を試みないのには、事業場をとりまく

地域の精神医療事情などが影響していると

推測される。特別な支障がない場合には、

職場から積極的に連携を試みるべきである

と考えられる。 

 確定診断名を知ることについては、あま

りその有用性を認識できていないという回

答が少なくなかった。「有用であった」理由

として多くあげられた「職場関係者（人事

担当者、上司など）に就業面の配慮の必要

性を説明するのに役立った」および「中長

期的な対応を考えるのに役立った」が他の

ことで代替えできるのであれば、確定診断

名は必要不可欠とまでは言えないと考えら

れる。 

5）事例の表面化の特徴 

 事例の表面化は、勤怠関連の問題、人間

関係の悪化による例が多く、これらを早期

に把握することが、メンタルヘルス不調の

早期対応（必ずしも、専門治療を意味する

わけではない）につながる可能性がある。

他方、診断書の提出によって表面化した事

例も少なからずみられた。常勤産業医を選

任しており、さらに管理監督者教育も実施

していると推察される事業場でも、産業保

健スタッフが早期に把握することが困難な

事例はある程度存在するのが現状であり、

主治医の診断書が提出されたところから、

産業保健スタッフがどのように関わるかに

ついても、その適切なあり方を検討する意

義が大きいといえよう。また、精神障害の

労災認定例において、仕事上の強い心理的

負荷として認められていることが多いハラ

スメント問題も、最初の表面化として多く

あげられていた。発生防止対策の推進とと

もに、適切な早期対応が必要な事項であろ

う。 

6）産業医の基本的な対応 

 産業医として行った対応としては、「定期

的な面接を予定した」以外では、「業務量を

軽減するよう提案した」、「本人と職場の間

の中立性を意識して対応した」、「本人に安

心して休業できるような説明をした」、「本

人を焦らせないようにした」を最も頻回に

実施しているとの回答が多かった。2 番目

以降に多かったと高率に回答された「関係

者間で対応の仕方を共有した」、「休養の取

り方、生活習慣の改善について本人に指導

した」、「職場でできることと本人に自助努

力を求めることを明確にした」、「就業面の

配慮に関して周囲の理解を求めた」、「主治

医と密な情報交換を行った」、「仕事への取

り組み方に関して本人とよく話し合った」

と併せ、事例対応において産業医が通常行

うべき事項としてまとめられよう。   

産業医が困ったこととしては、対応が難し

いと感じた理由と同様の項目があげられて

おり、対応の難しい理由が、産業医を困惑

させもしていることが明らかになった。 

 なお、産業医としての経験年数の違いに
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よって、「対応の難しかった」事例の割合、

「対応がうまくいった」事例の割合、「退職

に至った」事例の割合、「配置転換となった」

事例の割合などに有意差がみられることは

なかった。 

7）精神科医の診断名と産業医の見立て 

 精神科医の診断書に記された病名と産業

医の見立て（診断）とでは、前者の最多は

「うつ病」、後者の最多は「適応障害」がそ

れぞれ最も高率であった点をはじめとして、

かなりの相違がみられた。「発達障害」およ

び「パーソナリティ障害」は、産業医の見

立てにおいて多くみられた。 

 こうした相違を招いている要因としては、

主治医側では、診断書の病名は暫定診断で

ある場合、本人の職場での扱われ方、個人

情報の問題などを考慮してあえて確定診断

名を記さない場合が少なくないこと、診断

のもとになる情報が主として診療場面にお

ける本人あるいは家族からのものに限定さ

れることなどがあげられる。他方、産業医

側では、職場における情報は数多く得られ

るがそれ以外の情報は得にくいこと、精神

医学的診断技術の問題（内因性の軽視、最

近話題になっている事項に左右されやすい

ことなど）3）などが指摘できよう。「うつ

病」については、主治医の診断書に「うつ

状態」あるいは「抑うつ状態」と記されて

いた例が含まれている可能性がある。 

上述した確定診断名の有用性に関する結果

からは、他の情報が得られれば、この相違

は必ずしも大きな問題とは言えないかもし

れない。しかし、対応がうまくいった事例

の割合にばらつきがあるのは、このことが

原因の一部となっているとも考えられる。 

8）本研究の限界（結果を解釈する上での留

意点） 

 解析の対象となった回答者数は 85 名で

あり、専属産業医の活動の実態を詳細に知

るためには、もう少し例数が望まれたとこ

ろである。また、そのすべてが、就職前に

数年間にわたる産業保健の実務教育を受け

ており、本結果は、一般の専属産業医ある

いは産業保健活動を主たる業務としている

医師の実態からも、多少のずれがある可能

性はある。 

 しかし、こうした産業医を対象としたメ

ンタルヘルス関連事例に関する研究は過去

にあまり報告されておらず、この調査結果

は、本年度同時期に実施された事例調査と

併せて、職場における労働者のメンタルヘ

ルス不調への対応のあり方を検討するため

の重要な資料となるであろう。 

 

E．総括（まとめ） 

 専属産業医等を対象とした質問票調査に

よって、職場におけるメンタルヘルス関連

事例に関する現状の一端が明らかになった。   

対応に関する今後の課題とともに、望まし

い対応の方向性を示唆する事項もみること
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ができた。次年度は、この結果と同時に実

施した事例調査の結果などを統合し、職場

におけるメンタルヘルス不調者の適切な対

応（支援）を具体的に検討する。 
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表 1．産業医としての経験 
  

  人数 （％） 

～5年 21 （24.7） 

6～10年 35 （41.2） 

11～15年 13 （15.3） 

15年以上 15 （17.6） 

不明 1 （1.2） 

 

 

表 2．事業場の業種 
  

  人数 （％） 

製造業 60 （70.6） 

情報通信 5 （5.9） 

サービス業 5 （5.9） 

建設業 3 （3.5） 

運輸業 3 （3.5） 

卸売・小売業 2 （2.4） 

金融・保険業 2 （2.4） 

医療・福祉 2 （2.4） 

その他 2 （2.4） 

不明 1 （1.2） 

 

 

表 3．事業場の従業員規模 
  

  人数 （％） 

300人未満 5 （5.9） 

300～499人 3 （3.5） 

500～999人 14 （16.5） 

1000～2999人 34 （40.1） 

3000人以上 26 （30.6） 

不明 3 （3.5） 

 

 

表 4．対応が難しいと感じたメンタルヘルス関連事例の割合 

  人数 （割合） 

ほぼ全例 0 （0.0） 
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8割程度 1 （1.2） 

6割程度 11 （12.9） 

4割程度 10 （11.8） 

2割程度 54 （63.5） 

ほとんどない 7 （8.2） 

不明 2 （2.4） 

 

 

表 5．産業医としての経験別にみた事例対応の難しさ（難しいと感じた割合） 

  ほぼ全例 8割程度 6割程度 4割程度 2割程度 ほとんどない 

～5年 0 0 6 4 11 0 

6～10年 0 1 2 3 24 4 

11～15年 0 0 3 2 6 2 

15年以上 0 0 0 1 13 1 

 

 

表 6．「対応が難しい」と感じた理由 
  

  人数 （％） 

本人の業務遂行能力、適性に合った職場（仕事）が見当たらなかった 58 （69.0） 

病気か他の問題（性格傾向など）かの判別が難しかった 42 （50.0） 

本人が指示・助言を聞き入れなかった 29 （34.5） 

本人の業務遂行能力、適性の評価が難しかった 29 （34.5） 

本人の業務遂行能力の回復や適性の変化に関する予測が困難だった 26 （31.0） 

専門医受診を承諾しなかった 15 （17.9） 

意思の疎通が困難だった 13 （15.5） 

本人の支援について職場の理解が得られなかった 13 （15.5） 

主治医との連携が困難だった 10 （11.9） 

本人の病状の予後（転帰）の推定が難しかった 10 （11.9） 

本人の症状、薬剤の副作用を考慮した作業・通勤面の安全確保が難し

かった 
7 （8.3） 

家族（または親族）の理解が得られなかった 5 （6.0） 

（有効回答数を母数とする） 

 

表 7．対応がうまくいったと感じた事例の割合 
 

  人数 （％） 

ほぼ全例 3 （3.5） 

− 16− − 17 −



8割程度 23 （27.1） 

6割程度 31 （36.5） 

4割程度 14 （16.5） 

2割程度 12 （14.1） 

ほとんどない 0 （0.0） 

不明 2 （2.4） 

 

 

表 8．産業医としての経験別にみた事例対応の良否（うまくいったと感じた割合） 

  ほぼ全例 8割程度 6割程度 4割程度 2割程度 ほとんどない 

～5年 0 5 9 2 5 0 

6～10年 0 11 12 7 4 0 

11～15年 1 2 5 4 1 0 

15年以上 2 5 5 1 2 0 

 

 

表 9．退職に至った事例の割合 

  人数 （％） 

ほぼ全例 0 （0.0） 

8割程度 0 （0.0） 

6割程度 0 （0.0） 

4割程度 2 （2.4） 

2割程度 19 （22.4） 

ほとんどない 62 （72.9） 

不明 2 （2.4） 

 

 

表 10．産業医としての経験別にみた退職例の割合 
  

  ほぼ全例 8割程度 6割程度 4割程度 2割程度 ほとんどない 

～5年 0 0 0 1 3 17 

6～10年 0 0 0 0 8 26 

11～15年 0 0 0 1 3 9 

15年以上 0 0 0 0 5 10 
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表 11．配置転換となった事例の割合 
  

  人数 （％） 

ほぼ全例 1 （1.2） 

8割程度 1 （1.2） 

6割程度 2 （2.4） 

4割程度 12 （14.1） 

2割程度 41 （48.2） 

ほとんどない 26 （30.6） 

不明 2 （2.4） 

 

 

表 12．産業医としての経験別にみた配置転換例の割合 

  ほぼ全例 8割程度 6割程度 4割程度 2割程度 ほとんどない 

～5年 0 0 0 4 7 10 

6～10年 0 1 0 3 20 10 

11～15年 0 0 2 2 7 2 

15年以上 1 0 0 3 7 4 

 

 

表 13．業務遂行能力が従前の水準まで回復しなかった事例の割合 

  人数 （％） 

ほぼ全例 1 （1.2） 

8割程度 12 （14.1） 

6割程度 15 （17.6） 

4割程度 25 （29.4） 

2割程度 23 （27.1） 

ほとんどない 7 （8.2） 

不明 2 （2.4） 

 

 

表 14．産業医としての経験別にみた業務遂行能力回復不十分の割合 

  ほぼ全例 8割程度 6割程度 4割程度 2割程度 ほとんどない 

～5年 0 2 6 8 3 2 

6～10年 1 5 7 7 10 4 

11～15年 0 4 1 2 5 1 

15年以上 0 1 1 8 5 0 

− 18− − 19 −



表 15．産業保健スタッフへの相談経路（1番多かったもの） 

  人数 （％） 

上司からの相談 38 （44.7） 

人事管理部署からの相談 18 （21.2） 

本人からの相談 17 （20.0） 

復職判定会議を通じて 4 （4.7） 

家族からの相談 0 （0.0） 

その他 0 （0.0） 

 

 

表 16．産業保健スタッフへの相談経路（2番目に多かったもの） 

  人数 （％） 

本人からの相談 30 （35.3） 

上司からの相談 29 （34.1） 

人事管理部署からの相談 15 （17.6） 

復職判定会議を通じて 2 （2.4） 

家族からの相談 0 （0.0） 

その他 0 （0.0） 

 

 

表 17．産業保健スタッフへの相談経路（3番目に多かったもの） 

  人数 （％） 

人事管理部署からの相談 32 （37.6） 

本人からの相談 27 （31.8） 

上司からの相談 4 （4.7） 

家族からの相談 0 （0.0） 

復職判定会議を通じて 0 （0.0） 

その他 0 （0.0） 

 

 

表 18．主治医との連携を試みた事例の割合 

  人数 （％） 

ほぼ全例 16 （18.8） 

8割程度 19 （22.4） 

6割程度 9 （10.6） 

4割程度 13 （15.3） 
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2割程度 18 （21.2） 

ほとんどない 8 （9.4） 

不明 2 （2.4） 

 

 

表 19．産業医としての経験別にみた主治医との連携を試みた例の割合 
 

  ほぼ全例 8割程度 6割程度 4割程度 2割程度 ほとんどない 

～5年 2 8 5 3 2 1 

6～10年 6 7 3 7 7 4 

11～15年 2 2 0 3 4 2 

15年以上 6 2 1 0 5 1 

 

 

表 20．主治医との連携が円滑に進んだ割合 

  人数 （％） 

ほぼ全例 20 （22.5） 

8割程度 36 （42.4） 

6割程度 13 （15.3） 

4割程度 8 （9.4） 

2割程度 3 （3.5） 

ほとんどない 2 （2.4） 

不明 3 （3.5） 

 

 

表 21．産業医としての経験別にみた主治医との連携が円滑に進んだ例の割合 

  ほぼ全例 8割程度 6割程度 4割程度 2割程度 ほとんどない 

～5年 7 8 1 3 1 0 

6～10年 6 16 8 3 0 1 

11～15年 4 3 2 2 1 1 

15年以上 3 9 2 0 1 0 

 

 

表 22．確定診断名が職場での対応に非常に有用であった割合 

  人数 （％） 

ほぼ全例 7 （8.2） 

8割程度 11 （12.9） 
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6割程度 9 （10.6） 

4割程度 13 （15.3） 

2割程度 26 （30.6） 

ほとんどない 17 （20.0） 

不明 2 （2.4） 

 

 

表 23．産業医としての経験別にみた確定診断名を知ることが非常に有用であった例の割合 

  ほぼ全例 8割程度 6割程度 4割程度 2割程度 ほとんどない 

～5年 2 4 3 3 6 3 

6～10年 1 2 4 7 11 9 

11～15年 0 4 1 2 3 3 

15年以上 4 1 1 1 6 2 

 

 

表 24．確定診断が職場での対応に非常に有用であった理由 
  

  人数 （％） 

中長期的な対応を考えるのに役立った 18 （21.2） 

当面の就業面の配慮を検討するために役立った 11 （12.9） 

職場関係者に病状を説明するのに役立った 13 （15.3） 

職場関係者に就業面の配慮の必要性を説明するのに役立った 28 （32.9） 

その他 3 （3.5） 

不明 12 （14.1） 

 

 

表 25．メンタルヘルス不調の表面化（1番多かったもの） 

  人数 （％） 

頻回欠勤 30 （35.3） 

業務効率の低下 17 （20.0） 

診断書の提出 12 （14.1） 

人間関係の悪化 4 （4.7） 

遅刻・早退 4 （4.7） 

無断欠勤 3 （3.5） 

身体疾患 3 （3.5） 

責任逃れの言動 1 （1.2） 

社内ハラスメント（加害） 0 （0.0） 
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社内ハラスメント（被害） 0 （0.0） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 0 （0.0） 

仕事の失敗 0 （0.0） 

退職希望 0 （0.0） 

遁走 0 （0.0） 

指示命令に応じない  0 （0.0） 

不自然・場違いな言動 0 （0.0） 

不安全行為 0 （0.0） 

自殺未遂 0 （0.0） 

不適切な要求 0 （0.0） 

自己中心的言動 0 （0.0） 

過度の自己卑下 0 （0.0） 

社外での反社会的行動 0 （0.0） 

その他 2 （2.4） 

 

 

表 26．メンタルヘルス不調の表面化（2番目に多かったもの） 

  人数 （％） 

頻回欠勤 17 （20.0） 

業務効率の低下 13 （15.3） 

遅刻・早退 12 （14.1） 

診断書の提出 11 （12.9） 

人間関係の悪化 8 （9.4） 

身体疾患 7 （8.2） 

無断欠勤 3 （3.5） 

仕事の失敗 1 （1.2） 

遁走 1 （1.2） 

不自然・場違いな言動 1 （1.2） 

社内ハラスメント（加害） 0 （0.0） 

社内ハラスメント（被害） 0 （0.0） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 0 （0.0） 

退職希望 0 （0.0） 

指示命令に応じない  0 （0.0） 

不安全行為 0 （0.0） 

自殺未遂 0 （0.0） 

不適切な要求 0 （0.0） 
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自己中心的言動 0 （0.0） 

責任逃れの言動 0 （0.0） 

過度の自己卑下 0 （0.0） 

社外での反社会的行動 0 （0.0） 

その他 2 （2.4） 

 

 

表 27．メンタルヘルス不調の表面化（3番目に多かったもの） 

  人数 （％） 

診断書の提出 22 （25.9） 

頻回欠勤 9 （10.6） 

業務効率の低下 7 （8.2） 

人間関係の悪化 6 （7.1） 

遅刻・早退 6 （7.1） 

身体疾患 5 （5.9） 

社内ハラスメント（被害） 4 （4.7） 

仕事の失敗 3 （3.5） 

無断欠勤 2 （2.4） 

退職希望 2 （2.4） 

不自然・場違いな言動 2 （2.4） 

自己中心的行動 2 （2.4） 

不安全行為 1 （1.2） 

過度の自己卑下 1 （1.2） 

社内ハラスメント（加害） 0 （0.0） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 0 （0.0） 

遁走 0 （0.0） 

指示命令に応じない  0 （0.0） 

自殺未遂 0 （0.0） 

不適切な要求 0 （0.0） 

責任逃れの言動 0 （0.0） 

社外での反社会的行動 0 （0.0） 

その他 0 （0.0） 
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表 28．メンタルヘルス不調の表面化（4番目に多かったもの） 

  人数 （％） 

人間関係の悪化 8 （9.4） 

身体疾患 8 （9.4） 

業務効率の低下 6 （7.1） 

遅刻・早退 6 （7.1） 

退職希望 4 （4.7） 

診断書の提出 4 （4.7） 

頻回欠勤 3 （3.5） 

仕事の失敗 3 （3.5） 

社内ハラスメント（被害） 2 （2.4） 

無断欠勤 2 （2.4） 

指示命令に応じない  1 （1.2） 

不安全行為 1 （1.2） 

自己中心的言動 1 （1.2） 

過度の自己卑下 1 （1.2） 

社内ハラスメント（加害） 0 （0.0） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 0 （0.0） 

遁走 0 （0.0） 

不自然・場違いな言動 0 （0.0） 

自殺未遂 0 （0.0） 

不適切な要求 0 （0.0） 

責任逃れの言動 0 （0.0） 

社外での反社会的行動 0 （0.0） 

その他 2 （2.4） 

 

 

表 29．メンタルヘルス不調の表面化（5番目に多かったもの） 

  人数 （％） 

社内ハラスメント（被害） 7 （8.2） 

人間関係の悪化 7 （8.2） 

診断書の提出 4 （4.7） 

業務効率の低下 3 （3.5） 

無断欠勤 3 （3.5） 

頻回欠勤 3 （3.5） 

自己中心的言動 3 （3.5） 
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仕事の失敗 2 （2.4） 

不自然・場違いな言動 2 （2.4） 

遅刻・早退 1 （1.2） 

身体疾患 1 （1.2） 

社内ハラスメント（加害） 0 （0.0） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 0 （0.0） 

退職希望 0 （0.0） 

遁走 0 （0.0） 

指示命令に応じない  0 （0.0） 

不安全行為 0 （0.0） 

自殺未遂 0 （0.0） 

不適切な要求 0 （0.0） 

責任逃れの言動 0 （0.0） 

過度の自己卑下 0 （0.0） 

社外での反社会的行動 0 （0.0） 

その他 2 （2.4） 

 

 

表 30．産業医として行ったメンタルヘルス事例の対応（1番多かったもの） 
  

  人数 （％） 

定期的な面接を予定した 29 （34.2） 

業務量を軽減するよう提案した 9 （10.6） 

本人と職場の間の中立性を意識して対応した 8 （9.4） 

本人に安心して休業できるような説明をした 7 （8.2） 

本人を焦らせないようにした 6 （7.1） 

関係者間で対応の仕方を共有した 5 （5.9） 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人に指導した 3 （3.5） 

職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にした 2 （2.4） 

主治医と密な情報交換を行った 1 （1.2） 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 1 （1.2） 

本人に自分の置かれている状況について認識を深めてもらうよう働きかけ

た 
1 （1.2） 

本人が苦手な作業や職場環境（物理・科学的刺激を含む）に関し上司の理

解を求めた 
1 （1.2） 

作業の安全面の確保を重視した 1 （1.2） 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合った 0 （0.0） 
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質的な業務負担を軽減するよう提案した 0 （0.0） 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 0 （0.0） 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人に）明示した 0 （0.0） 

ルール違反に対しては厳格に処理した 0 （0.0） 

配置転換をするよう提案した 0 （0.0） 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 0 （0.0） 

本人のできることとできないことを整理した 0 （0.0） 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼した 0 （0.0） 

対人折衝の少ない業務に就かせた 0 （0.0） 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求めた 0 （0.0） 

指示命令の簡略化、具体化を図った 0 （0.0） 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認した 0 （0.0） 

その他 2 （2.1） 

 

 

表 31．産業医としてのメンタルヘルス事例の対応（2番目に多かったもの） 
  

  人数 （％） 

業務量を軽減するよう提案した 10 （11.8） 

定期的な面接を予定した 9 （10.6） 

関係者間で対応の仕方を共有した 8 （9.4） 

職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にした 8 （9.4） 

本人に安心して休業できるような説明をした 7 （8.2） 

本人を焦らせないようにした 6 （7.1） 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 5 （5.9） 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人に指導した 4 （4.7） 

主治医と密な情報交換を行った 3 （3.5） 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 3 （3.5） 

本人と職場の間の中立性を意識して対応した 3 （3.5） 

質的な業務負担を軽減するよう提案した 3 （3.5） 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認した 3 （3.5） 

本人に自分の置かれている状況について認識を深めてもらうよう働きかけ

た 
1 （1.2） 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人に）明示した 1 （1.2） 

本人のできることとできないことを整理した 1 （1.2） 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合った 0 （0.0） 

 0 （0.0） 
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本人が苦手な作業や職場環境（物理・科学的刺激を含む）に関し上司の理

解を求めた 

ルール違反に対しては厳格に処理した 0 （0.0） 

配置転換をするよう提案した 0 （0.0） 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 0 （0.0） 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼した 0 （0.0） 

対人折衝の少ない業務に就かせた 0 （0.0） 

作業の安全面の確保を重視した 0 （0.0） 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求めた 0 （0.0） 

指示命令の簡略化、具体化を図った 0 （0.0） 

その他 1 （1.2） 

 

 

表 32．産業医としてのメンタルヘルス事例の対応（3番目に多かったもの） 
  

  人数 （％） 

職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にした 9 （10.6） 

主治医と密な情報交換を行った 8 （9.4） 

関係者間で対応の仕方を共有した 7 （8.2） 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合った 6 （7.1） 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 6 （7.1） 

本人と職場の間の中立性を意識して対応した 5 （5.9） 

定期的な面接を予定した 4 （4.7） 

業務量を軽減するよう提案した 4 （4.7） 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 4 （4.7） 

本人のできることとできないことを整理した 4 （4.7） 

本人に安心して休業できるような説明をした 3 （3.5） 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人に指導した 3 （3.5） 

対人折衝の少ない業務に就かせた 3 （3.5） 

本人を焦らせないようにした 2 （2.4） 

質的な業務負担を軽減するよう提案した 2 （2.4） 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認した 2 （2.4） 

本人が苦手な作業や職場環境（物理・科学的刺激を含む）に関し上司の理

解を求めた 
1 （1.2） 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 1 （1.2） 

作業の安全面の確保を重視した 1 （1.2） 

 0 （0.0） 
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本人に自分の置かれている状況について認識を深めてもらうよう働きかけ

た 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人に）明示した 0 （0.0） 

ルール違反に対しては厳格に処理した 0 （0.0） 

配置転換をするよう提案した 0 （0.0） 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼した 0 （0.0） 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求めた 0 （0.0） 

指示命令の簡略化、具体化を図った 0 （0.0） 

その他 1 （1.2） 

 

 

表 33．産業医としてのメンタルヘルス事例の対応（4番目に多かったもの） 
  

  人数 （％） 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人に指導した 10 （11.8） 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合った 6 （7.1） 

関係者間で対応の仕方を共有した 5 （5.9） 

職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にした 5 （5.9） 

質的な業務負担を軽減するよう提案した 5 （5.9） 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 5 （5.9） 

定期的な面接を予定した 4 （4.7） 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 4 （4.7） 

本人と職場の間の中立性を意識して対応した 4 （4.7） 

本人に安心して休業できるような説明をした 3 （3.5） 

本人を焦らせないようにした 3 （3.5） 

作業の安全面の確保を重視した 3 （3.5） 

本人に自分の置かれている状況について認識を深めてもらうよう働きかけ

た 
2 （2.4） 

対人折衝の少ない業務に就かせた 2 （2.4） 

業務量を軽減するよう提案した 1 （1.2） 

本人が苦手な作業や職場環境（物理・科学的刺激を含む）に関し上司の理

解を求めた 
1 （1.2） 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 1 （1.2） 

本人のできることとできないことを整理した 1 （1.2） 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認した 1 （1.2） 

主治医と密な情報交換を行った 0 （0.0） 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人に）明示した 0 （0.0） 
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ルール違反に対しては厳格に処理した 0 （0.0） 

配置転換をするよう提案した 0 （0.0） 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼した 0 （0.0） 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求めた 0 （0.0） 

指示命令の簡略化、具体化を図った 0 （0.0） 

その他 2 （2.4） 

 

 

表 34．産業医としてのメンタルヘルス事例の対応（5番目に多かったもの） 
  

  人数 （％） 

職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にした 6 （7.1） 

本人に安心して休業できるような説明をした 5 （5.9） 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人に指導した 5 （5.9） 

本人が苦手な作業や職場環境（物理・科学的刺激を含む）に関し上司の理

解を求めた 
5 （5.9） 

定期的な面接を予定した 4 （4.7） 

関係者間で対応の仕方を共有した 4 （4.7） 

業務量を軽減するよう提案した 4 （4.7） 

主治医と密な情報交換を行った 3 （3.5） 

本人に自分の置かれている状況について認識を深めてもらうよう働きかけ

た 
3 （3.5） 

質的な業務負担を軽減するよう提案した 3 （3.5） 

配置転換をするよう提案した 2 （2.4） 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 2 （2.4） 

本人のできることとできないことを整理した 2 （2.4） 

対人折衝の少ない業務に就かせた 2 （2.4） 

作業の安全面の確保を重視した 2 （2.4） 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合った 1 （1.2） 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 1 （1.2） 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 1 （1.2） 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人に）明示した 1 （1.2） 

ルール違反に対しては厳格に処理した 1 （1.2） 

指示命令の簡略化、具体化を図った 1 （1.2） 

本人を焦らせないようにした 0 （0.0） 

本人と職場の間の中立性を意識して対応した 0 （0.0） 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼した 0 （0.0） 
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家族（親族）に職場の対応に関する理解を求めた 0 （0.0） 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認した 0 （0.0） 

その他 1 （1.2） 

 

 

表 35．産業医としてのメンタルヘルス事例の対応（6番目に多かったもの） 
  

  人数 （％） 

本人に安心して休業できるような説明をした 6 （7.1） 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人に指導した 6 （7.1） 

主治医と密な情報交換を行った 4 （4.7） 

本人に自分の置かれている状況について認識を深めてもらうよう働きかけ

た 
4 （4.7） 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 4 （4.7） 

本人が苦手な作業や職場環境（物理・科学的刺激を含む）に関し上司の理

解を求めた 
4 （4.7） 

本人と職場の間の中立性を意識して対応した 3 （3.5） 

指示命令の簡略化、具体化を図った 3 （3.5） 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認した 3 （3.5） 

定期的な面接を予定した 2 （2.4） 

職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にした 2 （2.4） 

業務量を軽減するよう提案した 2 （2.4） 

質的な業務負担を軽減するよう提案した 2 （2.4） 

本人のできることとできないことを整理した 2 （2.4） 

関係者間で対応の仕方を共有した 1 （1.2） 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合った 1 （1.2） 

本人を焦らせないようにした 1 （1.2） 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 1 （1.2） 

配置転換をするよう提案した 1 （1.2） 

作業の安全面の確保を重視した 1 （1.2） 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人に）明示した 0 （0.0） 

ルール違反に対しては厳格に処理した 0 （0.0） 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 0 （0.0） 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼した 0 （0.0） 

対人折衝の少ない業務に就かせた 0 （0.0） 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求めた 0 （0.0） 

その他 0 （0.0） 
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表 36．産業医としてのメンタルヘルス事例の対応（7番目に多かったもの） 
  

  人数 （％） 

本人が苦手な作業や職場環境（物理・科学的刺激を含む）に関し上司の理

解を求めた 
4 （4.7） 

本人を焦らせないようにした 3 （3.5） 

業務量を軽減するよう提案した 3 （3.5） 

質的な業務負担を軽減するよう提案した 3 （3.5） 

ルール違反に対しては厳格に処理した 3 （3.5） 

定期的な面接を予定した 2 （2.4） 

関係者間で対応の仕方を共有した 2 （2.4） 

職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にした 2 （2.4） 

本人に安心して休業できるような説明をした 2 （2.4） 

主治医と密な情報交換を行った 2 （2.4） 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合った 2 （2.4） 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人に指導した 2 （2.4） 

本人に自分の置かれている状況について認識を深めてもらうよう働きかけ

た 
2 （2.4） 

配置転換をするよう提案した 2 （2.4） 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 2 （2.4） 

本人のできることとできないことを整理した 2 （2.4） 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 1 （1.2） 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人に）明示した 1 （1.2） 

対人折衝の少ない業務に就かせた 1 （1.2） 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求めた 1 （1.2） 

本人と職場の間の中立性を意識して対応した 0 （0.0） 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 0 （0.0） 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼した 0 （0.0） 

作業の安全面の確保を重視した 0 （0.0） 

指示命令の簡略化、具体化を図った 0 （0.0） 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認した 0 （0.0） 

その他 0 （0.0） 
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表 37．産業医として特に困ったこと（1番多かったもの） 
  

  人数 （％） 

本人の業務遂行能力、適性に合った職場（仕事）が見当たらなかった 28 （32.9） 

病気か他の問題（性格傾向など）かの判別が難しかった 15 （17.6） 

本人が指示・助言を聞き入れなかった 11 （12.9） 

専門医受診を承諾しなかった 8 （9.4） 

本人の業務遂行能力、適性の評価が難しかった 6 （7.1） 

本人の業務遂行能力の回復や適性の変化に関する予測が困難だった 4 （4.7） 

本人の支援について職場の理解が得られなかった 2 （2.4） 

本人の症状、薬剤の副作用を考慮した作業・通勤面の安全確保が難しか

った 
2 （2.4） 

本人の病状の予後（転帰）の推定が難しかった 0 （0.0） 

意思の疎通が困難だった 0 （0.0） 

主治医との連携が困難だった 0 （0.0） 

家族（または親族）の理解が得られなかった 0 （0.0） 

 

 

表 38．産業医として特に困ったこと（2番目に多かったもの） 
  

  人数 （％） 

病気か他の問題（性格傾向など）かの判別が難しかった 14 （16.5） 

本人の業務遂行能力、適性に合った職場（仕事）が見当たらなかった 12 （14.1） 

本人が指示・助言を聞き入れなかった 8 （9.4） 

本人の業務遂行能力、適性の評価が難しかった 7 （8.2） 

本人の業務遂行能力の回復や適性の変化に関する予測が困難だった 6 （7.1） 

本人の病状の予後（転帰）の推定が難しかった 5 （5.9） 

意思の疎通が困難だった 4 （4.7） 

本人の支援について職場の理解が得られなかった 4 （4.7） 

主治医との連携が困難だった 4 （4.7） 

専門医受診を承諾しなかった 3 （3.5） 

本人の症状、薬剤の副作用を考慮した作業・通勤面の安全確保が難しか

った 
2 （2.4） 

家族（または親族）の理解が得られなかった 1 （1.2） 
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表 39．産業医として特に困ったこと（3番目に多かったもの） 
  

  人数 （％） 

本人の業務遂行能力、適性に合った職場（仕事）が見当たらなかった 10 （11.8） 

本人の業務遂行能力、適性の評価が難しかった 9 （10.6） 

本人の業務遂行能力の回復や適性の変化に関する予測が困難だった 8 （9.4） 

病気か他の問題（性格傾向など）かの判別が難しかった 6 （7.1） 

本人の病状の予後（転帰）の推定が難しかった 6 （7.1） 

本人が指示・助言を聞き入れなかった 5 （5.9） 

本人の支援について職場の理解が得られなかった 4 （4.7） 

専門医受診を承諾しなかった 3 （3.5） 

意思の疎通が困難だった 2 （2.4） 

本人の症状、薬剤の副作用を考慮した作業・通勤面の安全確保が難しか

った 
1 （1.2） 

主治医との連携が困難だった 0 （0.0） 

家族（または親族）の理解が得られなかった 0 （0.0） 

 

 

表 40．産業医として特に困ったこと（4番目に多かったもの） 
  

  人数 （％） 

本人の業務遂行能力の回復や適性の変化に関する予測が困難だった 5 （5.9） 

専門医受診を承諾しなかった 5 （5.9） 

病気か他の問題（性格傾向など）かの判別が難しかった 3 （3.5） 

本人の病状の予後（転帰）の推定が難しかった 3 （3.5） 

本人の業務遂行能力、適性の評価が難しかった 3 （3.5） 

主治医との連携が困難だった 3 （3.5） 

本人が指示・助言を聞き入れなかった 2 （2.4） 

本人の業務遂行能力、適性に合った職場（仕事）が見当たらなかった 2 （2.4） 

本人の症状、薬剤の副作用を考慮した作業・通勤面の安全確保が難しか

った 
2 （2.4） 

意思の疎通が困難だった 1 （1.2） 

本人の支援について職場の理解が得られなかった 1 （1.2） 

家族（または親族）の理解が得られなかった 1 （1.2） 
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表 41．産業医として特に困ったこと（5番目に多かったもの） 
  

  人数 （％） 

本人の業務遂行能力の回復や適性の変化に関する予測が困難だった 7 （8.2） 

主治医との連携が困難だった 4 （4.7） 

病気か他の問題（性格傾向など）かの判別が難しかった 2 （2.4） 

本人の病状の予後（転帰）の推定が難しかった 2 （2.4） 

本人の業務遂行能力、適性に合った職場（仕事）が見当たらなかった 2 （2.4） 

本人の支援について職場の理解が得られなかった 2 （2.4） 

本人が指示・助言を聞き入れなかった 1 （1.2） 

専門医受診を承諾しなかった 1 （1.2） 

家族（または親族）の理解が得られなかった 1 （1.2） 

本人の業務遂行能力、適性の評価が難しかった 0 （0.0） 

意思の疎通が困難だった 0 （0.0） 

本人の症状、薬剤の副作用を考慮した作業・通勤面の安全確保が難しか

った 
0 （0.0） 

 

 

表 42．メンタルヘルス事例の診断名（1番多かったもの） 
 

  人数 （％） 

うつ病 35 （41.2） 

適応障害 25 （29.4） 

双極性障害 2 （2.4） 

不安障害 1 （1.2） 

自律神経失調症 1 （1.2） 

発達障害 0 （0.0） 

睡眠障害 0 （0.0） 

統合失調症 0 （0.0） 

パーソナリティ障害 0 （0.0） 

アルコール使用障害 0 （0.0） 

心因反応 0 （0.0） 

摂食障害 0 （0.0） 

強迫性障害 0 （0.0） 

ＰＴＳＤ 0 （0.0） 

アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 11 （12.9） 
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表 43．メンタルヘルス事例の診断名（2番目に多かったもの） 
 

  人数 （％） 

適応障害 32 （37.6） 

うつ病 19 （22.4） 

自律神経失調症 6 （7.1） 

不安障害 5 （5.9） 

双極性障害 4 （4.7） 

発達障害 0 （0.0） 

睡眠障害 2 （2.4） 

統合失調症 1 （1.2） 

パーソナリティ障害 0 （0.0） 

アルコール使用障害 0 （0.0） 

心因反応 0 （0.0） 

摂食障害 0 （0.0） 

強迫性障害 0 （0.0） 

ＰＴＳＤ 0 （0.0） 

アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 6 （7.1） 

 

 

表 44．メンタルヘルス事例の診断名（3番目に多かったもの） 
 

  人数 （％） 

自律神経失調症 14 （16.5） 

適応障害 11 （12.9） 

うつ病 10 （11.8） 

不安障害 10 （11.8） 

睡眠障害 8 （9.4） 

心因反応 7 （8.2） 

双極性障害 6 （7.1） 

発達障害 2 （2.4） 

強迫性障害 2 （2.4） 

統合失調症 0 （0.0） 

パーソナリティ障害 0 （0.0） 

アルコール使用障害 0 （0.0） 

摂食障害 0 （0.0） 

ＰＴＳＤ 0 （0.0） 
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アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 1 （1.2） 

 

 

表 45．メンタルヘルス事例の診断名（4番目に多かったもの） 
 

  人数 （％） 

不安障害 14 （16.5） 

双極性障害 9 （10.6） 

自律神経失調症 8 （9.4） 

心因反応 8 （9.4） 

睡眠障害 5 （5.9） 

発達障害 4 （4.7） 

うつ病 3 （3.5） 

適応障害 2 （2.4） 

統合失調症 1 （1.2） 

アルコール使用障害 1 （1.2） 

強迫性障害 1 （1.2） 

パーソナリティ障害 0 （0.0） 

摂食障害 0 （0.0） 

ＰＴＳＤ 0 （0.0） 

アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 2 （2.4） 

 

 

表 46．メンタルヘルス事例の診断名（5番目に多かったもの） 
 

  人数 （％） 

不安障害 8 （9.4） 

心因反応 8 （0.0） 

自律神経失調症 7 （8.2） 

発達障害 4 （4.7） 

双極性障害 3 （3.5） 

睡眠障害 3 （3.5） 

うつ病 2 （2.4） 

適応障害 2 （2.4） 

統合失調症 2 （2.4） 

パーソナリティ障害 0 （0.0） 
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アルコール使用障害 0 （0.0） 

摂食障害 0 （0.0） 

強迫性障害 0 （0.0） 

ＰＴＳＤ 0 （0.0） 

アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 1 （1.2） 

 

 

表 47．メンタルヘルス事例の産業医の診断（見立て）（1番多かったもの） 

  人数 （％） 

適応障害 42 （49.4） 

うつ病 20 （23.5） 

発達障害 5 （5.9） 

睡眠障害 2 （2.4） 

双極性障害 1 （1.2） 

不安障害 1 （1.2） 

統合失調症 0 （0.0） 

パーソナリティ障害 0 （0.0） 

アルコール使用障害 0 （0.0） 

摂食障害 0 （0.0） 

強迫性障害 0 （0.0） 

ＰＴＳＤ 0 （0.0） 

アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 3 （3.5） 

 

 

表 48．メンタルヘルス事例の産業医の診断（見立て）（2番目に多かったもの） 

  人数 （％） 

うつ病 20 （23.5） 

適応障害 19 （22.4） 

不安障害 8 （9.4） 

パーソナリティ障害 8 （9.4） 

発達障害 6 （7.1） 

睡眠障害 5 （5.9） 

双極性障害 2 （2.4） 

統合失調症 1 （1.2） 
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アルコール使用障害 0 （0.0） 

摂食障害 0 （0.0） 

強迫性障害 0 （0.0） 

ＰＴＳＤ 0 （0.0） 

アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 2 （2.4） 

 

 

表 49．メンタルヘルス事例の産業医の診断（見立て）（3番目に多かったもの） 

  人数 （％） 

発達障害 18 （21.2） 

うつ病 12 （14.1） 

双極性障害 12 （14.1） 

不安障害 7 （8.2） 

適応障害 5 （5.9） 

睡眠障害 4 （4.7） 

パーソナリティ障害 4 （4.7） 

アルコール使用障害 2 （2.4） 

強迫性障害 1 （1.2） 

摂食障害 0 （0.0） 

統合失調症 0 （0.0） 

ＰＴＳＤ 0 （0.0） 

アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 3 （3.5） 

 

 

表 50．メンタルヘルス事例の産業医の診断（見立て）（4番目に多かったもの） 

  人数 （％） 

不安障害 13 （15.3） 

双極性障害 11 （12.9） 

睡眠障害 8 （9.4） 

発達障害 7 （8.2） 

うつ病 5 （5.9） 

パーソナリティ障害 5 （5.9） 

適応障害 2 （2.4） 

アルコール使用障害 1 （1.2） 
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ＰＴＳＤ 1 （1.2） 

統合失調症 0 （0.0） 

摂食障害 0 （0.0） 

強迫性障害 0 （0.0） 

アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 0 （0.0） 

 

 

表 51．メンタルヘルス事例の産業医の診断（見立て）（5番目に多かったもの） 

  人数 （％） 

不安障害 10 （11.8） 

発達障害 6 （7.1） 

双極性障害 5 （5.9） 

パーソナリティ障害 5 （5.9） 

睡眠障害 4 （4.7） 

強迫性障害 2 （2.4） 

アルコール使用障害 2 （2.4） 

うつ病 1 （1.2） 

統合失調症 1 （1.2） 

適応障害 0 （0.0） 

摂食障害 0 （0.0） 

ＰＴＳＤ 0 （0.0） 

アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 0 （0.0） 
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（2）事例調査（「職場におけるメンタルヘ

ルス不調の表面化およびその対応に関する

事例研究」として実施） 

A．研究目的 

本研究では、専属産業医等が経験した事例

の分析を通して、比較的産業保健活動が充

実している職場において、メンタルヘルス

不調例が現在どのような形で表面化・問題

化し、どのような経過をたどり、産業医は

どういった対応をしているかを、主治医と

の連携状況をも含めて、明らかにすること

を目的とした。 

 

B．研究方法 

 平成 27年 11 月から 12 月にかけて、郵送

法によるメンタルヘルス関連事例の事例調

査を実施した。 

産業医科大学の専門性の高い産業医の育成

を狙いとする卒後修練コースを修了し、お

よそ 5年以上産業保健活動を主たる業務と

している医師 95 名に、電子メールによって

研究参加を求めた。また、同メールには、

研究および調査の概要説明と提出を依頼す

る事例票を付した。返信によって参加協力

を表明した医師に、郵送にて事例票を送り、

同封した封筒を用いて、記入後事例票を郵

送で返信してもらった。 

事例票は、過去 5年以内に経験した（最初

に関わった時点が 5 年以内の）事例につい

て、当該労働者の性別、年代などの属性、

勤続年数、職種、職位、仕事外の強いスト

レス要因の有無、健康障害の既往、過去の

休業歴、過去の職場不適応の有無、産業保

健スタッフへの相談経路、職場でどのよう

に表面化したか、産業医がどの時点で関与

したか、精神科専門医がどの時点で関わっ

たか、職場関係者が困ったこと、産業医が

行なった主な対応およびその中で特に効果

的だったもの、診断書の病名、産業医によ

る診断名（見立て）、障害者手帳取得の有無

などの記入を求めている。 

事例票全文を別表として文末に掲げた。 

（倫理面への配慮） 

 本調査は連結可能匿名化によって行い、

回答者および事例票の当該労働者が同定で

きるような事項は含めなかった。また、産

業医科大学倫理委員会の承認を得たうえで

実施した。 

 

C．研究結果 

 40 名（42.1％）から 265 例の事例提供が

あった。以下に、その集計・解析結果を示

す。 

1）当該労働者の属性など 

性別は、男性が約 84％を占めた。年齢は、

30～39 歳（30.6％）、40～49 歳（30.2％）

の順に多かった。家族と同居している例が

過半数を占めた。婚姻状況は、未婚と既婚

がほぼ同数であった。勤続年数は、15年以

上（34.7％）、6～10 年（18.5％）、2～3 年
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（15.1％）の順に多く、ばらつきがみられ

た。所属する事業場の業種は、製造業

（67.2％）が多かった。職種は、専門・技

術職が過半数を占めた。職位は、一般職

（84.5％）が大半であった。（以上、表 1） 

2）仕事外の強いストレス要因 

仕事外のストレス要因が確認できた例は、

38.1％で、逆に見当たらなかった例は

51.3％であった。（表 2） 

2）身体疾患の既往 

身体疾患の既往を確認できた例は、精神

疾患のそれよりも少なく、20.4％だった。

（表 3） 

3）精神疾患の既往 

精神疾患の既往があった例は、推定例も

含めると、46.5％であった。逆にないと考

えられた例は、51.7％だった。（表 4） 

4）休業歴（外傷・身体疾患） 

外傷あるいは身体疾患による休業歴につい

ては、みられなかった例が大半（90.6％）

を占めた。複数回あった例は、5.3％にみら

れた。（表 5） 

5）休業歴（精神疾患） 

精神疾患による休業歴については、みら

れなかった例は 60.0％だった。複数回あっ

た例が、18.5％みられた。（表 6） 

6）過去の職場不適応 

過去に職場不適応がみられた例は、

45.3％であった。（表 7） 

7）産業保健スタッフへの相談経路 

上司からの相談（53.6％）が最多で、次

いで人事管理部署からの相談（22.3％）、本

人からの相談（18.5％）の順に多かった。

（表 8） 

8）事例の職場における表面化とそれ以後の

経過 

事例の表面化（職場で問題視された事項）

について、時系列に最大 7項目まで記入す

るように求めた結果を表 9～15に示した。 

 最初の表面化は、「業務効率の低下」

（28.7％）、「頻回欠勤」（12.1％）、「仕事の

失敗」（7.9％）、「人間関係の悪化」（6.8％）、

「遅刻・早退」（6.8％）、「身体疾患」（6.4％）、

「社内ハラスメント（被害）」（5.3％）の順

に多かった。2 番目の表面化は、「業務効率

の低下」（14.7％）、「頻回欠勤」（13.6％）、

「診断書の提出」（13.6％）、「人間関係の悪

化」（9.4％）、「遅刻・早退」（9.1％）の順

だった。3番目の表面化は、「診断書の提出」

（18.5％）、「頻回欠勤」（11.7％）、「業務効

率の低下」（6.0％）、「遅刻・欠勤」（5.7％）、

「人間関係の悪化」（5.3％）の順だった。 

 最初の表面化が「業務効率の低下」、「頻

回欠勤」、「仕事の失敗」、「人間関係の悪化」、

「身体疾患」、「社内ハラスメント（被害）」

であった例の、それ以後の経緯（問題視さ

れた事項）を、時系列に表 16 にまとめた。 

9）産業医の関与 

どの段階で産業医が関与したかについて

は、事項別にみると、「頻回欠勤」（22.6％）、
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診断書の提出（17.4％）、「業務効率の低下」

（13.2％）「身体疾患」（6.0％）、「遅刻・早

退」（5.7％）の順に多かった。（表 17） 

何番目の事項の段階で関与したかでみると、

2番目（31.3％）、1 番目（26.4％）、3番目

（23.8％）の順に多かった。（表 18） 

10）精神科（心療内科）専門医の関与 

どの段階で精神科（心療内科）専門医に

つながったかについては、事項別にみると、

「診断名の提出」（39.6％）、「頻回欠勤」

（17.4％）、「業務効率の低下」（8.3％）の

順に多かった（表 19）。 

「診断書の提出」の段階でつながった例に

ついて、その直前の事項を表 20 にまとめた。 

何番目の事項の段秋でつながったかでみる

と、3番目（23.8％）、1 番目（19.6％）、2

番目（16.6％）の順に多く、産業医が関与

した時期の分布に比べ、ばらつきが強かっ

た。（表 21） 

11）職場関係者が困ったこと 

 職場関係者が困ったことを複数回答可の

形式で問うたところ、「どう対応していいか

わからない」（68.7％）、「どのくらい仕事が

できるか予測がつかない」（53.6％）、「周囲

の者に負担がかかる」（45.7％）、「注意をし

ても改善効果がない」（32.5％）、「職場の雰

囲気が悪くなる」（22.6％）、「チームとして

の成果が上がらない」（18.1％）、「意思の疎

通が図れない」（16.2％）、「本人からの要求

が過度である」（13.6％）の順に多かった。

（表 22） 

12）産業医が行なった主な対応 

 産業医が行なった主な対応を複数回答可

の形式で問うたところ、「関係者間で対応の

仕方を共有した」（60.8％）、「定期的な面接

を予定した」（57.0％）、「職場でできること

と本人に自助努力を求めることを明確にし

た」（48.7％）、「本人に安心して休業できる

ような説明をした」（44.9％）、「主治医と密

な情報交換を行った」（43.1％）、「仕事への

取り組み方に関して本人とよく話し合っ

た」（41.5％）、「休養の取り方、生活習慣の

改善について本人に指導した」（41.5％）、

「本人を焦らせないようにした」（34.0％）、

「業務量を軽減するよう提案した」

（30.5％）、「自己の状態のセルフモニタリ

ングを求めた」（30.2％）がこの順に多く、

これらは 3 割を超える事例で行われていた。

（表 23） 

 産業医が行なった主な対応で特に効果的

だったものとしては、「関係者間で対応の仕

方を共有した」（14.0％）、「主治医と密な連

絡を行った」（9.1％）、「本人に安心して休

業できるような説明をした」（7.2％）、「職

場でできることと本人に自助努力を求める

ことを明確にした」（6.8％）、「質的な業務

負担を軽減するよう提案した」（5.7％）、「休

養の取り方、生活習慣の改善について本人

に指導した」（5.3％）、「本人が苦手な作業

や職場環境（物理・化学的刺激を含む）に
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関し上司の理解を求めた」（5.3％）、「配置

転換するよう提案した」（5.3％）が、この

順に多かった。（表 24） 

13）診断書の病名 

 診断書に記された病名（複数回答可）は、

「うつ病」（53.6％）、「適応障害」（24.2％）

で約 78％を占めていた。次いで、双極性障

害（5.3％）、「不安障害」（5.3％）、「発達障

害」（5.3％）、「睡眠障害」（4.2％）の順で

あった。（表 25） 

14）産業医による診断名（見立て） 

 産業医による診断名（見立て）（複数回答

可）は、「適応障害」（38.1％）が最も多く、

次いで「うつ病」（29.8％）、「発達障害」

（19.6％）、「パーソナリティ障害」（9.8％）、

「双極性障害」（9.8％）、不安障害（7.9％）、

統合失調症（5.3％）の順であった。（表 26） 

15）診断書の病名と産業医の見立て 

 両者が一致していた事例（複数の診断

名・見立てがある例では、一部の一致も含

む）は、179 例（67.5％）であった（表 27）。 

診断書の病名として最も多かった「うつ病」

の事例が、産業医によってどのように見立

てられていたかを表 28 にまとめた。（複数

の病名があった場合には、すべてを計上し

た。） 

 また、産業医の見立てが「適応障害」で

あった事例における診断書の病名を表 29

にまとめた。（複数の病名があった場合には、

すべてを計上した。） 

16）診断書の病名と特に効果的だった産業

医の対応 

 診断書の病名が「うつ病」、「適応障害」

（高頻度の上位 2つ）であった事例につい

て、特に効果的であったと回答された産業

医の回答を表 30 にまとめた。 

17）産業医の見立てと特に効果的だった産

業医の対応 

 産業医の見立てが「適応障害」、「うつ病」、

「発達障害」（高頻度の上位 3 つ）であった

事例について、特に効果的であったと回答

された事項を表 31 にまとめた。 

18）障害者手帳の取得の有無 

 障害者手帳を取得していたのは、6.0％で

あった。（表 32） 

 

D. 考察 

 265 例の事例調査から、職場におけるメ

ンタルヘルス不調の表面化、それに対して

行われている産業医の取り組みに関する現

状の一端が明らかになった。 

1）既往歴、過去の不適応について 

精神疾患の既往歴あるいは過去の職場不

適応歴がみられた例が、ともに 4 割以上あ

った。メンタルヘルス不調の繰り返し（再

燃・再発）例が少なくないことが推察され

る。 

2）産業保健スタッフへの相談経路 

本人および人事管理部署よりも、上司か

らの相談が多いのは、日頃から管理監督者
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教育等が実施され、また職場と産業保健ス

タッフとの連携がなされているためである

と考えられる 1）。 

3）事例の表面化と経過 

 メンタルヘルス不調は、業務効率の低下

あるいは頻回欠勤や遅刻・早退といった勤

怠不良で表面化しやすいことが明らかにな

った。また、仕事の失敗、人間関係の悪化、

身体疾患、ハラスメント問題によって表面

化する例も少なくないことも判明した。ま

た、産業医が常勤であり、日頃から職場と

の連携がなされていても、診断書が提出さ

れて初めて問題が認知される例がある点も

注目すべきであろう。 

 業務効率の低下、勤怠問題、仕事の失敗、

人間関係の悪化は、他の事項に続いて、比

較的早期に表面化する例も多くみられてお

り、事例の早期発見には注意することが不

可欠な事項であると言える。 

 業務効率の低下、頻回欠勤、仕事の失敗、

人間関係の悪化、遅刻・早退、身体疾患、

社内ハラスメント（被害）が表面化の起点

であった例について、表面化後の経緯をみ

ると、「業務効率の低下→頻回欠勤→診断書

の提出」、「業務効率の低下→診断書の提出」、

「業務効率の低下→遅刻・早退→頻回欠勤」、

「業務効率の低下→遅刻・早退→診断書の

提出」「業務効率の低下→人間関係の悪化」、

「業務効率の低下→仕事の失敗→人間関係

の悪化」、「業務効率の低下→不自然・場違

いな言動」、「業務効率の低下→身体疾患」、

「業務効率の低下→過度の自己卑下」、「頻

回欠勤→診断書の提出」、「頻回欠勤→業務

効率の低下→診断書の提出」、「仕事の失敗

→業務効率の低下→遅刻・早退」、「仕事の

失敗→過度の自己卑下」、「仕事の失敗→遅

刻・早退」、「人間関係の悪化→業務効率の

低下」、「遅刻・欠勤→頻回欠勤→無断欠勤」、

「遅刻・早退→業務効率の低下」、「遅刻・

欠勤→仕事の失敗」、「身体疾患→頻回欠勤

→診断書の提出」、「身体疾患→業務効率の

低下」、「身体疾患→遅刻・早退」、「社内ハ

ラスメント（被害）→人間関係の悪化」が

3例以上にみられた。業務効率の低下、頻

回欠勤、仕事の失敗、人間関係の悪化、遅

刻・早退は、状況によって、表面化の順序

が入れ替わる可能性があると考えられた。 

4）産業医の関与 

 産業医の関与したのは、頻回欠勤が問題

視された時点が最も多く、業務効率の低下

の時点を上回っている。時期としては、2

番目の問題が出現したところであり、問題

の内容からも、時間の経過からも、現場の

関係者が看過できなくなり、産業医に相談

を持ち込んだ例が多いと推測される。 

5）精神科（心療内科）専門医の関与 

精神科（心療内科）専門医につながった

のが最も多かったのは、診断書が提出され

た段階であったが、その中には、直前の他

の事項の表面化を機に、専門医への紹介が
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なされ、診断書が提出されるに至った例も

含まれている可能性がある。そのため、診

断書の提出の直前の事項も併せてみると、

頻回欠勤、業務効率の低下が多くみられた。 

6）職場関係者が特に困ったこと 

「どう対応していいかわからない」、「ど

のくらい仕事ができるか予測できない」、

「周囲の者に負担がかかる」、「注意をして

も改善効果がない」、「職場の雰囲気が悪く

なる」の 5 項目が、2割以上の事例で該当

した。いずれも、解決が容易でない問題で

あるが、これらに対して、助言、指導の道

筋が示されれば、職場によって有用性が高

いであろう。 

7）産業医の対応 

「関係者間で対応の仕方を共有した」、

「職場でできることと本人に自助努力を求

めることを明確にした」、「本人に安心して

休業できるような説明をした」、「主治医と

密な情報交換を行った」、「仕事への取り組

み方に関して本人とよく話し合った」、「休

養の取り方、生活習慣の改善について本人

に指導した」など、産業医が行った対応で

多く回答された事項が、その中で特に効果

的であった対応としても、回答率の高い傾

向がみられた。これらは、メンタルヘルス

関連事例の対応において、広く実施が推奨

されるべきであると考えられる。 

8）診断書の病名と産業医の見立て 

両者の一致率は、67.5％に留まり、診断書

の病名は、「うつ病」が最多であったのに対

して、産業医の見立てで最も多かったのは、

「適応障害」だった。 

この結果は、診断書の病名が「うつ状態」

あるいは「抑うつ状態」であった場合に、

「うつ病」が選択された可能性、指摘され

ることの多い「精神科医が意識的に確定診

断を記さない」、「診断書は早期に提出が求

められるため、あいまいな（暫定的な）病

名が記されることになる」、「産業医の診断

能力に問題がある（特に、内因性の要素を

軽視する）」2）こと以外に、得られる情報

の違いにもよるところがあると考えられる。

精神科医と産業医の連携がさらに進めば、

両者の一致率も高まる可能性があるであろ

う。 

9）診断書の病名と特に効果的であった対応 

 特に効果的であった対応について、回答

頻度の高かった「うつ病」と「適応障害」

を比較したところ、「関係者間で対応の仕方

を共有した」、「本人に安心して休業できる

ような説明をした」、「休養の取り方、生活

習慣の改善について本人に指導した」など

は同程度であったが、「配置転換をするよう

提案した」、「自己の状態のセルフモニタリ

ングを求めた」など、一部に相違がみられ

た。 

10）産業医の見立てと特に効果的であった

対応 

 3 つの病名で比較した影響もあり、診断
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書の場合よりも、さらに病名によって相違

が大きかった。「関係者間で対応の仕方を共

有した」、「質的な業務負担を軽減するよう

提案した」、「主治医と密な情報交換を行っ

た」は、「うつ病」と「発達障害」で多く、

「職場でできることと本人に自助努力を求

めることを明確にした」は適応障害で多か

った。「本人に安心して休業できるような説

明をした」は、「適応障害」と「うつ病」で

多かったが、これは「発達障害」では休業

に至らない例も少なくないためと解釈され

た。 

 

E．総括（まとめ） 

 専属産業医等の参加協力を得た事例調査

によって、職場におけるメンタルヘルス関

連事例に関する現状の一端が明らかになっ

た。 

 特に、問題の表面化の過程と産業医、精

神科（心療内科）医の関わり、診断書の病

名と産業医の見立ての相違、産業医の対応

の中で特に有用であったもの、さらに病名

によってそれに相違がみられたことなどは、

メンタルヘルス不調の対応に関するガイド

ラインの作成に極めて有益な情報であると

考えられた。 
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1．論文発表  なし 

2．学会発表  なし 
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表 1．事例（当該労働者）の属性 

    人数 （％） 

性別 男性 222 （83.8） 

  女性 43 （16.2） 

年代 ～29歳 77 （29.1） 

 
30～39歳 81 （30.6） 

 
40～49歳 80 （30.2） 

  50～59歳 27 （10.2） 

居住 単身 124 （46.8） 

 
家族と同居 139 （52.5） 

  その他 2 （0.8） 

婚姻状況 未婚 126 （47.5） 

 
既婚 125 （47.2） 

 
離婚後 12 （4.5） 

  その他 2 （0.8） 

勤続年数 ～1年 11 （4.2） 

 
2～3年 40 （15.1） 

 
4～5年 37 （14.0） 

 
6～10年 49 （18.5） 

 
11～15年 35 （13.2） 

 
15年以上 92 （34.7） 

  不明 1 （0.4） 

事業場の業種 製造業 178 （67.2） 

 
運輸業 17 （6.4） 

 
建設業 15 （5.7） 

 
卸売・小売業 15 （5.7） 

 
サービス業 11 （4.2） 

 
情報通信業 9 （3.4） 

 
金融・保険業 2 （0.8） 

 
医療・福祉 1 （0.4） 

  その他 16 （6.2） 

職種 専門・技術 141 （53.2） 

 
事務 42 （15.8） 

 
生産工程 24 （9.1） 

 
管理 22 （8.3） 

 
販売 16 （6.0） 
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運転 5 （1.9） 

 
サービス 3 （1.1） 

 
運搬・清掃 2 （0.8） 

  その他 4 （0.8） 

職位 一般職 224 （84.5） 

 
管理職 35 （13.2） 

 
嘱託社員 3 （1.1） 

 
派遣スタッフ 2 （0.8） 

  経営職 1 （0.4） 

 

 

表 2．仕事外の強いストレス要因 
 

  例数 （％） 

あり 101 （38.1） 

なし 136 （51.3） 

不明 27 （10.2） 

その他 1 （0.4） 

 

 

表 3．身体疾患の既往 

  例数 （％） 

あり 54 （20.4） 

なし 208 （78.5） 

不明 3 （1.1） 

 

 

表 4．精神疾患の既往 

  例数 （％） 

あり 90 （34.0） 

あり（推定） 33 （12.5） 

なし 137 （51.7） 

不明 3 （1.1） 

その他 2 （0.8） 
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表 5．過去の休業（外傷・身体疾患） 
 

  例数 （％） 

なし 240 （90.6） 

1回 9 （3.4） 

2回 6 （2.3） 

3回以上 8 （3.0） 

不明 2 （0.8） 

 

 

表 6．過去の休業（精神疾患） 
 

  例数 （％） 

なし 159 （60.0） 

1回 57 （21.5） 

2回 27 （10.2） 

3回以上 22 （8.3） 

 

 

表 7．過去の職場不適応 

  例数 （％） 

問題あり 120 （45.3） 

問題なし 143 （54.0） 

不明 2 （0.8） 

 

 

表 8．産業保健スタッフへの相談経路   

  例数 （％） 

本人からの相談 49 (18.5) 

上司からの相談 142 (53.6) 

人事管理部署からの相談 59 (22.3) 

家族からの相談 1 (0.4) 

復職判定会議を通じて 6 (2.3) 

その他 15 (5.7) 
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表 9．職場での表面化（1番目） 
  

  人数 （％） 

業務効率の低下 76 (28.7） 

頻回欠勤 32 (12.1） 

仕事の失敗 21 （7.9） 

人間関係の悪化 18 （6.8） 

遅刻・早退 18 （6.8） 

身体疾患 17 （6.4） 

社内ハラスメント（被害） 14 （5.3） 

自己中心的行動 7 （2.6） 

無断欠勤 6 （2.3） 

不自然・場違いな言動 6 （2.3） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 5 （1.9） 

社内のハラスメント（加害） 4 （1.5） 

過度の自己卑下 4 （1.5） 

不安全行為 3 （1.1） 

診断書の提出 3 （1.1） 

退職希望 2 （0.8） 

不適切な要求 2 （0.8） 

指示命令に応じない 1 （0.4） 

自殺未遂 1 （0.4） 

責任逃れの言動 1 （0.4） 

社外での反社会的行動 1 （0.4） 

その他 23 （8.7） 

 

 

表 10．職場での表面化（2番目） 
  

  人数 （％） 

業務効率の低下 39 （14.7） 

頻回欠勤 36 （13.6） 

診断書の提出 36 （13.6） 

人間関係の悪化 25 （9.4） 

遅刻・早退 24 （9.1） 

不自然・場違いな言動 12 （4.5） 

仕事の失敗 11 （4.2） 

身体疾患 8 （3.0） 
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過度の自己卑下 8 （3.0） 

指示命令に応じない 7 （2.6） 

自己中心的行動 7 （2.6） 

無断欠勤 5 （1.9） 

遁走 4 （1.5） 

不安全行為 4 （1.5） 

退職希望 3 （1.1） 

社内のハラスメント（加害） 2 （0.8） 

不適切な要求 2 （0.8） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 1 （0.4） 

自殺未遂 1 （0.4） 

責任逃れの言動 1 （0.4） 

その他 20 （7.5） 

 

表 11．職場での表面化（3番目） 
  

  人数 （％） 

診断書の提出 49 （18.5） 

頻回欠勤 31 （11.7） 

業務効率の低下 16 （6.0） 

遅刻・早退 15 （5.7） 

人間関係の悪化 14 （5.3） 

無断欠勤 7 （2.6） 

指示命令に応じない 6 （2.3） 

自己中心的行動 6 （2.3） 

仕事の失敗 5 （1.9） 

退職希望 5 （1.9） 

不自然・場違いな言動 5 （1.9） 

身体疾患 5 （1.9） 

遁走 4 （1.5） 

過度の自己卑下 4 （1.5） 

不適切な要求 3 （1.1） 

責任逃れの言動 3 （1.1） 

自殺未遂 2 （0.8） 

社内のハラスメント（被害） 1 （0.4） 

不安全行為 1 （0.4） 

その他 5 （1.9） 
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表 12．職場での表面化（4番目） 
  

  人数 （％） 

診断書の提出 48 （18.1） 

頻回欠勤 17 （6.4） 

遅刻・早退 9 （3.4） 

人間関係の悪化 6 （2.3） 

業務効率の低下 5 （1.9） 

無断欠勤 5 （1.9） 

社内ハラスメント（被害） 3 （1.1） 

不自然・場違いな言動 3 （1.1） 

自己中心的行動 3 （1.1） 

責任逃れの言動 3 （1.1） 

過度の自己卑下 3 （1.1） 

仕事の失敗 2 （0.8） 

遁走 2 （0.8） 

指示命令に応じない 2 （0.8） 

自殺未遂 2 （0.8） 

身体疾患 2 （0.8） 

社内のハラスメント（加害） 1 （0.4） 

不適切な要求 1 （0.4） 

社外での反社会的行動 1 （0.4） 

その他 5 （1.9） 

 

 

表 13．職場での表面化（5番目） 
  

  人数 （％） 

診断書の提出 27 （10.2） 

頻回欠勤 11 （4.2） 

人間関係の悪化 4 （1.5） 

退職希望 3 （1.1） 

不適切な要求 3 （1.1） 

責任逃れの言動 3 （1.1） 

指示命令に応じない 2 （0.8） 

不自然・場違いな言動 2 （0.8） 

自己中心的行動 2 （0.8） 
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社内ハラスメント（被害） 1 （0.4） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 1 （0.4） 

無断欠勤 1 （0.4） 

その他 3 （1.1） 

 

 

表 14．職場での表面化（6番目） 
  

  人数 （％） 

診断書の提出 14 （5.3） 

無断欠勤 3 （1.1） 

業務効率の低下 1 （0.4） 

頻回欠勤 1 （0.4） 

遅刻・早退 1 （0.4） 

指示命令に応じない 1 （0.4） 

身体疾患 1 （0.4） 

過度の自己卑下 1 （0.4） 

 

 

表 15．職場での表面化（7番目） 
  

  人数 （％） 

診断書の提出 7 （2.6） 

仕事の失敗 2 （0.8） 

頻回欠勤 1 （0.4） 

指示命令に応じない 1 （0.4） 

その他 1 （0.4） 

 

 

表 16．事例の表面化と経緯（3番目以降は，複数の事例がみられた場合に記載） 

1番目 2番目 3番目 4番目 

業務効率の低下（76

例） 
頻回欠勤（14例） 診断書の提出（9例）   

 
診断書の提出（15例） 

 
  

 
遅刻・早退（12例） 頻回欠勤（4例）   

 
  診断書の提出（3例）   

 

人間関係の悪化（7

例） 
頻回欠勤（2例）   
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仕事の失敗（7例） 

人間関係の悪化（3

例） 

社内ハラスメント（被

害）（2例） 

 
  頻回欠勤（2例）   

 

不自然・場違いな言

動（6例） 
    

 
身体疾患（4例） 

 
  

 

過度の自己卑下（3

例） 
    

 
無断欠勤（2例） 

 
  

 

指示命令に応じない

（1例） 
    

 
その他（2例）     

  なし（2例）     

頻回欠勤（32例） 診断書の提出（16例） 
 

  

 

業務効率の低下（7

例） 
診断書の提出（5例）   

 

ハラスメント以外の迷

惑行為（1例）  
  

 
無断欠勤（1例）     

 
遅刻・早退（1例） 

 
  

 
仕事の失敗（1例）     

 

指示命令に従わない

（1例）  
  

 
身体疾患（1例）     

 

自己中心的言動（1

例）  
  

 
その他（1例）     

  なし（6例）     

仕事の失敗（21例） 
業務効率の低下（7

例） 
遅刻・早退（3例）   

 

過度の自己卑下（4

例） 
    

 
遅刻・欠勤（3例） 頻回欠勤（2例）   

 

人間関係の悪化（2

例） 
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頻回欠勤（2例） 診断書の提出（2例）   

 
診断書の提出（1例）     

 

自己中心的行動（1

例）  
  

  
責任逃れの行動（1

例） 
    

人間関係の悪化（18

例） 

業務効率の低下（7

例） 
頻回欠勤（2例）   

 
頻回欠勤（2例）     

 

不自然・場違いな言

動（2例）  
  

 

社内ハラスメント（加

害）（1例） 
    

 
退職希望（1例） 

 
  

 

指示命令に従わない

（1例） 
    

 
身体疾患（1例） 

 
  

 

自己中心的言動（1

例） 
    

  その他（2例）     

遅刻・早退（18例） 頻回欠勤（8例） 無断欠勤（3例）   

 
  

業務効率の低下（2

例） 
  

 
  診断書の提出（2例）   

 

業務効率の低下（4

例）  
  

 
仕事の失敗（3例） 頻回欠勤（2例）   

 
無断欠勤（1例） 

 
  

 
診断書の提出（1例）     

  なし（1例）     

身体疾患（17例） 頻回欠勤（5例） 診断書の提出（3例）   

 

業務効率の低下（4

例） 

人間関係の悪化（2

例） 
  

 
遅刻・早退（3例） 頻回欠勤（2例）   

 
社内ハラスメント（加     
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害）（1例） 

 

人間関係の悪化（1

例）  
  

 
不安全行為（1例）     

 
診断書の提出（1例）     

  
過度の自己卑下（1

例） 
    

社内ハラスメント（被

害）（14例） 

人間関係の悪化（6

例） 

業務効率の低下（2

例） 
  

 
  頻回欠勤（2例）   

 
  遅刻・早退（2例）   

 

業務効率の低下（2

例） 
頻回欠勤（2例） 

診断書の提出（2

例） 

 
頻回欠勤（2例） 診断書の提出（2例）   

 

不自然・場違いな言

動（1例）  
  

 
身体疾患（1例）     

 

自己中心的言動（1

例）  
  

  その他（1例）     

 

 

表 17．産業医が関与した時点 
  

  人数 （％） 

頻回欠勤 60 （22.6） 

診断書の提出 46 （17.4） 

業務効率の低下 35 （13.2） 

身体疾患 16 （6.0） 

遅刻・早退 15 （5.7） 

人間関係の悪化 12 （4.5） 

不自然・場違いな言動 12 （4.5） 

無断欠勤 9 （3.4） 

退職希望 6 （2.3） 

遁走 6 （2.3） 

仕事の失敗 3 （1.1） 

指示命令に応じない 3 （1.1） 
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不安全行為 3 （1.1） 

自殺未遂 3 （1.1） 

不適切な要求 3 （1.1） 

自己中心的行動 3 （1.1） 

責任逃れの言動 3 （1.1） 

社内のハラスメント（被害） 2 （0.8） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 1 （0.4） 

過度の自己卑下 1 （0.4） 

その他 18 （6.8） 

不明 5 （1.9） 

 

 

表 18．産業医の関与した時期 
  

  例数 （％） 

1番目の表面化 70 （26.4） 

2番目の表面化 83 （31.3） 

3番目の表面化 63 （23.8） 

4番目の表面化 22 （8.3） 

5番目の表面化 14 （5.3） 

6番目の表面化 3 （1.1） 

7番目の表面化 3 （1.1） 

不明 7 （2.6） 

 

 

表 19．精神科医につながった時点 
  

  人数 （％） 

診断書の提出 105 （39.6） 

頻回欠勤 46 （17.4） 

業務効率の低下 22 （8.3） 

遅刻・早退 8 （3.0） 

人間関係の悪化 7 （2.6） 

無断欠勤 7 （2.6） 

遁走 6 （2.3） 

過度の自己卑下 6 （2.3） 

不自然・場違いな言動 5 （1.9） 

自己中心的行動 4 （1.5） 
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自殺未遂 3 （1.1） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 2 （0.8） 

仕事の失敗 2 （0.8） 

退職希望 2 （0.8） 

不安全行為 2 （0.8） 

身体疾患 2 （0.8） 

指示命令に応じない 1 （0.4） 

不適切な要求 1 （0.4） 

その他 23 （5.7） 

不明 19 （7.2） 

 

 

表 20．精神科医につながった手前の時点 
 

  例数   

頻回欠勤 32 （30.5％） 

業務効率の低下 17 （16.2％） 

無断欠勤 9 （8.6％） 

人間関係の悪化 6 （5.7％） 

遅刻・早退 6 （5.7％） 

身体疾患 5 （4.8％） 

指示命令に応じない 4 （3.8％） 

仕事の失敗 3 （2.9％） 

責任逃れの行動 3 （2.9％） 

退職願望 2 （1.9％） 

不自然・場違いな言動 2 （1.9％） 

過度の自己卑下 2 （1.9％） 

社内ハラスメント（被害） 1 （1.0％） 

不適切な要求 1 （1.0％） 

社外での反社会的行動 1 （1.0％） 

なし 3 （2.9％） 

その他 8 （7.6％） 

 

表 21．精神科（心療内科）専門医につながった時期 

  例数 （％） 

1番目の表面化 52 （19.6） 

2番目の表面化 44 （16.6） 
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3番目の表面化 63 （23.8） 

4番目の表面化 43 （16.2） 

5番目の表面化 29 （10.9） 

6番目の表面化 8 （3.0） 

7番目の表面化 5 （1.9） 

不明 21 （7.9） 

 

 

表 22．職場関係者が特に困ったこと 
  

  人数 （％） 

どう対応してよいかわからない 182 （68.7） 

どのくらい仕事ができるか予測ができない 142 （53.6） 

周囲の者に負担がかかる 121 （45.7） 

注意をしても改善効果がない 86 （32.5） 

職場の雰囲気が悪くなる 60 （22.6） 

チームとしての成果が上がらない 48 （18.1） 

意思の疎通が図れない 43 （16.2） 

本人からの要求が過度である 36 （13.6） 

逆恨みをされる 25 （9.4） 

欠勤・休業中に本人と連絡が取れない 21 （7.9） 

その他 21 （7.9） 

 

 

表 23．産業医が行った主な対応 
  

  人数 （％） 

定期的な面接を予定した 151 （57.0） 

関係者間で対応の仕方を共有した 161 （60.8） 

職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にした 129 （48.7） 

本人に安心して休業できるような説明をした 119 （44.9） 

主治医と密な情報交換を行った 114 （43.1） 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合った 110 （41.5） 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人に指導した 110 （41.5） 

本人を焦らせないようにした 90 （34.0） 

業務量を軽減するよう提案した 81 （30.5） 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 80 （30.2） 

 72 （27.2） 
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本人に自分の置かれている状況について認識を深めてもらうよう働き

かけた 

本人と職場の間の中立性を意識して対応した 72 （27.2） 

質的な業務負担を軽減するよう提案した 70 （26.5） 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 66 （24.9） 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人に）明示した 60 （22.6） 

本人が苦手な作業や職場環境（物理・科学的刺激を含む）に関し上司

の理解を求めた 
55 （20.8） 

ルール違反に対しては厳格に処理した 50 （18.9） 

配置転換をするよう提案した 43 （16.2） 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 40 （15.1） 

本人のできることとできないことを整理した 39 （14.8） 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼した 37 （14.0） 

対人折衝の少ない業務に就かせた 34 （12.8） 

作業の安全面の確保を重視した 25 （9.4） 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求めた 25 （9.4） 

指示命令の簡略化、具体化を図った 24 （9.0） 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認した 23 （8.7） 

その他 23 （8.7） 

 

 

表 24．産業医が行った主な対応で特に効果的だったもの 
  

  人数 （％） 

関係者間で対応の仕方を共有した 37 （14.0） 

主治医と密な情報交換を行った 24 （9.1） 

本人に安心して休業できるような説明をした 19 （7.2） 

職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にした 18 （6.8） 

質的な業務負担を軽減するよう提案した 15 （5.7） 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人に指導した 14 （5.3） 

本人が苦手な作業や職場環境（物理・科学的刺激を含む）に関し上司の

理解を求めた 
14 （5.3） 

配置転換をするよう提案した 14 （5.3） 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合った 13 （4.9） 

業務量を軽減するよう提案した 12 （4.5） 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 12 （4.5） 

定期的な面接を予定した 12 （4.5） 
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本人に自分の置かれている状況について認識を深めてもらうよう働きか

けた 
9 （3.4） 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 9 （3.4） 

ルール違反に対しては厳格に処理した 9 （3.4） 

本人と職場の間の中立性を意識して対応した 8 （3.0） 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人に）明示した 8 （3.0） 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 6 （2.3） 

本人を焦らせないようにした 5 （1.9） 

対人折衝の少ない業務に就かせた 5 （1.9） 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼した 4 （1.5） 

作業の安全面の確保を重視した 3 （1.1） 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求めた 3 （1.1） 

指示命令の簡略化、具体化を図った 3 （1.1） 

本人のできることとできないことを整理した 2 （0.8） 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認した 0 （0.0） 

その他 9 （3.4） 

 

 

表 25．診断書の病名 
  

  人数 （％） 

うつ病 142 （53.6） 

適応障害 64 （24.2） 

双極性障害 14 （5.3） 

不安障害 14 （5.3） 

発達障害 14 （5.3） 

睡眠障害 11 （4.2） 

統合失調症 10 （3.8） 

自律神経失調症 9 （3.4） 

パーソナリティ障害 7 （2.6） 

アルコール使用障害 5 （1.9） 

心因反応 3 （1.2） 

摂食障害 2 （0.8） 

強迫性障害 1 （0.4） 

ＰＴＳＤ 1 （0.4） 

アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 23 （8.7） 
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表 26．産業医としての診断名（見立て） 
 

  人数 （％） 

適応障害 101 （38.1） 

うつ病 79 （29.8） 

発達障害 52 （19.6） 

パーソナリティ障害 26 （9.8） 

双極性障害 24 （9.1） 

不安障害 21 （7.9） 

統合失調症 14 （5.3） 

睡眠障害 12 （4.5） 

アルコール使用障害 5 （1.9） 

摂食障害 4 （1.5） 

強迫性障害 3 （1.1） 

ＰＴＳＤ 3 （1.1） 

アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 12 （4.5） 

 

 

表 27．診断書の病名と産業医の見立てが合致していた例 

  例数 

うつ病 76 

適応障害 46 

双極性障害 13 

発達障害 11 

統合失調症 9 

パーソナリティ障害 6 

睡眠障害 6 

アルコール使用障害 5 

不安障害 4 

摂食障害 2 

ＰＴＳＤ 1 
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表 28．診断書の病名が「うつ病」であった事例の産業医の見立て 

  例数 

うつ病 76 

適応障害 41 

発達障害 24 

不安障害 14 

パーソナリティ障害 13 

双極性障害 11 

睡眠障害 6 

統合失調症 2 

ＰＴＳＤ 2 

アルコール使用障害 2 

強迫性障害 1 

摂食障害 1 

その他 7 

 

 

表 29．産業医の見立てが「適応障害」であった事例の診断書の病名 

  例数 

適応障害 46 

うつ病 41 

自律神経失調症 6 

不安障害 5 

睡眠障害 5 

発達障害 4 

強迫性障害 2 

パーソナリティ障害 2 

双極性障害 1 

統合失調症 1 

ＰＴＳＤ 1 

心因反応 1 

その他 10 
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表 30．診断書名別にみた「特に効果的であった」例数 

  うつ病（＝142） 適応障害（＝64） 

  例数 （％） 例数 （％） 

本人を焦らせないようにした 3 （2.1％） 1 （1.6％） 

業務量を軽減するよう提案した 7 （4.9％） 1 （1.6％） 

本人に安心して休業できるような説明をした 11 （7.7％） 5 （7.8％） 

定期的な面接を予定した 7 （4.9％） 3 （4.7％） 

作業の安全面の確保を重視した 3 （2.1％） 0 （0％） 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 6 （4.2％） 1 （1.6％） 

本人と職場の間の中立性を意識して対応した 6 （4.2％） 1 （1.6％） 

配置転換をするよう提案した 8 （5.6％） 7 （10.9％） 

質的な業務負担を軽減するよう提案した 10 （7.0％） 3 （4.7％） 

職場でできることと本人に自助努力を求めるこ

とを明確にした 
8 （5.6％） 2 （3.1％） 

主治医と密な情報交換を行った 11 （7.7％） 4 （6.3％） 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 5 （3.5％） 1 （1.6％） 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 3 （2.1％） 5 （7.8％） 

関係者間で対応の仕方を共有した 18 （12.7％） 7 （10.9％） 

ルール違反に対しては厳格に処理した 3 （2.1％） 4 （6.3％） 

本人のできることとできないことを整理した 1 （0.7％） 0 （0％） 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人

に）明示した 
6 （4.2％） 1 （1.6％） 

本人が苦手な作業や職場環境（物理・化学的刺

激を含む）に関し上司の理解を求めた 
4 （2.8％） 4 （6.3％） 

対人折衝の少ない業務に就かせた 3 （2.1％） 1 （1.6％） 

指示命令の簡略化、具体化を図った 1 （0.7％） 1 （1.6％） 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確

認した 
0 （0％） 0 （0％） 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求め

た 
1 （0.7％） 1 （1.6％） 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼

した 
4 （2.8％） 1 （1.6％） 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合

った 
8 （5.6％） 3 （4.6％） 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人

に指導した 
8 （5.6％） 4 （6.3％） 
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本人に自分の置かれている状況について認識

を深めてもらうよう働きかけた 
2 （1.4％） 3 （4.7％） 

 

 

表 31．産業医の見立て別にみた「特に効果的であった」例数 
  

  
適応障害 

（N＝101） 

うつ病 

（N＝79） 

発達障害 

（N＝52） 

  例数 （％） 例数 （％） 例数 （％） 

本人を焦らせないようにした 3 （3.0％） 2 （2.5％） 0 （0％） 

業務量を軽減するよう提案した 3 （3.0％） 4 （5.1％） 2 （3.8％） 

本人に安心して休業できるような

説明をした 
8 （8.0％） 10 （12.7％） 1 （1.9％） 

定期的な面接を予定した 3 （3.0％） 3 （3.8％） 2 （3.8％） 

作業の安全面の確保を重視した 0 （0％） 1 （1.3％） 0 （0％） 

就業面の配慮に関して周囲の理

解を求めた 
1 （1.0％） 5 （6.3％） 3 （5.8％） 

本人と職場の間の中立性を意識し

て対応した 
1 （1.0％） 3 （3.8％） 3 （5.8％） 

配置転換をするよう提案した 8 （8.0％） 5 （6.3％） 2 （3.8％） 

質的な業務負担を軽減するよう提

案した 
5 （5.0％） 7 （8.9％） 6 （11.5％） 

職場でできることと本人に自助努

力を求めることを明確にした 
10 （10.0％） 4 （5.1％） 4 （7.7％） 

主治医と密な情報交換を行った 3 （3.0％） 6 （7.6％） 6 （11.5％） 

本人が信頼しているキーパーソン

の協力を得た 
1 （1.0％） 2 （2.5％） 1 （1.9％） 

自己の状態のセルフモニタリング

を求めた 
5 （5.0％） 3 （3.8％） 2 （3.8％） 

関係者間で対応の仕方を共有した 9 （9.0％） 12 （15.2％） 9 （17.3％） 

ルール違反に対しては厳格に処理

した 
5 （5.0％） 1 （1.3％） 2 （3.8％） 

本人のできることとできないことを

整理した 
0 （0％） 1 （1.3％） 2 （3.8％） 

本人の良い面（良く評価されている

面）を（本人に）明示した 
3 （3.0％） 3 （3.8％） 1 （1.9％） 
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本人が苦手な作業や職場環境（物

理・化学的刺激を含む）に関し上司

の理解を求めた 

6 （6.0％） 0 （0％） 6 （11.5％） 

対人折衝の少ない業務に就かせ

た 
1 （1.0％） 1 （1.3％） 3 （5.8％） 

指示命令の簡略化、具体化を図っ

た 
1 （1.0％） 0 （0％） 3 （5.8％） 

適応できていた時期の業務内容・

対応方法を確認した 
0 （0％） 0 （0％） 0 （0％） 

家族（親族）に職場の対応に関す

る理解を求めた 
1 （1.0％） 0 （0％） 1 （1.9％） 

家族（親族）に当該労働者に対す

る支援を依頼した 
2 （2.0％） 1 （1.3％） 0 （0％） 

仕事への取り組み方に関して本人

とよく話し合った 
3 （3.0％） 6 （7.6％） 4 （7.7％） 

休養の取り方、生活習慣の改善に

ついて本人に指導した 
3 （3.0％） 5 （6.3％） 1 （1.9％） 

本人に自分の置かれている状況

について認識を深めてもらうよう働

きかけた 

3 （3.0％） 2 （2.5％） 0 （0％） 

 

 

表 32．障害者手帳の有無 

  人数 （％） 

あり 16 （6.0） 

なし 242 （91.3） 

不明 5 （1.9） 

その他 2 （0.8） 
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（平成 28年度） 

A．研究目的 

本研究では、平成 27 年度の研究において収

集し、粗分析を行ったメンタルヘルス不調

とその対応に関する事例を詳細に分析する

とともに、その結果について産業保健を専

門とする医師、精神医学・心身医学を専門

とし、労働者の精神保健に関しても豊富な

経験を有する医師等による意見交換を行い、

それらをもとにして、「職場におけるメンタ

ルヘルス不調者の対応ガイドライン」の骨

格を開発することを目的とした。平成 27

年度の研究において収集した事例とは、あ

らかじめ用意したフォーマットを用い、現

在メンタルヘルス不調例がどのような形で

表面化、問題化し、どのような経過をたど

り、産業医はどういった対応をしているか

を、主治医との連携状況をも含めて、専属

産業医等から収集した 265 例を指す。 

 

Ⅰ．収集事例の詳細分析とそれを元にした

「職場におけるメンタルヘルス不調者の対

応ガイドライン」開発に向けての整理 

B．研究方法 

（1）事例の追加分析 

昨年収集した事例について、以下の視点を

加えて追加分析を行った。 

①産業医の見立てと主治医の診断書名別に、

休業歴、過去の不適応状態、仕事外のスト

レス要因の有無、事例化（表面化）の形、

職場関係者が困ったこと、産業医が困った

こと、効果的であった対応（さらなる詳細

化）を明らかにする。 

②相談経路について、年齢、過去の不適応

状態などの違いによる傾向を検討する。 

③職場関係者が困ったこと、産業医が困っ

たこと別に、効果的であった対応を明らか

にする。 

（2）グループ討議等による聞き取り調査と

その結果の内容分析 

昨年の分析および上記追加分析の結果とそ

れらのまとめを資料として、小グループの

フォーカス・グループ・ディスカッション

の形式による聞き取り調査を、以下の事項

について実施し、その結果を整理した。 

①職場におけるメンタルヘルス不調者の事

例化に関する類型分類を行うことの妥当性

と（妥当である場合）その方向性 

②再分析結果に関する意見 

・疾病性と事例性の関連の持たせ方（疾病

性をどの程度考慮に入れるべきか） 

・職場における望ましい対応と他の因子等

の関連など 

③さらなる追加分析に関する意見 

・ガイドライン作成のために有用であると

考えられる分析 

④「職場におけるメンタルヘルス不調者の

対応ガイドライン」の構成のあり方 

⑤その他 

なお、事後に個別に寄せられた意見も、結
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果の整理にあたっては参考にした。 

調査は、4回に分けて、計 26名に実施した。

遮音性のある会議室で行い、各所要時間は

約 2 時間であった。 

 

（倫理面への配慮） 

 また、本研究は産業医科大学倫理委員会

の承認を得たうえで実施した。 

 

C．研究結果 

 平成 27 年度の分析結果のうち、「職場に

おけるメンタルヘルス不調者の対応ガイド

ライン」の開発に資すると考えられる表を

再掲した（表 1～27）。また、今回行った追

加の詳細分析の結果を表 28～40 に示した。  

 表 1～40から読み取れる主な事項を表 41

にまとめた。 

表 1～41 を資料とした小グループの聞き取

り調査によって得られた結果を表 42 にま

とめた。 

さらに、この聞き取り調査によって、さら

に追加することが望ましいとされた分析の

実施結果を表 43～48 に示した。 

表 43～48から読み取れた事項を表 49 に整

理した。 

 

D. 考察 

 平成 28 年度に収集したメンタルヘルス

不調事例 265 例の詳細な分析と聞き取り調

査を行った結果、職場においてメンタルヘ

ルス不調例に適切に対応する上で、それら

を職場での事例化の特徴によって類型化す

ることには意義があると考えられた。 

 また、同分析と聞き取り調査の結果をも

とに表 41および表 42 として整理された事

項の多くは、「職場におけるメンタルヘルス

不調者の対応ガイドライン」の作成に資す

るものと評価できる。 

他方、それらの中には、聞き取り調査でも

指摘されたように、産業医の癖（独自の方

法論）が反映されている部分がある可能性、

業種や事業場の規模（未調査）の偏りから、

様々な事業場に広く適用できない面がある

可能性については、留意する必要があろう。

この問題については、過去の知見を参照す

ることで、一部回避が可能であり、また開

発したガイドラインを多くの事業場で使用

し、そこからフィードバックされた結果を

もとに当該ガイドラインの改訂を行うこと

によって、さらに多くを修正することがで

きよう。 

 

Ⅱ．「職場におけるメンタルヘルス不調者の

対応ガイドライン」の骨子の開発 

B．研究方法 

Ⅰで整理された事項から、章立てを決め、

その後表 41、表 42、表 49から、具体的で

現場での活動にとって有用性が高いと考え

られる事項を拾い上げる。 
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C．研究結果 

 ガイドラインの構成は、以下の事項を満

たすものとした。 

・メンタルヘルス不調例に適切に対応する

うえで、特に職場で取り組むことが不可欠

な事項を「前提条件」として掲げる。 

・メンタルヘルス不調例に適切に対応する

ためには、主治医との連携も不可欠であり、

その基本的事項、留意点をまとめる。情報

交換の内容については、過去の知見を有効

活用する。 

・多くの事例に共通して効果的であると考

えられる事項をまとめて掲載する。 

・主な精神障害について、望ましい基本的

な対応法を示す。これは、診断書の病名と

産業医の見立てが一致した際に参考とする

べきものである。 

・比較的発生頻度の少ない精神障害につい

ては、典型的ともいえる事例を提示するこ

とで、対応の方向性を示す。 

・職場関係者が困ったこと、産業医が困っ

たこと別に、効果的な対応方法を示す。こ

れは、診断書の病名と産業医の見立てが一

致しない場合、主治医から十分な情報が得

られない場合に、特に参考となるものであ

る。 

・過去に報告された方法論、ツールのうち、

本ガイドラインの目的に合致するものを紹

介する。 

 作成したガイドラインの骨子を表 50 に

掲げた。 

 

D．考察 

 最近職場で発生した実際の事例の分析お

よび過去の知見をもとに作成した「職場に

いけるメンタルヘルス不調者の対応ガイド

ライン」の骨子は、産業保健を専門とする

医師、職場に直接関与した豊富な経験を有

する精神科医の意見を反映させており、産

業保健および精神医療に従事する専門家の

同意を広く得られるものと考える。 

 しかしながら、事例の業種や規模は偏り

がみられることも事実であり、有用性を高

めるために、様々な地域、業種、規模の事

業場で検証を行うことが求められる。 

平成 29 年度は、この骨子に事例等を加えて

試作版とし、業種、規模の異なる事業場で

使用してその結果をまとめ、さらに他の研

究分担者の研究から得られた知見を合わせ

て、ガイドラインの最終版を作成する。 

 

E．総括（まとめ） 

 平成 26 年度に収集したメンタルヘルス

不調例 265 例の詳細な分析とグループ討議

による聞き取り調査の結果を集約し、「職場

におけるメンタルヘルス不調者の対応ガイ

ドライン」の骨子を開発した。 

 平成 29年度は、多様な事業場で本ガイド

ラインを活用した事例対応を行い、また過

去の事例に対して後方視的に本ガイドライ
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ンを用いた検証を行い、その有用性を確認

するとともに、見直すべき部分を明らかに

して、また他の研究分担者の研究結果も取

り込んで、ガイドラインを完成させる。 

 

F．健康危険情報 

 該当せず 

 

G．研究発表 

1．論文発表  なし 

2．学会発表  なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

1．特許取得  なし 

2．実用新案登録  なし 

3． その他   なし 
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表 1．事例（当該労働者）の属性 

    人数 （％） 

性別 男性 222 （83.8） 

  女性 43 （16.2） 

年代 ～29歳 77 （29.1） 

 
30～39歳 81 （30.6） 

 
40～49歳 80 （30.2） 

  50～59歳 27 （10.2） 

居住 単身 124 （46.8） 

 
家族と同居 139 （52.5） 

  その他 2 （0.8） 

婚姻状況 未婚 126 （47.5） 

 
既婚 125 （47.2） 

 
離婚後 12 （4.5） 

  その他 2 （0.8） 

勤続年数 ～1年 11 （4.2） 

 
2～3年 40 （15.1） 

 
4～5年 37 （14.0） 

 
6～10年 49 （18.5） 

 
11～15年 35 （13.2） 

 
15年以上 92 （34.7） 

  不明 1 （0.4） 

事業場の業種 製造業 178 （67.2） 

 
運輸業 17 （6.4） 

 
建設業 15 （5.7） 

 
卸売・小売業 15 （5.7） 

 
サービス業 11 （4.2） 

 
情報通信業 9 （3.4） 

 
金融・保険業 2 （0.8） 

 
医療・福祉 1 （0.4） 

  その他 16 （6.2） 

職種 専門・技術 141 （53.2） 

 
事務 42 （15.8） 

 
生産工程 24 （9.1） 

 
管理 22 （8.3） 

 
販売 16 （6.0） 
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運転 5 （1.9） 

 
サービス 3 （1.1） 

 
運搬・清掃 2 （0.8） 

  その他 4 （0.8） 

職位 一般職 224 （84.5） 

 
管理職 35 （13.2） 

 
嘱託社員 3 （1.1） 

 
派遣スタッフ 2 （0.8） 

  経営職 1 （0.4） 

 

 

表 2．仕事外の強いストレス要因 
 

  例数 （％） 

あり 101 （38.1） 

なし 136 （51.3） 

不明 27 （10.2） 

その他 1 （0.4） 

 

 

表 3．精神疾患の既往 

  例数 （％） 

あり 90 （34.0） 

あり（推定） 33 （12.5） 

なし 137 （51.7） 

不明 3 （1.1） 

その他 2 （0.8） 

 

 

表 4．過去の休業（精神疾患） 
 

  例数 （％） 

なし 159 （60.0） 

1回 57 （21.5） 

2回 27 （10.2） 

3回以上 22 （8.3） 
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表 5．過去の職場不適応 

  例数 （％） 

問題あり 120 （45.3） 

問題なし 143 （54.0） 

不明 2 （0.8） 

 

 

表 6．産業保健スタッフへの相談経路   

  例数 （％） 

本人からの相談 49 (18.5) 

上司からの相談 142 (53.6) 

人事管理部署からの相談 59 (22.3) 

家族からの相談 1 (0.4) 

復職判定会議を通じて 6 (2.3) 

その他 15 (5.7) 

 

 

表 7．職場での表面化（1番目） 
  

  人数 （％） 

業務効率の低下 76 (28.7） 

頻回欠勤 32 (12.1） 

仕事の失敗 21 （7.9） 

人間関係の悪化 18 （6.8） 

遅刻・早退 18 （6.8） 

身体疾患 17 （6.4） 

社内ハラスメント（被害） 14 （5.3） 

自己中心的行動 7 （2.6） 

無断欠勤 6 （2.3） 

不自然・場違いな言動 6 （2.3） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 5 （1.9） 

社内のハラスメント（加害） 4 （1.5） 

過度の自己卑下 4 （1.5） 

不安全行為 3 （1.1） 

診断書の提出 3 （1.1） 

退職希望 2 （0.8） 

不適切な要求 2 （0.8） 
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指示命令に応じない 1 （0.4） 

自殺未遂 1 （0.4） 

責任逃れの言動 1 （0.4） 

社外での反社会的行動 1 （0.4） 

その他 23 （8.7） 

 

 

表 8．職場での表面化（2番目） 
  

  人数 （％） 

業務効率の低下 39 （14.7） 

頻回欠勤 36 （13.6） 

診断書の提出 36 （13.6） 

人間関係の悪化 25 （9.4） 

遅刻・早退 24 （9.1） 

不自然・場違いな言動 12 （4.5） 

仕事の失敗 11 （4.2） 

身体疾患 8 （3.0） 

過度の自己卑下 8 （3.0） 

指示命令に応じない 7 （2.6） 

自己中心的行動 7 （2.6） 

無断欠勤 5 （1.9） 

遁走 4 （1.5） 

不安全行為 4 （1.5） 

退職希望 3 （1.1） 

社内のハラスメント（加害） 2 （0.8） 

不適切な要求 2 （0.8） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 1 （0.4） 

自殺未遂 1 （0.4） 

責任逃れの言動 1 （0.4） 

その他 20 （7.5） 

 

 

表 9．職場での表面化（3番目） 
  

  人数 （％） 

診断書の提出 49 （18.5） 

頻回欠勤 31 （11.7） 
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業務効率の低下 16 （6.0） 

遅刻・早退 15 （5.7） 

人間関係の悪化 14 （5.3） 

無断欠勤 7 （2.6） 

指示命令に応じない 6 （2.3） 

自己中心的行動 6 （2.3） 

仕事の失敗 5 （1.9） 

退職希望 5 （1.9） 

不自然・場違いな言動 5 （1.9） 

身体疾患 5 （1.9） 

遁走 4 （1.5） 

過度の自己卑下 4 （1.5） 

不適切な要求 3 （1.1） 

責任逃れの言動 3 （1.1） 

自殺未遂 2 （0.8） 

社内のハラスメント（被害） 1 （0.4） 

不安全行為 1 （0.4） 

その他 5 （1.9） 

 

 

表 10．職場での表面化（4番目） 
  

  人数 （％） 

診断書の提出 48 （18.1） 

頻回欠勤 17 （6.4） 

遅刻・早退 9 （3.4） 

人間関係の悪化 6 （2.3） 

業務効率の低下 5 （1.9） 

無断欠勤 5 （1.9） 

社内ハラスメント（被害） 3 （1.1） 

不自然・場違いな言動 3 （1.1） 

自己中心的行動 3 （1.1） 

責任逃れの言動 3 （1.1） 

過度の自己卑下 3 （1.1） 

仕事の失敗 2 （0.8） 

遁走 2 （0.8） 

指示命令に応じない 2 （0.8） 
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自殺未遂 2 （0.8） 

身体疾患 2 （0.8） 

社内のハラスメント（加害） 1 （0.4） 

不適切な要求 1 （0.4） 

社外での反社会的行動 1 （0.4） 

その他 5 （1.9） 

 

 

表 11．職場での表面化（5番目） 
  

  人数 （％） 

診断書の提出 27 （10.2） 

頻回欠勤 11 （4.2） 

人間関係の悪化 4 （1.5） 

退職希望 3 （1.1） 

不適切な要求 3 （1.1） 

責任逃れの言動 3 （1.1） 

指示命令に応じない 2 （0.8） 

不自然・場違いな言動 2 （0.8） 

自己中心的行動 2 （0.8） 

社内ハラスメント（被害） 1 （0.4） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 1 （0.4） 

無断欠勤 1 （0.4） 

その他 3 （1.1） 

 

 

表 12．事例の表面化と経緯（3番目以降は，複数の事例がみられた場合に記載） 

1番目 2番目 3番目 4番目 

業務効率の低下（76

例） 
頻回欠勤（14例） 診断書の提出（9例）   

 
診断書の提出（15例） 

 
  

 
遅刻・早退（12例） 頻回欠勤（4例）   

 
  診断書の提出（3例）   

 

人間関係の悪化（7

例） 
頻回欠勤（2例）   

 
仕事の失敗（7例） 

人間関係の悪化（3

例） 

社内ハラスメント（被

害）（2例） 
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  頻回欠勤（2例）   

 

不自然・場違いな言

動（6例） 
    

 
身体疾患（4例） 

 
  

 

過度の自己卑下（3

例） 
    

 
無断欠勤（2例） 

 
  

 

指示命令に応じない

（1例） 
    

 
その他（2例）     

  なし（2例）     

頻回欠勤（32例） 診断書の提出（16例） 
 

  

 

業務効率の低下（7

例） 
診断書の提出（5例）   

 

ハラスメント以外の迷

惑行為（1例）  
  

 
無断欠勤（1例）     

 
遅刻・早退（1例） 

 
  

 
仕事の失敗（1例）     

 

指示命令に従わない

（1例）  
  

 
身体疾患（1例）     

 

自己中心的言動（1

例）  
  

 
その他（1例）     

  なし（6例）     

仕事の失敗（21例） 
業務効率の低下（7

例） 
遅刻・早退（3例）   

 

過度の自己卑下（4

例） 
    

 
遅刻・欠勤（3例） 頻回欠勤（2例）   

 

人間関係の悪化（2

例） 
    

 
頻回欠勤（2例） 診断書の提出（2例）   

 
診断書の提出（1例）     
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自己中心的行動（1

例）  
  

  
責任逃れの行動（1

例） 
    

人間関係の悪化（18

例） 

業務効率の低下（7

例） 
頻回欠勤（2例）   

 
頻回欠勤（2例）     

 

不自然・場違いな言

動（2例）  
  

 

社内ハラスメント（加

害）（1例） 
    

 
退職希望（1例） 

 
  

 

指示命令に従わない

（1例） 
    

 
身体疾患（1例） 

 
  

 

自己中心的言動（1

例） 
    

  その他（2例）     

遅刻・早退（18例） 頻回欠勤（8例） 無断欠勤（3例）   

 
  

業務効率の低下（2

例） 
  

 
  診断書の提出（2例）   

 

業務効率の低下（4

例）  
  

 
仕事の失敗（3例） 頻回欠勤（2例）   

 
無断欠勤（1例） 

 
  

 
診断書の提出（1例）     

  なし（1例）     

身体疾患（17例） 頻回欠勤（5例） 診断書の提出（3例）   

 

業務効率の低下（4

例） 

人間関係の悪化（2

例） 
  

 
遅刻・早退（3例） 頻回欠勤（2例）   

 

社内ハラスメント（加

害）（1例） 
    

 
人間関係の悪化（1
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例） 

 
不安全行為（1例）     

 
診断書の提出（1例）     

  
過度の自己卑下（1

例） 
    

社内ハラスメント（被

害）（14例） 

人間関係の悪化（6

例） 

業務効率の低下（2

例） 
  

 
  頻回欠勤（2例）   

 
  遅刻・早退（2例）   

 

業務効率の低下（2

例） 
頻回欠勤（2例） 

診断書の提出（2

例） 

 
頻回欠勤（2例） 診断書の提出（2例）   

 

不自然・場違いな言

動（1例）  
  

 
身体疾患（1例）     

 

自己中心的言動（1

例）  
  

  その他（1例）     

 

 

表 13．産業医が関与した時点 
  

  人数 （％） 

頻回欠勤 60 （22.6） 

診断書の提出 46 （17.4） 

業務効率の低下 35 （13.2） 

身体疾患 16 （6.0） 

遅刻・早退 15 （5.7） 

人間関係の悪化 12 （4.5） 

不自然・場違いな言動 12 （4.5） 

無断欠勤 9 （3.4） 

退職希望 6 （2.3） 

遁走 6 （2.3） 

仕事の失敗 3 （1.1） 

指示命令に応じない 3 （1.1） 

不安全行為 3 （1.1） 

自殺未遂 3 （1.1） 
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不適切な要求 3 （1.1） 

自己中心的行動 3 （1.1） 

責任逃れの言動 3 （1.1） 

社内のハラスメント（被害） 2 （0.8） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 1 （0.4） 

過度の自己卑下 1 （0.4） 

その他 18 （6.8） 

不明 5 （1.9） 

 

 

表 14．産業医の関与した時期 
  

  例数 （％） 

1番目の表面化 70 （26.4） 

2番目の表面化 83 （31.3） 

3番目の表面化 63 （23.8） 

4番目の表面化 22 （8.3） 

5番目の表面化 14 （5.3） 

6番目の表面化 3 （1.1） 

7番目の表面化 3 （1.1） 

不明 7 （2.6） 

 

 

表 15．精神科医につながった時点 
  

  人数 （％） 

診断書の提出 105 （39.6） 

頻回欠勤 46 （17.4） 

業務効率の低下 22 （8.3） 

遅刻・早退 8 （3.0） 

人間関係の悪化 7 （2.6） 

無断欠勤 7 （2.6） 

遁走 6 （2.3） 

過度の自己卑下 6 （2.3） 

不自然・場違いな言動 5 （1.9） 

自己中心的行動 4 （1.5） 

自殺未遂 3 （1.1） 

社内のハラスメント以外の迷惑行為 2 （0.8） 

− 82− − 83 −



仕事の失敗 2 （0.8） 

退職希望 2 （0.8） 

不安全行為 2 （0.8） 

身体疾患 2 （0.8） 

指示命令に応じない 1 （0.4） 

不適切な要求 1 （0.4） 

その他 23 （5.7） 

不明 19 （7.2） 

 

 

表 16．精神科医につながった手前の時点 
 

  例数   

頻回欠勤 32 （30.5％） 

業務効率の低下 17 （16.2％） 

無断欠勤 9 （8.6％） 

人間関係の悪化 6 （5.7％） 

遅刻・早退 6 （5.7％） 

身体疾患 5 （4.8％） 

指示命令に応じない 4 （3.8％） 

仕事の失敗 3 （2.9％） 

責任逃れの行動 3 （2.9％） 

退職願望 2 （1.9％） 

不自然・場違いな言動 2 （1.9％） 

過度の自己卑下 2 （1.9％） 

社内ハラスメント（被害） 1 （1.0％） 

不適切な要求 1 （1.0％） 

社外での反社会的行動 1 （1.0％） 

なし 3 （2.9％） 

その他 8 （7.6％） 

 

表 17．精神科（心療内科）専門医につながった時期 

  例数 （％） 

1番目の表面化 52 （19.6） 

2番目の表面化 44 （16.6） 

3番目の表面化 63 （23.8） 

4番目の表面化 43 （16.2） 
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5番目の表面化 29 （10.9） 

6番目の表面化 8 （3.0） 

7番目の表面化 5 （1.9） 

不明 21 （7.9） 

 

 

表 18．職場関係者が特に困ったこと 
  

  人数 （％） 

どう対応してよいかわからない 182 （68.7） 

どのくらい仕事ができるか予測ができない 142 （53.6） 

周囲の者に負担がかかる 121 （45.7） 

注意をしても改善効果がない 86 （32.5） 

職場の雰囲気が悪くなる 60 （22.6） 

チームとしての成果が上がらない 48 （18.1） 

意思の疎通が図れない 43 （16.2） 

本人からの要求が過度である 36 （13.6） 

逆恨みをされる 25 （9.4） 

欠勤・休業中に本人と連絡が取れない 21 （7.9） 

その他 21 （7.9） 

 

 

表 19．産業医が行った主な対応 
  

  人数 （％） 

定期的な面接を予定した 151 （57.0） 

関係者間で対応の仕方を共有した 161 （60.8） 

職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にした 129 （48.7） 

本人に安心して休業できるような説明をした 119 （44.9） 

主治医と密な情報交換を行った 114 （43.1） 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合った 110 （41.5） 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人に指導した 110 （41.5） 

本人を焦らせないようにした 90 （34.0） 

業務量を軽減するよう提案した 81 （30.5） 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 80 （30.2） 

本人に自分の置かれている状況について認識を深めてもらうよう働き

かけた 
72 （27.2） 

本人と職場の間の中立性を意識して対応した 72 （27.2） 
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質的な業務負担を軽減するよう提案した 70 （26.5） 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 66 （24.9） 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人に）明示した 60 （22.6） 

本人が苦手な作業や職場環境（物理・科学的刺激を含む）に関し上司

の理解を求めた 
55 （20.8） 

ルール違反に対しては厳格に処理した 50 （18.9） 

配置転換をするよう提案した 43 （16.2） 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 40 （15.1） 

本人のできることとできないことを整理した 39 （14.8） 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼した 37 （14.0） 

対人折衝の少ない業務に就かせた 34 （12.8） 

作業の安全面の確保を重視した 25 （9.4） 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求めた 25 （9.4） 

指示命令の簡略化、具体化を図った 24 （9.0） 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認した 23 （8.7） 

その他 23 （8.7） 

 

 

表 20．産業医が行った主な対応で特に効果的だったもの 
  

  人数 （％） 

関係者間で対応の仕方を共有した 37 （14.0） 

主治医と密な情報交換を行った 24 （9.1） 

本人に安心して休業できるような説明をした 19 （7.2） 

職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にした 18 （6.8） 

質的な業務負担を軽減するよう提案した 15 （5.7） 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人に指導した 14 （5.3） 

本人が苦手な作業や職場環境（物理・科学的刺激を含む）に関し上司の

理解を求めた 
14 （5.3） 

配置転換をするよう提案した 14 （5.3） 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合った 13 （4.9） 

業務量を軽減するよう提案した 12 （4.5） 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 12 （4.5） 

定期的な面接を予定した 12 （4.5） 

本人に自分の置かれている状況について認識を深めてもらうよう働きか

けた 
9 （3.4） 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 9 （3.4） 
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ルール違反に対しては厳格に処理した 9 （3.4） 

本人と職場の間の中立性を意識して対応した 8 （3.0） 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人に）明示した 8 （3.0） 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 6 （2.3） 

本人を焦らせないようにした 5 （1.9） 

対人折衝の少ない業務に就かせた 5 （1.9） 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼した 4 （1.5） 

作業の安全面の確保を重視した 3 （1.1） 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求めた 3 （1.1） 

指示命令の簡略化、具体化を図った 3 （1.1） 

本人のできることとできないことを整理した 2 （0.8） 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認した 0 （0.0） 

その他 9 （3.4） 

 

 

表 21．診断書の病名 
  

  人数 （％） 

うつ病 142 （53.6） 

適応障害 64 （24.2） 

双極性障害 14 （5.3） 

不安障害 14 （5.3） 

発達障害 14 （5.3） 

睡眠障害 11 （4.2） 

統合失調症 10 （3.8） 

自律神経失調症 9 （3.4） 

パーソナリティ障害 7 （2.6） 

アルコール使用障害 5 （1.9） 

心因反応 3 （1.2） 

摂食障害 2 （0.8） 

強迫性障害 1 （0.4） 

ＰＴＳＤ 1 （0.4） 

アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 23 （8.7） 

 

 

 

− 86− − 87 −



表 22．産業医としての診断名（見立て） 
 

  人数 （％） 

適応障害 101 （38.1） 

うつ病 79 （29.8） 

発達障害 52 （19.6） 

パーソナリティ障害 26 （9.8） 

双極性障害 24 （9.1） 

不安障害 21 （7.9） 

統合失調症 14 （5.3） 

睡眠障害 12 （4.5） 

アルコール使用障害 5 （1.9） 

摂食障害 4 （1.5） 

強迫性障害 3 （1.1） 

ＰＴＳＤ 3 （1.1） 

アルコール以外の物質使用障害 0 （0.0） 

その他 12 （4.5） 

 

 

表 23．診断書の病名と産業医の見立てが合致していた例 

  例数 

うつ病 76 

適応障害 46 

双極性障害 13 

発達障害 11 

統合失調症 9 

パーソナリティ障害 6 

睡眠障害 6 

アルコール使用障害 5 

不安障害 4 

摂食障害 2 

ＰＴＳＤ 1 
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表 24．診断書の病名が「うつ病」であった事例の産業医の見立て 

  例数 

うつ病 76 

適応障害 41 

発達障害 24 

不安障害 14 

パーソナリティ障害 13 

双極性障害 11 

睡眠障害 6 

統合失調症 2 

ＰＴＳＤ 2 

アルコール使用障害 2 

強迫性障害 1 

摂食障害 1 

その他 7 

 

 

表 25．産業医の見立てが「適応障害」であった事例の診断書の病名 

  例数 

適応障害 46 

うつ病 41 

自律神経失調症 6 

不安障害 5 

睡眠障害 5 

発達障害 4 

強迫性障害 2 

パーソナリティ障害 2 

双極性障害 1 

統合失調症 1 

ＰＴＳＤ 1 

心因反応 1 

その他 10 
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表 26．診断書名別にみた「特に効果的であった」例数 

  うつ病（＝142） 適応障害（＝64） 

  例数 （％） 例数 （％） 

本人を焦らせないようにした 3 （2.1％） 1 （1.6％） 

業務量を軽減するよう提案した 7 （4.9％） 1 （1.6％） 

本人に安心して休業できるような説明をした 11 （7.7％） 5 （7.8％） 

定期的な面接を予定した 7 （4.9％） 3 （4.7％） 

作業の安全面の確保を重視した 3 （2.1％） 0 （0％） 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 6 （4.2％） 1 （1.6％） 

本人と職場の間の中立性を意識して対応した 6 （4.2％） 1 （1.6％） 

配置転換をするよう提案した 8 （5.6％） 7 （10.9％） 

質的な業務負担を軽減するよう提案した 10 （7.0％） 3 （4.7％） 

職場でできることと本人に自助努力を求めるこ

とを明確にした 
8 （5.6％） 2 （3.1％） 

主治医と密な情報交換を行った 11 （7.7％） 4 （6.3％） 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 5 （3.5％） 1 （1.6％） 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 3 （2.1％） 5 （7.8％） 

関係者間で対応の仕方を共有した 18 （12.7％） 7 （10.9％） 

ルール違反に対しては厳格に処理した 3 （2.1％） 4 （6.3％） 

本人のできることとできないことを整理した 1 （0.7％） 0 （0％） 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人

に）明示した 
6 （4.2％） 1 （1.6％） 

本人が苦手な作業や職場環境（物理・化学的刺

激を含む）に関し上司の理解を求めた 
4 （2.8％） 4 （6.3％） 

対人折衝の少ない業務に就かせた 3 （2.1％） 1 （1.6％） 

指示命令の簡略化、具体化を図った 1 （0.7％） 1 （1.6％） 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確

認した 
0 （0％） 0 （0％） 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求め

た 
1 （0.7％） 1 （1.6％） 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼

した 
4 （2.8％） 1 （1.6％） 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合

った 
8 （5.6％） 3 （4.6％） 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人

に指導した 
8 （5.6％） 4 （6.3％） 
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本人に自分の置かれている状況について認識

を深めてもらうよう働きかけた 
2 （1.4％） 3 （4.7％） 

 

 

表 27．産業医の見立て別にみた「特に効果的であった」例数 
  

  
適応障害 

（N＝101） 

うつ病 

（N＝79） 

発達障害 

（N＝52） 

  例数 （％） 例数 （％） 例数 （％） 

本人を焦らせないようにした 3 （3.0％） 2 （2.5％） 0 （0％） 

業務量を軽減するよう提案した 3 （3.0％） 4 （5.1％） 2 （3.8％） 

本人に安心して休業できるような

説明をした 
8 （8.0％） 10 （12.7％） 1 （1.9％） 

定期的な面接を予定した 3 （3.0％） 3 （3.8％） 2 （3.8％） 

作業の安全面の確保を重視した 0 （0％） 1 （1.3％） 0 （0％） 

就業面の配慮に関して周囲の理

解を求めた 
1 （1.0％） 5 （6.3％） 3 （5.8％） 

本人と職場の間の中立性を意識し

て対応した 
1 （1.0％） 3 （3.8％） 3 （5.8％） 

配置転換をするよう提案した 8 （8.0％） 5 （6.3％） 2 （3.8％） 

質的な業務負担を軽減するよう提

案した 
5 （5.0％） 7 （8.9％） 6 （11.5％） 

職場でできることと本人に自助努

力を求めることを明確にした 
10 （10.0％） 4 （5.1％） 4 （7.7％） 

主治医と密な情報交換を行った 3 （3.0％） 6 （7.6％） 6 （11.5％） 

本人が信頼しているキーパーソン

の協力を得た 
1 （1.0％） 2 （2.5％） 1 （1.9％） 

自己の状態のセルフモニタリング

を求めた 
5 （5.0％） 3 （3.8％） 2 （3.8％） 

関係者間で対応の仕方を共有した 9 （9.0％） 12 （15.2％） 9 （17.3％） 

ルール違反に対しては厳格に処理

した 
5 （5.0％） 1 （1.3％） 2 （3.8％） 

本人のできることとできないことを

整理した 
0 （0％） 1 （1.3％） 2 （3.8％） 

本人の良い面（良く評価されている

面）を（本人に）明示した 
3 （3.0％） 3 （3.8％） 1 （1.9％） 
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本人が苦手な作業や職場環境（物

理・化学的刺激を含む）に関し上司

の理解を求めた 

6 （6.0％） 0 （0％） 6 （11.5％） 

対人折衝の少ない業務に就かせ

た 
1 （1.0％） 1 （1.3％） 3 （5.8％） 

指示命令の簡略化、具体化を図っ

た 
1 （1.0％） 0 （0％） 3 （5.8％） 

適応できていた時期の業務内容・

対応方法を確認した 
0 （0％） 0 （0％） 0 （0％） 

家族（親族）に職場の対応に関す

る理解を求めた 
1 （1.0％） 0 （0％） 1 （1.9％） 

家族（親族）に当該労働者に対す

る支援を依頼した 
2 （2.0％） 1 （1.3％） 0 （0％） 

仕事への取り組み方に関して本人

とよく話し合った 
3 （3.0％） 6 （7.6％） 4 （7.7％） 

休養の取り方、生活習慣の改善に

ついて本人に指導した 
3 （3.0％） 5 （6.3％） 1 （1.9％） 

本人に自分の置かれている状況

について認識を深めてもらうよう働

きかけた 

3 （3.0％） 2 （2.5％） 0 （0％） 
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表 28．過去の精神障害による休業歴（産業医の見立て、診断書の病名別） 

産業医の見立て 過去の休業なし 1回 2回 3回以上 

うつ病 49 17 11 2 

双極性障害 7 5 5 7 

統合失調症 6 4 0 4 

不安障害 14 4 2 1 

強迫性障害 3 0 0 0 

PTSD 2 1 0 0 

発達障害 28 14 5 5 

アルコール使用障害 2 1 2 0 

パーソナルティ障害 12 6 5 3 

摂食障害 3 1 0 0 

適応障害 71 20 6 4 

睡眠障害 6 5 0 1 

     
診断書病名 過去の休業なし 1回 2回 3回以上 

うつ病 82 34 17 9 

双極性障害 7 1 3 3 

統合失調症 3 3 0 4 

不安障害 9 2 0 3 

強迫性障害 0 1 1 0 

PTSD 1 0 0 0 

発達障害 8 4 2 0 

アルコール使用障害 2 1 2 0 

パーソナルティ障害 2 3 2 0 

摂食障害 2 0 0 0 

適応障害 38 14 7 5 

睡眠障害 6 3 1 1 

心因反応 1 0 1 0 

自律神経失調症 6 1 0 2 
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表 29．過去の職場不適応の有無（産業医の見立て、診断書の病名別） 

産業医の見立て 過去の職場不適応なし あり 

うつ病 49 28 

双極性障害 8 16 

統合失調症 6 8 

不安障害 15 6 

強迫性障害 2 1 

PTSD 1 2 

発達障害 18 34 

アルコール使用障害 3 2 

パーソナルティ障害 10 16 

摂食障害 3 1 

適応障害 55 46 

睡眠障害 7 5 

   
診断書病名 過去の職場不適応なし あり 

うつ病 80 60 

双極性障害 7 7 

統合失調症 3 7 

不安障害 9 5 

強迫性障害 0 2 

PTSD 1 0 

発達障害 5 9 

アルコール使用障害 3 2 

パーソナルティ障害 1 6 

摂食障害 1 1 

適応障害 30 34 

睡眠障害 5 6 

心因反応 1 1 

自律神経失調症 4 5 
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表 30．仕事以外の強いストレス要因の有無（産業医の見立て、診断書の病名別） 

産業医の見立て 仕事以外の強いストレス要因なし あり 不明 

うつ病 43 29 6 

双極性障害 9 14 1 

統合失調症 9 2 3 

不安障害 7 14 0 

強迫性障害 3 0 0 

PTSD 2 1 0 

発達障害 32 9 11 

アルコール使用障害 4 0 1 

パーソナルティ障害 12 10 4 

摂食障害 3 1 0 

適応障害 54 36 11 

睡眠障害 6 4 1 

    
診断書病名 仕事以外の強いストレス要因なし あり 不明 

うつ病 74 52 15 

双極性障害 5 8 1 

統合失調症 5 2 3 

不安障害 4 6 4 

強迫性障害 0 2 0 

PTSD 0 1 0 

発達障害 7 1 6 

アルコール使用障害 4 0 1 

パーソナルティ障害 3 3 1 

摂食障害 2 0 0 

適応障害 34 21 9 

睡眠障害 4 5 2 

心因反応 1 1 0 

自律神経失調症 4 5 0 
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表 31．年齢別相談経路 
     

  
本人から

の相談 

上司から

の相談 

人事管理部署

からの相談 

家族からの

相談 

復職判定会

議を通じて 
その他 

～29歳 7 50 11 0 1 8 

30～39歳 18 38 23 1 3 3 

40～49歳 18 41 19 0 2 3 

50～59歳 6 13 6 0 0 1 

60歳～ 0 0 0 0 0 0 

 
 
表 32．過去の休業回数別相談経路 

  過去の休業なし 1回 2回 3回以上 

本人からの相談 29 15 3 2 

上司からの相談 86 29 15 12 

人事管理部署からの相談 30 13 10 6 

家族からの相談 1 0 0 0 

復職判定会議を通じて 4 1 0 1 

その他 8 5 1 1 

 
 
表 33．過去の不適応の有無別相談経路 

  過去の不適応なし あり 

本人からの相談 27 21 

上司からの相談 80 62 

人事管理部署からの相談 27 31 

家族からの相談 1 0 

復職判定会議を通じて 3 3 

その他 8 7 
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経
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の
病
名
別
）

産
業
医
の
見
立
て

適
応
障
害

う
つ
病

発
達
障
害

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害

双
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摂
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迫
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反
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0
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表
3
5
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最
初
の
事
例
化
（
表
面
化
）
（
産
業
医
の
見
立
て
、
診
断
書
の
病
名
別
）
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表
3
5
．
最
初
の
事
例
化
（
表
面
化
）
（
産
業
医
の
見
立
て
、
診
断
書
の
病
名
別
）
（
続
き
）
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場
関
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困
っ
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業
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書
の
病
名
別
）
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1

本
人
の
病
状
の
予
後
（
転
帰
）
の
推
定
が
難
し
か
っ
た

3
2

2
9

1
8

8
9

1
0

5
2

0
0

1
2

本
人
の
業
務
遂
行
能
力
の
回
復
や
適
性
の
変
化
に
関
す
る
予
測
が
困
難
だ
っ
た

2
9

2
6

1
6

7
9

5
7

3
0

1
0

2

診
断
書
の
病
名

適
応
障
害

う
つ
病

発
達
障
害

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害

双
極
性
障
害

不
安
障
害

統
合
失
調
症

睡
眠
障
害

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症

摂
食
障
害

強
迫
性
障
害

P
T
S
D

心
因
反
応

自
律
神
経
失
調
症

総
例
数

6
4

1
4
2

1
4

7
1
4

1
4

1
0

1
1

5
2

2
1

2
9

専
門
医
受
診
を
承
諾
し
な
か
っ
た

4
5

1
2

2
0

2
0

3
2

1
0

1
2

意
思
の
疎
通
が
困
難
だ
っ
た

1
2

1
4

2
4

3
2

2
2

0
1

1
0

2
1

病
気
か
他
の
問
題
か
の
判
別
が
難
し
か
っ
た

3
0

6
0

9
5

3
4

2
5

0
0

1
1

2
3

本
人
が
指
示
・
助
言
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た

1
3

2
8

2
3

4
4

3
2

2
2

0
0

0
2

家
族
の
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た

2
4

0
0

3
1

2
0

1
0

0
0

0
1

主
治
医
と
の
連
携
が
困
難
だ
っ
た

5
1
1

2
1

2
2

0
1

0
0

1
0

1
1

本
人
の
支
援
に
つ
い
て
職
場
の
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た

5
1
8

1
1

0
2

2
2

1
0

1
0

0
1

本
人
の
業
務
遂
行
能
力
、
適
性
に
合
っ
た
職
場
（
仕
事
）
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た

1
8

2
5

5
0

1
4

3
5

2
1

1
0

1
3

本
人
の
症
状
、
薬
剤
の
副
作
用
を
考
慮
し
た
作
業
・
通
勤
面
の
安
全
確
保
が
難
し
か
っ
た

0
6

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
1

本
人
の
業
務
遂
行
能
力
、
適
性
の
評
価
が
難
し
か
っ
た

1
8

4
0

6
1

3
4

2
3

1
0

1
0

0
3

本
人
の
病
状
の
予
後
（
転
帰
）
の
推
定
が
難
し
か
っ
た

2
0

5
1

4
3

5
5

3
3

0
0

0
1

1
2

本
人
の
業
務
遂
行
能
力
の
回
復
や
適
性
の
変
化
に
関
す
る
予
測
が
困
難
だ
っ
た

2
0

4
3

5
2

5
2

5
2

0
0

0
1

0
1

表
3
7
．
産
業
医
が
特
に
困
っ
た
こ
と
（
産
業
医
の
見
立
て
、
診
断
書
の
病
名
別
）
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       産
業
医
の
見
立
て

適
応
障
害

う
つ
病

発
達
障
害

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害

双
極
性
障
害

不
安
障
害

統
合
失
調
症

睡
眠
障
害

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症

摂
食
障
害

強
迫
性
障
害

P
T
S
D

総
例
数

1
0
1

7
9

5
2

2
6

2
4

2
1

1
4

1
2

5
4

3
3

本
人
を
焦
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
た

3
2

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

業
務
量
を
軽
減
す
る
よ
う
提
案
し
た

3
4

2
0

2
2

0
0

1
0

1
0

本
人
に
安
心
し
て
休
業
で
き
る
よ
う
な
説
明
を
し
た

8
1
0

1
1

1
3

1
0

1
0

0
0

定
期
的
な
面
接
を
予
定
し
た

3
3

2
0

3
2

0
2

0
0

0
0

作
業
の
安
全
面
の
確
保
を
重
視
し
た

0
1

0
0

0
2

0
0

0
0

1
1

就
業
面
の
配
慮
に
関
し
て
周
囲
の
理
解
を
求
め
た

1
5

3
0

0
1

0
2

1
0

0
0

本
人
と
職
場
の
間
の
中
立
を
意
識
し
て
対
応
し
た

1
3

3
1

0
0

2
0

0
0

0
0

配
置
転
換
を
す
る
よ
う
提
案
し
た

8
5

2
1

1
1

1
0

0
0

0
0

質
的
な
業
務
負
荷
を
軽
減
す
る
よ
う
提
案
し
た

5
7

6
0

0
0

0
1

1
0

0
0

職
場
で
で
き
る
こ
と
と
本
人
に
自
助
努
力
を
求
め
る
こ
と
を
明
確
に
し
た

1
0

4
4

3
1

1
0

0
1

0
0

1

主
治
医
と
密
な
情
報
交
換
を
行
っ
た

3
6

6
2

5
0

1
1

2
1

0
0

本
人
が
信
頼
し
て
い
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
協
力
を
得
た

1
2

1
0

1
1

0
0

0
0

0
0

自
己
の
状
態
の
セ
ル
フ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
求
め
た

5
3

2
0

2
0

0
1

0
1

0
0

関
係
者
間
で
対
応
の
仕
方
を
共
有
し
た

9
1
2

9
5

4
0

4
1

1
2

0
2

ル
ー
ル
違
反
に
対
し
て
は
厳
格
に
処
理
し
た

5
1

2
1

0
0

0
1

0
0

0
0

本
人
の
で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
を
整
理
し
た

0
1

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

本
人
の
良
い
面
（
良
く
評
価
さ
れ
て
い
る
面
）
を
（
本
人
に
）
明
示
し
た

3
3

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

本
人
が
苦
手
な
作
業
や
職
場
環
境
（
物
理
化
学
的
刺
激
を
含
む
）
に
関
し
上
司
の
理
解
を
求
め
た

6
0

6
1

2
1

1
0

0
0

0
0

対
人
折
衝
の
少
な
い
業
務
に
就
か
せ
た

1
1

3
1

1
1

0
0

0
0

1
0

指
示
命
令
の
簡
略
化
、
具
体
化
を
図
っ
た

1
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

適
応
で
き
て
い
た
時
期
の
業
務
内
容
・
対
応
方
法
を
確
認
し
た

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

家
族
（
親
族
）
に
職
場
の
対
応
に
関
す
る
理
解
を
求
め
た

1
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
0

家
族
（
親
族
）
に
当
該
労
働
者
に
対
す
る
支
援
を
依
頼
し
た

2
1

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

仕
事
へ
の
取
り
組
み
方
に
関
し
て
本
人
と
よ
く
話
し
合
っ
た

3
6

4
1

1
1

1
1

0
1

0
1

休
養
の
取
り
方
、
生
活
習
慣
の
改
善
に
つ
い
て
本
人
に
指
導
し
た

3
5

1
0

1
2

1
1

2
0

0
0

本
人
に
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
て
も
ら
う
よ
う
働
き
か
け
た
。

3
2

0
1

1
0

0
1

2
1

0
0

表
3
8
．
特
に
効
果
的
で
あ
っ
た
対
応
（
産
業
医
の
見
立
て
、
診
断
書
の
病
名
別
）
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       診
断
書
病
名

適
応
障
害

う
つ
病

発
達
障
害

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害

双
極
性
障
害

不
安
障
害

統
合
失
調
症

睡
眠
障
害

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症

摂
食
障
害

強
迫
性
障
害

P
T
S
D

心
因
反
応

自
律
神
経
失
調
症

総
例
数

6
4

1
4
2

1
4

7
1
4

1
4

1
0

1
1

5
2

2
1

2
9

本
人
を
焦
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
た

1
3

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

業
務
量
を
軽
減
す
る
よ
う
提
案
し
た

1
7

0
0

1
1

0
0

1
0

0
0

0
1

本
人
に
安
心
し
て
休
業
で
き
る
よ
う
な
説
明
を
し
た

5
1
1

0
0

1
1

0
1

1
0

0
0

0
2

定
期
的
な
面
接
を
予
定
し
た

3
7

0
1

2
0

0
1

0
0

0
0

0
0

作
業
の
安
全
面
の
確
保
を
重
視
し
た

0
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

就
業
面
の
配
慮
に
関
し
て
周
囲
の
理
解
を
求
め
た

1
6

1
1

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

本
人
と
職
場
の
間
の
中
立
を
意
識
し
て
対
応
し
た

1
6

0
0

0
1

2
0

0
0

0
0

0
0

配
置
転
換
を
す
る
よ
う
提
案
し
た

7
8

3
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

質
的
な
業
務
負
荷
を
軽
減
す
る
よ
う
提
案
し
た

3
1
0

0
1

0
1

0
2

1
0

0
0

0
0

職
場
で
で
き
る
こ
と
と
本
人
に
自
助
努
力
を
求
め
る
こ
と
を
明
確
に
し
た

2
8

2
1

1
0

0
0

1
0

1
1

1
0

主
治
医
と
密
な
情
報
交
換
を
行
っ
た

4
1
1

4
1

3
1

1
1

2
1

0
0

0
0

本
人
が
信
頼
し
て
い
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
協
力
を
得
た

1
5

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

自
己
の
状
態
の
セ
ル
フ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
求
め
た

5
3

0
0

2
0

0
1

0
0

0
0

0
1

関
係
者
間
で
対
応
の
仕
方
を
共
有
し
た

7
1
8

4
1

2
2

3
2

1
1

1
1

1
1

ル
ー
ル
違
反
に
対
し
て
は
厳
格
に
処
理
し
た

4
3

0
0

0
2

1
2

0
0

0
0

0
0

本
人
の
で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
を
整
理
し
た

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

本
人
の
良
い
面
（
良
く
評
価
さ
れ
て
い
る
面
）
を
（
本
人
に
）
明
示
し
た

1
6

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

本
人
が
苦
手
な
作
業
や
職
場
環
境
（
物
理
化
学
的
刺
激
を
含
む
）
に
関
し
上
司
の
理
解
を
求
め
た

4
4

4
0

1
1

1
0

0
0

0
0

0
1

対
人
折
衝
の
少
な
い
業
務
に
就
か
せ
た

1
3

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
示
命
令
の
簡
略
化
、
具
体
化
を
図
っ
た

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

適
応
で
き
て
い
た
時
期
の
業
務
内
容
・
対
応
方
法
を
確
認
し
た

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

家
族
（
親
族
）
に
職
場
の
対
応
に
関
す
る
理
解
を
求
め
た

1
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

家
族
（
親
族
）
に
当
該
労
働
者
に
対
す
る
支
援
を
依
頼
し
た

1
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

仕
事
へ
の
取
り
組
み
方
に
関
し
て
本
人
と
よ
く
話
し
合
っ
た

3
8

1
1

0
1

1
1

0
0

0
1

0
0

休
養
の
取
り
方
、
生
活
習
慣
の
改
善
に
つ
い
て
本
人
に
指
導
し
た

4
8

0
0

0
1

1
2

2
0

0
0

0
0

本
人
に
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
て
も
ら
う
よ
う
働
き
か
け
た
。

3
2

0
0

1
1

0
2

2
1

0
0

0
0

表
3
8
．
特
に
効
果
的
で
あ
っ
た
対
応
（
産
業
医
の
見
立
て
、
診
断
書
の
病
名
別
）
（
続
き
）
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    表
3
9
．
特
に
効
果
的
で
あ
っ
た
対
応
（
「
職
場
関
係
者
が
特
に
困
っ
た
こ
と
」
別
）

注
意
を
し
て
も
改
善

効
果
が
な
い

逆
恨
み
を
さ
れ
る

職
場
の
雰
囲
気

が
悪
く
な
る

ど
う
対
応
し
て
よ
い

か
わ
か
ら
な
い

意
思
の
疎
通
が
図
れ

な
い

チ
ー
ム
と
し
て
の
成
果

が
上
が
ら
な
い

ど
の
く
ら
い
仕
事
が
で
き
る

か
予
測
が
で
き
な
い

周
囲
の
者
に
負
担
が

か
か
る

本
人
か
ら
の
要
求

が
過
度
で
あ
る

欠
勤
・
休
業
中
に
本
人
と

連
絡
が
取
れ
な
い

総
数

8
6

2
5

6
0

1
8
2

4
3

4
8

1
4
2

1
2
1

3
6

2
1

本
人
を
焦
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
た

0
0

0
0

0
0

3
1

0
0

業
務
量
を
軽
減
す
る
よ
う
提
案
し
た

2
0

1
1
0

0
3

9
7

0
0

本
人
に
安
心
し
て
休
業
で
き
る
よ
う
な
説
明
を
し
た

2
0

0
1
6

2
1

7
7

0
0

定
期
的
な
面
接
を
予
定
し
た

4
0

2
1
1

3
4

9
8

2
1

作
業
の
安
全
面
の
確
保
を
重
視
し
た

0
0

0
0

0
0

1
1

0
1

就
業
面
の
配
慮
に
関
し
て
周
囲
の
理
解
を
求
め
た

3
0

1
7

2
2

6
4

1
0

本
人
と
職
場
の
間
の
中
立
を
意
識
し
て
対
応
し
た

5
3

7
6

2
2

3
6

3
1

配
置
転
換
を
す
る
よ
う
提
案
し
た

6
1

1
7

2
3

8
9

2
0

質
的
な
業
務
負
荷
を
軽
減
す
る
よ
う
提
案
し
た

4
0

3
9

1
5

1
1

6
2

0

職
場
で
で
き
る
こ
と
と
本
人
に
自
助
努
力
を
求
め
る
こ
と
を
明
確
に
し
た

7
3

4
1
4

2
6

8
8

6
2

主
治
医
と
密
な
情
報
交
換
を
行
っ
た

1
2

0
5

1
9

4
3

1
5

1
4

1
2

本
人
が
信
頼
し
て
い
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
協
力
を
得
た

3
0

3
3

0
1

4
3

1
0

自
己
の
状
態
の
セ
ル
フ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
求
め
た

4
1

0
9

1
1

8
6

1
2

関
係
者
間
で
対
応
の
仕
方
を
共
有
し
た

1
4

4
1
1

3
1

1
0

1
2

2
2

2
7

5
5

ル
ー
ル
違
反
に
対
し
て
は
厳
格
に
処
理
し
た

5
1

4
6

4
5

3
5

4
0

本
人
の
で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
を
整
理
し
た

2
0

0
2

0
1

2
2

0
0

本
人
の
良
い
面
（
良
く
評
価
さ
れ
て
い
る
面
）
を
（
本
人
に
）
明
示
し
た

3
0

0
2

0
2

6
1

0
0

本
人
が
苦
手
な
作
業
や
職
場
環
境
（
物
理
化
学
的
刺
激
を
含
む
）
に
関
し
上
司
の
理
解
を
求
め
た

3
1

2
7

0
1

1
0

4
2

2

対
人
折
衝
の
少
な
い
業
務
に
就
か
せ
た

1
1

2
5

0
1

3
1

0
0

指
示
命
令
の
簡
略
化
、
具
体
化
を
図
っ
た

3
1

1
3

1
3

2
3

0
0

適
応
で
き
て
い
た
時
期
の
業
務
内
容
・
対
応
方
法
を
確
認
し
た

1
2

2
5

2
0

6
5

1
5

1
3

3
2

家
族
（
親
族
）
に
職
場
の
対
応
に
関
す
る
理
解
を
求
め
た

1
1

2
3

3
2

2
2

0
0

家
族
（
親
族
）
に
当
該
労
働
者
に
対
す
る
支
援
を
依
頼
し
た

0
0

1
3

1
1

4
1

0
1

仕
事
へ
の
取
り
組
み
方
に
関
し
て
本
人
と
よ
く
話
し
合
っ
た

5
0

4
8

1
5

9
8

2
0

休
養
の
取
り
方
、
生
活
習
慣
の
改
善
に
つ
い
て
本
人
に
指
導
し
た

8
2

3
8

2
4

9
8

1
1

本
人
に
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
て
も
ら
う
よ
う
働
き
か
け
た
。

4
2

2
7

0
2

4
4

3
0
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専
門
医
受
診

を
承
諾
し
な

か
っ
た

意
思
の
疎
通

が
困
難
だ
っ

た

病
気
か
他
の
問

題
か
の
判
別
が

難
し
か
っ
た

本
人
が
指
示
・
助

言
を
聞
き
入
れ
な

か
っ
た

家
族
（
親
族
）
の

理
解
が
得
ら
れ

な
か
っ
た

主
治
医
と
の

連
携
が
困
難

だ
っ
た

本
人
の
支
援
に
つ
い

て
職
場
の
理
解
が
得

ら
れ
な
か
っ
た

本
人
の
業
務
遂
行
能
力
、
適

性
に
合
っ
た
職
場
（
仕
事
）
が

見
当
た
ら
な
か
っ
た

本
人
の
症
状
、
薬
剤
の
副
作
用
を

考
慮
し
た
作
業
・
通
勤
面
の
安
全

確
保
が
難
し
か
っ
た

本
人
の
業
務
遂
行

能
力
、
適
性
の
評
価

が
難
し
か
っ
た

本
人
の
病
状
の
予
後

（
転
帰
）
の
推
定
が

難
し
か
っ
た

本
人
の
業
務
遂
行
能
力
の
回

復
や
適
性
の
変
化
に
関
す
る

予
測
が
困
難
だ
っ
た

総
数

2
3

3
6

1
0
6

5
8

1
2

2
4

2
5

5
5

1
0

7
1

8
5

7
5

本
人
を
焦
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
た

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

2
2

業
務
量
を
軽
減
す
る
よ
う
提
案
し
た

2
0

0
1

0
1

1
3

0
4

7
6

本
人
に
安
心
し
て
休
業
で
き
る
よ
う
な
説
明
を
し
た

0
1

6
4

0
2

1
4

0
5

7
4

定
期
的
な
面
接
を
予
定
し
た

0
1

6
1

0
0

1
3

2
3

6
7

作
業
の
安
全
面
の
確
保
を
重
視
し
た

0
0

2
0

0
0

1
0

0
0

0
0

就
業
面
の
配
慮
に
関
し
て
周
囲
の
理
解
を
求
め
た

0
0

1
0

0
0

3
2

2
4

5
3

本
人
と
職
場
の
間
の
中
立
を
意
識
し
て
対
応
し
た

2
2

4
3

1
1

5
3

0
2

1
3

配
置
転
換
を
す
る
よ
う
提
案
し
た

0
1

7
1

0
1

1
3

0
2

2
4

質
的
な
業
務
負
荷
を
軽
減
す
る
よ
う
提
案
し
た

0
0

5
1

0
0

3
3

0
5

8
6

職
場
で
で
き
る
こ
と
と
本
人
に
自
助
努
力
を
求
め
る
こ
と
を
明
確
に

し
た

3
1

8
5

0
2

2
3

1
3

5
2

主
治
医
と
密
な
情
報
交
換
を
行
っ
た

3
3

8
6

3
2

4
7

1
8

7
1
0

本
人
が
信
頼
し
て
い
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
協
力
を
得
た

0
0

3
1

1
0

2
2

0
3

1
0

自
己
の
状
態
の
セ
ル
フ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
求
め
た

1
0

2
3

0
2

1
2

0
4

4
6

関
係
者
間
で
対
応
の
仕
方
を
共
有
し
た

7
4

1
7

1
0

3
3

6
9

2
1
1

1
4

1
3

ル
ー
ル
違
反
に
対
し
て
は
厳
格
に
処
理
し
た

2
3

5
3

0
1

1
2

0
0

0
2

本
人
の
で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
を
整
理
し
た

0
0

0
0

0
0

1
1

0
2

1
1

本
人
の
良
い
面
（
良
く
評
価
さ
れ
て
い
る
面
）
を
（
本
人
に
）
明
示
し

た
0

0
5

0
0

0
2

1
0

1
1

0

本
人
が
苦
手
な
作
業
や
職
場
環
境
（
物
理
化
学
的
刺
激
を
含
む
）

に
関
し
上
司
の
理
解
を
求
め
た

0
0

6
1

0
2

0
3

0
3

3
3

対
人
折
衝
の
少
な
い
業
務
に
就
か
せ
た

2
0

2
2

0
2

0
3

0
3

2
0

指
示
命
令
の
簡
略
化
、
具
体
化
を
図
っ
た

0
0

2
0

0
0

0
1

0
2

2
2

適
応
で
き
て
い
た
時
期
の
業
務
内
容
・
対
応
方
法
を
確
認
し
た

4
2

1
2

4
1

2
5

3
0

5
6

6

家
族
（
親
族
）
に
職
場
の
対
応
に
関
す
る
理
解
を
求
め
た

0
2

1
0

0
0

0
1

0
1

1
2

家
族
（
親
族
）
に
当
該
労
働
者
に
対
す
る
支
援
を
依
頼
し
た

1
1

2
0

1
2

0
0

0
0

1
2

仕
事
へ
の
取
り
組
み
方
に
関
し
て
本
人
と
よ
く
話
し
合
っ
た

0
0

6
2

0
1

2
4

0
1

4
4

休
養
の
取
り
方
、
生
活
習
慣
の
改
善
に
つ
い
て
本
人
に
指
導
し
た

1
1

4
7

2
1

2
3

0
0

5
3

本
人
に
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
て
も

ら
う
よ
う
働
き
か
け
た
。

3
0

0
4

1
0

3
3

0
1

2
1

表
4
0
．
特
に
効
果
的
で
あ
っ
た
対
応
（
「
産
業
医
が
特
に
困
っ
た
こ
と
」
別
）
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表 41．平成 27年度に収集した事例調査の分析（再分析を含む）から得られた主な事項 

 

・産業医の見立て（病名）と診断書の病名との一致率は、67.5％だった。 

・診断書の病名は、うつ病、適応障害、双極性障害・不安障害・発達障害の順に多かった。 

・産業医の見立ては、適応障害、うつ病、発達障害、パーソナリティ障害、双極性障害の順だっ

た。 

・事例化（表面化）は、業務効率の低下→勤怠不良、業務効率の低下→人間関係の悪化、勤怠不

良→業務効率の低下、仕事の失敗→業務効率の低下、人間関係の悪化→業務効率の低下、身

体疾患→勤怠不良、社内ハラスメント→人間関係の悪化の流れが多かった。これらに留意するこ

とが、事例の早期対応に重要であると考えられる。 

・職場関係者が特に困ったことを産業医の見立て別にみると、適応障害では「どう対応してよいか

わからない」、「どのくらい仕事ができるかわからない」、「周囲の者に負担がかかる」、「注意しても

改善効果がない」の順に多かった。うつ病では「どう対応してよいかわからない」、「どのくらい仕事

ができるかわからない」、「周囲の者に負担がかかる」の順に多かった。発達障害では「どう対応し

てよいかわからない」、「周囲の者に負担がかかる」、「どのくらい仕事ができるかわからない」の順

に多かった。 

・職場関係者が特に困ったことを診断書の病名別にみると、うつ病では「どう対応してよいかわか

らない」、「どのくらい仕事ができるかわからない」、「周囲の者に負担がかかる」の順に多かった。

適応障害では「どう対応してよいかわからない」、「周囲の者に負担がかかる」、「どのくらい仕事が

できるかわからない」、「注意しても改善効果がない」の順に多かった。 

・産業医が特に困ったことを産業医の見立て別にみると、適応障害では「病気か他の問題かの判

別が難しかった」、「本人の病状の予後の推定が難しかった」、「本人の業務遂行能力の回復や適

性の変化に関する予測が困難だった」、「本人の業務遂行能力、適性の評価が難しかった」の順

に多かった。うつ病では「本人の病状の予後の推定が難しかった」、「本人の業務遂行能力、適性

の評価が難しかった」、「本人の業務遂行能力の回復や適性の変化に関する予測が困難だった」、

「病気か他の問題かの判別が難しかった」の順に多かった。発達障害では「病気か他の問題かの

判別が難しかった」、「本人の業務遂行能力、適性に合った職場（仕事）が見当たらなかった」、

「本人の業務遂行能力、適性の評価が難しかった」、「本人の病状の予後の推定が難しかった」、

「本人の業務遂行能力の回復や適性の変化に関する予測が困難だった」の順に多かった。 

・産業医が特に困ったことを診断書の病名別にみると、うつ病では「病気か他の問題かの判別が

難しかった」、「本人の病状の予後の推定が難しかった」、「本人の業務遂行能力の回復や適性の

変化に関する予測が困難だった」、「本人の業務遂行能力、適性の評価が難しかった」の順に多

かった。適応障害では「病気か他の問題かの判別が難しかった」、「本人の病状の予後の推定が

難しかった」・「本人の業務遂行能力の回復や適性の変化に関する予測が困難だった」の順に多

かった。 

・対応方法については、「関係者間で対応の仕方を共有した」、「主治医と密な情報交換を行った」
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は、多くの事例で特に効果的だった。職場での対応で特に重視すべきである。「本人が安心して

休業できるような説明をした」、「職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にした」、

「質的な業務負担を軽減するよう提案した」も、比較的多くの事例で効果的だった。 

・産業医の見立て別に対応方法をみると、適応障害で「職場でできることと本人に自助努力を求

めることを明確にした」、「関係者間で対応の仕方を共有した」、「本人が安心して休業できるような

説明をした」、「配置転換をするよう提案した」が効果的だった事例が多かった。うつ病では「関係

者間で対応の仕方を共有した」、「本人が安心して休業できるような説明をした」、「質的な業務負

担を軽減するよう提案した」、「主治医と密な情報交換を行った」、「仕事の取り組み方に関して本

人とよく話し合った」が効果的だった事例が多かった。発達障害では「関係者間で対応の仕方を共

有した」、「質的な業務負担を軽減するよう提案した」、「主治医と密な情報交換を行った」、「本人

が苦手な作業や職場環境に関し上司の理解を求めた」が効果的だった事例が多かった。 

・診断書の病名別に対応方法をみると、うつ病で「関係者間で対応の仕方を共有した」、「本人が

安心して休業できるような説明をした」、「主治医と密な情報交換を行った」、「質的な業務負担を

軽減するよう提案した」が効果的だった事例が多かった。適応障害では「配置転換をするよう提案

した」、「関係者間で対応の仕方を共有した」、「本人が安心して休業できるような説明をした」、「自

己の状態のセルフモニタリングを求めた」が効果的だった事例が多かった。 

・職場関係者が特に困ったこと（頻度の高かったもの）別に、特に効果的であった対応をみると、

「どう対応してよいかわからない」、「どのくらい仕事ができるか予測がつかない」、「周囲の者に負

担がかかる」では、「関係者間で対応の仕方を共有した」、「適応できていた時期の業務内容・対

応方法を確認した」、「主治医と密な情報交換を行った」が特に多かった。「注意をしても改善効果

がない」では、上記 3項目に加え、「職場ができることと本人に自助努力を求めることを明確にした」

が多かった。「職場の雰囲気が悪くなる」では、「関係者間で対応の仕方を共有した」、「本人と職

場の間あの中立を意識して対応した」が多かった。「本人からの要求が過度である」では、「職場

ができることと本人に自助努力を求めることを明確にした」が多かった。 

・産業医が特に困ったこと（頻度の高かったもの）別に、特に効果的であった対応をみると、「本人

の業務遂行能力、適性の評価が難しかった」、「本人の業務遂行能力の回復や適性の変化に関

する予測が困難だった」では、「関係者間で対応の仕方を共有した」、「主治医と密な情報交換を

行った」が特に多かった。「病気か他の問題かの判別が難しかった」では、それらに加えて、「職場

ができることと本人に自助努力を求めることを明確にした」、「適応できていた時期の業務内容・対

応方法を確認した」が多かった。「本人の病状の予後（転帰）の推定が難しかった」では、「関係者

間で対応の仕方を共有した」、「質的な業務負荷を軽減するよう提案した」が多かった。「本人が指

示・助言を聞き入れなかった」では、「関係者間で対応の仕方を共有した」、「休養の取り方、生活

習慣の改善について本人に指導した」が多かった。 
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表 42．グループ討議による聞き取り調査から得られた主な事項 

 

①職場におけるメンタルヘルス不調者の事例化に関する類型分類を行うことの妥当性と（妥当で

ある場合）その方向性 

・職場での事例性が表面化するまでの過程には、いくつかのパターンがみられたことから、類型化

は可能であり、それを整理するのは、メンタルヘルス対策として意義が大きい。 

②分析（再分析を含む）結果に関する意見（読み取れる事項） 

・休業回数を重ねると周囲が支援をはじめる傾向が読み取れる 

・最初は、上司が抱え込む例があると推測される。 

・今回の分析では、回答した産業医の（対応の）癖が反映されている可能性があることに注意が

必要。 

・「業務効率の低下→（人間関係の悪化または仕事の失敗を伴うことあり）→遅刻・早退、頻回欠

勤→表面化」、「仕事の失敗→業務効率の低下→（過度の自己卑下がみられることもある）→頻

回欠勤、遅刻・早退→表面化」、「人間関係の悪化（ハラスメントを含む）→（業務効率の低下がみ

られることもある）→頻回欠勤、遅刻・早退→表面化」、「身体疾患に伴う症状→頻回欠勤、遅刻・

早退→表面化」というパターンが読み取れそうである。 

・主治医は、職場を直接見ていないために、「適応障害」の病名をつけにくい。症状を中心とした診

断により、他の診断名がつけられる。 

・「統合失調症」「パーソナリティ障害」の診断名の数については、背景を検討する必要がある。主

治医が自発的に記すとは思えない。 

・「パーソナリティ障害」「双極性障害」「発達障害」では、仕事外のストレス要因がみられる例も多く、

職場内の支援では限界があることも念頭に置く必要がある。 

・「発達障害」「パーソナリティ障害」「双極性障害」は、職場の情報が診断に結び付きやすい。他方、

先入観、不十分な知識から、職場関係者が過剰診断を行うこともありえる。 

・事業場の事情によっては、家族にも相談窓口を開く意義があるかもしれない。 

・過去に休業歴があっても、必ずしも自発的に産業保健スタッフに相談するとは限らない。 

・診断書が出された場合には、遡って職場での問題を調査する意義がある。（すでに表面化してい

る例が少なくない。） 

・仕事の失敗というわかりやすい問題の前に業務効率の低下が指摘される例は比較的少ないこ

とから、職場によっては業務効率の低下は周囲から気づかれにくいことがあると推測される。 

・多くの疾患に共通する望ましい対応がある。 

・不適応の既往は、産業医の見立てによる双極性障害、発達障害、パーソナリティ障害で顕著で

ある。 

・「アルコール使用障害」では、産業医の困り事として、「専門医受診を承諾しなかった」の割合が

高い。 

・業務効率の低下に着目すれば、早期対応の道筋が作れると考えられる。 
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③さらなる追加分析に関する意見 

・「特に効果的であった対応」の共通項（背景になっている事柄）を見出すことはできないか。 

・性別、年齢別、疾病別、管理職・一般職別に、特に効果的であった事項を分析する。 

・単身者と同居者に分けて対応を分析する。 

・診断書の病名と産業医の診断（見立て）の一致度の詳細を示す。 

・産業医の関与が遅れる事例の特徴を検討する。 

④「職場におけるメンタルヘルス不調者の対応ガイドライン」の構成のあり方、内容 

・産業保健スタッフと人事部署との連携、メンタルヘルス教育（特に、ラインによるケア）を前提条

件とすべき。 

・大半のメンタルヘルス不調者に共通する基本的対応はあるはずであり、基本的対応の共通事

項をまずあげ、その後に各論を示す形式がわかりやすい。 

・類型別に好ましいアクションプランを羅列する。 

・類型については思い込みが問題となる可能性もある。軌道修正の仕方も示唆したほうがよい。 

・診断名よりも、職場関係者や産業医の困り事を軸とした対応の形式をとったほうが、有用性が高

い。 

・例数が少ない疾患についてはケーススタディのような形を示す。 

・一般に言われている事項（定説）への注意喚起ができれば興味深いのではないか。（例えば、

「業務量の軽減」は必ずしも効果的でない。） 

・まず、主治医との連携を試み、その病名と見立てが一致したものについては、一般的な疾患別

の対応法も参考にする。発達障害などがその好例。その際、診断別の対応は、5、6 くらいに絞る

のがよい 

・主治医に ICD-10で診断名を求めると、確定診断が得やすい。 

・DSMの多軸診断が得られるなら、対応の参考になる。 

・主診断、副診断という表現を用いて、問い合わせをするのもよい。 

・診断が受診の過程で変わりうることにも、注意が必要。 

・主治医からより正確な診断名を得るために、職場からの情報提供を怠らないことの重要性を強

調する必要性がある。 

・主治医から出せない情報もあることを踏まえておく必要がある。 

・本人から告知されている病名を聴く。また、病名に限らず、主治医から伝えられていることを問う

のは重要である。 

・ハラスメント例の対応法を盛り込む。その際には、関わり方を重視する。 

・人事部署の機能によって、対応ルートのあり方が異なることも明示すべきである。 

・人事管理スタッフの教育も必要であり、人事担当者が交代した際には、再連携を図ることも重要

である。 

・やむをえず、退職となる例には、確定診断に応じて求められる最低限の対応をしておくことを示

唆できるとよい。 
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・比較的少ない診断名例が拾えているので、なんとか活かしたい。 

・障害者手帳を有している例の扱いは別枠で記すのがよい。 

・誰が牽引して対応を動かしていくのかも明示したい。 

・産業保健スタッフは、不調の原因を職場関連事項に求めすぎる傾向があることに注意する。 

・精神科医は、他科の専門医と比較し、必ずしも確定診断を早期に追求しないことに注意が必要。 

・適応障害を除けば、診断の一致にはあまりとらわれずに進めてよい。 

・適応障害の配置転換は、頻回に行うべきではない。 

・当該労働者への関わりは、主治医にリーダーシップを求めてよい。それを促すために、丁寧な依

頼をする。職場内でルールづくりをしてから、主治医に任せる。 

・休復職のルールを本人、主治医に提示することは最低限必要。 

・主治医への情報提供依頼の内容を絞り込む。自由記入欄もつくる。早期に依頼する。 

・主治医の意見書については、理想的には、職場関係者と直接面談をした上で書面を作る手順を

とれるとよい。 

・以前開発された対応類型表を活かす。 

・対応の流れに関して、主治医との連携がうまくいかない場合を細分化する。 

・管理監督者教育では、比較的多くみられる困りごととそれに対する望ましい対応を提示する。 

・不適応の既往を主治医に伝えることは、正確な診断を得て、より適切な支援を図るために有用と

なりえる。 

・不調の原因として、安易に「発達障害」が用いられる傾向がある。 

・産業医の見立てで「発達障害」が疑われる場合には、その旨を主治医と共有すべきである。 

・アルコール使用障害では、家族・親族との連携が不可欠である。 

・管理監督者向けの「表面化した事項別のチェック表と対応法」の類が有用である。 

⑤その他 

・主治医が非精神科医の場合には、連携が難しくなるため、考慮が必要である。 

・最近事例化が目立ってきた発達障害の軽症例への対応は難しい。 

・うつ病、適応障害など職場でみられることが多いものは、今回の調査結果を分析することで、対

応を類型化しやすいと考えられる。 

・本調査では、事例の業種に偏りがあるので注意が必要である。3 年目の研究では、多業種でガ

イドラインの有用性を検証することが望ましい。 

・睡眠障害については、生活習慣の乱れも考慮に入れるべきである場合も多い。 

・職場関係者と主治医の「顔の見える関係」が望ましい。 
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表 43．性別にみた産業医の実施事項の数と「特に効果的であった」事項の例数

男性（＝222） 女性（＝43）

特に効果的 実施 特に効果的 実施

本人を焦らせないようにした 5 79 0 11

業務量を軽減するよう提案した 12 71 0 10

本人に安心して休業できるような説明を

した
17 103 2 16

定期的な面接を予定した 11 130 1 21

作業の安全面の確保を重視した 2 23 1 2

就業面の配慮に関して周囲の理解を求

めた
9 61 0 5

本人と職場の間の中立性を意識して対

応した
5 57 3 15

配置転換をするよう提案した 13 36 1 7

質的な業務負担を軽減するよう提案した 14 58 1 12

職場でできることと本人に自助努力を求

めることを明確にした
14 106 4 23

主治医と密な情報交換を行った 21 99 3 15

本人が信頼しているキーパーソンの協力

を得た
5 32 1 8

自己の状態のセルフモニタリングを求め

た
10 70 2 10

関係者間で対応の仕方を共有した 28 135 9 26

ルール違反に対しては厳格に処理した 7 42 2 8

本人のできることとできないことを整理し

た
2 33 0 6

本人の良い面（良く評価されている面）を

（本人に）明示した
8 51 0 9

本人が苦手な作業や職場環境（物理・化

学的刺激を含む）に関し上司の理解を求

めた

12 46 2 9

対人折衝の少ない業務に就かせた 4 31 1 3

指示命令の簡略化、具体化を図った 2 21 1 3

適応できていた時期の業務内容・対応方

法を確認した
0 19 0 4
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を求めた

家族（親族）に当該労働者に対する支援

を依頼した
3 31 1 6

仕事への取り組み方に関して本人とよく

話し合った
12 99 1 11

休養の取り方、生活習慣の改善について

本人に指導した
13 94 1 16

本人に自分の置かれている状況につい

て認識を深めてもらうよう働きかけた
8 66 1 6

表 44．年齢層別にみた産業医の実施事項の数（カッコ内は「特に効果的であった」数）

～29 歳

（N＝77）

30～39 歳

（N＝81）

40～49 歳

（N＝80）

50～59 歳

（N＝27）

本人を焦らせないようにした 23(2) 29(2) 29(1) 9(0)

業務量を軽減するよう提案した 25(3) 27(6) 25(3) 4(0)

本人に安心して休業できるような説明

をした
34(8) 39(7) 36(4) 10(0)

定期的な面接を予定した 37(3) 49(5) 50(4) 15(0)

作業の安全面の確保を重視した 10(0) 8(3) 6(0) 1(0)

就業面の配慮に関して周囲の理解を求

めた
19(1) 23(4) 18(3) 6(1)

本人と職場の間の中立を意識して対応

した
21(2) 27(4) 18(1) 6(1)

配置転換をするよう提案した 17(6) 14(4) 8(1) 4(3)

質的な業務負荷を軽減するよう提案し

た
18(3) 26(5) 19(4) 7(3)

職場でできることと本人に自助努力を

求めることを明確にした
48(6) 34(4) 40(7) 7(1)

主治医と密な情報交換を行った 34(6) 29(8) 39(7) 12(3)

本人が信頼しているキーパーソンの協

力を得た
8(0) 17(4) 12(2) 3(0)

自己の状態のセルフモニタリングを求

めた
26(6) 21(3) 25(2) 8(1)

家族（親族）に職場の対応に関する理解 2 23 1 2
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関係者間で対応の仕方を共有した 49(9) 50(13) 48(11) 14(4) 

ルール違反に対しては厳格に処理した 16(1) 15(3) 14(4) 5(1) 

本人のできることとできないことを整理

した 
11(1) 12(0) 13(1) 3(0) 

本人の良い面（良く評価されている面）

を（本人に）明示した 
18(1) 20(2) 18(3) 4(2) 

本人が苦手な作業や職場環境（物理化

学的刺激を含む）に関し上司の理解を

求めた 

16(5) 22(5) 13(3) 4(1) 

対人折衝の少ない業務に就かせた 7(0) 9(3) 14(1) 4(1) 

指示命令の簡略化、具体化を図った 8(1) 8(2) 7(0) 1(0) 

適応できていた時期の業務内容・対応

方法を確認した 
8(0) 5(0) 10(0) 0(0) 

家族（親族）に職場の対応に関する理

解を求めた 
7(1) 8(1) 8(1) 2(0) 

家族（親族）に当該労働者に対する支

援を依頼した 
9(0) 12(2) 12(1) 4(1) 

仕事への取り組み方に関して本人とよ

く話し合った 
36(5) 30(4) 33(4) 11(0) 

休養の取り方、生活習慣の改善につい

て本人に指導した 
29(2) 35(4) 35(6) 11(2) 

本人に自分の置かれている状況につい

て認識を深めてもらうよう働きかけた。 
25(2) 22(1) 19(5) 6(1) 

 
 

表 45．居住別にみた産業医の実施事項の数（カッコ内は「特に効果的であった」数） 

  単身（N＝124） 家族と同居（N＝139） 

本人を焦らせないようにした 48(4) 41(1) 

業務量を軽減するよう提案した 45(7) 36(5) 

本人に安心して休業できるような説明をした 63(11) 54(8) 

定期的な面接を予定した 74(4) 75(7) 

作業の安全面の確保を重視した 12(1) 13(2) 
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就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 33(5) 33(4) 

本人と職場の間の中立を意識して対応した 33(1) 38(7) 

配置転換をするよう提案した 23(6) 19(7) 

質的な業務負荷を軽減するよう提案した 35(10) 35(5) 

職場でできることと本人に自助努力を求めるこ

とを明確にした 
65(7) 63(10) 

主治医と密な情報交換を行った 61(15) 53(9) 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得

た 
17(2) 23(4) 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 40(6) 40(6) 

関係者間で対応の仕方を共有した 84(18) 76(18) 

ルール違反に対しては厳格に処理した 25(4) 24(5) 

本人のできることとできないことを整理した 19(1) 20(1) 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人

に）明示した 
31(1) 29(7) 

本人が苦手な作業や職場環境（物理化学的

刺激を含む）に関し上司の理解を求めた 
25(5) 30(9) 

対人折衝の少ない業務に就かせた 16(2) 18(3) 

指示命令の簡略化、具体化を図った 12(1) 12(2) 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を

確認した 
13(0) 10(0) 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求

めた 
14(2) 11(1) 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依

頼した 
17(0) 20(4) 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合

った 
52(4) 57(9) 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人

に指導した 
54(8) 55(6) 

本人に自分の置かれている状況について認

識を深めてもらうよう働きかけた。 
36(1) 35(8) 
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表 46．職種別にみた産業医の実施事項の数（カッコ内は「特に効果的であった」数） 

  
専門・技術

（N=141) 

管理  

（N=22) 

事務

（N=42） 

販売   

（N=22） 

生産工程   

（N=24） 

本人を焦らせないようにした 48(3) 9(1) 13(0) 6(0) 7(1) 

業務量を軽減するよう提案した 46(9) 7(0) 11(3) 6(0) 4(0) 

本人に安心して休業できるよう

な説明をした 
62(12) 10(0) 20(4) 7(0) 11(3) 

定期的な面接を予定した 78(9) 10(1) 30(1) 9(0) 14(0) 

作業の安全面の確保を重視し

た 
9(2) 2(0) 4(1) 1(0) 3(0) 

就業面の配慮に関して周囲の

理解を求めた 
40(5) 6(1) 8(1) 2(0) 3(0) 

本人と職場の間の中立を意識

して対応した 
38(7) 7(0) 13(3) 2(1) 11(0) 

配置転換をするよう提案した 20(7) 4(2) 7(2) 6(1) 3(1) 

質的な業務負荷を軽減するよう

提案した 
44(8) 9(2) 8(3) 2(0) 3(1) 

職場でできることと本人に自助

努力を求めることを明確にした 
67(6) 7(0) 23(3) 5(0) 15(6) 

主治医と密な情報交換を行った 59(10) 9(4) 21(6) 6(2) 9(0) 

本人が信頼しているキーパーソ

ンの協力を得た 
25(4) 4(1) 5(0) 0(0) 4(1) 

自己の状態のセルフモニタリン

グを求めた 
49(8) 5(1) 12(0) 2(0) 7(3) 

関係者間で対応の仕方を共有

した 
89(24) 12(3) 28(7) 8(0) 12(2) 

ルール違反に対しては厳格に

処理した 
26(4) 1(1) 10(3) 4(1) 6(0) 

本人のできることとできないこと

を整理した 
20(1) 3(0) 8(0) 0(0) 4(0) 

本人の良い面（良く評価されて

いる面）を（本人に）明示した 
36(7) 7(1) 5(0) 5(0) 2(0) 

本人が苦手な作業や職場環境

（物理化学的刺激を含む）に関
34(9) 3(2) 11(1) 0(0) 2(0) 
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し上司の理解を求めた 

対人折衝の少ない業務に就か

せた 
20(5) 3(0) 5(0) 2(0) 0(0) 

指示命令の簡略化、具体化を

図った 
14(2) 3(0) 3(1) 0(0) 2(0) 

適応できていた時期の業務内

容・対応方法を確認した 
11(0) 3(0) 7(0) 0(0) 0(0) 

家族（親族）に職場の対応に関

する理解を求めた 
12(2) 1(0) 5(1) 2(0) 3(0) 

家族（親族）に当該労働者に対

する支援を依頼した 
18(3) 1(0) 8(1) 3(0) 4(0) 

仕事への取り組み方に関して

本人とよく話し合った 
63(7) 7(1) 16(1) 4(0) 13(3) 

休養の取り方、生活習慣の改

善について本人に指導した 
69(7) 10(1) 17(3) 2(0) 10(3) 

本人に自分の置かれている状

況について認識を深めてもらう

よう働きかけた。 

35(6) 3(0) 11(0) 6(1) 7(2) 

 
 

表 47．職種別にみた産業医事項の数（カッコ内は「特に効果的であった」数） 

  
一般職  

（N=224） 

管理職   

（N=35 ） 

本人を焦らせないようにした 74(3) 14(2) 

業務量を軽減するよう提案した 69(10) 9(2) 

本人に安心して休業できるような説明をした 104(17) 14(2) 

定期的な面接を予定した 124(10) 24(2) 

作業の安全面の確保を重視した 22(3) 2(0) 

就業面の配慮に関して周囲の理解を求めた 57(8) 6(1) 

本人と職場の間の中立を意識して対応した 63(8) 9(0) 

配置転換をするよう提案した 39(12) 4(2) 
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質的な業務負荷を軽減するよう提案した 59(12) 11(3) 

職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にし

た 
117(14) 11(3) 

主治医と密な情報交換を行った 96(19) 15(4) 

本人が信頼しているキーパーソンの協力を得た 32(4) 6(1) 

自己の状態のセルフモニタリングを求めた 69(8) 11(4) 

関係者間で対応の仕方を共有した 138(32) 19(4) 

ルール違反に対しては厳格に処理した 47(9) 3(0) 

本人のできることとできないことを整理した 35(2) 3(0) 

本人の良い面（良く評価されている面）を（本人に）明示した 51(6) 7(2) 

本人が苦手な作業や職場環境（物理化学的刺激を含む）に

関し上司の理解を求めた 
49(12) 6(2) 

対人折衝の少ない業務に就かせた 27(5) 7(0) 

指示命令の簡略化、具体化を図った 21(3) 3(0) 

適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認した 18(0) 4(0) 

家族（親族）に職場の対応に関する理解を求めた 24(3) 1(0) 

家族（親族）に当該労働者に対する支援を依頼した 32(3) 4(1) 

仕事への取り組み方に関して本人とよく話し合った 92(11) 18(2) 

休養の取り方、生活習慣の改善について本人に指導した 90(11) 17(3) 

本人に自分の置かれている状況について認識を深めてもら

うよう働きかけた。 
64(5) 7(4) 
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表 49．聞き取り調査をもとにした追加分析の結果から得られた主な事項 

 

・性別の比較では、男性で業務量の軽減、配置転換の提案、質的な業務負担の軽減、仕事への

取り組み方についての話し合い、休養の取り方および生活習慣の改善の指導が、特に効果的で

あった例が多い。日頃の業務負荷が高いことの影響かもしれない。他方、女性で特に効果的であ

った割合が高かったのは、関係者間で対応の仕方を共有することであった。 

・年齢層別では、若年層で安心して休業できるような説明、配置転換の提案、自己の状態のセル

フモニタリングの勧奨が、特に効果的であった例が多い。中年層では休養の取り方および生活習

慣の改善の指導が、特に効果的であった例が多い。 

・居住別にみると、全体に家族と同居している群のほうが、特に効果的であった事項が多い傾向

にあった。単身者の群で、家族との同居群と比べ、特に効果的であった割合が高いのは、質的な

業務負荷の軽減の提案、主治医との密な情報交換である。 

・職種別では、自己の状態のセルフモニタリングの勧奨、対人折衝の少ない業務に就かせること、

仕事への取り組み方についての話し合い、自己の置かれている状況についての認識の深化が、

専門・技術職で他の群に比べ、特に効果的であった例が多い。生産工程職では、他の群に比べ、

職場でできることと本人に自助努力を求めることの明確化が特に効果的であった例が多い。 

・管理職・一般職別でみると、他群と比較して特に効果的であった割合が高いのは、管理職で自

己の状態のセルフモニタリングの勧奨、自己の置かれている状況についての認識の深化、一般

職では、関係者間での対応の仕方の共有、ルール違反に対する厳格な処理であった。 
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表 50．「職場におけるメンタルヘルス不調者の対応ガイドライン」骨子  

 

1．はじめに 

 本ガイドラインは、近年増加および多様化しているメンタルヘルス不調を有する労働者に対して、

産業保健スタッフが適切な対応を行うための道標を意図したものである。 

 

2．対応の前提条件 

 メンタルヘルス不調者に適切な対応を行うためには、教育研修の推進、人事部門―ラインー産

業保健スタッフの連携体制の充実化が不可欠である。 

1）教育研修 

 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」には、教育研修において取り上げられるべき事

項が列挙されているが、メンタルヘルス不調例に対して適切な対応を行うためには、特に以下の

事項が強調されるべきである。 

①管理監督者（ラインによるケア）教育 

 管理監督者は、職場環境の改善を通じたメンタルヘルス不調の未然防止だけでなく、部下の変

調に早期に気づき、産業保健スタッフ等と連携を図ること、メンタルヘルス不調を有する労働者に

日々適切な対応を行うという重要な役割も持つという認識を高める。メンタルヘルス不調の徴候、

不調者に対する基本的な態度（コミュニケーションの取り方、就業面の配慮のしかたなど）、ハラス

メント関連事項、産業保健スタッフ等との連携のしかたが特に重要である。 

②労働者（セルフケア）教育 

 業務効率の低下をはじめとする不調を自覚した場合や周囲から外見や言動の変化（変調）を指

摘された場合には、自ら周囲や専門家に相談することが重要であることを強調する。 

2）人事部門―ラインー産業保健スタッフの連携体制 

 人事部門と産業保健スタッフ、ライン（管理監督者）と産業保健スタッフは、定期的な情報交換の

場を持ち、互いの業務内容、メンタルヘルス対策における役割について理解を深めるとよい。前

者の情報交換では、主な事業の見通し、仕事の繁忙状況、人事異動、組織体制の変化、新規お

よびフォローアップされている事例の現状など、後者の情報交換では、職場単位の仕事の繁忙状

況、新規およびフォローアップされている事例の現状などが共有されるとよい。 

なお、一連の連携では、個人情報に対して十分な配慮が必要である。特に、産業保健スタッフ

が有する労働者の健康情報は、機微な情報であり、伝達される内容、範囲が必要最小限に限定

されることに合意がなされていなければならない。この場合の必要最小限とは、事業者の安全配

慮義務を主眼とした人事労務管理、現場の安全衛生管理のために必要な範囲をさす。 

人事管理スタッフの教育も必要であり、人事担当者が交代した際には、再連携を図ることも重

要である。 

 

3．主治医との連携 
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 主治医との連携、情報交換は、早期に行われることが望ましい。当該労働者の了解のもとに進

めるのが大前提である。当該労働者が望まない場合には、その理由を確認し、この情報交換が

本人に有益であることを丁寧に説明する。 

 この連携では、主治医に主体的な関わりを求める。主治医に対しては、職場で必要な情報の提

供を求めるだけでなく、職場が得ている情報を提供することも必要である。それは、診断と治療に

とっての有用な情報となりうるだけでなく、主治医から実現可能な意見を得ることにもつながる。主

治医、職場双方とも、提供できない情報があることに対しても、双方の合意が望ましい。 

 書面による主治医との情報交換では、以下の事項に注意する。 

・責任者（産業医）名を明示する 

・得たい情報とその理由を明示する（最低限にする） 

・主治医から得る情報の職場内での開示範囲を明示する 

・主治医から得る情報の活用の仕方を明示する 

・主治医から得る情報がどのように活用されたか報告することを確約する 

・主治医から得る個人情報保護について説明する 

・主治医からの情報提供書のフォーマットを用意する場合には、復職の可否、就業面の配慮につ

いては選択式とし、他の症状の推移などについては自由記入の形式とする。 

・主治医からの情報提供書は即日発行が難しいことを理解する。 

・診断名は、ICD 分類あるいは DSM 分類（多軸診断）で求めるとよい。主診断、副診断という問い

合わせもよい。 

・精神障害の確定診断は、必ずしも早期につけられるとは限らない点を理解する。 

・職場の状況（業務内容、規模、管理体制など）を伝える 

・職場の諸制度（休業、復職、就業制限に関するルールなど）を伝える 

・本人の状況（職務内容、過去および現在の職場適応状況など）を伝える 

・職場で対応、配慮できること，できないことを明示する 

・文書料を準備する 

・情報提供は、1回につき、A4用紙 1枚程度を上限とする 

 職場関係者が直接主治医のもとに出向き、情報交換を行うのも有用である。その際には、上記

（書面の場合）に加え、以下の点に留意する 

・本人同席を原則とする 

・主治医との面接前には，聴取することを決めておく（あらかじめ伝えておく） 

・あらかじめ，本人とよく話し合っておく 

・職場ができること（できないこと）を明示する 

・面接時間を決め，厳守する 

・30分程度を上限とし、相応の謝礼を用意する 

・精神医療について多少の知識を有しておく 
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4．事例の表面化のパターン 

 職場で比較的多くみられるメンタルヘルス不調の表面化のパターンとしては、以下の流れがあ

げられる。 

①業務効率の悪化→（人間関係の悪化、仕事の失敗）→遅刻・早退の増加、頻回欠勤 

②仕事の失敗→業務効率の低下→（過度の自己卑下）→頻回欠勤、遅刻・早退の増加 

③人間関係の悪化（ハラスメントを含む）→（業務効率の低下）→頻回欠勤、遅刻・早退の増加 

④身体疾患に伴う症状→頻回欠勤、遅刻・早退の増加 

 産業保健スタッフがこれらの傾向を理解しておくと、メンタルヘルス不調者が次に職場で起こす

可能性が高い問題を予想し、早期対応を講じることや、事例対応のために後方視的に調査を行う

際の参考となるであろう。また、管理監督者教育において、管理監督者が留意すべき事項につい

ての解説で活用することもできる。 

 

5．多くの事例に共通して効果的な対応 

 以下の対応は、診断名に関わらず、多くの事例で効果的なものである。 

・職場関係者間で対応の仕方を共有する 

・主治医と密な情報交換を行う 

・本人が安心して休業できるような説明をする 

・質的な業務負担を軽減するよう提案する 

・職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にすることも有用であるが、本人の状態

が安定化していることを確認したうえで行うことが肝要である。 

 

6．診断が確定している例への対応 

 5 の「多くの事例に共通して効果的な対応」に加えて、優先的に実施することが勧められる対応

は以下の通りである。 

1）うつ病 

・本人の業務遂行能力に比し、業務が過多になっていないか確認する 

・本人の仕事ぶり、仕事に関する考え方、取り組み方（時間管理などを含む）を話し合っていく 

・本人が焦らないようにする 

・業務負担（特に質的負担）の軽減を行う 

・本人が業務軽減や必要な休養・休業を受け入れなくても、その際の本人の意向に従うことが必

ずしも最善でないことに留意する 

・休業することに対して本人が過度の（不適切な）懸念を抱いている場合には、その解消を図る 

・休業後の復職・業務負荷の増加は慎重に行う 

・配置転換には慎重を期す 

2）統合失調症 

・状態が安定してからも、継続的にフォローアップを図る 
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・長期的な就業を前提とした、業務遂行能力に合った職務への配置転換の検討を進める。 

・作業の安全面(本人および周囲に対して)の確保に十分留意する。 

3）双極性障害 

・職場で言動に目だった変化があれば、速やかに家族、主治医に伝える。そのための連絡網も整

備する。 

・一見良好と評価できる情報（積極的な仕事ぶり、活発な社交性、強力なリーダシップなど）も重要

な情報であると認識を関係者間で共有する。 

・職場内外で本人の信頼しているキーパーソンを確保しておく 

・状態のセルフモニタリングを促す 

・感情の高ぶりが見られた場合、積極的な傾聴は控える。 

4）適応障害 

・不調を招いた仕事関連要因を十分に調査して同定、それを取り除くか、軽減する 

・職場適応できていた時期の業務内容・上司の対応方法などを確認する 

・症状が強い場合には、休業を勧める 

・休業例では、元の職場への復帰にこだわらない 

・配置転換を繰り返さぬよう、異動は慎重に行う 

・職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にする 

・自己の状態のセルフモニタリングを求める 

5）発達障害 

・これまでの本人ができたこと、できなかったことを整理する 

・職場適応できていた時期の業務内容・上司の対応方法などを確認する 

・苦手な作業、職場環境（物理・科学的刺激を含む）等について、上司等に説明し、理解を求める 

・抽象的な表現による指示、助言はさけ、指示命令系の簡略化、視覚化を図る。 

・職場環境、仕事内容を本人にできるだけ合ったものにし、自己肯定感を高めていく。 

・対人折衝の少ない、自己完結できるような業務に就かせる。 

6）アルコール使用障害 

・家族とも連携し、行うべきではないことを共有する 

・関係者間で、対応方法の原則を打ち合わせる 

・長期的な（少なくとも 1年半程度の）フォローアップを計画する 

・ルール違反に対しては、冷静かつ厳格に対応する。 

・作業の安全面に十分留意する。 

・回復後、仕事面などでよくなった点をはっきり本人に伝える。 

7）その他の精神障害（具体的な対応事例の紹介）  

①PTSD 

 略 

②不安障害 
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 略 

③睡眠障害 

 略 

④摂食障害 

 略 

 

7．診断が確定しない例への対応 

 精神障害の確定診断は、必ずしも早期につけられるとは限らず、また適応障害を除けば、あまり

確定診断に固執せずに対応を進めるという考え方も必要になる。 

 なお、主治医との連携が困難な理由としては、主治医の産業保健に対して理解不足の他、当該

労働者が職場に対して不信感を抱いてることへの配慮、連携が望ましい時期ではないとの判断、

家族の拒絶なども考えられる。 

1）対応類型表の活用 

 主治医に連携を要請しても実現できない例については、「対応類型表」（別表）が活用できる。そ

の際には、「対応類型表」の流れ図（アルゴリズム）を参照すること。 

2）職場関係者が困った事項をもとにした対応 

 5 の「多くの事例に共通して効果的な対応」に加えて、優先的に実施することが勧められる対応

は以下の通りである。 

・「どう対応してよいかわからない」、「どのくらい仕事ができるか予測がつかない」、「周囲の者に

負担がかかる」が特徴的な事例では、「適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認する」 

・「注意をしても改善効果がない」が特徴的な事例では、「職場ができることと本人に自助努力を求

めることを明確にする」 

・「職場の雰囲気が悪くなる」が特徴的な事例では、「本人と職場の間の中立を意識して対応する」 

・「本人からの要求が過度である」が特徴的な事例では、「職場ができることと本人に自助努力を

求めることを明確にする」 

3）産業医（産業保健スタッフ）が困った事項をもとにした対応 

 5 の「多くの事例に共通して効果的な対応」に加えて、優先的に実施することが勧められる対応

は以下の通りである。 

・「病気か他の問題かの判別が難しい」が特徴的な事例では、「職場ができることと本人に自助努

力を求めることを明確にする」、「適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認する」 

・「本人が指示・助言を聞き入れない」が特徴的な事例では、「休養の取り方、生活習慣の改善に

ついて本人に指導した」（本人にとって身近な事項を話題にして関わりを深める） 

 

8．各種属性を考慮した留意点 

・性別：特に男性では、多くの仕事を抱え、「○○せねばならない」という固定観念に過度にとらわ

れている可能性を考え、それが当てはまる場合には、業務量の軽減、配置転換の提案、質的な
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業務負担の軽減、仕事への取り組み方についての話し合い、休養の取り方および生活習慣の改

善の指導が効果的である。 

・年齢層別：就労期間が短く、雇用の継続に不安を抱いている若年層では、安心して休業できるよ

うな説明が求められる。配置転換の提案、自己の健康状態のセルフモニタリングの勧奨が、効果

的である場合も多い。中年層では、業務に関する事項の他、休養の取り方および生活習慣の改

善の指導が効果的であることが多い。 

・家族の同居の有無：家族と同居しているでは、本人の了解のもとに家族と連携し、支援を求める

ことで、職場内での対応が円滑化することが多い。単身者では、主治医との密な情報交換が特に

重要となる。 

・職種別：専門・技術職では、自己の健康状態のセルフモニタリングの勧奨、仕事への取り組み方

についての話し合い、自己の置かれている状況についての認識の深化に、特に注目する。対人

関係で困難を抱えているかどうかにも着目し、該当する例では、対人折衝の少ない業務に就かせ

ることも検討する。 

・管理職・一般職別：管理職では、自己の健康状態のセルフモニタリングの勧奨、自己の置かれて

いる状況についての認識の深化を重視する。 

 

9．その他の留意点 

・適切な対応は、経過によって変わっていくことがある。 

・症状の再燃例に対して過去の対応が同じような効果を得られるとも限らない。 

・産業保健スタッフは、不調の原因を職場関連事項に求めすぎる傾向があることに注意する。 

・主治医は職場や仕事の詳細がわからないため、適応障害の診断名をつけるのに慎重になる場

合が少なくない。 

・不調に至った背景に関する自己洞察は、主治医に任せることができる場合には、そうすることが

望ましい。 

・リワークプログラムは、再燃・再発を繰り返す例に対して有効であることが多いが、職場関係者

が強要するのは適切でない。 
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（別表）対応類型表とその活用法（引用文献 2より） 
 

対応類型表の活用にあたっての留意点 
 
・本表は、メンタルヘルス不調者への職場における対応を類型化したものであり、精神科

臨床における診断名や診断基準とは全く異なることに留意されたい。 
・別添の対応流れ図に沿った使用が望ましい。すなわち、精神科（心療内科）主治医から

職場での対応法に関して、具体的な助言が得られない場合に、本表を提示して、適切な対

応類型を選択してもらうのである。 
・主治医に対応類型を選択してもらう際、その類型の中で特に強調されるべき点、当ては

まらない点、あるいは他の留意事項があれば、併せて意見を付記するよう依頼する。 
・ひとつの事例につき、適切なパターンが複数ある場合も考えられる。その旨も主治医に

伝える。 
・主治医には、まず特定の細項目にとらわれず、全体を通読した上で、類型選択を行って

もらうように依頼する。 
・本表に記載された対応（細項目）は、特に重視すべき事項をまとめたものであり、記載

がないからといってその対応が不要であるというわけではない。 
・パート 1 には、ほとんどの不調例に共通する重要事項があげられている。主治医からの
情報が得られず、職場側で対応類型を選択する場合、それらも実施する事項に含めるべき

である。 
・各事項は、対応の中心となる職種が記されているが、目安であり、事業場によって最適

任の職種が異なる場合があることもある。 
・産業保健スタッフと人事労務管理スタッフの役割分担（人事労務管理に関する事項は後

者にゆだねる）を明確にする。 
・経過の中で、対応類型を見直すことも随時行うべきである。長期的なフォローアップを

要する例の中には、途中で対応パターンを変えたほうがよいものもある。 
・主治医との連携が極めて困難で、本人の病状や業務遂行能力の回復が思わしくない場合

には、転医を勧めるのがよい例もあるが、強要してはならず、十分に本人、家族と話し合

うべきである。 
・独居者に対しては、生活面の困難にも配慮した対応が求められることがある。 
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メンタルヘルス不調者の対応類型表 

  
パート 1（不要な項目があれば、□に×を付けてください） 
 □家族・親族のなかに、職場と連携できるキーパーソンを確保する。 
 □産業保健スタッフと人事労務管理スタッフ、上司との連携（すべての情報を共有し合

うということではない）を密にする。 
 □上司の人事異動がある場合には、それまでの経過や業務上の配慮などについて十分な

申し送りをする。 
 □主治医の指示の遵守、服薬状況を定期的に確認する。 
 □主治医との定期的な情報交換を行う。 
□状態の悪化（症状の増悪、業務効率の低下など）がみられていないかどうかを定期的

に確認する。 
 
パート 2（最も当てはまる類型の□に✓をつけ、その類型の細項目の中で当てはまらないも

の□に×をつけてください。特に重要な項目があれば、その□に●を付けてください。 
  ☑の類型以外の細項目に重要なものがあれば、その□に追加で●をつけていただいて

も結構です。） 
□A パターン 
□業務過多に陥っていないかどうかを定期的に確認する。（＊） 
□本人の仕事ぶり、仕事に関する考え方、取り組み方（時間管理などを含む）を話し合

っていく。（＊） 
□本人、家族を焦らせない。（＊） 
□（就業を続ける場合）業務負荷の軽減を行う。 
□本人が業務軽減や必要な休養・休業を受け入れなくても、その際の本人の意向に従う

ことが必ずしも最善でないことに留意する。 
□（本人の異変、起こしている問題が軽度の場合）休業するかどうかを本人と十分に話

し合う。休業することに対して本人が過度の（不適切な）懸念を抱いている場合には、

その解消を図る。 
□（休業する場合）安心して休めるような配慮する（認められる休業期間、休業中の補

償などについてわかりやすく説明する）。 
□復職・業務負荷の増やすことは慎重に行う。 
□配置転換には慎重を期す。 
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□B パターン 
□状態が安定してからも、本人の言動に変化（奇異な状況など）がみられたら、速やか 
に産業保健スタッフと連絡をとるように、上司に伝える。（＊） 

□長期的なフォローアップを計画する。（＊） 
□配置転換の検討を進める。 
□作業の安全面(本人および周囲に対して)の確保に十分留意する。 
□長期的な就業制限に関して、周囲の理解を求める。長期就業制限例に関する就業規則 
があればそれを当てはめる。 

 
 
 
 
 
□C パターン 
□対人関係の問題には、中立性を意識して対応する。（＊） 
□元の職場への復帰にこだわらない。 
□職場や仕事内容を変更する場合には、不調に至った経緯と業務との関連を十分に分析 
したうえで行う。 

□仕事の変更については、特に質的な負担を調整することに留意する。 
□職場で配慮できること、本人に自助努力を求める点を明確にする。本人が希望しても、 
職場として配慮できないことについては、理由と併せてその旨を明確に本人に伝える。 

□ルール違反に対しては、冷静かつ厳格に対応する。 
□職場関係者が意思の疎通を図りながら協力して対応する。 
□家族に、職場で配慮できる限界を明確に説明する。 
□目標達成時には、それに値する賞賛をする。 

 
 
 
 
 
□D パターン 

□職場で言動に目だった変化があれば、速やかに家族、主治医に伝える。そのための連

絡網も整備する。（＊） 
□一見良好と評価できる情報（積極的な仕事ぶり、活発な社交性、強力なリーダシップ 
など）も重要な情報であると認識する。（＊） 
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□職場内外で本人の信頼しているキーパーソンを確保する。（＊） 
□状態のセルフモニタリングを促す。（＊） 
□気分を変動させる物質への嗜癖に留意する。（＊） 
□感情の高ぶりを示す場合、積極的な傾聴は控える。（＊） 

 
 
 
 
 
□E パターン 
□関係者（家族・親族を含めたほうがよい場合が多い）間で、行うべきではないこと 
を共有する。（＊） 

□関係者間（〃）で、対応方法の原則を打ち合わせる。（＊） 
□長期的なフォローアップを計画する。（＊） 
□ルール違反に対しては、冷静かつ厳格に対応する。 
□作業の安全面に十分留意する。 
□回復後、仕事面などでよくなった点をはっきり本人に伝える。 

 
 
 
 
 
□F パターン 
□これまでの本人ができたこと、できなかったことを整理する。（＊） 
□職場適応できていた時期の業務内容・上司の対応方法などを確認する。（＊） 
□苦手な作業、職場環境（物理・科学的刺激を含む）等について、上司等に説明し、理

解を求める。（＊） 
□抽象的な表現による指示、助言はさけ、指示命令系の簡略化、視覚化を図る。 
□職場環境、仕事内容を本人にできるだけ合ったものにし、自己肯定感を高めていく。 
□対人折衝の少ない、自己完結できるような業務に就かせる。 

 
 
 
 
 
G パターン： 
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(A～G パターンに当てはまらないもの) 
 
 
 
 
 
（＊）は、産業保健スタッフが中心となって行う場合が多い事項、それ以外は、上司ある

いは人事労務管理スタッフが中心となって行う場合が多い事項である。これらは、事業場

の諸事情によって異なることがある。また、後者については、産業保健スタッフとの連携

の下で行われることが望ましい。 
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主治医への依頼書面（例） 

 

平成  年  月  日 

担当医殿 

○○株式会社 

△△事業所 

産業医 ○○  

 

 当社社員 ○○○○氏の件で、お問い合わせをさせていただきたく存じます。 

 当社では、心身の健康問題を有する社員に対して、適切な就業面の配慮や助言などを行

う取り組みを続けております。それらを行うにあたっては、主治医のご意見をできるだけ

尊重したいと考えており、別紙の対応類型表を使用しております。 

 対応類型表は、2つのパートから構成されています。 

パート 1 は、多くの心身の不調者に共通して行うべきであると考えられる事項が列挙さ

れています。○○○○氏について、特に必要でない項目がありましたら、□に×をつけて

ください。×がつけられていない項目を実施していきます。 

パート 2 は、心身の不調者に対して職場で行う措置や配慮を７つに類型化し、留意すべ

き事項を列挙したものです。職場における○○○○氏への対応として望ましい類型を主治

医に選択いただき、それを参考にして、産業医、人事労務管理者、上司などの職場関係者

で、本人や本人が所属する職場への具体的な支援方法を決めていきます。 

 つきましては、まず全体（全類型の細項目）をざっとご覧いただき、現時点で最も望ま

しいと考えられる類型の□にレ点をつけてください。次に、その類型の中の細項目で特に

重要なものの□にレ点を付けてください。また、逆に望ましくない細項目の□には×印を

付けてください。細項目のレ点、×印は複数回答可です。追加で望ましい対応がございま

したら、(  )内にお書きください。また、特に重要な細項目については、その理由を 

（  ）内に記述いただくと助かります。 

 診療を継続していく中で、望ましい類型、細項目が変化していくこともあるかと存じま

す。その場合には、適宜お知らせくださいますよう、お願い申し上げます。 

  

項目および細項目の選択例 

□ Bパターン 

□ 配置転換の検討を進める。 

□ 状態が安定したら、早期に職場復帰を勧める。 

□ 作業の(本人および周囲に対する)安全面の確保を最優先する。 

□ 長期的な就業制限を行うため、周囲の理解を求める。そのための就業規則を適用す

る。 

レ

イ 

レ

イ 
× 
レ

イ 
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いいえ 

メンタルヘルス不調の対応をめぐる主治医との連携の流れ図 

主治医からの詳細な 
助言があるか？ 

はい 
内容が理解・納得できるか？ 

主治医から選択・留意点 
が提示されるか？ 

対応類型表を主治医に提示し， 
選択および個別留意点に関する意見を求める 

いいえ いいえ 

それに準じた対応が可能か？ 

注：休業例に対する職場復帰支援の場合には，当該労働者が休業中に，職場復帰の要件を本人を介して 
主治医に伝えておく．（詳細は，「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を参照のこと． 

はい 

それを参考に対応を図る 
その対応について主治医に報告する 

はい 

はい 

セカンド・オピニオンを求める 

職場で検討した類型を提示する 

主治医から了承、追加の 
助言が得られるか？ 

はい 

いいえ 

本人と話し合い，職場で定めた類型に沿って 
対応を進める．主治医にもその旨を報告する 

いいえ 

（＊） 

（＊） 

以下，「主治医」を「セカンド・オピニオン 
を求めた医師」に置き換える． 

フォローアップ・随時類型 
の見直しを行う 
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（平成 29年度） 

A．研究目的 

本研究では、平成 27年度および 28年度

に職場の事例を収集し、その結果を分析す

るとともに、産業保健を専門とする医師、

精神医学・心身医学を専門とし、労働者の

精神保健に関しても豊富な経験を有する医

師等による意見交換を行うという過程を経

て作成した「職場におけるメンタルヘルス

不調者の対応ガイドライン」（以下、「対応

ガイドライン」と略）の骨子の有用性、問

題点、限界などを検討し、「対応ガイドライ

ン（仮版）」（他の研究の成果を統合する前

の版）を完成させることを目的とした。 

 

Ⅰ．産業医を対象とした質問票調査 

B．研究方法 

 3 年以上の産業医実務経験を有し、現在

産業保健活動を主たる業務としている 21

名の医師に対して質問紙調査を実施した。

調査は郵送法で行った。質問票は、回答者

の年齢、実務経験、過去 5年間のメンタル

ヘルス不調の対応例数などに加え、「対応ガ

イドライン」の骨子について、各章ごとの

特に重要な事項、あまり重要でない事項、

適切でない事項を問う設問からなっている。 

 本質問票の内容を本文末尾に付した（別

紙 1）。 

 

C．研究結果 

 18 名から回答が得られた（回答率

85.7％）。 

 年齢、産業医としての経験年数、至近 3

年間に産業医として関わったメンタルヘル

ス事例の数、そのうち、精神科医との連携

があった事例の数の回答分布を表 1～4 に

示した。 

 年齢層は 30 歳代が最多で、全体の 2／3

を占めた。産業医としての経験年数は 1 名

を除き 5 年以上で、15 年以上が 44.4％であ

った。過去 3年間に経験したメンタルヘル

ス不調の事例数は、11 例以上 100 例未満に

70％以上が該当した。同期間に精神科医と

の連携があった事例数は、70％以上が 11

例以上であった。 

 「対応ガイドライン」の骨子に関する結

果（意見）を表 5～28にまとめた。 

① 前提条件 

「特に重要であると思われる」点として

は、管理監督者教育、人事－ライン－産業

保健スタッフの連携が多く指摘された。 

「あまり重要でないと思われる」点とし

ては、13名が何もあげていなかったが、人

事－ライン－産業保健スタッフの連携は、

必ずしも最低限にする必要まではないとの

回答が複数（2 人）みられた。 

 「不適切であると思われる」点について

も、何もあげられていない回答が多かった

（13 名）。管理監督者教育において、管理

的な役割を主体的に果たすことを求めるべ
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きとの意見が 2 名から出された。 

② 主治医との連携 

 「特に重要であると思われる」点として

は、職場の状況、職場の諸制度を伝えるこ

と、職場での対応、できることとできない

ことを伝えることが多くあげられた。何も

あげられていなかったのは 2 名であった。 

「あまり重要でないと思われる」点とし

ては、診断名を ICD 分類、DSM 分類で求め

ることが、2 名からあげられた。診断名を

求めることそのものも、1 名からあげられ

た。何もあげていなかったのは 9名であっ

た。 

 「不適切であると思われる」点について

も、9 名が何もあげていなかった。書面の

責任者を産業医とすること、主治医から得

る情報がどのように活用されたかの報告を

確約することが、それぞれ 2 名からあげら

れた。 

③ 事例の表面化のパターン 

「特に重要であると思われる」点につい

ては、9 名が何もあげていなかったが、2

名が全体が重要とし、3 名が管理監督者教

育で活用することをあげていた。 

「あまり重要でないと思われる」点は、

何もあげられなかった。 

「不適切であると思われる」点は、9 名

が何もあげておらず、4 名から「低下」と

「悪化」など類似の状態に関する表現の不

一致があげられた。 

④ 多くの事例に共通して効果的な対応 

「特に重要であると思われる」点として

は、11 名が職場関係者間で対応の仕方を共

有することをあげていた。また、4 名が本

人が安心して休業できるような説明をする

ことをあげていた。本人に自助努力を求め

ることを明確にすることも 2 名からあげら

れていた。全て重要との回答も 1名みられ

た。 

「あまり重要でないと思われる」点につ

いては、14 名が何もあげていなかった。主

治医と密な情報交換まではする必要がない

との意見が 3名から出された。 

「不適切であると思われる」点について

は、8 名が何もあげていなかった。業務負

担の軽減は、質的なものに限定すべきでは

ないとの意見が 4 名からあった。主治医か

らの情報交換が必ずしも密でなくてよいと

の意見も 2 名からあった。 

⑤ 診断が確定している例への対応 

「特に重要であると思われる」点として

は、うつ病においては、4 名が本人の仕事

ぶり，仕事に関する考え方，とり組み方を

話し合っていくことをあげていた。双極性

障害においては、状態のセルフモニタリン

グを促すことが 6 名からあげられた。適応

障害については、5 名が配置転換は慎重に

行うことをあげていた。また、発達障害に

おいては、3 名がこれまでの本人ができた

こと，できなかったことを整理することを
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あげていた。 

「あまり重要でないと思われる」点につ

いては、14 名が何もあげていなかった。状

態のセルフモニタリングを促すことが、2

名からあげられていた。 

「不適切であると思われる」点について

は、8 名が何もあげていなかった。うつ病

において、業務の過多だけでなく過少がな

いかの確認、適応障害において、元職場へ

の復帰にこだわらないことが（適切でない

と）2名からあげられた。 

⑥ 診断が確定しない例への対応 

「特に重要であると思われる」点につい

ては、7 名が何もあげていなかった。対応

類型表の活用、職場関係者が困った事項を

もとにした対応の各項目、確定診断に固執

でずに対応をすすめることが、それぞれ 2

名からあげられた。 

「あまり重要でないと思われる」点につ

いては、17 名が何もあげていなかった。 

「不適切であると思われる」点について

は、11 名が何もあげていなかった。 

⑦ 各種属性を考慮した留意点 

 「特に重要であると思われる」点につい

ては、年齢別の対応、管理職への対応、家

族との同居の有無別対応が 3 名からあげら

れていた。 

「あまり重要でないと思われる」点につ

いては、15 名が何もあげていなかった。2

名が性別の対応をあげていた。 

「不適切であると思われる」点について

は、6 名が何もあげていなかった。女性、

管理職に関して、より詳細な留意点をあげ

る必要が、それぞれ 3 名、2 名から指摘さ

れた。 

⑧ その他の留意点 

「特に重要であると思われる」点につい

ては、6 名が何もあげていなかった。適切

な対応は経過によって変わっていくことが

あること、リワークプログラムは，再燃・

再発を繰り返す例に対して有効であること

が多いが，職場関係者が強要するのは適切

でないこと、産業保健スタッフは，不調の

原因を職場関連事項に求めすぎる傾向があ

ることに注意することが、それぞれ 3名、2

名、2名からあげられていた。 

 「あまり重要でないと思われる」点につ

いては、16 名が何もあげていなかった。産

業保健スタッフは，不調の原因を職場関連

事項に求めすぎる傾向があることに注意す

ることが 2 名からあげられていた。 

 「不適切であると思われる」点について

は、11 名が何もあげていなかった。自己洞

察を主治医に任せることが 4 名からあげら

れていた。 

⑨ その他、ガイドラインに加えたほうがよい 

事項 

 対応類型表に関する工夫が、3 名からあ

げられた。 
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D．考察 

 産業現場から産業医を通じて収集した事

例の分析と、産業保健に従事する医師のグ

ループワークの結果をもとに作成した対応

ガイドラインの骨子について、産業医から

質問票調査によって評価を得た。 

 「特に重要であると思われる」点として、

複数の回答者からあげられた事項は、他の

項目よりも強調する意義があると考えられ、

また「あまり重要でないと思われる」点お

よび「不適切であると思われる」点として

複数の回答者からあげられた事項は、その

まま取り上げるかどうかには検討を要する

と考えられた。 

「特に重要であると思われる点」に何も

あげられなかったことの意味としては、特

に重要な点が皆無であるというより、他と

比較して突出したものがなかったと解する

のがより適切であろう。 

 他方、「あまり重要でないと思われる点お

よび「不適切であると思われる点」に何も

あげられなかったことの意味は、該当する

項目がなかったと解してよいであろう。 

 

Ⅱ．グループ討議等による聞き取り調査と

その結果の内容分析 

B．研究方法 

現在産業保健活動を主な業務としている

医師および職場において主としてメンタル

ヘルスに関わる業務を行っている精神科専

門医を対象として、「対応ガイドライン」の

骨子の内容について、小グループのフォー

カス・グループ・ディスカッションの形式

による聞き取り調査を 2 回（東京、大阪）

実施した。その際には、過去 2 年間の研究

の経緯を説明するとともに、上述した質問

票調査の結果を資料として配布し、参考に

してもらった。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は産業医科大学倫理委員会の承認

を得たうえで実施した。 

 

C．研究結果 

 聞き取り調査は、それぞれ 2 時間実施し

た。計 9 名の参加が得られた。 

 結果を集約したものを表 29 に示した。 

なお、「対応ガイドライン」の位置づけと

して、職場で実施されることが望ましいも

のではなく、活動のヒントとなりえるもの

としたほうが適切であるとの意見があった。 

 

D. 考察 

 「職場におけるメンタルヘルス不調者の

対応ガイドライン」の骨子について、室民

票調査においてもグループ討議による聞き

取り調査においても、概ね賛同が得られた。

「前提条件」では、管理監督者教育の重要

性が特に指摘された。「主治医との連携」で

は、双方向性の情報交換の重要性、主治医

に職場の制度や現状を理解してもらう工夫
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の必要性が多くあげられた。主治医から出

される診断書の解釈、活用法に関する意見

が複数あげられた。あくまで参考にする程

度に留める必要があると判断された。事例

の表面化のパターンについては、産業保健

スタッフ、管理監督者とも、それを認識し

ておくことが有用であると考えられた。全

体的に、表現をできるだけ平易にすべきで

あるとの意見もあった。これらは、最終的

な成果物に反映することとした。 

 

Ⅲ．265 事例の再分析 

B．研究方法 

 平成 27年度の「職場におけるメンタルヘ

ルス不調の表面化およびその対応に関する

事例研究」において収集した 265 事例に対

して、以下の事項に関して追加分析を行っ

た。統計解析には Stata𑐀  ver.14.2 を用い、

有意水準は 0.05 以下とした。 

①問題の表面化の時期に関する検討 

それぞれの事例における問題の表面化が

起きた順序に着目し、各表面化が起きた時

期（何番目の表面化か）について検討した。 

②問題の表面化ごとの事例の深刻化との関

連性の検討 

各問題の表面化において、表面化の後に

事例が深刻化したかどうかについて集計し

た。事例の深刻化は、「各事例において、退

職希望、遁走、自殺未遂、診断書の提出が

1 回以上表面化した」と定義した。なお、

最初の表面化がこれらである事例は分析か

ら除外した。また、各問題が表面化する以

前から深刻化しているものについても分析

から除外した。 

③産業医の関与と事例の深刻化に関する検

討 

各事例において、産業医の関与の有無と、

事例が深刻化したかどうかについてカイ二

乗検定及びフィッシャーの正確検定を行い

検討した。また、産業医が関与した時期が

事例の一連の表面化のうち何番目かを独立

変数とし、事例の深刻化の有無を従属変数

として、ロジスティック回帰分析を用い検

討した。産業医が関与しなかった事例は分

析から除外した。 

④表面化が起きた段階における産業医の関

与とその後の事例の深刻化に関する検討 

各問題の表面化において、「その問題が表

面化した段階で産業医が関与し始めた場

合」と、「その問題が表面化した段階では産

業医が関与せず、後の段階で産業医が関与

し始めた場合および産業医が関与しなかっ

た場合」とを比較して、「その表面化より後

の段階において事例が深刻化したかどう

か」についてカイ二乗検定及びオッズ比を

求め、検討した。 

各問題の表面化が起きる以前から産業医

が関与していた場合は分析から除外した。 

⑤表面化が起きた段階における精神科医の

関与とその後の事例の深刻化に関する検討 
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各問題の表面化において、「その問題が表

面化した段階で精神科医が関与し始めた場

合」と、「その問題が表面化した段階では精

神科医が関与せず、後の段階で精神科医が

関与し始めた場合および精神科医が関与し

なかった場合」とを比較して、「その表面化

より後の段階において事例が深刻化したか

どうか」についてカイ二乗検定及びオッズ

比を求め、検討した。 

各問題の表面化が起きる以前から精神科

医が関与していた場合は分析から除外した。 

 

C．結果 

①問題の表面化の時期に関する検討 

 検討結果を図 1に示した。 

②問題の表面化ごとの事例の深刻化との関

連性の検討 

 無断欠勤、頻回欠勤、責任逃れの言動に

おいて、80%以上の割合で事例が深刻化した。 

③産業医の関与と事例の深刻化に関する検

討 

 各事例において産業医が関与した群と関

与していない群との間に、事例の深刻化の

発生率において有意な差は認めなかった。

また、産業医が関与した時期を独立変数と

したロジスティック回帰分析においても、

関与した時期と深刻化において有意な差は

認めなかった。 

④表面化が起きた段階における産業医の関

与とその後の事例の深刻化に関する検討 

 各問題の表面化において、表面化と同時

に産業医が関与した群と、表面化の際には

産業医が関与しなかった群（後に産業医が

関与したものと産業医が関与しなかったも

のを含む）の 2 群の比較で、頻回欠勤にお

いて、カイ二乗検定（P=0.001<0.05）で後

の事例の深刻化率に有意差を認め、表面化

の時点で産業医が関与した群では、後の深

刻化の（OR =0.062、95%CI：0.001-0.442)

有意な低下を認めた。 

⑤表面化が起きた段階における精神科医の

関与とその後の事例の深刻化に関する検討 

 各問題の表面化において、表面化と同時

に精神科医が関与した群と、表面化の際に

は精神科医が関与しなかった群（後に精神

科医が関与したものと精神科医が関与しな

かったものを含む）の 2 群の比較で、業務

効率の低下（フィッシャーの正確検定で

p=0.014、OR=0.252、95%CI：0.08-0.80)、

人間関係の悪化（フィッシャーの正確検定

で p=0.014、OR=0.08、95%CI：0.002-0.83）、

無断欠勤（フィッシャーの正確検定で

p=0.047、OR は有意でない)、頻回欠勤（カ

イ二乗検定で p=0.001、OR=0.17、95%CI：

0.05-0.56）、不自然、場違いな言動（フィ

ッシャーの正確検定で p=0.047、OR は有意

でない)において、後の事例の深刻化率に有

意差、もしくはオッズ比の低下を認めた。 

 

D．考察 
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 問題行動を表面化の時期の中央値の小さ

い順に並べると、先行研究や一般的なライ

ンケア教育でメンタルヘルス不調の初期兆

候として紹介されているものが事例の前半

にくる傾向があった。具体的には①ハラス

メントなどの「メンタルヘルス不調の原因

となりうるもの」、業務効率の低下などの

「メンタルヘルス不調の初期兆候」が比較

的初期にみられ、②その後、頻回欠勤・遅

刻・早退などの勤怠不良などの異常を経て、

③無断欠勤・遁走・自殺未遂などの深刻な

事態へと発展し、④最終的に診断書の提出

に至る（休職に至る）という流れである。 

 無断欠勤、頻回欠勤、責任逃れの言動は、

特にその後深刻な問題へと発展する可能性

が高く、注意が必要であると考えられる。 

 関与時期によらず、特定の表面化が起き

た段階で専門家が関与・介入することによ

って、後の事例の深刻化の発生率を下げる

可能性が示唆された。 

 

Ⅳ．「対応ガイドライン」仮版の作成 

B．研究方法 

 ⅠとⅡの結果を反映させて、「対応ガイド

ライン」骨子の項目の見直し、肉付けを行

った。また、Ⅲの結果は、前提条件の管理

監督者教育、主治医との連携、事例の表面

化のパターン、多くの事例に共通して効果

的な対応の中に盛り込んだ。 

 

C．結果 

 作成した「対応ガイドライン」仮版を別

紙 2 として示した。なお、Ⅱの結果に示し

た指摘「『ガイドライン』という表現は見直

すべき」との意見について、研究代表者お

よび研究分担者からなる班会議でも議論さ

れ、「職場におけるメンタルヘルス不調者の

対応ヒント集」という表現に変更した。 

 

E．総括（まとめ） 

 平成 28年度に作成した「職場におけるメ

ンタルヘルス不調の対応ガイドライン」骨

子に関する質問紙調査、グループ討議、平

成 27 年度に収集したメンタルヘルス不調

例 265 例の再分析を行い、「職場におけるメ

ンタルヘルス不調の対応ヒント集（仮版）」

を作成した。これに他の研究の成果を取り

入れ、「職場におけるメンタルヘルス不調の

対応ヒント集（統合版）」を完成させる。 

 

F．健康危険情報 

 該当せず 

 

G．研究発表 

1．論文発表  なし 

2．学会発表  なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

1．特許取得  なし 

2．実用新案登録  なし 
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3． その他   なし 
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別紙 1 質問票調査で使用した質問票 
 
「職場におけるメンタルヘルス不調者の対応ガイドライン」に関する質問票 
 
1．お名前をご記入ください。   （             ） 
 
2．年齢を以下の中から選択してください。 
①30 歳代  ②40 歳代  ③50 歳代  ④60 歳代  ⑤70 歳代 
 
3．産業医としての経験年数を以下の中から選択してください。（非常勤の時期も含みます。） 
①5 年未満  ②5 年以上 10 年未満  ③10 年以上 15 年未満  ④15 年以上 
 
4．この 3 年間（平成 26 年 11 月から平成 29 年 10 月）に、産業医として関わったメンタ

ルヘルス事例（労働者）の数（延べ数ではなく、実数）をお答えください。以前から継続

的に関わっている事例も含みます。複数の事業場に関与されている場合には、それらの総

計をお答えください。 
                            （       ）例 
 
5．4 で回答された事例のうち、精神科医との連携があった事例の数をお答えください。 
                            （       ）例 
 
6．別紙の「『職場におけるメンタルヘルス不調者の対応ガイドライン』骨子」をお読みに

なり、（一般論ではなく）上記の「この 3 年間の事例対応の経験」をもとに、以下の問いに

お答えください。「『職場におけるメンタルヘルス不調者の対応ガイドライン』骨子」に直

に記入し、返送いただいても結構です。 
 
6-1-1．「2．前提条件」で特に重要であると思われる点を述べてください 
 
 
 
6-1-2．「2．前提条件」であまり重要でないと思われる点を述べてください 
 
 
 
6-1-3．「2．前提条件」で不適切であると思われる点を述べてください 
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6-2-1．「3．主治医との連携」で特に重要であると思われる点を述べてください 
 
 
 
6-2-2．「3．主治医との連携」であまり重要でないと思われる点を述べてください 
 
 
 
6-2-3．「3．主治医との連携」で不適切であると思われる点を述べてください 
 
 
 
6-3-1．「4．事例の表面化のパターン」で特に重要であると思われる点を述べてください 
 
 
 
6-3-2．「4．事例の表面化のパターン」であまり重要でないと思われる点を述べてください 
 
 
 
6-3-3．「4．事例の表面化のパターン」で不適切であると思われる点を述べてください 
 
 
 
6-4-1．「5．多くの事例に共通して効果的な対応」で特に重要であると思われる点を述べて

ください 
 
 
 
6-4-2．「5．多くの事例に共通して効果的な対応」であまり重要でないと思われる点を述べ

てください 
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6-4-3．「5．多くの事例に共通して効果的な対応」で不適切であると思われる点を述べてく

ださい 
6-5-1．「6．診断が確定している例への対応」で特に重要であると思われる点を述べてくだ

さい 
 
 
 
6-5-2．「6．診断が確定している例への対応」であまり重要でないと思われる点を述べてく

ださい 
 
 
 
6-5-3．「6．診断が確定している例への対応」で不適切であると思われる点を述べてくださ

い 
 
 
 
6-6-1．「6．診断が確定しない例への対応」で特に重要であると思われる点を述べてくださ

い 
 
 
 
6-6-2．「6．診断が確定しない例への対応」であまり重要でないと思われる点を述べてくだ

さい 
 
 
 
6-6-3．「6．診断が確定しない例への対応」で不適切であると思われる点を述べてください 
 
 
 
6-7-1．「7．各種属性を考慮した留意点」で特に重要であると思われる点を述べてください 
 
 
 
6-7-2．「7．各種属性を考慮した留意点」であまり重要でないと思われる点を述べてくださ
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い 
 
6-7-3．「7．各種属性を考慮した留意点」で不適切であると思われる点を述べてください 
 
 
 
6-8-1．「7．その他の留意点」で特に重要であると思われる点を述べてください 
 
 
 
6-8-2．「7．その他の留意点」であまり重要でないと思われる点を述べてください 
 
 
 
6-8-3．「7．その他の留意点」で不適切であると思われる点を述べてください 
 
 
 
7．その他，ガイドラインに加えた方がよい事項があれば、記してください。 
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表 1．回答者の年齢分布 
  

30 歳代 12 66.7% 

40 歳代 5 27.8% 

50 歳代 1 5.6% 

   
表 2．回答者の産業医としての経験年数 

5 年未満 1 5.6% 

5 年以上 10 年未満 5 27.8% 

10 年以上 15 年未満 8 22.2% 

15 年以上 4 44.4% 

   
表 3．過去 3 年間のメンタルヘルス事例 

10 例未満 2 11.1% 

11 例以上 50 例未満 7 38.9% 

50 例以上 100 例未満 6 33.3% 

100 例以上 200 例未満 3 16.7% 

   
表 4．精神科医との連携があった事例 

10 例未満 5 27.8% 

11 例以上 50 例未満 9 50.0% 

50 例以上 100 例未満 3 16.7% 

100 例以上 200 例未満 1 5.6% 
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表5. 「前提条件」で特に重要であると思われる点

管理監督者教育：メンタルヘルスの理解，産業保健スタッフへの協力

管理監督者教育：職場環境改善を通じたメンタルヘルス不調の未然防止への取り組み，労働者教育：早期の不調への気づき，人事部門―ライン―産
業保健スタッフの連携：メンタルヘルス対策における役割の相互理解

管理監督者教育：職場環境改善を通じたメンタルヘルス不調の未然防止への取り組み，早期の不調への気づき，産業保健スタッフとの連携，不調者
に適切な対応を行うことの重要性、不調者に対する基本的な態度，ハラスメントの防止

人事部門と産業保健スタッフの連携：定期的な情報交換，業務内容およびメンタルヘルス対策における役割の相互理解

ラインと産業保健スタッフの連携：職場の状況の共有化

人事部門―ライン―産業保健スタッフの連携：情報交換を経て，対応方針を一致させること

人事部門―ライン―産業保健スタッフの連携

管理監督者教育：不調者の対する基本的な態度

人事部門―ライン―産業保健スタッフの連携：基本的な態度について，社内の共通認識をつくる

人事部門―ライン―産業保健スタッフの連携：事例の現状についての共有化

管理監督者教育：職場環境改善を通じたメンタルヘルス不調の未然防止への取り組み，早期の不調への気づき，産業保健スタッフとの連携，不調者
に適切な対応を行うことの重要性、

管理監督者教育：早期の不調への気づき，産業保健スタッフとの連携

個人情報保護

管理監督者教育：メンタルヘルス不調を有する労働者に適切な対応を行うという重要な役割を持つという認識

管理監督者教育

人事部門―ライン―産業保健スタッフの連携,  管理監督者教育

人事部門―ライン―産業保健スタッフの連携

管理監督者教育

表6. 「前提条件」であまり重要でないとと思われる点

人事部門―ライン―産業保健スタッフの連携において，定期的な情報交換の場まではもたなくてよい

人事部門―ライン―産業保健スタッフの連携において，本人の同意があれば必ずしも情報の伝達は必ずしも必要最小限でなくてよい

労働者教育は，特にみずから相談を行うことを促すためにどのような内容にすべきか検討の余地がある

労働者教育は，連携体制の強化とラインケア教育を丁寧に行った後実施でよい

人事部門―ライン―産業保健スタッフの連携において，情報の伝達は必要最小限でであるべきことを強調しすぎない方がよい

13名が何もあげていなかった。

表7. 「前提条件」で不適切であると思われる点

管理監督者教育：服務管理，業務管理を通して変調に気づくことを強調する．事例について，メンタルヘルス不調によるものか否かを確認するステップ
を入れる

メンタルヘルス不調者がいわゆる健常者とは異なった，画一的な属性であるかのように感じられる点に注意が必要

セルフケア教育：リラクゼーションなど一次予防の項目も入れる

人事異動の際に再連携を図るのは，ラインにおいても必要

労働者教育において，相談の重要性は強調する必要まではない．管理監督者教育において，管理監督者には重要な役割についての認識を高めると
いうよりも，主体的な役割を求めるべきである

13名が何もあげていなかった。
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表8. 「主治医との連携」で特に重要であると思われる点

主治医に対しては，職場で必要な情報提供を求めるだけでなく，職場が得ている情報を提供すること

職場からの情報が，主治医にも診断と治療にとっての有用な情報となりえること．主治医から得る個人情報の保護について説明すること

職場における本人の情報の説明，職場の諸制度の説明，職場での対応，できること、できないことの説明

主治医との連携，情報交換は早期に行われることが望ましいこと

職場の状況，諸制度を伝えること，情報提供は1回につきA4用紙1枚程度とすること

職場の状況，職場の諸制度，本人の状況を伝えること

本人の状況，職場の諸制度，配慮できないことを伝えた上で，主治医の意見を確認すること

仕事関連だけではなく，可能あるいは不可能な日常活動の説明も求める

職場の状況，職場の諸制度を伝え，職場でできること、できないことを明示して，就業に関する意見を得る

職場の状況，諸制度などを伝えること

主治医に主体的な関わりを求めること，職場の状況，職場の諸制度を伝えること

当該労働者の了解のもとに進めること．主治医からの情報提供書にフォーマットについて，症状の推移などは自由記入の形式とすること．文書料を準備
すること．30分程度を上限とし，相応の謝礼を用意すること．

得たい情報とその理由を明示すること

個人情報保護について説明すること．職場の状況，諸制度，本人の状況を伝えること．情報の開示範囲を明示すること，対応できること，できないことを
明示すること

早期に行うこと，労働者の了解，職場からの情報提供

主治医に対しては，職場で必要な情報提供を求めるだけでなく，職場が得ている情報を提供すること，職場の諸制度，本人の状況を伝えること．精神医
療について多少の知識を有しておくこと

2名が何もあげていなかった。

表9. 「主治医との連携」であまり重要でないとと思われる点

主治医，職場双方とも，提供できない情報があることに対しても，双方の合意が望ましいこと．主治医から得る情報がどのように活用されたかの報告を確
約すること．職場関係者が直接主治医のもとに出向き情報交換を行う場合は，30分程度を上限とし，相応の謝礼を用意すること

職場の諸制度を伝えること（難しいし，職場で対応できること、できないことを明示するので補える）

診断名を求めること

文書料，謝礼，面接時間，情報提供の分量などは，「主治医への配慮事項」としてまとめるべき

診断名をICD分類，DSM分類で求めること

職場の状況、諸制度、職場で対応できること、できないことは必要最小限にしないと読まれない可能性がある

診断名をICD分類，DSM分類で求めること

得たい情報とその理由が書かれていれば，活用の仕方を明示することは重要でない．職場内での開示範囲を明示することと，個人情報保護について説
明することはひとつにまとめられる．

診断名をICD分類，DSM分類で求めること（状態像が示されればよい）

9名が何もあげていなかった。

表10. 「主治医との連携」で不適切であると思われる点

職場関係者が直接主治医のもとに出向いて情報交換を行う場合に，30分程度を上限とし，相応の謝礼を準備すること

主治医に主体的な関わりを求めること（産業保健スタッフとの役割分担ができていないと難しい）

主治医との連携，情報交換は早期に行われることが望ましいこと（必ずしも，早期でなくてよい），情報交換は本人経由を原則とすることおよび書面は本
人が見ても支障のない文章表現とすることが不足している

書面の責任者は産業医とは限らない（そうでなくてもよい）。主治医から得る情報がどのように活用されたかの報告を確約する必要はなく，主治医から得
た情報を踏まえてどのような対応をしたかを適宜報告することが必要

書面の責任者は産業医とは限らない（そうでなくてもよい）．文書料については，誰が負担するのかを決めておくことを加えるべき．精神医療について有
しておくべき知識は具体的にあげるべき．

主治医から得る情報がどのように活用されたかの報告を確約することまでは，難しい場合がある．

直接主治医と面接する場合の30分を上限とし，相応の謝礼を用意すること

前例必要でもなく，必要な時期も事例によって異なる．主治医から得る情報の職場内での開示範囲を明示するのは，現実的には困難．復職の可否，就
業面の配慮について詳しく尋ねるのは不適切．診断名をICDあるいはDSM分類で求めた場合，主治医か困惑する例もあるのではないか．職場の状況，
諸制度に関してはあまり詳しくは伝えなくてよい．職場関係者が主治医のもとに出向く際にあらかじめ本人と話し合っておく内容を記すべき．

主治医から得る情報がどのように活用されたかの報告を確約することまでは，難しい場合がある（簡潔に記すことは重要）．

9名が何もあげていなかった。
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表11. 「事例の表面化のパターン」で特に重要であると思われる点

業務効率の悪化

この事項を管理監督者が留意すべき事項についての解説で活用できる

この事項はガイドラインで不可欠な要素である

業務効率の悪化と陣現関係の悪化が絡んでくるという点

勤怠に注目する点

この事項全体が非常に重要

産業保健スタッフがこれらの傾向を理解しておくことによって，その後の転帰を予想し対応を講じられる

産業保健スタッフが理解していくこと．管理監督者教育で活用すること

管理監督者教育で活用すること

9名が何もあげていなかった。

表12. 「事例の表面化のパターン」で不適切であると思われる点

流れが逆になる可能性もあることを示すべき

過度の自己卑下はすべての流れにはいるのではないか．低下と悪化の使い分けがわからない．遅刻・早退の増加，頻回欠勤の順序に意味があるか
不明

業務効率の悪化は，業務の遅滞，渋滞といった現象を表す表現にしたほうがよいのでは．

遅刻・早退の増加と頻回欠勤の順序の意味が不明．「これらの傾向」をわかりやすくまとめることができないか．

頻回欠勤，遅刻以外のレパートリーがほしい

表現が揃っていない

低下と悪化はどちらかに整理するべき

流れのように示さないでもよいのではないか．

身体疾患に伴う症状と頻回欠勤，遅刻・早退の増加の間に，業務効率の低下がみられることが多くないか

9名が何もあげていなかった。
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表13. 「多くの事例に共通して効果的な対応」で特に重要であると思われる点

職場関係者間で対応の仕方を共有すること．本人が安心して休業できるような説明をすること

職場関係者間で対応の仕方を共有すること．

職場関係者間で対応の仕方を共有すること．

すべて重要

職場関係者間で対応の仕方を共有すること．

職場関係者間で対応の仕方を共有すること．

職場関係者間で対応の仕方を共有すること．主治医と密な情報交換を行うこと．本人が安心して休業できるような説明をすること．

職場関係者間で対応の仕方を共有すること．職場ができることと本人に自助努力を求めることを明確にすること．主治医の指示通りに通院・内服してい
るか確認すること．

職場関係者間で対応の仕方を共有すること．

職場関係者間で対応の仕方を共有すること．主治医との情報交換を行うこと．本人が安心して休業できるような説明をすること．

職場関係者間で対応の仕方を共有すること

本人に自助努力を求めることを明確にすること

本人が安心して休業できるように説明すること．本人に自助努力を求めることを明確にすること．

職場関係者間で対応の仕方を共有すること．

4名が何もあげていなかった。

表14. 「多くの事例に共通して効果的な対応」であまり重要でないとと思われる点

主治医と密な情報交換をすることは手間が大きく，必ずしも多くの事例に特に行うことでもない

主治医と密な情報交換をすることは手間が大きく難しい（適宜行う程度でよいのではないか）．

質的な業務負荷の軽減は事例による．

主治医との情報交換は適宜行う程度でもよいのではないか．

14名が何もあげていなかった。

表15. 「多くの事例に共通して効果的な対応」で不適切であると思われる点

主治医との情報交換は密である必要はない

軽減するのは質的な業務負担だけでは無く、量的な業務負担も含めるべき．

業務負担の軽減は，質的なものに限定しない

業務負担の軽減については，期間を定めて、一時的にといった表現を付加した方がよい

職場でできることを明確にすることは，本人の状態が安定していなくてもできる

業務負担の軽減は，質的なものに限定しない

自助努力を求める内容として，服薬管理と通院継続は例示できる

業務負担の軽減は，質的なものに限定しない

主治医とどの程度情報交換を行うべきかは事例によると思われる．

職場でできることを明確にすることは，他の項目と比べ異質に感じられる．

8名が何もあげていなかった。
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表16. 「診断が確定している例への対応」で特に重要であると思われる点

うつ病において，本人の意向に従うことが必ずしも最善でないことに留意すること．双極性障害において，状態のセルフモニタリングを促すこと．適応障
害において，配置転換を繰り返さないよう，異動は慎重に行うこと．発達障害において，これまでの本人ができたこと，できなかったことを整理するこ
と，職場適応できていた時期の業務内容・上司の対応方法などを確認すること，抽象的な表現による指示，助言は避け，指示命令の簡略化，視覚化
を図ること．アルコール使用障害について，関係者間で対応方法の原則を打ち合わせること，ルール違反に対しては，冷静かつ厳格に対応すること，
回復後，仕事面などでよくなった点をはっきり本人に伝えること．

全体に，労働者の主観的意向と客観的に適切な対応を分けて考えることを促す項目

主治医と産業医が十分な連携ができていれば，各項目は非常に役立つ

うつ病について，本人の仕事ぶり，仕事に関する考え方，とり組み方を話し合っていくこと．統合失調症について，作業の安全面の確保に十分留意す
ること．双極性障害について，キーパーソンを確保しておくこと，状態のセルフモニタリングを促すこと．

うつ病において，休業後の復職・業務負荷の増加は慎重に行うこと，双極性障害において，一見良好と評価できる情報も重要であるという認識を関係
者間で共有すること，状態のセルフモニタリングを促すこと，適応障害において，配置転換を繰り返さないよう異動は慎重に行うこと．発達障害におい
て，抽象的な表現による指示，助言はさけ，指示命令系の簡略化，視覚化を図ること．アルコール使用障害において，ルール違反に対しては冷静かつ
厳格に対応すること，作業の安全面に十分留意すること．

双極性障害，適応障害におけるセルフモニタリングの促し．発達障害の対応全般

うつ病において，本人の意向に従うことが必ずしも最善でないことに留意すること．双極性障害において，状態のセルフモニタリングを促すこと．適応障
害において，職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にすること，状態のセルフモニタリングを求めること．アルコール使用障害におい
て，関係者間で対応の原則を打ち合わせること．

うつ病において，業務が過多になっていないか確認すること，焦らないようにすること．統合失調症において，作業の安全面の確保に十分留意するこ
と．適応障害において，異動は慎重に行うこと．発達障害において，これまでに本人ができたことできなかったことを整理すること．アルコール使用障害
において，ルール違反に対し冷静かつ厳格に対応すること，家族とも連携すること

うつ病において，本人の仕事ぶり，仕事に関する考え方，取り組み方を話し合っていくこと．双極性障害において，職場で言動に目立った変化があれ
ば速やかに家族，主治医に伝えること．

うつ病において，仕事に関する考え方，取り組み方を話し合っていくこと．適応障害において，配置転換を繰り返さぬよう，配置転換は慎重に行うこと．
発達障害において，これまでの本人ができたこと，できなかったことを整理すること．

うつ病において，本人の仕事ぶり，仕事に関する考え方，取り組み方を話し合っていくこと．統合失調症について，長期的な就業を前提とした，業務遂
行能力に合った職務への配置転換の検討を進めること．双極性障害において，一見良好と評価できる情報も貴重であるとの認識を関係者間で共有す
ること．

双極性障害において，職場内外で本人の信頼しているキーパーソンを確保しておくこと．適応障害において，職場でできることと本人に自助努力を求
めることを明確にすること。

統合失調症において，状態が安定してからも継続的にフォローアップを行うこと．双極性障害において，職場で目立った変化があれば速やかに家族，
主治医に伝えること，状態のセルフモニタリングを促すこと．適応障害において，配置転換をくりかえさぬよう，異動は慎重に行うこと．発達障害におい
て，苦手な作業，職場環境等について，上司等に説明し理解を求めること，抽象的な表現による指示，助言は避け，指示命令系の簡略化，視覚化を
図ること，自己肯定感を高めていくこと．

うつ病において，本人の意向に従うことが必ずしも最善でないことに留意すること以外．統合失調症において，作業の安全面の確保に十分留意するこ
と以外．双極性障害において，感情の高ぶりが見られた場合積極的な傾聴は控えること以外．適応障害において，職場適応できていた時期の業務内
容・上司の対応方法などを確認すること，症状が強い場合には休業を勧めること，状態のセルフモニタリングを求めること以外．発達障害において，職
場適応できていた時期の業務内容・上司の対応方法などを確認すること以外．

4名が何もあげていなかった。

表17. 「診断が確定している例への対応」であまり重要でないとと思われる点

双極性障害において，感情の高ぶりが見られた時積極的傾聴は控えること．

状態のセルフモニタリングを促すのは困難なことが多い

状態のセルフモニタリングを促すこと

適応障害において，不調を招いた仕事関連要因を同定するのは容易でない

14名が何もあげていなかった。

表18. 「診断が確定している例への対応」で不適切であると思われる点

うつ病において，「本人が業務軽減や必要な休養・休業を受け入れなくても」は「・・・受け入れない意向を表明している場合でも」の言い回しが妥当．

適応障害において，「休業例では元の職場への復帰にこだわらない」は「本人・職場双方にとって円滑な復帰につながると考えられる例では元の職場
への復帰にこだわらない」が適切．

うつ病において，業務の過多だけでなく過少がないかの確認も重要．適応障害において，休業を勧めるのは，症状よりも服務の不安定や業務への支
障の程度を重視すべき．

うつ病において，業務の過多だけでなく過少がないかの確認も重要．統合失調症において，継続的にフォローアップする具体的な方法を記すべきこと，
作業の安全面の確保は強調すると偏見・誤解につながる可能性があること．適応障害において，元の職場への復帰にこだわらないことと異動は慎重
に行うことの矛盾がない書き方が望まれること．発達障害において，対人折衝の少ない，自己完結できるような業務に就かせるのは，すべての例に適
切とは限らないこと．アルコール使用障害において，家族との連携には慎重さが必要である旨を強調すべきこと．

発達障害において，対人折衝の少ない，自己感決意できるような業務に就かせることは原則とは言え，現実には難しい

うつ病において，慎重な配置転換の具体例がほしい．また，慎重な配置転換は，他の疾患でも原則のはず．

症状が強いときに休業を勧めるのは，すべての診断名に当てはまるはず．適応障害において，状態のセルフモニタリングについては具体例がほしい．

適応障害において，元職場への復帰にこだわらないこと

うつ病において，重大な決断は先延ばしにすることを入れるべき．

「発達障害」をメンタルヘルス不調の一部とするのが妥当かどうかの検討が必要

8名が何もあげていなかった。

− 150 − − 151 −



 

表19. 「診断が確定しない例への対応」で特に重要であると思われる点

「注意しても改善効果がない」および「本人からの要求が過度である」が特徴的な事例では，職場ができることと本人に自助努力を求めることを明確に
すること．

対応類型表の活用．

対応類型表を用い，主治医からの意見を入手しやすくすること

いずれの場合にも，職場ができることと本人に自助努力を求めることを明確にすること．

職場関係者が困った事項をもとにした対応の各項目

職場関係者が困った事項をもとにした対応の各項目

確定診断に固執せずに対応をすすめること．

確定診断に固執せずに対応をすすめること．

「本人からの要求が過度である」が特徴的な事例では，職場ができることと本人に自助努力を求めることを明確にすること．

対応類型表，アルゴリズムの活用

すべて

7名が何もあげていなかった。

表20. 「診断が確定しない例への対応」であまり重要でないとと思われる点

「職場の雰囲気が悪くなる」のが特徴的な事例では，本人と職場の間の中立を意識して対応すること．

17名が何もあげていなかった。

表21. 「診断が確定しない例への対応」で不適切であると思われる点

「本人が指示・助言を聞き入れない」が特徴的な事例に対し，聞き入れるようにさせるための助言がほしい

対応類型表のパート2を主治医に呼んでもらうのは難しい

「注意しても改善効果がない」「指示・助言を聞き入れない」が特徴的な事例では，家族・キーパーソンとの協働を勧めたい．

全体として，職場のルールを明確に示し守る姿勢を貫くことも入れたい．

「本人と職場の間の中立」は「…の独立」のほうが適切では？

「本人と職場の間の中立」は「…の公正性」のほうが適切では？

「指示・助言を聞き入れない」が特徴的な事例では、「指導」ではなく「本人にとって身近な事項を話題にして関わりを深める」を中心に対応すべき．

11名が何もあげていなかった。
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表22. 「各種属性を考慮した留意点」で特に重要であると思われる点

管理職・一般職別の留意点．

職種別，職位ごとの対応

年齢別の対応

家族と同居している場合の家族との連携

全ての項目

年齢別，単身者，管理職への対応

年齢別で，若年者は安心して休業できるような説明をすること．家族同居の場合に，家族へ支援を求めること．管理職で，自己の置かれている状況に
ついての認識の深化を図ること．

属性別に留意した方がよい点があることを示していること自体が重要．

家族の同居の有無別対応

9名が何もあげていなかった。

表23. 「各種属性を考慮した留意点」であまり重要でないとと思われる点

家族との連携に関しては，あまり必要のない例が多い．

性別ごとの対応

性別ごとの対応

15名が何もあげていなかった。

表24. 「各種属性を考慮した留意点」で不適切であると思われる点

各種属性の男性，専門・技術職，管理職以外に関する記載もほしい

障害者が単身になった場合の対応（病状が不安定化しやすい），病状が長引いており家族が自立してほしいと要望している例への対応がほしい．「自
己の置かれている状況についての認識の深化」という表現が難しい．

年齢別において，業務遂行能力が元々劣っていたのか、低下したのかで対応が異なる点を記すべき．

年齢別において，社歴が浅いと休業可能期間が短い場合がある点，所属する企業の規模によっても同様の事態がみられる点，契約内容によっては
収入の心配が生じる点を言及されたい．

性別において，女性の留意点にも触れるべき

中年層では，収入の心配を軽減するための説明を加えるべき，また家族の問題も抱えていることも少なくないため介入には慎重を要する点も加えるべ
き．単身者について，親族，家族と連携することにも触れるべき．管理職において、より性格や能力の課題が顕在化しやすい点に留意すべき，また自
身の状態に関して早めに上司に伝えることを促すべき．

女性について，家事・育児、不妊治療などのプライベイトとキャリアの両立に悩む例が多く，それには傾聴と問題点および優先順位の整理をすることが
有効である点を記せばどうか．

雇用の継続に不安を抱いているのは若年齢層に限らない点に留意した書き方が必要．休業に関する情報がかえって休業を長引かせる場合がある点
にも留意が望まれる．

管理職において，管理業務が負担になっている場合の対応に対して助言がほしい

女性においても，仕事と家庭の両立で負担が大きいことを示すべき

単身者には，主治医との連携の他に，帰省させることが重要．

男性において，固定観念が強いと受け取れる表現になっているが，科学的根拠が不明．

6名が何もあげていなかった。
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表25. 「その他の留意点」で特に重要であると思われる点

リワークプログラムは，再燃・再発を繰り返す例に対して有効であることが多いが，職場関係者が強要するのは適切でないこと．

リワークプログラムは，再燃・再発を繰り返す例に対して有効であることが多いが，職場関係者が強要するのは適切でないこと．

適切な対応は経過によって変わっていくことがあること．不調に至った背景に関する自己洞察は，主治医に任せることができる場合には，そうすること
が望ましいこと．

産業保健スタッフは，不調の原因を職場関連事項に求めすぎる傾向があることに注意すること．

すべて重要

産業保健スタッフは，不調の原因を職場関連事項に求めすぎる傾向があることに注意すること．

主治医は職場や仕事の詳細がわからないため，適応障害の診断名をつけるのに慎重になる場合が少なくないこと．

症状の再燃例に対して過去の対応が同じ効果を得られるとは限らないこと．

不調に至った背景に関する自己洞察は，主治医に任せることができる場合には，そうすることが望ましいこと．

適切な対応は経過によって変わっていくことがあること．

適切な対応は経過によって変わっていくことがあること．

症状の再燃例に対して過去の対応が同じ効果を得られるとは限らないこと．

6名が何もあげていなかった。

表26. 「その他の留意点」であまり重要でないとと思われる点

産業保健スタッフは，不調の原因を職場関連事項に求めすぎる傾向があることに注意すること．

産業保健スタッフは，不調の原因を職場関連事項に求めすぎる傾向があることに注意すること．

16名が何もあげていなかった。

表27. 「その他の留意点」で不適切であると思われる点

主治医が適応障害の診断名をつけるのに慎重になる場合が少なくないというのは疑問．

自己洞察については，仕事の詳細，人間関係の詳細を把握している産業医だからこそ支援できる面もある．

リワークに関しては，社内リワークもあることから，柔軟な表現にしたほうがよい．本人が主治医に話す内容と産業医に話す内容が大きく異なる例があ
り，その場合自己洞察を主治医に任せるのは難しい．

自己洞察は，主治医に任せることが難しいと感じられる例が少なくない

適応障害の診断については，慎重さを欠く主治医からのものもみられる

産業保健スタッフは，不調の原因を個人的問題に求めすぎる例もあるように思う．不調には外的要因（ストレス要因）が必ずあるという思い込みにも注
意が必要．上司に対して，顔色や態度から不調に気づくことを求めすぎず，服務管理、業務管理を重視するように伝えるべき．

自己洞察を主治医に任せる重要性が理解できない．リワークプログラムは，繰り返しの休業例にはある程度の強制性を持たせてもよいのではないか．

11名が何もあげていなかった。
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表28 ．. その他，ガイドラインに加えた方がよい事項

本人に求める自助努力の目標設定が現場で混乱しやすいため，「安全に働ける，勤怠が安定している，職務を職位に応じて通常程度行える」などと明
確にすること．

表などを用いて見やすくする

不調者の同僚への説明，助言などが重要である旨を明記する

労組などの関与についても言及する

対応類型表において，類型のひとつを選択するのは容易でない．Aの項目の多くは多くの事例にあてはまるものであり、それを基本にして他の類型の
必要な項目を追加する使用方法も検討してよい．各類型に簡潔なネーミングがあれば有用かもしれない．

各項目の主体（主語「）を明確にする

不安障害については，単項目で取り上げる意義があるのではないか．

対応類型表は，診断が確定している例にも使用可能である．

対応類型表が主治医には煩雑に感じられる．想定されている疾患を併記する，パターンに分けずに該当する項目を選んでもらうことも検討の余地あ
り。

事業場外資源との連携についても言及した方がよい．

ハラスメント関連の事項を入れた方がよい．

セルフケア教育で，不調を自覚する徴候を伝えること．

6名が何もあげていなかった。
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表29．グループ討議による聞き取り調査で得られた事項
（はじめに）
本ガイドラインが想定している対象者（ガイドラインの活用者）、場面を明確にしたほうがよい。
あくまで産業保健活動の一助とするものであり、このガイドラインに沿った活動を実施するよう促すものではない点を明確にする。
（前提条件）
連携を強調しすぎないほうがよい（敷居が高くなる）。
管理監督者教育に安全配慮義務に関する説明を入れることは必須。
管理監督者には、疾病性にとらわれず、部下に対する適切な対応を行うことの重要性を強調すべき。
個人情報保護の重要性を記すべき。
用語集の類を入れてもよい。
メンタルヘルス指針との整合性を図る。
コミュニケーションの取り方を具体的に記す。
管理監督者に主体的な関わりを求める（産業保健スタッフに頼りすぎない）。
産業保健スタッフの個人的な興味を活動に反映させないことにも触れる。
セルフケアには詳しくは触れないでよい。
事例が発生した初期に連携を始めることの重要性を強調する。
管理監督者に対して、記録やメールを残しておくことも強調する。
事例が起きない段階での産業保健スタッフと人事部門との濃密すぎる連携は誤解を受ける恐れがある。
社会保障制度、自立支援医療に関する知識を有しておくべき。
（主治医との連携）
説明の順序の見直しが必要である。
事業場の多様性を考慮すれば、あまり「～べき」のような表現は避けるべき。
主治医が非常勤であると速やかな対応が困難になる。
情報交換の「早期」が曖昧である。
連携の具体的な形、理想形を示せるとよい。
主治医との密な連携は現実には困難である。
主治医に情報を伝える範囲を伝えるのは事実上難しいし、主治医も理解しにくい。
主治医への事後報告は「望ましい」くらいでよい。
主治医に対して、復職の判定には時間がかかることを伝えておくのも重要ではないか。
直接の返信を求めず、本人経由で情報を入手する方法もある。
主治医との連携において本人の了解を得る必要があることをもっと強調する。
「できることできないこと」は、「配慮できる限界」といった表現がよいのではないか。
主治医から得る情報、職場から出す情報をもう少し整理する。
診断名に関しては、触れない方がよい。DSM5は多軸診断ではない。
ICD分類およびDSM分類で診断名を問うことの意義は薄い。
主治医によっては、適応障害を多く記す場合もある。
診断名が確定するのは時間がかかる場合が多い。
主治医からの書面に関する費用は、職場負担、本人負担という2つの考え方がある点を記す。
職場と主治医の望ましい方向性が異なった場合こそ、連携が必要。
診断名の読み方（多様性）についての解説を記すのは有意義ではないか。
謝礼の金額は記載しにくい。
主治医との面接は短くするための準備が重要。
（事例の表面化のパターン）
突発欠勤は、正確には「突発休み」ではないか。
遅刻、早退が顕在化する段階でしか、対応を始められられないのが現状である。
部下の顔色の変化などでは、現場では対応できないのが現状である。
事例について、表面化の時期、表面化の形と重篤化との関連、産業医、精神科医の関与と重篤化との関連について追加解析を望む。
（多くの事例に共通して効果的な対応）
職場関係者が抱え込む傾向に注意する必要があるのではないか。
休業中と勤務継続中の対応は分けた方がわかりやすい。
復職の要件をあらかじめ伝えることも重要ではないか。
休業を勧めるタイミングを入れる必要はないか。
「質的な…」を「質を重視して…」程度にする。
目標設定に関して上司と本人でよく話し合っておくことも重要。
（診断が確定している例への対応）
うつ病で、重大な決断を先延ばしすることは重要。
うつ病で、「質的な…」を「質を重視して…」程度にする。
「上司等」について少し具体的に示す。
期限が曖昧なまま、就業上の配慮をするのは不適切であるのを前提にすべき。
上司に裁量を与えすぎると、メリハリの利いた対応ができないことがある。
職場によっては、同僚に説明が必要だが、その際には本人の同意が必要。
セルフモニタリングは、睡眠覚醒リズムを代表例として挙げてはどうか。
統合失調症、双極性障害は長期のフォローを重視すべきである。
適応障害については、ストレス反応の特徴を把握しておくという意味か。
アルコール使用障害の連携は、「家族との関係性に留意し」の記述がほしい。
アルコール依存症の家族との連携は早期には困難。
アルコール使用障害の「1年半」の根拠はあるのか。
アルコール使用障害のフォローアップは具体的な例がほしい。
本人が拒否した場合は、緊急事態、深刻な事態以外、家族への連絡は難しい。
一般に、家族に職場での本人の情報を届けておくことは重要。
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（診断が確定しない例への対応）
「対応類型表」の「パターン」は、「類型」としたほうがわかりやすいのでは。
「対応類型表」の＊印は、留意点に移すべき。
人事から本人にに産業医に相談することの意義を伝えてもらう。
自助努力を求めたい例では、それを受け止めないことも多い。
職場でできることを明確にするためには、事前に関係者で話し合う必要がある。
（各種属性を考慮した留意点）
。分析の結果とはいえ、取り上げ方に偏りがある
「認識の深化」は別の表現に置き換えるべきである。
「多くの仕事を抱えている人は…」という表現を用いる。
性別にはコメントをつけないと誤解を受ける可能性がある。
（その他の留意点）
産業保健スタッフは原因を追及しすぎるべきでない点も入れたい。
復職はゴールではないことを関係者で共有する。
来所頻度が低い産業医にも配慮した内容がほしい。
評価を上司に任せすぎると不公平感が発生する可能性がある。
リワークについて、本人、職場が望ましいと考えても、主治医が拒否的な例は悩ましい。
（全体を通じて）
できるだけ平易な表現にする。
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図 1．イベント・問題行動の表面化の時期 

0 2 4 6 8
表面化の時期（中央値）

20.責任逃れの言動
16.診断書の提出
17.不適切な要求

15.自殺未遂
12.指示命令に応じない

11.遁走
10.退職希望
6.無断欠勤

22.社外での反社会的行動
21.過度の自己卑下
19.自己中心的言動

14.不安全行為
13.不自然、場違いな言動

8.遅刻・早退
7.頻回欠勤

5.人間関係の悪化
23.その他

18.身体疾患
9.仕事の失敗

4.業務効率の低下
3.社内のハラスメント以外の迷惑行為

2.社内ハラスメント（被害）
1.社内ハラスメント（加害）

excludes outside values

出来事別の表面化のタイミング
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別紙 2．「職場におけるメンタルヘルス不調者の対応ヒント集（仮版）」 

 

1．はじめに 

 本ヒント集は、近年増加および多様化しているメンタルヘルス不調を有する労働者に対して、産

業保健スタッフが適切な対応を行うための道標を意図している。主として、産業医、産業看護職を

対象としているが、人事労務管理者も参考にすることができる。 

 なお、本ヒント集は、職場で行われるべき取り組みを系統的に示しているわけではない。職場の

メンタルヘルス対策は、業種や事業場規模、組織体制、他の産業保健活動などによって、その望

ましいあり方が異なる面がある。ここに列挙している取り組みを行っていない、あるいはそれとは

別の方法を取っているからと言って、不適切であるとみなされるべきでない。しかし、本ヒント集は、

近年職場で発生した多くの事例を分析し、産業保健活動に従事している産業医、精神科医等の

意見を集約して作成しているため、多くの職場で参考にしてもらえると考えている。位置づけとして

は、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」および「心の健康問題により休業した労働者

の職場復帰支援の手引き」を補完するものである。 

 

2．対応の前提条件 

 メンタルヘルス不調者に適切な対応を行うためには、日頃からの教育研修の推進、人事部門―

ラインー産業保健スタッフの連携体制の確立が非常に重要である。 

1）教育研修 

 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」には、教育研修において取り上げられるべき事

項が列挙されているが、メンタルヘルス不調例に対して適切な対応を行うためには、特に以下の

事項が強調されるべきである。 

① 管理監督者（ラインによるケア）教育 

 管理監督者は、職場環境の改善を通じたメンタルヘルス不調の未然防止だけでなく、部下の変

調に早期に気づき、産業保健スタッフ等と連携を図ること、メンタルヘルス不調を有する労働者に

日々適切な対応を行うという重要な役割も持つという認識を高める。メンタルヘルス面についても

適切な部下管理を行うことは、管理監督者としての本来的な職務の一部であるという理解を促す。

メンタルヘルス不調の徴候、不調者に対する基本的な態度（コミュニケーションの取り方、就業面

の配慮のしかたなど）、ハラスメント関連事項、産業保健スタッフ等との連携のしかたが特に重要

である。人事異動の際に、部下の不調やそれへの対応に関して申し送りをすべきことも伝える。ま

た、部下への対応について、記録を残しておくことも勧奨する。 

② 労働者（セルフケア）教育 

 業務効率の低下をはじめとする不調を自覚した場合や周囲から外見や言動の変化（変調）を指

摘された場合には、自ら周囲や専門家に相談するとよいことを伝える。一次予防的な取り組みも

組み入れるとよい。 

 セルフケア教育に注力するあまり、管理監督者教育が疎かになるのは適切でない。 
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2）人事労務管理部門―ラインー産業保健スタッフの連携体制 

 人事労務管理部門と産業保健スタッフ、ライン（管理監督者）と産業保健スタッフは、随時情報交

換の場を持ち、互いの業務内容、メンタルヘルス対策における役割について理解を深めるとよい。

前者の情報交換では、主な事業の見通し、仕事の繁忙状況、人事異動、組織体制の変化、新規

およびフォローアップされている事例の現状など、後者の情報交換では、職場単位の仕事の繁忙

状況、新規およびフォローアップされている事例の現状などが共有されるとよい。 

3）個人情報の保護 

一連の連携では、個人情報に対して十分な配慮が必要である。特に、産業保健スタッフが有す

る労働者の健康情報は、機微な情報であり、伝達される内容、範囲が不必要に拡大されないこと

に合意がなされていなければならない。この場合の必要最小限とは、事業者の安全配慮義務を

主眼とした人事労務管理、現場の安全衛生管理のために必要な範囲をさす。また、健康に関連し

た情報が、人事労務管理部門に「筒抜け」であるといった誤解が、事業場内に広がると、産業保

健スタッフへの信頼が損なわれ、質の高い活動ができなくなる恐れが生じる。産業保健スタッフと

人事労務管理部門が共有する情報の範囲を明確にし、人事労務管理上必要でない健康関連情

報は産業保健スタッフ間だけで持たれようにし、そのことが事業場全体に周知されていることが肝

要である。 

4）その他 

人事管理スタッフに上述した内容を理解してもらうことも必要であり、人事担当者が交代した際

には、再連携を図ることも重要である。 

産業保健スタッフには、社会保障制度、自立支援医療に関する基本的な知識が求められる。ま

た、産業保健スタッフの興味から、適切な対応の優先順位などを見失わないようにする。 

 

3．主治医との連携 

 主治医との連携、情報交換は、早期に行われることが望ましい。早期とは、当該労働者が医療

機関に受診し、診断書や意見書が出された段階、当該労働者から産業保健スタッフや人事労務

管理部署に受診の報告があった段階などをさす。当該労働者が休業に至った場合には、休業中

の早い時期がそれに該当する。 

この連携、情報交換は、当該労働者の了解のもとに進めるのが大前提である。本人経由が原

則である。当該労働者が望まない場合には、その理由を確認し、この情報交換が本人に有益で

あることを丁寧に説明する。 

 主治医に対しては、職場で必要な情報の提供を求めるだけでなく、職場が把握している情報を

提供することも勧められる。それは、診断と治療にとっての有用な情報となりうるだけでなく、主治

医から職場で行うべき対応に関して実現可能な意見を得ることにもつながる。主治医、職場双方

とも、提供できない情報があることに対しても、双方の合意が望ましい。 

 書面による主治医との情報交換では、以下の事項に注意する。 

・情報交換についての職場側の責任者（例えば、産業医）名を明示する。 
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・主治医に求める情報は最低限とし、その理由を明示する。活用の仕方を記すのもよい。 

・主治医から得る情報の職場内での開示範囲を明示できればよいが、難しい場合も多い。 

・主治医から得る情報がどのように活用されたか報告することを確約し、実行する。 

・主治医から得る個人情報保護について説明する。 

・主治医からの情報提供書のフォーマットを用意する場合には、復職の可否、就業面の配慮につ

いては選択式とし、他の症状の推移などについては自由記入の形式とすると、主治医が記入しや

すい。 

・主治医からの情報提供書は即日発行が難しいことを理解する。 

・休業例では、主治医に対して、復職の判定、手続きには時間がかかる場合のあることを伝える。 

・精神障害の確定診断は必ずしも早期につけられるとは限らない点を理解する。 

・職場の状況（業務内容、規模、管理体制など）を伝える。 

・職場の諸制度（休業、復職、就業制限に関するルールなど）を伝える。できるだけわかりやすい

表現を試みる。 

・本人の状況（職務内容、過去および現在の職場適応状況など）を伝える。 

・休業例では、復職を可能とする要件を伝えておく。 

・職場で対応、配慮できること，できないこと（配慮できる限界）を明示する。 

・主治医に対する配慮事項としては、以下の点に留意する。 

文書料を準備する（本人負担か職場負担かもあらかじめ決めておく）。 

情報提供は、1回につき、A4用紙 1枚程度を上限とする。 

 職場関係者が直接主治医のもとに出向き、情報交換を行うのも有用である。その際には、以下

の点にも留意する。 

・本人同席を原則とする。 

・主治医との面接前には，聴取することを決めておく（あらかじめ伝えておく）。 

・上記をあらかじめ本人ともよく話し合っておく。 

・職場で対応、配慮できること，できないことを明示する。 

・主治医に対する配慮事項としては、以下の点に留意する。 

面接時間を決め，厳守する。 

相応の謝礼を用意する。 

 

4．事例の表面化のパターン 

 職場で比較的多くみられるメンタルヘルス不調の表面化のパターンとしては、以下の流れがあ

げられる。 

① 業務効率の低下→（人間関係の悪化、仕事の失敗）→遅刻・早退の増加、頻回欠勤（休み） 

② 仕事の失敗→業務効率の低下→（過度の自己卑下）→頻回欠勤（休み）、遅刻・早退の増加 

③ 人間関係の悪化（ハラスメントを含む）→（業務効率の低下）→頻回欠勤（休み）、遅刻・早退

の増加 
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④ 身体疾患に伴う症状→頻回欠勤（休み）、遅刻・早退の増加 

 無断欠勤、頻回欠勤、責任逃れの言動が表面化している例では、退職希望、遁走、自殺未遂と

いった大きな問題が生じやすい。 

 産業保健スタッフがこれらの傾向を理解しておくと、メンタルヘルス不調者が次に職場で起こす

可能性が高い問題を予想し、早期対応を講じることや、事例対応のために後方視的に調査を行う

際の参考となるであろう。また、管理監督者教育において、管理監督者が留意すべき事項につい

ての解説で活用することも推奨される。 

 なお、以上は多くの事例分析の結果得られた傾向であり、順序の逆転や他のエピソードの出現

がみられることも少なくない。 

 

5．多くの事例に共通して効果的な対応 

 以下の対応は、診断名に関わらず、多くの事例で効果的なものである。 

・職場関係者間で対応の仕方を共有する。 

・特定の産業保健スタッフが抱え込みすぎないよう注意する。 

・主治医と適宜情報交換を行う。 

・症状、服務の不安定さ、業務への支障が強い場合には、休業を勧める。 

・本人が安心して休業できるような説明をする。 

・業務負担の軽減は、量的な面だけでなく、質的な面をも重視するよう提案する。 

・職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にすることも有用であるが、本人の状態

が安定化していることを確認したうえで行うことが肝要である。 

 

6．診断が確定している例への対応 

 5 の「多くの事例に共通して効果的な対応」に加えて、優先的に実施することが勧められる対応

は以下の通りである。なお、これらは職場の事情によっては、困難な場合がある。 

1）うつ病 

・本人の業務遂行能力に比し、業務が過多になっていないか確認する。 

・本人の仕事ぶり、仕事に関する考え方、取り組み方（時間管理などを含む）を話し合っていく。 

・本人が焦らないようにする。 

・重要な決断は先延ばしにさせる。 

・業務負担（特に質的負担）の軽減を行う。 

・職場復帰後などでは、業務負荷が過小過ぎるのも不適切である点に留意する 

・本人が業務軽減や必要な休養・休業を受け入れない意思を示していても、その際の本人の意向

に従うことが必ずしも最善でないことに留意する 

・休業することに対して本人が過度の（不適切な）懸念を抱いている場合には、その解消を図る 

・休業後の復職・業務負荷の増加は慎重に行う 

・配置転換には慎重を期す 

− 160 − − 161 −



2）統合失調症 

・状態が安定してからも、継続的にフォローアップ（服薬の継続状況を含む）を図る 

・長期的な就業を前提とした、業務遂行能力に合った職務への配置転換の検討を進める。 

・作業の安全面(本人および周囲に対して)の確保に十分留意する。ただし、職場の偏見、誤解を

高めないような配慮が必要である。 

3）双極性障害 

・職場で言動に目だった変化があれば、速やかに家族、主治医に伝える。そのための連絡網も整

備する。 

・一見良好と評価できる情報（積極的な仕事ぶり、活発な社交性、強力なリーダシップなど）も重要

な情報であると認識を関係者間で共有する。 

・職場内外で本人の信頼しているキーパーソンを確保しておく 

・状態のセルフモニタリング（特に、睡眠覚醒リズム）を促す 

・感情の高ぶりが見られた場合、積極的な傾聴は控える。 

・長期的なフォローアップを考慮する。 

4）適応障害 

・不調を招いた仕事関連要因を十分に調査して同定できた場合は、それを取り除くか、軽減する 

・職場適応できていた時期の業務内容・上司の対応方法などを確認する 

・休業例では、元の職場への復帰にこだわりすぎない 

・配置転換を繰り返さぬよう、異動は慎重に行う 

・職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にする 

・自己の状態のセルフモニタリングを求める 

5）発達障害 

・これまでの本人ができたこと、できなかったことを整理する 

・職場適応できていた時期の業務内容・上司の対応方法などを確認する 

・苦手な作業、職場環境（物理・科学的刺激を含む）等について、上司等に説明し、理解を求める 

・抽象的な表現による指示、助言はさけ、指示命令系の簡略化、視覚化を図る。 

・職場環境、仕事内容を本人にできるだけ合ったものにし、自己肯定感を高めていく。 

・対人折衝の少ない、自己完結できるような業務に就かせることも検討する。 

6）アルコール使用障害 

・家族とも、本人との関係性に留意したうえで連携し、行うべきではないことを共有する 

・関係者間で、対応方法の原則を打ち合わせる 

・長期的なフォローアップを計画する 

・ルール違反に対しては、冷静かつ厳格に対応する。 

・作業の安全面に十分留意する。 

・回復後、仕事面などでよくなった点をはっきり本人に伝える。 
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7．診断が確定しない例への対応 

 精神障害の確定診断は、必ずしも早期につけられるとは限らず、また適応障害を除けば、あまり

確定診断に固執せずに対応を進めるという考え方も必要になる。 

 なお、主治医との連携が困難な理由としては、主治医の産業保健に対して理解不足の他、当該

労働者が職場に対して不信感を抱いていることへの配慮、連携が望ましい時期ではないとの判断、

家族の拒絶なども考えられる。 

1）対応類型表の活用 

 主治医に連携を要請しても実現できない例については、「対応類型表」（別表）が活用できる。そ

の際には、「対応類型表」の流れ図（アルゴリズム）を参照すること。 

2）職場関係者が困った事項をもとにした対応 

 5 の「多くの事例に共通して効果的な対応」に加えて、優先的に実施することが勧められる対応

は以下の通りである。 

・「どう対応してよいかわからない」、「どのくらい仕事ができるか予測がつかない」、「周囲の者に

負担がかかる」が特徴的な事例では、「適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認する」 

・「注意をしても改善効果がない」が特徴的な事例では、「職場ができることと本人に自助努力を求

めることを明確にする」、「家族、その他のキーパーソンとの協働を検討する」 

・「職場の雰囲気が悪くなる」が特徴的な事例では、「本人と職場の間の中立（公正性）を意識して

対応する」 

・「本人からの要求が過度である」が特徴的な事例では、「職場ができることと本人に自助努力を

求めることを明確にする」 

3）産業医（産業保健スタッフ）が困った事項をもとにした対応 

 5 の「多くの事例に共通して効果的な対応」に加えて、優先的に実施することが勧められる対応

は以下の通りである。 

・「病気か他の問題かの判別が難しい」が特徴的な事例では、「職場ができることと本人に自助努

力を求めることを明確にする」、「適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認する」 

・「本人が指示・助言を聞き入れない」が特徴的な事例では、「休養の取り方、生活習慣の改善に

ついて本人に指導した」（本人にとって身近な事項を話題にしてそれをきっかけにして関わりを深

める） 

 

8．各種属性を考慮した留意点 

・年齢層別：就労期間が短く、雇用の継続に不安を抱いている若年層では、安心して休業できるよ

うな説明が求められる。同時に、休業可能期間が短い場合があることに注意する。配置転換の提

案、自己の健康状態のセルフモニタリングの勧奨が、効果的である場合も多い。中年層では、業

務に関する事項の他、休養の取り方および生活習慣の改善の指導が効果的であることが多い。

収入に関する心配、家族に関する問題を抱えている例が多いことにも留意する。 

・家族の同居の有無：家族と同居しているでは、本人の了解のもとに家族と連携し、支援を求める
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ことで、職場内での対応が円滑化することが多い。単身者では、主治医との密な情報交換が特に

重要となる。 

・職種別：専門・技術職では、自己の健康状態のセルフモニタリングの勧奨、仕事への取り組み方

についての話し合い、自己の置かれている状況について理解を深めさせることに、特に注目する。

対人関係で困難を抱えているかどうかにも着目し、該当する例では、対人折衝の少ない業務に就

かせることも検討する。 

・管理職・一般職別：管理職では、自己の健康状態のセルフモニタリングの勧奨、自己の置かれて

いる状況についての理解を深めさせることを重視する。 

 

9．その他の留意点 

・適切な対応は、経過によって変わっていくことがある。 

・症状の再燃例に対して過去の対応が同じような効果を得られるとも限らない。 

・職場関係者が、不調の原因を職場関連事項に求めすぎていないか、あるいは逆に個人的問題

にあると決めつけていないか注意する。 

・本人に求める自助努力の目標設定を明確にしておくことも重要である。 

・主治医によっては、職場や仕事の詳細がわからないため、適応障害の診断名をつけるのに慎重

になることを理解する。 

・不調に至った背景に関する自己洞察は、主治医に任せることができる（連携の中でそのように判

断された）場合には、そうすることが望ましい。 

・休業例では、復職がゴールではない点を関係者で共有する。 

・リワークプログラムは、再燃・再発を繰り返す例に対して有効であることが多いが、職場関係者

が強要するのは適切でない。 
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Ⅲ．メンタルヘルス不調者の事例性と疾病性の形成過程と相互関連性に関する分

析的研究 

 

研究分担者 神山 昭男 医療法人社団桜メデイスン・理事長 

 

研究要旨 

 平成27年度からの3年間で取り組んだ研

究テーマと成果を概括すると以下の通りと

なる。 

(1) 事例性・疾病性からみたストレスチェ

ック成績の分析 

 外来通院患者にストレスチェックを実施、

高ストレス者割合、ストレス反応得点と業

務効率、勤怠、対人関係、職場内行動など

の事例性、基本属性を指標として相互の関

連性を分析し、ストレス得点を活用した疾

病性のカテゴリー化の可能性が示唆された。 

(2) メンタルヘルス不調者の事例性と病

態及び休業歴との関連性 

 休職歴を有するメンタルヘルス不調者に

ついて、事務職群、技術職群、営業職の業

務区分と休復職歴から1回休職群、2回休職

群、3回以上休職群の3群で事例性、疾病性

を比較検討した。 

 その結果、男子では3回以上の休職を繰り

返す群は1回群と比較すると、入社からメン

タルヘルス相談の初回開始までの期間、さ

らに1回目の休職までの期間が他群より短

く有意差が認められた。 

 そこで、休職回数による3群について職場

内要因、職場外要因の内容を検討したとこ

ろ、1回目休職時は3群ともに職場内、職場

外要因双方が相まって休職の契機を形成し

ていたが、休職回数が増すにつれて個人要

因の比重が高まる傾向が認められた。 

 また、疾病性の具体的な根拠となる服用

薬剤を19区分の処方内容で分析した結果、

診断書病名では気分障害が圧倒的に多いも

のの、抗うつ剤以外の多種多様な薬剤が実

際は使われており、病態は複雑化している

ことが示唆された。 

 したがって、入社後の初期スクリーニン

グ、社会適応性の強化学習などが早期対応

として有効であり、2回目の休業時には事例

性、疾病性の両面から職場適応性評価を十

分に行い、予後の改善への対応が重要であ

ると考えられた。 

（3） 事例性、疾病性からみたメンタルヘ

ルス不調者の職場適応度評価検査の検討 

 既存の 2種の心理検査、すなわち、知能

検 査 の 1 種 で あ る Wechsler Adult 

Intelligence Scale－Third Edition（以下

「WAIS」）と厚生労働省編一般職業適性検査
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(General Aptitude Test Battery)（以下、

「GATB」)、の有用性を検討した。 

 解析には、a.事例性として、①対人関係、

②職場内行動、③業務効率、④勤怠、⑤非

該当の 5区分、b.疾病性として、⑥発達障

害、⑦気分障害圏、⑧精神病圏、⑨その他

の 4区分。さらに、c.職場適応性として、

⑩休業回数を加え、3軸計 10項目を外的基

準とした。 

 得られた結論は、①休職回数の多少、②

発達障害傾向の有無、はいずれも両検査の

相関の強弱に関連する。③気分障害圏と発

達障害の併存の有無は両検査の一部に反映

される。④WAISの一部の評価値に発達障害

群の事例性が反映される、などから、⑤事

例性、疾病性、適応性、に応じて両検査の

約半数の評価値が変動する可能性がある、

ことが示唆された。 

 そこで、これらを踏まえて両検査のおよ

そ半数の評価項目を組み合わせた新たな職

場適応判定指標を試作した。職場の産業保

健スタッフにより、正味 1時間以内に自記

式検査として実施、各指標を数値化し、結

果の解釈、フィードバック利用を容易にす

る、などの特徴を備えることをめざした。

今後さらに実用化へ向けて取り組んでいき

たいと考えている。 

「職場におけるメンタルヘルス不調者の

対応ヒント集」への活用としては、以下が

あげられる。 

(1) ストレスチェックの高ストレス者の

カテゴリーには事例性、疾病性が複雑に関

わっている 

すでに治療中の不調者について、疾病性

として気分障害、不安障害、統合失調症、

発達障害の４区分、事例性は業務効率、勤

怠、対人関係、職場内行動の4区分、さらに

性・年齢層・職位・企業規模・所属組織の

基本属性を指標として相互の関連性を分析

した。その結果、疾病性では不安障害、事

例性では対人関係が高ストレス者の割合が

最多、ストレス反応得点は低く、女性、管

理職、中小企業、公務員で、全体平均より

も高ストレス者の割合が高く、ストレス反

応得点が低いなどが明らかとなった。これ

らから、ストレスチェックの高ストレス者

というカテゴリーには、病態の重症度、事

例性の困難性が単純に反映されているとい

うよりは、事例性と疾病性の要因が複雑に

入り混じっているというべきであり、慎重

な解釈が必要であることが示唆された。 

(2) メンタルヘルス不調者の頻回休職群

の特徴を踏まえた早期対応の重要性 

 3回以上休職群の事例性、疾病性を比較検

討した結果、男子では3回以上の休職を繰り

返す群は1回群と比較すると、入社からメン

タルヘルス相談の初回開始までの期間、さ

らに1回目の休職までの期間が他群より短
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く有意差が認められた。そして、1回目休職

時は職場内、職場外要因双方が相まって休

職の契機を形成していたが、休職回数が増

すにつれて個人要因の比重が高まる傾向が

認められた。 

 したがって、入社後の初期スクリーニン

グ、社会適応性の強化学習などが早期対応

として有効であり、2回目の休業時には事例

性、疾病性の両面から職場適応性評価を十

分に行い、予後の改善への対応が重要であ

ると考えられた。 

(3) メンタルヘルス不調者の疾病性を理

解する上で服用薬剤の情報が重要である。 

 疾病性の具体的な根拠となる服用薬剤を

19区分の処方内容で分析した結果、診断書

病名では気分障害が圧倒的に多いものの、

抗うつ剤以外の多種多様な薬剤が使われて

おり、病態は複雑化していることが示唆さ

れた。したがって、診断名から疾病性を理

解可能な部分は限られており、病態を的確

に把握するうえで服用薬剤とその期待され

る薬理作用を理解することが有用である。 

(4) メンタルヘルス不調者の疾病性、事例

性を検討するうえで、既存の2種の心理検査

は有用である。 

 知能検査の 1種である Wechsler Adult 

Intelligence Scale－Third Edition（以下

「WAIS」）と厚生労働省編一般性検査

(General Aptitude Test Battery)（以下、

「GATB」)は、①休職回数の多少、②発達障

害傾向の有無、はいずれも両検査の相関の

強弱に関連する。③気分障害圏と発達障害

の併存の有無は両検査の一部に反映される。

④WAISの一部の評価値に発達障害群の事例

性が反映される、などから、⑤事例性、疾

病性、適応性、に応じて両検査の約半数の

評価値が変動する可能性がある、ことが示

唆された。なお、これらを踏まえ、両検査

のおよそ半数の評価項目を組み合わせた新

たな職場適応判定指標を試作した。 

 

（平成 27年度） 

Ａ．研究目的 

メンタルヘルス不調に陥った労働者は職場

の諸要因に絡んだ事例性をかかえ、同時に

身心の不調はやがて症状化、病態化の過程

を経て治療を要する疾病化の段階に至る。 

したがって、もしもこの過程に適切なメン

タルヘルス対策が介在すれば、早期発見、

早期治療へ向けて効果的な作用を発揮する

ことが期待できる。 

しかし、メンタルヘルス不調を自覚できな

い場合や自覚できても他からの介入、働き

かけを受け入れない場合もあり、また、そ

もそも不調の実体がわかりにくく、人間関

係をはじめとして業務負荷の要因を抽出す

ることすら時によっては困難な場合が多い。

事例性の輪郭を踏まえた現場における支援
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のあり方は決して容易ではなく、場合に即

した経験的スキルに頼らざるを得ず、この

ことが支援策の確保の困難性の一因となっ

ている。 

そこで、本研究ではこれらの過程にみられ

た事例性ならびに個別性と病状ならびに疾

病性の成因、形成過程、事例性と疾病性の

相互関連作用などを解明することにより、

疾病化過程の抑止、もしくは阻止にむけた

方策の手がかりを得ることを目的とする。 

これらの目的に対して、本年度は(1) 事例

性・疾病性からみたストレスチェック成績

の分析、(2)メンタルヘルス不調者の事例性

と病態及び休業歴との関連性、の 2テーマ

について取り組んだ。 

 

課題Ｉ 事例性・疾病性からみたストレス

チェック成績の分析 

Ｂ1．研究方法 

対象は、メンタルヘルス不調により精神科

クリニック外来受診中の有職者 158名、こ

の内訳は表 1に示す。 

分析項目は、対象者の基本属性として、性、

年齢層、職種（会社員、公務員）、職位（一

般職、管理職）、企業規模（大企業、中小企

業）。事例性として、主治医が回答し、対人

問題、職場内行動、業務効率、勤怠、その

他に区分。疾病性としての主病名は主治医

が回答し、統合失調症、気分障害、不安障

害、発達障害に区分。これらの内訳は表 2

に示す。 

また、ストレスチェックは厚労省研究班に

よる職業性ストレス簡易調査票 57 項目を

用い、高ストレス者得点、高ストレス者割

合、ストレス反応得点を算出し、事例性と

疾病性の 2軸から基本属性、ストレスチェ

ックの各スコア、割合を比較検討した。 

各事例は本研究に関わる一切の治療的介入

をせず、本研究に協力する医師から既に連

結不可能匿名化され予め用意されたフォー

マットに従い、本研究開始時点に提供され

た情報のみを用いた。 

（倫理面への配慮）本研究は、平成 27 年

11 月医療法人社団桜メデイスン利益相反

委員会および倫理委員会の承認を得た。な

お、疫学研究に関する倫理指針（文科省・

厚労省）の適用範囲③に該当し、本指針の

対象とはならない。 

Ｃ1．研究結果 

 対象者を事例性と疾病性により区分し以

下の項目について分析した。 

１．人数分布 

 内訳を表 3に示す。疾病性では気分障害

が 69.6%、事例性では業務効率が 32.3％と

最多を占めた。 

２．高ストレス者割合 

 内訳を表 4に示す。疾病性では 14.5%(気

分障害)から 50.0%(発達障害)、事例性では
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職場内行動(0%)から対人関係(23.5%)、全体

では 20.3%とバラツキが認められた。 

 なお、先行研究により得られた 2事業所

のストレスチェックデータから、高ストレ

ス者の割合を表 5に参考データとして示す。

これによれば、高ストレス者の割合は同じ

素点換算で 13％台であった。 

３．ストレス反応得点 

内訳を表 6、図 1、図 2に示す。中央値を比

較すると、全体で 17に対し、疾病性では不

安障害は 13、事例性では対人関係で 14.5

であり高ストレス度を示した。疾病性の観

点からスコアを比較すると統合失調症の場

合、他の疾病群に比し事例性のカテゴリー

による差異が大きい傾向が認められた。ま

た、これに対し事例性の観点から見ると、

いずれの事例性においても疾病による差異

が大きい傾向が認められた。 

４．性・年齢層・職位・企業規模・所属組

織 

 対象者の基本属性である性・年齢層・職

位・企業規模・所属組織の区分とその頻度

分布を表 7に示す。 

 基本属性の組み合わせは aから nまで 14

区分となるが、サンプル数によるバラツキ

を考慮して、その中の 7区分について、疾

病性ｘ事例性、高ストレス者割合、ストレ

ス反応得点を比較した。 

4.1 性別 

 内訳は表 8に示す。事例性は、女性では

その他、該当なしが 36.1％、男性では業務

効率が 37.7%、と最多。疾病性は男女とも

に気分障害が 63.9％、71.3%と最多であっ

た。 

4.2 年齢層 

 内訳は表 9に示す。事例性は、業務効率

が 40 歳未満では 29.0%、40 歳以上では

34.4％と最多。疾病性は、気分障害が 40

歳未満では 75.8%、40 歳以上では 65.6%と

最多。年齢層による大きな差異は認められ

ない。 

4.3 職位 

 内訳は表 10に示す。事例性は、業務効率

が一般職では 30.0%、管理職では 50.0％と

最多。一般職で勤怠が 27.1%だが管理職で

は 11.1％と低い。疾病性は、気分障害が一

般職では 67.1%、管理職では 88.9%と最多。

統合失調症は一般職に 8.6%だが管理職に

は０%。 

4.4 企業規模 

 内訳は表 11に示す。事例性は中小企業で

はその他、該当なしが 27.5%、大企業では

業務効率が 38.5%と最多。疾病性は、気分

障害が中小企業では 63.8%、大企業では

75.6%と最多。統合失調症は抽象企業に

8.8%、大企業も 6.4%と類似の比率。 

4.5 所属組織 

 内訳は表 12に示す。事例性は、会社員で
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は業務効率が 33.3％、公務員では勤怠が

45.5%、と最多。疾病性は両群ともに気分障

害が 71.4％、45.5%と最多。発達障害が公

務員では 27.3%に対し会社員では 4.9％と

差異が認められた。 

4.6 高ストレス者割合 

 内訳を図 3に示す。女性、年齢層では 40

歳未満、職位では管理職、所属組織では公

務員がそれぞれ多い傾向だが、企業規模で

は差異が小さい。 

4.7 ストレス反応得点 

 内訳は図 4に示す。中央値は女性、年齢

層では 40歳未満、職位では管理職、企業規

模では中小企業 

がそれぞれ低くストレス度が高い傾向だが、

所属組織では差異が小さい。 

4.8 属性区分別（会社員・中小企業・一般

職ｘ性・年齢層） 

 事例性と疾病性の内訳は表 13、高ストレ

ス者割合は表 14、ストレス反応得点は表 15

に各々示す。中小企業・一般職・男性は 40

歳未満、40歳以上の区分比較では、いずれ

も事例性は業務効率、勤怠、対人関係の順、

しかし、中小企業・一般職・女性ではその

他、該当なし、勤怠、対人関係の順であり、

3 群の中で高ストレス者割合は 31.8%と最

多、かつ、ストレス反応得点中央値は 14

点で最低。なお、疾病性はいずれの群も気

分障害が最多。 

4.9 属性区分別（会社員・大企業・一般職

ｘ性・年齢層） 

 事例性と疾病性の内訳は表 16、高ストレ

ス者割合は表 17、ストレス反応得点は表 18

に各々示す。大企業・一般職・男性は 40

歳未満、40 歳以上、女性の区分比較では、

いずれも事例性は業務効率、勤怠、対人関

係が目立つ、女性は 3群の中で高ストレス

者割合は 27.3%と最多、かつ、ストレス反

応得点中央値は 14点で最低。なお、疾病性

はいずれの群も気分障害が最多。 

4.10 属性区分別（公務員・一般職） 

 事例性と疾病性の内訳、高ストレス者割

合は表 19、ストレス反応得点は表 20に各々

示す。公務員・一般職の事例性は勤怠、業

務効率が目立つ。高ストレス者割合は

40.0%と多い。かつ、ストレス反応得点中央

値は発達障害、勤怠の組み合わせが 11点で

最低。なお、疾病性は気分障害、発達障害、

不安障害とバラツキが認められた。 

 

Ｄ１ 考察 

疾病性として気分障害、不安障害、統合失

調症、発達障害を区分、これにストレスチ

ェックの高ストレス者割合、ストレス反応

得点を加え、他方、事例性は業務効率、勤

怠、対人関係、職場内行動など、さらに性・

年齢層・職位・企業規模・所属組織の基本

属性を指標として相互の関連性を分析した。

− 170 − − 171 −



 

その結果、疾病性では不安障害、事例性で

は対人関係が高ストレス者の割合が最多、

ストレス反応得点は低く、女性、管理職、

中小企業、公務員で、全体平均よりも高ス

トレス者の割合が高く、ストレス反応得点

が低いなどが明らかとなった。 

これらは事例性と疾病性の成因を追求する

上で有用な情報であり、高ストレス者とい

うカテゴリーを介して双方の関連性へのア

プローチの可能性を示唆する。今後さらに

事例数を増やすことにより、疾病性のカテ

ゴリー化の手がかりが得られるかもしれな

い。 

 

課題Ⅱ．メンタルヘルス不調者の事例性と

病態及び休業歴との関連性 

Ｂ２．研究方法 

調査対象は、メンタルヘルス不調の病歴が

あり薬物療法経験者、かつ精神系の休業診

断書病名を有する複数事業所の休業歴があ

る従業員とした。 調査項目は、① 休業

者本人の基本属性（性、年齢、職種、雇用

形態、入社から初回休業日までの期間、休

業回数、その他）、② 事例性について、会

社側への初回相談時の状況、初回相談者（本

人、職場、人事、それぞれの組み合わせ等）、

就業上の配慮事項の有無、休業前のエピソ

ードと休業の経緯となる要因の抽出（労災

基準に準じる）、休業歴の概要（休者の累積

休業日数、休業歴データの概要、初回及び

2 回目の休業理由、③ 疾病性に関して、

職種ごとの診断書病名、平均服用薬剤数、

服用薬剤名とした。  

対象事例は本研究に関わる一切の治療的介

入をせず、本研究に協力する医師から既に

連結不可能匿名化され予め用意されたフォ

ーマットに従い、本研究開始時点に提供さ

れた情報のみを用いた。 

（倫理面への配慮）本研究は、平成 27 年

11 月医療法人社団桜メデイスン利益相反

委員会および倫理委員会の承認を得た。な

お、疫学研究に関する倫理指針（文科省・

厚労省）の適用範囲③に該当し、本指針の

対象とはならない。 

 

Ｃ２ 研究結果 

１．休業者の基本属性 

 対象者のうち基本属性、事例性、疾病性

をデータとして具備した 184例を 3職種で

比較して表 21に示す。性別では男性が多く、

平均年齢は全体で 40.0歳、入社から初回休

業日までの期間は平均 11.6 年、平均累積休

業日数 682.0日、平均休業回数 2.2回、初

回相談者は本人を含む場合が多いが、人事

は少ない。 

２. 休業者の累積休業日数分布  

 休業者の過去 10 年間にわたる休業歴に

関するデータが得られた 396例の累積休業
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年数を図 5に示す。累積休業日数平均 613.3

日（SD 417.5）、2 つのピーク、すなわち、

1 年半以内に 6 割が集中、他の 4 割の半数

は 3年をピークに減少傾向。 

３．頻回休業者 

 頻回休業者の 1 例を表 22 に示す。30 歳

台の男性、気分障害の診断で加療したが、

休業回数 9回。通算 13 年間のほぼ毎年休業

歴を有する。 

４．休業歴データの概要 

 休業回数の頻度分布を図 6に示す。休業

回数は 1回が半数、2回以内が全体の 77％

を占める。他方で 5回以上は 28.7％と高く、

慢性化、長期化の傾向がうかがわれた。 

5．事例性：初回および 2回目の休業「理由 

 労災基準の分類、すなわち業務内要因 6

種類、業務外要因 7種類の計 13区分を用い

て、産業医が休業の誘因を抽出、分類し、

職種別に比較、初回の休業理由を表 23

（n=184）、2回目を表 24（n＝103）に示す。 

再休業者の割合は、営業職は 62.9％と最多、

技術職、事務職が続き全体として 55.4％と

半数を上回る。 

休業の誘因は、初回、2 回目ともに業務内

要因が業務外要因を大きく上回り、初回は

業務内要因の仕事の量、質が103例と1位。

2回目も仕事の量、質が 22 例と 1位。その

他、対人関係、役割・地位の変化へ続くが

初回に比しバラツキが強まる傾向。 

6. 休業者の診断書病名 

 休業者の診断書病名について, 

精神系、身体系の一部は表 25－1、表 25-2

に示す（但し重複分は省いた）。 

 精神系は、うつ、うつ状態、うつ状態（自

律神経失調症）、関係念慮状態、うつ病、不

眠症、うつ病・パニック障害、うつ病エピ

ソード、うつ病性障害、感情障害、気分変

調症、強迫性障害、強迫精神症、幻覚障害、

自律神経失調症のちうつ病、自律神経失調

症・抑うつ状態、心因反応・睡眠障害、心

気抑うつ状態、心身症など多種多彩な 

病名が認められた。 

 身体系は、Ｃ型慢性肝炎、Ｓ状結腸癌、

悪性リンパ種、アトピー性皮膚炎、胃癌、

胃腸炎など。 

７．服用薬剤 

 服用薬剤を精神系8区分、身体系1区分、

計９区分で服用薬剤を分類し部門ごとに表

26（n=184）に示す。 

 精神系では抗うつ剤、抗不安剤、睡眠導

入剤が 50％以上に用いられ、抗精神病薬・

気分調整剤などの順に続く。 

 

Ｄ２．考察 

 長期間に休業をくりかえす事例について、

事例性の観点から休業歴の概要、休業事由、

さらに基本属性についても比較的詳細な分

析を行った。そして、疾病性については診
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断名、服用薬剤などを分析した。 

 休業歴のパターンとして、累積休業期間

は半年程度が最多である一方で長期化事例

も 3割近くにのぼり、休業の背景にある多

くの要因が事例性、疾病性とも強く関連す

ることが示唆された。 

 他方、事例性について 14 の要因を想定し

たがかなり限局的な内容にとどまり、多く

は業務内、しかも業務の量と質、対人関係、

役割と責任などが要因として抽出された。 

 また、疾病性としては抗うつ剤、抗不安

剤に加え精神病薬が使用されていたことか

ら、気分障害に限定した検討には注意が必

要と考えられた。 

 

Ｅ．結論 

 本年度はそれぞれ異なった対象について

2つのアプローチにより分析を試みた。 

すなわち、疾病性については主にストレス

チェックの活用と服用薬剤の調査により検

討し、疾病化の病態形成過程と病態の多様

性、多面性を踏まえた研究の基盤づくりを

進めた。 

また、事例性についても、重要な項目を各

事例から丹念に抽出し、基本属性の各要素

との関連性を分析した。 

したがって、今後は事例性のルーツとなる

職場環境、休業歴の精査を進め、事例性と

疾病性の接点を探索しながら関連性を追求

していくことが必要である。 
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表1 対象者の基本属性（1）
N=158 ％ 高ストレス者 ％

全体 158 100 32 20.3

性別 男性 122 77.2 21 17.2

女性 36 22.8 11 30.6

年代 40歳未満 62 39.2 19 30.6

40歳以上 96 60.8 13 13.5

職種 会社員 147 77.2 28 19.0

公務員 11 22.8 4 36.4

職位 一般職 140 88.6 27 19.3

管理職 18 11.4 5 27.8

表2 対象者の基本属性（2）

N=158 ％ うち高ストレス者 ％

企業規模 中小企業 80 50.6 17 21.3

大企業 78 49.4 15 19.2

事例性 対人関係 34 21.5 8 23.5

職場内行動 5 3.2 0 0

業務効率 51 32.3 11 21.6

勤怠 40 25.3 7 17.5

その他、該当なし 28 17.7 6 21.4

主病名 統合失調症 12 7.6 3 25

気分障害 110 69.6 16 14.5

不安障害 26 16.5 8 30.8

発達障害 10 6.3 5 50
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表3 事例性と疾病性との関連：人数分布

全体 統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人） 割合（％）

対人関係 0 23 7 4 34 21.5

職場内行動 2 2 1 0 5 3.2

業務効率 6 37 6 2 51 32.3

勤怠 1 32 3 4 40 25.3

その他、該当なし 3 16 9 0 28 17.7

計（人） 12 110 26 10 158 100

割合（％） 7.6 69.6 16.5 6.3 100

表4 事例性と疾病性との関連：高ストレス者割合

全体
(158)

統合失調症
(12)

気分障害
(110)

不安障害
(26)

発達障害
(10)

計（人）
高ストレス
者割合
（％）

対人関係(34) 4 2 2 8 23.5

職場内行動(5) 0 0

業務効率(51) 1 7 3 11 21.6

勤怠(40) 1 2 1 3 7 17.5

その他、該当
なし(28)

1 3 2 6 21.4

計（人） 3 16 8 5 32

高ストレス者割
合（％）

25.0 14.5 30.8 50.0 20.3
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対象者所属 受検年度 I 素点換算 Ⅱ 赤○

A社

2015 15.2 5.3 

2014 13.2 4.6 

2013 14.1 5.0 

2012 13.4 4.9 

2011 15.0 4.3 

2010 13.5 5.0 

B社
2014 13.7 3.7 
2013 15.0 4.2 

→高ストレス者のうち

不調者対策対象者は

9.2%

表5 抽出方法による高ストレス者割合（％）の比較（参考データ）

表6 事例性と疾病性との関連：ストレス反応得点

※値が小さい程ストレス度が高い

全体
(158)

統合失調症
(12)

気分障害
(110)

不安障害(26) 発達障害(10) 中央値

対人関係(34) 17 14 12 14.5

職場内行動(5) 26 20.5 13 24

業務効率(51) 18.5 18 12 27.5 17.3

勤怠(40) 11 18 14 18 17.8

その他、該当なし
(28)

13 16 14.5 16

中央値 16.5 18 13 15 17
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表７ 対象者の属性：性・年齢層・職位・企業規模・所属組織の比較

女

男

計（人）
40歳未満 40歳以上

会社員 中小企業
一般 22 24 30 76

管理 0 2 1 3

会社員 大企業
一般 11 14 29 54

管理 0 0 14 14

公務員
一般 3 2 5 10

管理 0 0 1 1

女
男

40歳未満 40歳以上

会社員 中小企業
一般 a b c
管理 d e f

会社員 大企業
一般 g h i
管理 j k l

公務員
一般 m

管理 n

表8 事例性と疾病性との関連： 性別の比較

女性 統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人） 割合（％）

対人関係 0 5 4 0 9 25.0

職場内行動 0 0 0 0 0 0

業務効率 0 3 2 0 5 13.9

勤怠 1 7 1 0 9 25.0

その他、該当なし 2 8 3 0 13 36.1

計（人）x 3 23 10 0 w  36 100

割合（％）x/w 8.3 63.9 27.8 0.0 100

男性 統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人） 割合（％）

対人関係 0 18 3 4 25 20.5

職場内行動 2 2 1 0 5 4.1

業務効率 6 34 4 2 46 37.7

勤怠 0 25 2 4 31 25.4

その他、該当なし 1 8 6 0 15 12.3

計（人） 9 87 16 10 122 100

割合（％） 7.4 71.3 13.1 8.2 100
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表9 事例性と疾病性との関連： 年齢層の比較

40歳未満 統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人） 割合（％）

対人関係 0 10 3 3 16 25.8

職場内行動 2 0 1 0 3 4.8

業務効率 0 16 1 1 18 29.0

勤怠 1 12 1 0 14 22.6

その他、該当なし 1 9 1 0 11 17.7

計（人） 4 47 7 4 62 100

割合（％） 6.5 75.8 11.3 6.5 100

40歳以上 統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人） 割合（％）

対人関係 0 13 4 1 18 18.8

職場内行動 0 2 0 0 2 2.1

業務効率 6 21 5 1 33 34.4

勤怠 0 20 2 4 26 27.1

その他、該当なし 2 7 8 0 17 17.7

計（人） 8 63 19 6 96 100

割合（％） 8.3 65.6 19.8 6.3 100

表10 事例性と疾病性との関連： 職位の比較

一般職 統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人） 割合（％）

対人関係 0 18 7 4 29 20.7

職場内行動 2 2 1 0 5 3.6

業務効率 6 29 5 2 42 30.0

勤怠 1 30 3 4 38 27.1

その他、該当なし 3 15 8 0 26 18.6

計（人） 12 94 24 10 140 100

割合（％） 8.6 67.1 17.1 7.1 100

管理職 統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人） 割合（％）

対人関係 0 5 0 0 5 27.8

職場内行動 0 0 0 0 0 0

業務効率 0 8 1 0 9 50.0

勤怠 0 2 0 0 2 11.1

その他、該当なし 0 1 1 0 2 11.1

計（人） 0 16 2 0 18 100

割合（％） 0 88.9 11.1 0 100

− 180 − − 181 −



表11 事例性と疾病性との関連： 企業規模の比較

中小企業 統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人） 割合（％）

対人関係 0 11 3 3 17 21.3

職場内行動 1 2 1 0 4 5.0

業務効率 4 13 3 1 21 26.3

勤怠 0 13 2 1 16 20.0

その他、該当なし 2 12 8 0 22 27.5

計（人） 7 51 17 5 80 100

割合（％） 8.8 63.8 21.3 6.3 100

大企業 統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人） 割合（％）

対人関係 0 12 4 1 17 21.8

職場内行動 1 0 0 0 1 1.3

業務効率 2 24 3 1 30 38.5

勤怠 1 19 1 3 24 30.8

その他、該当なし 1 4 1 0 6 7.7

計（人） 5 59 9 5 78 100

割合（％） 6.4 75.6 11.5 6.4 100

表12 事例性と疾病性との関連： 所属組織の比較

会社員 統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人） 割合（％）

対人関係 0 22 5 4 31 21.1

職場内行動 2 2 1 0 5 3.4

業務効率 6 36 6 1 49 33.3

勤怠 1 29 3 2 35 23.8

その他、該当なし 2 16 9 0 27 18.4

計（人） 11 105 24 7 147 100

割合（％） 7.5 71.4 16.3 4.8 100

公務員 統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人） 割合（％）

対人関係 0 1 2 0 3 27.3

職場内行動 0 0 0 0 0 0.0

業務効率 0 1 0 1 2 18.2

勤怠 0 3 0 2 5 45.5

その他、該当なし 1 0 0 0 1 9.1

計（人） 1 5 2 3 11 100

割合（％） 9.1 45.5 18.2 27.3 100
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表13 事例性と疾病性との関連：属性区分別a,b,c

a（中小企業 一般職 女性）

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 0 2 2 0 4

職場内行動 0 0 0 0 0

業務効率 0 1 1 0 2

勤怠 0 3 1 0 4

その他、該当なし 2 7 3 0 12

計（人） 2 13 7 0 22

b（中小企業 一般職 男性 40歳未満）

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 0 5 0 3 8

職場内行動 1 0 1 0 2

業務効率 0 6 0 0 6

勤怠 0 3 1 0 4

その他、該当なし 0 3 1 0 4

計（人） 1 17 3 3 24

c（中小企業 一般職 男性 40歳以上）

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 0 3 1 0 4

職場内行動 0 2 0 0 2

業務効率 4 5 2 1 12

勤怠 0 6 0 0 6

その他、該当なし 0 2 4 0 6

計（人） 4 18 7 1 30

表14 事例性と疾病性との関連：高ストレス者割合（属性区分別a,b,c）
a 会社員（中小企業 一般職 女性）n=22

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 1 1

職場内行動 0

業務効率 0

勤怠 1 1 2 高ストレス者割合

その他、該当なし 1 3 4 （％）

計（人） 1 4 2 0 7 31.8

b 会社員（中小企業 一般職 男性 40歳未満）n=24

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 1 1 2

職場内行動 0

業務効率 2 2

勤怠 1 1 高ストレス者割合

その他、該当なし 0 （％）

計（人） 0 4 0 1 5 20.8

c 会社員（中小企業 一般職 男性 40歳以上）n=30

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 0

職場内行動 0

業務効率 1 1

勤怠 0 高ストレス者割合

その他、該当なし 1 1 （％）

計（人） 1 0 1 0 2 6.7
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表15 事例性と疾病性との関連：ストレス反応得点（属性区分別a,b,c）

a 会社員（中小企業 一般職 女性）n=22

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害

対人関係 18 9.5

職場内行動

業務効率 20

勤怠 15 11 中央値

その他、該当なし 13 15 21 14

b 会社員（中小企業 一般職 男性 40歳未満）n=24

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害

対人関係 14 14

職場内行動 24 22

業務効率 19.5

勤怠 14 19 中央値

その他、該当なし 16 13 17

c 会社員（中小企業 一般職 男性 40歳以上）n=30

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害

対人関係 18 14

職場内行動 20.5

業務効率 16.5 17 13 29

勤怠 16 中央値

その他、該当なし 18.5 16 16

表16 事例性と疾病性との関連（属性区分別g,h,i ）

g（大企業 一般職 女性）

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 0 3 0 0 3

職場内行動 0 0 0 0 0

業務効率 0 2 1 0 3

勤怠 1 3 0 0 4

その他、該当なし 0 1 0 0 1

計（人） 1 9 1 0 11

h（大企業 一般職 男性 40歳未満）

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 0 1 0 0 1

職場内行動 1 0 0 0 1

業務効率 0 6 0 0 6

勤怠 0 6 0 0 6

その他、該当なし 0 0 0 0 0

計（人） 1 13 0 0 14

i（大企業 一般職 男性 40歳以上）

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 0 4 2 1 7

職場内行動 0 0 0 0 0

業務効率 2 8 1 0 11

勤怠 0 6 1 2 9

その他、該当なし 0 2 0 0 2

計（人） 2 20 4 3 29
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表17 事例性と疾病性との関連：高ストレス者割合（属性区分別g,h,i）
g 会社員（大企業 一般職 女性）n=11

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 0

職場内行動 0

業務効率 1 1 2

勤怠 1 1 高ストレス者割合

その他、該当なし 0 （％）

計（人） 1 1 1 0 3 27.3

h 会社員（大企業 一般職 男性 40歳未満）n=14

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 1 1

職場内行動 0

業務効率 2 2

勤怠 0 高ストレス者割合

その他、該当なし 0 （％）

計（人） 0 3 0 0 3 21.4

i 会社員（大企業 一般職 男性 40歳以上）n=29

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 1 1

職場内行動 0

業務効率 1 1

勤怠 1 1 高ストレス者割合

その他、該当なし 0 （％）

計（人） 0 0 1 2 3 10.3

表18 事例性と疾病性との関連：ストレス反応得点（属性区分別g,h,i）

g 会社員（大企業 一般職 女性）n=11

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害

対人関係 15

職場内行動

業務効率 13.5 12

勤怠 11 22 中央値

その他、該当なし 14 14

h 会社員（大企業 一般職 男性 40歳未満）n=14

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害

対人関係 9

職場内行動 29

業務効率 17

勤怠 20.5 中央値

その他、該当なし 19

i 会社員（大企業 一般職 男性 40歳以上）n=29

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害

対人関係 23 16 8

職場内行動

業務効率 20 21 12

勤怠 21.5 18 19 中央値

その他、該当なし 18 19
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表19 事例性と疾病性との関連：高ストレス者割合(属性区分別m)

m 公務員（一般職 男性・女性）

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 0 0 2 0 2

職場内行動 0 0 0 0 0

業務効率 0 1 0 1 2

勤怠 0 3 0 2 5

その他、該当なし 1 0 0 0 1

計（人） 1 4 2 3 10

m 公務員（一般職 男性・女性）n=10

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害 計（人）

対人関係 1 1

職場内行動 0

業務効率 1 1

勤怠 2 2 高ストレス者割合

その他、該当なし 0 （％）

計（人） 0 1 1 2 4 40.0

表20 事例性と疾病性との関連：ストレス反応得点（属性区分別m）

m 公務員（一般職 男性・女性）n=10

統合失調症 気分障害 不安障害 発達障害

対人関係 12

職場内行動

業務効率 12 26

勤怠 21 11 中央値

その他、該当なし 13 15
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（平成 28年度） 

Ａ．研究目的 

メンタルヘルス不調に陥った労働者は多く

の場合、目前の職場要因に絡んだ事例性を

かかえ、同時に身心の不調は症状化、病態

化の過程を経て治療を要する疾病化の段階

に至る。 

したがって、この過程にメンタルヘルス対

策が実行されれば、早期回復、ひいては慢

性化、重症化阻止の達成が期待できる。 

しかし、メンタルヘルス不調を自覚できな

い場合や自覚できても他からの介入、働き

かけを受け入れない場合もあり、また、そ

もそも不調の実体がわかりにくく、人間関

係をはじめとして業務を渋滞に追い込む要

因を抽出することすら時によっては困難な

場合が多い。具体的な事例性の輪郭を描き

出し、効果的な支援のあり方は決して容易

ではなく、時により経験値に頼らざるを得

ず、このことが支援策の確保の困難性の一

因となっている。 

そこで、本研究ではいわゆる事例性を糸口

として展開する疾病性を想定し、その成因、

形成過程、他の身の回りとの相互関連作用

などを解明することにより、疾病化過程の

抑止、もしくは阻止にむけた方策の手がか

りを得ることを目的とする。 

これらの目的に対して、本年度は昨年度に

引き続きメンタルヘルス不調者の事例調査

データを用いて、各要因の構造の解明に取

り組んだ。 

Ｂ．研究方法 

調査対象は、メンタルヘルス不調の病歴が

あり薬物療法経験者、かつ精神系の休業診

断書病名を有する複数事業所の休業歴があ

る従業員とした。調査項目の概要は表 1に

示す。すなわち、①本人の基本属性（性、

年齢、職種、雇用形態、家族同居の有無な

ど）、②休復職歴（休職に関する期間、経緯、

就業上の配慮、休職に至る契機と思われる

周辺状況ならびに本人の認識、③医療ケア

の内容(診断書の診断名、服用薬剤、治療の

概要、本人の治療への意欲など)、④休職要

因として、職場内、職場外要因、それらの

具体的な内容をまとめ、労災基準でとりあ

げられている 14項目に分類した。 

これらの各事例は本研究に関わる一切の治

療的介入をせず、本研究に協力する医師か

ら既に連結不可能匿名化され予め用意され

たフォーマットに従い、本研究開始時点に

提供された情報のみを用いた。 

（倫理面への配慮）本研究は、昨年度同様

に平成 28年 11月医療法人社団桜メデイス

ン利益相反委員会および倫理委員会の承認

を得た。なお、疫学研究に関する倫理指針

（文科省・厚労省）の適用範囲③に該当し、

本指針の対象とはならない。 
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Ｃ. 研究結果 

１．対象者の基本属性 

 対象者の事例性、疾病性をデータとして

具備した 185 例を管理業務、技術業務、営

業業務の 3職種で比較して表 2に示す。 

 性別では男子が 149 名を占め女子よりも

多く、平均年齢は 38.8 歳から 43.9歳、SD

は 4.3から 10.8 まで分布、各群の比較にお

ける年齢要因の交絡に配慮して男女合計で

6群を構成した。 

 なお、表 3のとおり全般的に同居家族あ

りがなしよりも約 2倍多い傾向を認めたが

各群の比較において有意差は認めない。 

２. 休業者の休職歴の内訳  

対象者の休業歴に関するデータから得られ

た内訳を表 4に示す。休職回数は 1回から

9回まで分布するが、2回目までが全体の約

7割を占めていた。 

そして、休職 1 回群は全体で 46.5%、男子

の技術者群の 56.0％が最多であるのに比

し、女子の技術者群は 25.0%にとどまり同

一職種間で性差が認められた。 

 また、図に示すように、休職 2 回群は 1

回群に比し約半分の 23.2％に落ちるが、2

回目までの累積休職者割合は 3回目以降に

急激に低下する。 

 そこで、休職回数に応じて対象者を 1回

休職群(A群)、2回休職群（B群）、3回以降

休職群(C 群)の 3 群に区分して、その特徴

を比較検討した。 

３．休職回数と休職関連期間との関連 

 入社時から休業に至る段階で実施された

初回の健康相談までの期間、さらに初回の

休職開始時までの期間、その後、2 回目か

ら 9回目までの各休職前後の間隔などのデ

ータを表 5に示す。 

 C 群は初回相談実施時までの期間が 0.9

年、初回休職までの期間も 1.1年と短く、

他の A 群、B 群との間でも有意差が認めら

れ(p<0.05)、これらの 3群は当初から事象

の成立過程に差異を有する可能性が示唆さ

れる。 

 なお、C 群は 3 回目以降も休職をくりか

えすが、休職と休職の間隔は長短一定しな

い。 

４．休業率 

 全ての休職期間を累積し、在職期間で除

した休業率を算出し、3業種間で比較し表 6

に示す。 

 技術者群は 34.2％と最多、営業は 7.0％

で見かけ上の差異は大きいが、最大値は

62.6％。最小値は 0.8％とバラツキが大き

く有意な差には至らない。 

 また、先ほどと同様に入社時から休業に

至る段階で実施された初回の健康相談まで

の期間を表 7に、さらに初回の休職開始時

までの期間を業種間で比較して表 8に示す。 

 技術職は男女ともに他業種と比し初回の
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相談開始時点までの時間が 7.0から 7.8年

と短いが、初回の休職期間までの期間は、

男子は営業職と女子は管理業務職との間に

有意差が認められた（t-test, p<0.05） 

5．事例性と職場関連要因 

 休職回数で区分した 3群について、各休

職時毎に事例性要因を 7種の職場内要因と

6 種の職場外要因に分類、どちらか、ある

いは双方の要因を抽出検討し、表 9及び表

10に示す。 

 1 回目の休職時は各群ともに職場内外の

要因をかかえた複合型が 33.9～48.8%と最

多。次いで職場内要因、職場外要因と続く。

見方を変えれば職場内要因、職場の中で起

きる事象、すなわち、人間関係、職務の変

更、難易度の変化などが大方を占める傾向

にある。 

 しかし、2 回目以降は職場外要因が徐々

に増加、中身は自分の出来事、すなわち自

身の健康不調に関する個人要因であり、休

職回数の増加は事例性の内容をほとんどが

疾病性と絡んでいるのが明らかとなった。 

6. 休業者の服用薬剤から見た病態 

 前年度に休業者の診断書病名について、

精神系はうつ病性障害が最多、自律神経失

調症・抑うつ状態、心因反応・睡眠障害、

心気抑うつ状態、心身症など、また、身体

系は、Ｃ型慢性肝炎、Ｓ状結腸癌、悪性リ

ンパ種、アトピー性皮膚炎、胃癌、胃腸炎

などを報告した。 

 そこで本年度は服用薬剤を分析、表 12

に示す 19 区分で処方を分類しデータを比

較検討し表 11に示す。 

 表12は大きく抗うつ薬の有無で2大別す

る。全体では抗うつ薬が含まれる 1～10ま

での処方が 82.7％を占めた。また、抗うつ

薬のみは 32.4％であり、大きくは抗うつ薬

のみ、抗うつ薬と他剤、さらに抗うつ薬が

入らない処方の 3区分に分けることができ

る。 

 処方内容は全体として多剤により構成さ

れており、一義的には複雑になっている病

態の現状を反映していると解釈することが

妥当である。 

 

Ｄ．考察 

 本年度の調査、解析により、頻回休職群

は職場要因を契機として比較的入社後早い

タイミングで不適応状態をきたすが、現状

では 2 回目、3 回目とさらに休職をくりか

えし、次第に病状の慢性化、長期化、そし

て、業務不適応の程度を増していく過程が

想定された。 

 このような過程への対応としては、実際

はまず職場適応の達成が渋滞していること

を想定する必要がある。然るにいわゆる新

入社員研修時に何らかの兆候を見逃さず研

修の契機とすることが肝要である。 

− 194 − − 195 −



 

 また、従来から言えば職場環境への適応

力を改善することを目標としたが、今後は

職場がこのような社員にさらに近づき、適

応可能性をあげるための職場づくりの発想

も必要かもしれない。 

 例えば、服用薬剤からみると病態は単純

ではなく、病態自体への積極的なケアの必

要性が浮き彫りになったことからも発想の

転換は必要かもしれない。 

 したがって、頻回休職群への対応として

は、事例性から見たいわゆる不適応状態へ

の早期介入、2 回目の休職時には病態への

ケアを含めてきっちりとしたアセスメント、

疾病性としては抗うつ剤、抗不安剤に加え

精神病薬が使用されていたことからも型に

はまった対応ではなく本人の特徴にあった

対応が必要と考えられた。 

 

Ｅ．結論 

 本年度は事例性について、重要な項目を

各事例から丹念に抽出し、基本属性の各要

素との関連性を分析した。 

今後は事例性のルーツとなる職場環境、特

に業務指示、効率性、合理性への精査を進

め、事例性と疾病性の接点を追求していく

ことが必要である。 
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（平成 29年度） 

A. 研究目的 

 不調者の職場適応に影響する主要な要因

として、職場の業務、対人関係などの環境

要因に絡んだ事例性要因と、身心の不調、

病態を抱えた疾病性要因の２ 

つの要因が指摘されている。 

 したがって、不調者の早期発見、早期治

療、早期の問題解決、再適応などをめざす

上では、この両要因に向けた適切な対策を

解明することが重要である。 

 しかし、メンタルヘルス不調を自覚でき

ない場合や自覚できても他からの介入、働

きかけを受け入れない場合もあり、また、

そもそも不調の実体がわかりにくく、人間

関係をはじめとして業務負荷の要因を抽出

することすら時によっては困難な場合が多

い。事例性の輪郭を踏まえた現場における

支援は決して容易ではなく、場合に即した

経験的スキルに頼らざるを得ず、このこと

が支援策の確保の困難性の一因となってい

る。 

 そこで、本研究では事例性と疾病性の相

互関連作用を踏まえ、不適応過程の早期発

見、早期対応に有用なツールの開発をめざ

した。 

 

B. 研究方法 

１．心理検査を用いた評価指標の比較検討 

 不調者の固有の能力を数値化する検査と

して市販され、臨床および関連領域で繁用

されている既存の 2種の心理検査、すなわ

ち、Wechsler Adult Intelligence Scale

－Third Edition（以下「WAIS」）と厚生労

働 省 編 一 般 職 業 適 性 検 査 (General 

Aptitude Test Battery)（以下、「GATB」)

の有用性を検討した。 

 検査の受検者は精神科治療経験を有する

不調者で、WAIS 実施者 106 例、GATB 実施

者 61例、計 167例を解析の対象とした。な

お、このうち計 56例は両検査をいずれも受

検した。 

 対象事例のプロフィールとして、①性別、

②年齢別、③最終学歴、④現職在籍期間、

⑤業種、⑥職位、⑦職種、⑧累積休業期間、

⑨休業回数、⑩精神科治療歴、⑪病態分類、

⑫両検査の受検内訳を表 1に示す。  

 解析には、外的基準として、a.事例性を、

①対人関係、②職場内行動、③業務効率、

④勤怠、⑤非該当の 5区分、b.疾病性を、

主要な病態から⑥発達障害、⑦気分障害圏、

⑧精神病圏、⑨その他の 4区分。さらに、

c.職場適応度を、⑩休業回数を加え、3軸、

計 10項目を用いた。 

 但し、「発達障害傾向」とは、①社会的コ

ミュニケーションや対人関係の困難、②融

通のきかなさ、ある特定のものへのこだわ

り、③症状が職業上の障害を招いている、
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のうち 2つ以上を満たしていること、とし

た。 

 そして、①両検査をいずれも受検した 56

例について外的基準で分類し、WAISと GATB

の各評価値の（21ｘ７のマトリックスで

147 個の）相関係数を算出し、有意な相関

項目の分布を比較、②外的基準で分類した

対象者群間の WAIS各 21評価値、及び GATB

各 7評価値の有意差検定、の 2種類の検討

を行った。 

 

２．新職場適応度評価検査の試作 

 両検査の比較検討から、事例性、疾病性、

適応性に反応する両検査の評価項目を用い

て新たな職場適応評価指標の試作を行った。 

 試作に際しては、①職場の産業保健スタ

ッフにより、正味 1時間以内に自記式検査

として実施、②適性度の各指標を数値化し、

結果の解釈、フィードバック利用を容易に

する、などの特徴を備えることを考慮した。 

 なお、各事例は本研究に関わる一切の治

療的介入をせず、本研究に協力する医師か

ら既に連結不可能匿名化され予め用意され

たフォーマットに従い、本研究開始時点に

提供された情報のみを用いた。 

（倫理面への配慮）本研究は、平成 29 年

11 月医療法人社団桜メデイスン利益相反

委員会および倫理委員会の承認を得た。な

お、疫学研究に関する倫理指針（文科省・

厚労省）の適用範囲③に該当し、本指針の

対象とはならない。 

 

C. 研究結果 

１. WAIS・GATBの構造と特徴 

 「WAIS」は、知能検査の 1種であり、大

きくは言語性指標（言語理解と作動記憶）、

動作性指標（知覚統合と処理速度）の 2軸

で構成する。下位検査は計 14種の設問があ

り、全 21 個の数値で検査成績を評価する

（参考資料 1）。 

 「GATB」は、知的能力、言語能力、数理

能力、書記的知覚、空間判断力、形態知覚、

運動共応、指先の器用さ、手腕の器用さ、

の計 9種の適性能力を測定後、全 7個の数

値で検査成績を評価する（参考資料 2）。 

2. 検査成績事例の紹介 

 職場不適応の参考事例（事例１、事例 2、

事例 3参照）は、職場適応が再三不安定と

なり、主治医のもとで両検査を施行。 

 評価された成績にはいずれも、得意、不

得意のギャップが大きいこと、不得意部分

は時には基礎的な作業力にまで及んでいる、

などの特徴が認められ、例えば、WAISでは

言語性 IQは高いが動作性 IQは低く、大き

な差異が認められ、GATBでは最高評価の A

から最低評価の Fまで混在して認められる。 

 他方、これらの 3事例には産業医をはじ

めとする産業保健スタッフが関わっていた
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が、疾病性はうつ病で加療中との認識にと

どまり、業務力の特徴とそれに関連する適

応困難という事例性の認識は弱いままであ

った。 

 

3. 職場適応度、事例性、疾病性と WAIS・

GATB検査との相互関連性の分析 

 職場適応度、事例性、疾病性の視点から

抽出された両検査の特徴を要約すると以下

の通り。 

(1) 職場適応度（休業回数）と両検査の相

関性 

 両検査ともに受けた計 56 例において、

21x７のマトリックスで検査項目間の相関

係数が 0.6以上を示した項目は、休業回数

1回群は 25個、2回以上群は 4個。休業回

数は相関の強弱に関連する可能性を示唆す

る（表 2）。 

(2) 疾病性（発達障害）と両検査の相関性 

 両検査をともに受けた男子 45 例におい

て、検査項目間の相関係数が 0.6 以上を示

した項目は、発達障害群（25例）は 15個、

非発達障害群（20例）は 5個。発達障害群

は相関の強弱に関連する可能性を示唆する

（表 3）。 

(3) 疾病性（気分障害と発達障害の併存）

と各検査の評価値 

 対象者を疾病別に区分、さらに発達障害

の併存の有無により両群の各検査評価値を

比較したところ、WAISは男子、気分障害圏

（34例）では言語性 IQ、作動記憶、類似、

行列推理、数唱の 4項目、GATBは男子、気

分障害圏（18例）で形態のみ両群間で有意

差(p<0.05)が認められた。気分障害圏と発

達障害の併存の有無は両検査の一部に反映

する可能性を示唆する（表 4）。 

(4) 疾病性（発達障害）と事例性：WAIS

の場合 

 男子の発達障害群（54例）を事例性 5区

分間で比較した、業務効率と勤怠間で単語、

理解、業務効率と対人関係間で処理速度、

記号探し、などに有意差(p<0.05)が認めら

れた。発達障害群では事例性が WAISの一部

の評価値に反映される可能性を示唆する

（表 5）。 

(5) 事例性・疾病性等に関わる両検査の評

価項目 

 各比較の結果、WAIS では全 21 評価値の

うち、①全検査 IQ、②言語性 IQ、③動作性

IQ、④知覚統合、⑤処理速度、⑥単語、⑦

符号、⑧積木模様、⑨算数、⑩記号探し、

の計 10項目が疾病性、事例性、休業歴との

関連で抽出された。同様に GATBでは、7評

価値のうち、①知的、②数値、③空間の計

3項目が抽出された。 

 

4.  新職場適応度評価検査の構成 

 本検査は、WAIS、GATB両検査から抽出さ
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れた計 13評価項目の特性を生かしつつ、最

終的に 14種類・40問の課題で構成した（表

6）。 

 具体的には、①間違い探しⅠ、②間違い

探しⅡ、③単語説明、④図形の組み合せ、

⑤計算問題Ⅰ、⑥語句穴埋め、⑦計算問題

Ⅱ、⑧天気予報図Ⅰ、⑨計算問題Ⅲ、⑩記

号抹消、⑪計算問題Ⅳ、⑫図形模写、⑬天

気予報図Ⅱ、⑭間違い探しⅢ、の計 14種類

の設問を配置した。 

 回答用紙では回答者に向けて、「あなたの

職場に適応する力を測ります。1 つ 1 つの

課題に制限時間はありませんが、テスト全

体の制限時間は 50分です。限られた時間の

中で、正確に、より多くの正解を導き出す

ことが目標です。時間配分を考えて、でき

るだけ多く回答するように努力してくださ

い。課題ごとに記載されている指示をよく

読んでください。分からないときは検査者

に質問をしてください。検査者の合図に必

ず従ってください。」と指示し、時間配慮や

相談力、指示に対する応答力などの力量も

間接的に評価する。 

 なお、被験者が記入する検査用紙を参考

資料 3、正解記入例を参考資料 4に示した。

自己記入式で回答を求めるが、回答の難易

度は低く抑えつつ、職場で必要な基本的力

量を重視するよう配慮した。 

 

5.  新開発検査の試行成績 

 健常者で高正解者の正解率と所要時間例

を表 7に示す。当初、50分の制限時間を設

定したが、一部の検査項目、すなわち、7、

11、13で大幅な時間超過傾向がうかがえた。

作業は単純であるが、手書きで正確な計算、

転記を期待する項目で想定よりも多くの作

業時間を費やすことが判明した。 

 時間的制約から、本格的な試行には至ら

なかったが、今後、健常者、不調者、特に

気分障害、発達障害を有する不調者に試行

した場合、大きな差異を示す可能性もあり

慎重な検討が必要である。 

 

D．考察 

 職場での不調者対応において、事例性、

疾病性の両視点から職場適応を妨げている

要因、課題を究明し、その内容を理解し、

もって、適応性の改善、回復、安定化を目

指すことが基本的に重要である。 

 本研究では、これらの取り組みを職場に

おいて行う場合を想定し、 この現実的課

題に向けた解決の一助となる評価スケール

の開発をめざした。 

 まず、事例性要因、疾病性要因、休業回

数の計 10要因を外的基準として、市販され

ているパフォーマンスを測定する 2種の心

理検査の計 28 項目から統計学的検討の結

果として 13項目を抽出した。 
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 これは、事例性要因、疾病性要因、休業

回数の 3要因、例えば、気分障害、発達障

害に関わる勤怠、業務効率、休業回数など

が具体的に両心理検査の一部に含まれてい

ることを示唆する。 

 そこで、抽出された 13項目を含んだ職場

適応力評価検査を試作した。この試作設問

の作成には既存の研究成果、すなわち、WAIS

を用いた仕事力評価テストの開発、WAISや

GATB の業務力評価の研究などのノウハウ

を活用した。 

 残念ながら、試作版の妥当性、信頼性を

検証する時間的余裕がなかったが、今後の

研究活動で実用性を備えた検査とすべく、

なお検討を続けていく予定である。 

 

Ｅ．結論 

 本年度は、気分障害、発達障害、事例性

要因などを有する不調者の適応度を反映す

る指標として、職場で利用可能な新たな職

場適応度評価検査を試作する、ことをめざ

した。 

 具体的設問として、①間違い探しⅠ、②

間違い探しⅡ、③単語説明、④図形の組み

合せ、⑤計算問題Ⅰ、⑥語句穴埋め、⑦計

算問題Ⅱ、⑧天気予報図Ⅰ、⑨計算問題Ⅲ、

⑩記号抹消、⑪計算問題Ⅳ、⑫図形模写、

⑬天気予報図Ⅱ、⑭間違い探しⅢ、の計 14

種類の設問を配置した。 

 職場の産業保健スタッフにより、正味 1

時間以内に自記式検査として実施、各指標

を数値化し、結果の解釈、フィードバック

利用を容易にする、などの特徴を備えるこ

とをめざした。 

 今後さらに実用化研究へ向けて取り組ん

でいく予定である。 
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Ｆ．健康危険情報 

  （非該当） 

 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 

なし 

 2.  学会発表(予定) 

なし 

（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む。） 

1. 特許取得  

なし 

2. 実用新案登録 

なし 
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1
　
対
象
者
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ロ
フ
ィ
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①
性
別

②
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時

）
③
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④
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0
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0
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参考資料１

WAIS‐Ⅲ Wechsler Adult Intelligence Scale－Third Edition
対象年齢：16歳～89歳
実施時間：1時間 ～ 1.5時間 →実際には2時間～2.5時間程度かかるので、YSCで実施の際は3時間枠で実施
医科診療報酬点数：450点

１．検査の目的

知能を測定するために作成された検査

[補足資料：WAIS-Ⅲの構成]
14の下位検査で構成され、全検査IQ(FIQ)、言語性IQ(VIQ)、動作性IQ(PIQ)という3つのIQのほか、言語理
解(VC)、知覚統合(PO)、作動記憶(WM)、処理速度(PS)という4つの群指数を測ることができる

IQと群指数から、受検者の全体的な知的水準と、知的機能の特徴がわかる

２．実施方法・内容

14の下位検査を順番通りに実施
動作性IQの検査と言語性IQの検査を交互に行うようになっている

［補足資料：各下位検査の例］

実施後は各下位検査で得られた粗点を、年齢群別の評価点に換算し、IQと群指数を算出する

①絵画完成：重要な部分が一部欠けている絵をみて、欠けている部分をみつける課題

② 単 語 ：言葉の意味（定義）を説明する課題

③ 符 号 ：数字と対になった記号を書き写す課題

④ 類 似 ：２つの言葉の共通点または共通する概念を答える課題

⑤積木模様：赤、白、赤/白の面のある積木を使って見本と同じ模様をつくる課題

⑥ 算 数 ：暗算で計算問題に答える課題

⑦行列推理：空欄になっている部分に当てはまる適切なものを予測する課題

⑧ 数 唱 ：聞いた数字を順唱・逆唱する課題

⑨ 知 識 ：一般的な知識に関する質問に対して口頭で回答する課題

⑩絵画配列：ある場面が描かれた何枚かのカードを物語の筋が通るように並べる課題

⑪ 理 解 ：日常的な問題の解決や社会的なルールの理解に関する質問に答える課題

⑫記号探し ：5つの記号の中から見本と同じ記号があるかを判断する課題

⑬語音整列：数字とかなの組合せを聞き、数字は小さいもの、かなは五十音順に並べ替えて答える課題

⑭ 組 合 せ : 6～9個のピースを組み合わせてなじみのある形に作り上げる課題
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３．測定される能力

①知的水準
[補足資料：IQ／群指数の範囲]

FIQは同年代の平均と比較してどのくらいか・・・

②群指数、VIQ、PIQ

群指数、VIQ、PIQはどうか・・・

★VC ：理解と表現の両方を含む言語能力
低い背景には・・・難しい話の理解が困難

物事の説明が上手くできない

★WM：作業したり考えたりする際に別の事柄を記憶し活用できる能力
・・・少し前に見聞きしたことを思い出せない
複数のことを頼まれるとどれか抜けてしまうことが多い

★PO ：主に視覚的な情報から物事の関係をとらえ、予測したり理解する能力
・・・全体的な作業の流れをつかむことが難しい
道具などの仕組みを理解・操作するのが難しい

★PS ：知覚や意味処理をはじめとする認知的処理のスピード
・・・事務的作業のスピードが遅い
内容ややり方を理解するまでに時間がかかる

☆VIQ：これまでの経験や学習の中で蓄積してきた知能（結晶性知能）
・・・習ったことを活用・応用することが苦手

☆PIQ：新しい状況や未知の問題に対して、柔軟に対応する能力（流動性知能）
・・・初めて取り組むもののやり方をなかなか覚えることができない

従来の方法にこだわり新しいことに抵抗を感じる

③下位検査

☆VIQの各下位検査

② 単 語 ：言葉に関する知識の量

④ 類 似 ：論理的で抽象的な思考能力

⑥ 算 数 ：習得知識の活用・応用能力

⑧ 数 唱 ：即時的暗記・再生能力

⑨ 知 識 ：知識の量、習得知識の活用能力

⑪ 理 解 ：過去の経験の想起と活用、慣習的な行
動の基準についての知識と理解

⑬語音整列：即時的暗記、記憶の保持と処理能力

☆PIQの各下位検査

①絵画完成：視覚的な認知と記憶の探索能力

③ 符 号 ：事務的処理の速さと正確さ

⑤積木模様：試行錯誤的学習能力、全体から部分
への分解

⑦行列推理：視覚的な情報から全体を予測する能力

⑩絵画配列：視覚的な情報から全体の流れを把握し
結末を予測する能力

⑫記号探し：視覚的な情報から必要な情報を見つけ
出す能力

⑭組 合 せ ：断片的なものから全体を予測する能力
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全検査IQ（FIQ）

Full Scale IQ

言語性IQ（VIQ）

Verbal IQ

言語理解(VC)

Verbal 
Comprehension

②

単

語

④

類

似

⑨

知

識

⑪

理

解

作動記憶(WM)

Working
Memory

⑥

算

数

⑧

数

唱

⑬
語
音
整
列

動作性IQ（PIQ）

Performance IQ

⑩
絵
画
配
列

知覚統合(PO)

Perceptual 
Organization

①
絵
画
完
成

⑤
積
木
模
様

⑦
行
列
推
理

処理速度(PS)

Processing 
Speed

③

符

号

⑫
記
号
探
し

⑭

組

合

せ

下
位
検
査

群
指
数

※下位検査の各項目の数字は検査の実施順

WAIS－Ⅲの構成

IQ／群指数の範囲
WAIS-Ⅲ記録用紙より
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① ②

③ ④

「かかれていない
大切なところは
どこですか？」

「冬、とはなんですか？」
「高邁な、とはなんですか？
どのような意味ですか？」

「みかんとバナナでは、どのよう
な共通点がありますか？」
「俳句と彫刻では、どのような
共通点がありますか？」

制限時間120秒で
できるだけ多く

各下位検査の例

⑧⑦

⑥⑤

「６－４－３－９」

「4人と5人を合わせると、
何人になりますか？」

「10と５と15を平均すると、
いくつになりますか？」

順唱

逆唱

？

積木4個

積木9個

1 2 3 4 5
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参照
・WAIS-Ⅲ実施・採点マニュアル

・

藤田和弘,前川久男,大六一志,山中克夫 編（2001） 日本版 WAIS-IIIの解釈事例と臨床研究,日本文化科学社

⑨

⑪

⑬ ⑭

⑫

⑩「奥の細道、の作者は
誰ですか？」
「日本三景を

すべてあげてください」

「山に植林するのは
なぜでしょうか」

「税金を納める義務がある
のはなぜでしょうか」

「たー9ーあー3」
→正解「3－9－あーた」

筋が通るように並べると？
1 2 3

正解

制限時間120秒で
できるだけ多く

→正解 2－1－3
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本⽂へ ホーム サイトマップ 情報公開 お問合せ English

労働に関する総合的な調査研究を実施し、その成果を広く
提供しています。

対象者 中学⽣〜成⼈(45歳程度)

所要時
間

紙筆検査（45〜50分）、器具検査
(12〜15分)

特徴 制限時間内にできるだけ早く正確に
回答する最⼤能⼒検査。個別でも集
団でも実施可。適性のうち、能⼒に
関する特徴を把握可能。

本ツールは、社団法⼈ 雇⽤問題研究会 で提供しています。当機構では販売しておりません。

概要

９つの「適性能（知的能⼒、⾔語能⼒、数理能⼒、書記的知覚、空間判断
⼒、形態知覚、運動共応、指先の器⽤さ、⼿腕の器⽤さ」を測定。

GATBの下位検査の内容

紙筆検査

紙筆検査 名称 内容

検査１ 円打点検査 円の中に点を打つ検査

検査２ 記号記⼊検査 記号を記⼊する検査

検査３ 形態照合検査 形と⼤きさの同じ図形を探し出す検査

検査４ 名詞⽐較検査 ⽂字・数字の違いを⾒つける検査

検査５ 図柄照合検査 同じ図柄を⾒つけだす検査

検査６ 平⾯図判断検査 置き⽅をかえた図形を⾒つけだす検査

検査７ 計算検査 加減乗除の計算を⾏う検査

検査８ 語意検査 同意語かまたは反意語を⾒つけだす検査

検査９ ⽴体図判断検査 展開図で表された⽴体形をさがしだす検査

検査10 ⽂章完成検査 ⽂章を完成する検査

検査11 算数応⽤検査 応⽤問題を解く検査

器具検査

器具検査 名称 内容

検査１ さし込み検査 棒（ペグ）をさし込む検査

現在位置: ホーム > 調査研究成果 > 職業情報・就職⽀援ツール > 職業適性検査・職業興味検査 > 厚⽣労働省編 
⼀般職業適性検査 (GATB) 

カスタム検索

機構について 研究体系 調査研究成果 統計情報 データベース 労働図書館 刊⾏物 イベント・講座

厚⽣労働省編 ⼀般職業適性検査
(General Aptitude Test Battery: GATB)

ヘルプ

Page 1 of 2

1/2 ページhttp://www.jil.go.jp/institute/seika/tools/GATB.html

http://www.jil.go.jp/institute/seika/tools/GATB.html参考資料　２
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⼿腕作業検査盤（ペグボード︓左）と
指先器⽤検査盤（エフ・ディー・ボード︓右）

検査２ さし替え検査 棒（ペグ）を上下逆にさし替える検査

検査３ 組み合わせ検査 丸びょうと座⾦を組み合わせる検査

検査４ 分解検査 丸びょうと座⾦を分解する検査

なお、器具検査１，２は⼿腕作業検査盤（ペグボード）を、
器具検査３，４は指先器⽤検査盤（エフ・ディー・ボード）
を⽤いる。

GATBで測定される９つの適性能とその内容

適性能 内容

Ｇ知的能⼒ ⼀般的学習能⼒

Ｖ⾔語能⼒ ⾔語の意味およびそれに関連した概念を理解し、それを有効に使いこなす能⼒。⾔語相
互の関係および⽂章や句の意味を理解する能⼒。

Ｎ数理能⼒ 計算を正確に速く⾏うとともに、応⽤問題を推理し、解く能⼒。

Ｑ書記的知覚
⾔葉や印刷物、伝票類を細部まで正しく知覚する能⼒。⽂字や数字を直観的に⽐較弁別
し、違いを⾒つけ、あるいは校正する能⼒。⽂字や数字に限らず、対象を素早く知覚す
る能⼒。

Ｓ空間判断⼒
⽴体形を理解したり、平⾯図から⽴体形を想像したり、考えたりする能⼒。物体間の位
置関係とその変化を正しく理解する能⼒。⻘写真を読んだり、幾何学の問題を解いたり
する能⼒。

Ｐ形態知覚 実物あるいは図解されたものを細部まで正しく知覚する能⼒。図形を⾒⽐べて、その形
や陰影、線の太さや⻑さなどの細かい差異を弁別する能⼒。

Ｋ運動能⼒ 眼と⼿または指を共応させて、迅速かつ正確に作業を遂⾏する能⼒。眼で⾒ながら、⼿
の迅速な運動を正しくコントロールする能⼒。

Ｆ指先の器⽤さ 速く、しかも正確に指を動かし、⼩さいものを巧みに取り扱う能⼒。

Ｍ⼿腕の器⽤さ ⼿腕を思うままに巧みに動かす能⼒。物を取り上げたり、置いたり、持ち替えたり、裏
返したりするなどの⼿腕や⼿⾸を巧みに動かす能⼒。
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参考事例１ 

1. プロフィール 

Aさん 50代男性、管理職 既婚 

2. 概要 

(1) X-1 年7 月：帰国 B クリニック受診 

数年の海外勤務の最後に「パワハラ的な訴えを起こされて」帰国。

海外勤務中に何度か抑うつ状態になり現地の病院・クリニックを受診していたが、帰国時は症状軽快。「念の

ため」Bクリニックを受診していた。 
(2) X 年1 月：転属に伴い、B クリニックからA クリニックへ転院 

Bクリニック受診中は“お元気な状態”（紹介状より）だが、“再発のリスクは高いと思われるため”（紹介状よ

り）、転居・転属に伴い、Aクリニックへ転院となった。 
(3) X 年1 月後半：休職入り 

転院当初より、不安が強くてアルコールを飲んでしまうことがあった。また、通勤途中で飲酒して会社を休み、

連絡がつかない状態になったこともある。X年1月後半に休職入り。 
(4) X 年3,4 月：テスト実施 

WAIS-Ⅲ、GATB（詳細は下記のとおり）の他にRST、PFスタディ、TEGを施行 
内省力は弱く、本人の行動変容は困難。

(5) X 年6 月：復職 

本人の強い要望から復職となったが、6月後半より不安定就労となる。 
取材先や上司の日程調整がうまくいかなかったことなどで会社に行けなくなる。その後も上司からダメ出しさ

れたことなどを契機に月に5日以上休む状態が続いた。 
(6) X 年8 月後半：再休職 

不安的就労が続いていたことから、産業医からの指示により1カ月は休職することに。 
自分のキャパを小さく見積もることなどを提言し、1カ月後に復職となる。 
「見放されている感じがする」「前は温かかった人も冷たく感じる」などと疎外感を抱き、不安的勤務は継続。

(7) X+1 年2 月：再々休職 

X+1年1月後半から「仕事の荷が重い」とのことで出勤できなくなり、再々休職。 

3. 検査成績 

(1) WAIS

言語性 動作性 全検査 言語理解 知覚統合 作動記憶 処理速度 

IQ 120 101 113 116 108 135 100 

単語 類似 知識 理解 算数 数唱 語音 

言語性IQ 15 12 12 11 13 16 18 

配列 完成 積木 行列 符号 記号 組合 

動作性IQ 9 10 10 14 8 12 4 

＜不得意なこと＞ 

① 全体をイメージして物事を組み立てることが非常に不得意（組合：4）
② 前後の文脈から状況を把握し、見通しを立てることが不得意（配列：9） 

→上記①、②より、複雑な状況において他者の視点を取ることが難しい可能性が高い

③ 事務処理が遅い（符号：8） 
④ パッと見て、何が重要な情報か？を判断するのが相対的に不得意（完成：10） 

− 224 − − 225 −



 

⑤ 提示された全体像から1つ1つの要素に分解することが相対的に不得意（積木：10）
⑥ 生活上の基本ルールは分かっているが、背景の理解は浅い（理解：11）

＜得意なこと＞ 

① 瞬発的に同時並行で物事を処理することはとても得意（作動記憶：135）
② 言語理解は総じて高い（言語理解：116） 
③ 語彙力や常識的な知識量は平均を上回っており、上位概念でまとめるなどの論理的思考力もある（単語：15、

知識：12、類似：12）
④ 聴覚的短期記憶自体も非常に得意だし、その操作も抜群にできる（数唱：16、語音：18）

→弁は立つし、瞬発力勝負でのやりとりで相手に有能さを印象付けられた可能性はある

(2) GATB

＜不得意なこと＞ 

① 眼からの情報に基づいて、素早く正確に手を動かすことが不得意（共応：36=F） 
② 細部まで正しく見て、違いを認識することが不得意（形態：49=F） 
③ 立体的、構造的に物を把握することが不得意（空間：67=F）
④ 取り入れた情報に基づいて、理解・整理・推理・判断を行うことが不得意（知的：84=E）

＜得意なこと＞ 

① 言葉の意味を理解し、言葉を使う能力は非常に高い（言語：126=A） 

以上

知的 言語 数理 書記 空間 形態 共応 

適性能得点 84 126 102 95 67 49 36 

評価段階 E A C D F F F 

（加算得点） (94) (136) (112) (105) (77) (59) (46) 

（加算評価段階） (D) (A) (B) (C) (E) (F) (F) 
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参考事例２ 

1. プロフィール 

Bさん 40代男性 
技術職（※現在は事務職） 独身

現職（X-9年入社）に至るまで2社を経ていた 大学院中退歴あり（半年のみ在籍） 

2. 概要 

(1) X-6 年：不調から休職 

何か大きなことがあったわけではないが、寝つきが悪くなったり、仕事に集中できない、ミスが続くことなど

があった。しばらく通院でしのいでいたが、「調子が悪い中で仕事が忙しくて疲れてしまった」ことで、X-6年

後半からX-5年半ばまで8カ月ほど休職。 
復職後は大きな不調なく経過。

(2) X-1 年4 月：部署の移転 

X-1年4月に部署全体が移転し、それまで30分以内だった通勤時間が2時間程度に延びる。 
当初は大きな問題なく経過していたが、X-1年9月頃より前述と同様の症状が出現。 

(3) X 年7 月：A クリニック初診

年末年始とそれに有給休暇をつけて3週間ほど休んだことで、X年初は多少回復したが、X年4月以降業務負

荷が増大。

健康支援室に自ら相談し、X年7月Aクリニック初診となった。 
(4) X 年8 月後半：休職入り 

初診後しばらくは本人の強い希望もあり、休職せずに経過を見るも、勤怠不安定となったため、X年8月後半

に休職入り。

(5) X 年9,10 月：テスト実施 

WAIS-Ⅲ、GATB（詳細は下記のとおり）の他にRST、SCT、内田クレペリン、J-PI32を施行 
(6) X+1 年6 月：復職 

部署を異動し、通勤時間がX-1年4月以前と同じ勤務先に復職となった。 
業務は定型的なものが多く、復職後は安定勤務を継続している。

3. 検査成績 

(1) WAIS

言語性 動作性 全検査 言語理解 知覚統合 作動記憶 処理速度 

IQ 113 105 110 105 97 109 105 

単語 類似 知識 理解 算数 数唱 語音 

言語性IQ 12 9 12 16 15 8 12 

配列 完成 積木 行列 符号 記号 組合 

動作性IQ 14 6 11 12 11 11 10 

＜不得意なこと＞ 

① パッと見て、何が重要な情報か？を判断するのが非常に不得意（完成：6）
ただし、時間をかければOKなので、視覚情報のスクリーニングに時間を要する可能性あり。 
→視覚情報を瞬間的に処理して重要な事柄に焦点を絞ることが非常に不得意

② 上位概念でまとめるなどの論理的思考力は平均より劣るか？（類似：9） 
③ 聴覚的短期記憶も多少難がある（数唱：8）
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＜得意なこと＞ 

① 生活上の基本的ルールの理解、およびそれを説明する力は平均を大きく上回っている（理解：16）
② 聴覚的短期記憶には難がある可能性あるが、その操作についてはむしろ得意（算数：15）
③ 前後の文脈に基づいて状況を把握し、見通しを立てる力は高い（配列：14）

(2) GATB

＜不得意なこと＞ 

① 眼からの情報に基づいて、素早く正確に手を動かすことが不得意（共応：57=F） 
② 細部まで正しく見て、違いを認識することが不得意（形態：76=E） 
③ 立体的、構造的に物を把握することがあまり得意ではない（空間：90=D）

＜得意なこと＞ 

① 言葉の意味を理解し、言葉を使う能力は非常に高い（言語：125=A） 
② 取り入れた情報に基づいて、理解・整理・推理・判断を行うことが得意（知的：123=B）

以上

知的 言語 数理 書記 空間 形態 共応 

適性能得点 123 125 111 102 90 76 57 

評価段階 B A B C D E F 

（加算得点） (133) (135) (121) (112) (100) (86) (67) 

（加算評価段階） (A) (A) (B) (B) (C) (E) (F) 
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参考事例３ 

1. プロフィール 

Cさん 40代男性 
事務職 妻と二人暮らし 小2～中1まで海外在住 語学が得意で海外のセールスマネジャーなどをやっていた

2. 概要 

(1) X-3 年2 月：帰国 

前年に家族が脳梗塞となったため希望して海外から帰国。

従来とは全く異なる事務の仕事で、能力を活かせていないと感じていた。

(2) X-2 年7 月：脳梗塞 2 カ月の休職 
自身が脳梗塞発症。以降視野の真ん中が急に抜ける、会議中に人が読んでいるものを追えないなどの後遺症が

残る。

X-2年9月末まで2カ月間休職。 
復職後は、上記の後遺症のため事務職は困難であると主張し、元の海外勤務を販売促進系の業務への配置換え

を希望するも叶えられず不眠は継続。 
(3) X 年1 月：不眠悪化 

X年1月頃から、「会社に迷惑をかけているのではないか？」「会社をクビになるのではないか？」との不安が

極度に強くなり、不眠が悪化。

X年2月には回転性のめまい、吐き気など会社で倒れる。耳鼻科2カ所受診するも、脳の問題とのことで、脳

外科に相談。“異常脳が出たのでしょう”とのことだったが、全体的に自信を失ってしまって「うつっぽくなっ

た」ことで産業医に相談。

(4) X 年3 月：A クリニック初診、休職入り

産業医からの紹介でAクリニック初診。休職となった。 
本人の希望もあり、まずは脳の検査を他院にて行うも「特段のことはない」との結果。

(5) X 年4,10 月：テスト実施 

WAIS-Ⅲ、GATB（詳細は下記のとおり）の他にRST、PFスタディ、SCTを施行 
(6) X+1 年2 月：復職 

部署を異動し、得意の英語を使える部署に復職となった。

情報調査業務で、比較的定型的なものが多いこと、英語をそれほど使えないことなどに不満を抱き、時に不安

定になるがかろうじて勤務を継続。

(7) X+2 年8 月：同行受診で環境調整の依頼 

「人には言えないが不安な気持ちが強い。漠然とした不安。」などが強くなり、勤務も不安定になったため、職

場に環境調整を依頼。

X+3年1月に内部監査などの間接部門に異動。以降は安定勤務を継続。

3. 検査成績 

(1) WAIS

言語性 動作性 全検査 言語理解 知覚統合 作動記憶 処理速度 

IQ 107 123 116 102 123 98 113 

単語 類似 知識 理解 算数 数唱 語音 

言語性IQ 9 12 10 14 12 10 7 

配列 完成 積木 行列 符号 記号 組合 

動作性IQ 14 13 15 13 12 13 14 
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＜不得意なこと＞ 

① 聴覚情報の並列処理に困難を伴う可能性ある（語音：7）。 
ただし、単純な聴覚的短期記憶も相対的に低いため、聴覚情報の処理は不得意だといえる（数唱：10）。

② 語彙力は低く、常識的な知識量も多くはないが（単語：9、知識：10）、これも帰国子女であることを多少割り

引く。ただ、この程度の語彙力や知識量で社会人として一線で働くことにはかなりの苦労があったものと推測。 

＜得意なこと＞ 

① 視覚情報を瞬間的に処理したうえで、要素へと分解すること、パターンを見出して関係性を推測することなど

が非常に得意（完成：13、行列：13、積木：15）
② 前後の文脈に基づいて状況を把握し、見通しを立てる力は高い（配列：14）
③ 部分から全体を構成すること、見通しを立てることも得意（組合：14）
④ 生活上の基本的ルールの理解、およびそれを説明する力は高い（理解：14）

(2) GATB

＜ 不 得 意 な こ

と＞ 

① 眼 からの

情 報に基

づ いて、素

早く正確に手を動かすことが非常に不得意（共応39=F）
② 計算を正確に速く行うとともに、応用問題を推理し、解くことが不得意（数理87=E）
③ 細部まで正しく見て、違いを認識したり、対象をすばやく把握することが不得意（書記89=E） 

＜得意なこと＞ 

① 取り入れた情報に基づいて、理解・整理・推理・判断を行うことが得意（知的122=B）
② 立体的、構造的に物を把握することが得意（空間117=B）

以上

知的 言語 数理 書記 空間 形態 共応 

適性能得点 
122 90 87 89 117 91 39 

評価段階 B D E E B D F 

（加算得点） (130) (98) (95) (97) (127) (101) (49) 

（加算評価段階） (A) (D) (D) (D) (A) (C) (F) 

− 228 − − 229 −
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4
4

-
0
.2
6
4

0
.0
3
5

0
.3
3
7

0
.2
2
8

0
.1
9
2

0
.3
8
9

-
0
.1
1
5

 
S
1
（
空

間
）

0
.5
4
9

0
.5
9
9

0
.6
1
9

0
.2
3
5

0
.5
6
8

0
.2
7
7

0
.5
7
4

0
.5
0
3

0
.3
1
3

0
.4
7
3

0
.1
0
4

0
.6
4
1

0
.5
0
4

0
.2
4
9

-
0
.0
1
3

0
.1
0
8

0
.4
7
8

0
.5
9
7

0
.6
3
2

0
.2
0
8

0
.3
3
8

 
P
1
（
形

態
）

0
.3
3
7

0
.5
1
4

0
.4
6
9

0
.0
9
4

0
.4
5
9

0
.2
9
8

0
.4
3
7

0
.4
6
3

0
.0
4
8

0
.4
4
0

-
0
.0
8
0

0
.4
0
4

0
.3
0
0

0
.2
6
1

0
.0
8
6

0
.3
2
7

0
.4
3
5

0
.4
2
7

0
.3
7
1

0
.2
8
2

0
.3
3
7

 
K
1
（
共

応
）

0
.3
1
3

0
.5
6
1

0
.4
9
3

0
.2
0
0

0
.5
0
8

0
.0
6
3

0
.5
1
2

0
.5
3
4

0
.3
3
2

0
.4
7
7

0
.1
0
3

0
.4
7
7

0
.3
2
1

0
.2
3
9

-
0
.1
5
5

-
0
.0
2
9

0
.4
6
4

0
.5
2
9

0
.4
8
5

0
.0
1
6

0
.4
0
3

注
：
　
黄
色
の
部
分
は
相
関
係

数
が

0
.6
以

上
を
示

す

②
休
職
回
数
が
1
回
以
下
の
3
3
名

分
の

相
関

言
語
性
IQ
1

動
作
性
IQ
1

全
検
査
IQ
1

言
語
理
解
1

知
覚

統
合

1
作

動
記

憶
1

処
理

速
度

1
絵

画
完

成
1

単
語

1
符

号
1

類
似

1
積

木
模

様
1

算
数
1

行
列
推
理
1

数
唱
1

知
識
1

絵
画
配
列
1

理
解
1

記
号
探
し
1

語
音
整
列
1

組
合
せ
1

 
G
1
（
知

的
）

0
.6
9
7

0
.5
8
1

0
.7
4
0

0
.6
1
7

0
.5
7
3

0
.5
7
1

0
.7
4
7

0
.3
5
9

0
.6
3
5

0
.7
1
0

0
.4
1
2

0
.6
4
1

0
.6
9
2

0
.3
9
5

0
.3
4
7

0
.4
8
3

0
.1
1
2

0
.4
2
8

0
.6
7
2

0
.3
8
0

0
.3
5
8

 
V
1
（
言

語
）

0
.5
8
6

0
.3
8
2

0
.5
6
6

0
.5
2
7

0
.2
7
7

0
.4
3
8

0
.6
2
9

0
.1
6
7

0
.6
3
4

0
.5
9
8

0
.4
1
4

0
.3
1
8

0
.5
0
6

0
.2
2
0

0
.3
0
2

0
.4
5
2

0
.0
4
9

0
.4
7
6

0
.5
0
3

0
.3
8
3

0
.2
1
8

 
N
1
（
数

理
）

0
.5
8
6

0
.5
9
1

0
.6
7
8

0
.4
0
0

0
.5
3
3

0
.5
9
1

0
.6
9
1

0
.2
1
5

0
.5
4
2

0
.6
9
2

0
.1
8
7

0
.6
1
1

0
.7
4
2

0
.4
4
6

0
.4
5
4

0
.2
1
5

0
.2
1
5

0
.2
6
9

0
.5
8
6

0
.2
8
7

0
.2
9
3

 
Q
1
（
書

記
）

0
.4
6
1

0
.4
7
5

0
.5
3
9

0
.4
2
0

0
.3
9
1

0
.4
7
8

0
.6
7
6

0
.2
1
3

0
.4
7
9

0
.6
9
8

0
.0
8
6

0
.4
8
9

0
.4
8
7

0
.2
3
8

0
.3
4
7

0
.4
5
3

0
.1
0
9

0
.1
2
0

0
.5
1
9

0
.3
8
5

-
0
.0
6
7

 
S
1
（
空

間
）

0
.4
3
4

0
.6
4
1

0
.6
0
7

0
.3
4
7

0
.7
3
7

0
.4
0
6

0
.5
6
4

0
.6
3
5

0
.2
8
1

0
.5
2
1

0
.3
0
5

0
.6
7
5

0
.5
0
8

0
.5
6
3

0
.1
8
8

0
.1
5
2

0
.2
7
3

0
.2
6
5

0
.5
5
7

0
.2
8
7

0
.4
4
9

 
P
1
（
形

態
）

0
.5
1
8

0
.5
5
5

0
.6
1
7

0
.4
3
6

0
.5
5
2

0
.5
1
3

0
.6
1
7

0
.3
3
4

0
.4
1
3

0
.4
9
4

0
.2
9
8

0
.5
5
4

0
.5
1
2

0
.4
7
6

0
.2
8
2

0
.2
9
7

0
.2
4
2

0
.2
9
1

0
.7
0
2

0
.4
5
8

0
.5
6
7

 
K
1
（
共

応
）

0
.5
4
7

0
.3
3
7

0
.5
1
7

0
.5
1
5

0
.2
3
6

0
.4
9
7

0
.3
6
7

0
.1
4
9

0
.5
4
1

0
.4
4
9

0
.2
9
0

0
.3
0
8

0
.4
2
4

0
.1
2
4

0
.4
7
8

0
.4
7
7

0
.0
8
4

0
.1
8
6

0
.2
2
4

0
.3
4
7

0
.1
6
8

注
：
　
黄
色
の
部
分
は
相
関
係

数
が

0
.6
以

上
を
示

す

W
A
IS

G
A
T
B

W
A
IS

G
A
T
B

− 230 − − 231 −



表
3
　
W
A
IS
・
G
A
T
B
の

相
関

と
発

達
障

害

①
発

達
障

害
群

（
N
=
2
3
)

言
語

性
IQ
1

動
作

性
IQ
1

全
検

査
IQ
1

言
語

理
解

1
知

覚
統

合
1

作
動

記
憶

1
処

理
速

度
1

絵
画

完
成

1
単

語
1

符
号

1
類

似
1

積
木

模
様

1
算

数
1

行
列

推
理

1
数

唱
1

知
識

1
絵

画
配

列
1

理
解

1
記

号
探

し
1

語
音

整
列

1
組

合
せ

1

G
1

（
知

的
）

0
.5
7
2

0
.5
5
2

0
.6
3
8

0
.4
7
7

0
.5
2
8

0
.3
3
8

0
.6
3
1

0
.3
7
8

0
.6
4
3

0
.6
0
6

0
.1
2
8

0
.4
8
6

0
.6
2
6

0
.3
9
1

0
.0
6
5

0
.2
8
3

0
.1
3
4

0
.4
8
3

0
.4
7
1

0
.0
8
8

0
.2
4
2

V
1

（
言

語
）

0
.6
0
0

0
.3
7
7

0
.5
6
5

0
.4
8
7

0
.3
3
5

0
.4
2
1

0
.4
4
2

0
.1
8
6

0
.6
9
6

0
.3
9
8

0
.1
5
7

0
.2
4
5

0
.5
7
1

0
.3
6
5

0
.1
4
6

0
.2
5
3

0
.0
2
4

0
.5
4
3

0
.3
6
4

0
.2
4
1

0
.0
6
4

N
1

（
数

理
）

0
.5
7
1

0
.5
5
8

0
.6
4
4

0
.3
7
0

0
.5
1
3

0
.4
9
8

0
.5
9
9

0
.2
2
1

0
.6
2
9

0
.5
4
6

0
.0
8
1

0
.5
1
8

0
.6
7
6

0
.4
4
6

0
.3
0
3

0
.1
3
4

0
.1
8
7

0
.3
5
1

0
.4
8
3

0
.1
7
8

0
.2
9
2

Q
1

（
書

記
）

0
.3
9
3

0
.4
3
8

0
.4
7
1

0
.2
8
1

0
.3
7
1

0
.4
4
3

0
.4
8
9

0
.1
6
3

0
.4
9
6

0
.5
0
8

-
0
.2
0
6

0
.3
9
5

0
.4
4
7

0
.3
0
0

0
.2
0
2

0
.2
8
5

0
.1
5
6

0
.2
2
8

0
.3
1
8

0
.3
9
6

-
0
.0
9
3

S
1

（
空

間
）

0
.2
5
4

0
.6
3
8

0
.4
8
1

0
.0
9
6

0
.7
1
0

0
.1
5
4

0
.6
7
6

0
.5
4
2

0
.2
2
0

0
.5
9
3

0
.0
8
1

0
.7
0
0

0
.4
2
9

0
.4
3
5

-
0
.0
5
9

-
0
.1
5
7

0
.2
1
9

0
.3
7
0

0
.5
5
9

0
.0
1
8

0
.4
4
3

P
1

（
形

態
）

0
.3
2
2

0
.6
0
1

0
.5
1
3

0
.2
1
6

0
.5
2
7

0
.1
7
4

0
.4
7
7

0
.4
0
9

0
.2
8
7

0
.4
1
6

0
.1
8
8

0
.4
5
0

0
.3
9
3

0
.3
9
3

0
.0
0
6

-
0
.0
1
8

0
.4
0
8

0
.3
6
7

0
.4
0
1

0
.0
2
4

0
.5
6
4

K
1

（
共

応
）

0
.5
0
7

0
.3
0
5

0
.4
7
0

0
.3
7
9

0
.1
9
3

0
.3
7
8

0
.3
9
4

0
.2
6
7

0
.4
9
2

0
.4
4
2

0
.2
0
6

0
.1
6
9

0
.4
2
7

0
.0
2
9

0
.2
8
0

0
.1
4
4

0
.0
0
3

0
.4
3
1

0
.2
1
8

0
.1
3
3

0
.1
5
0

注
：
　
黄

色
の

部
分

は
相

関
係

数
が

0
.6
以

上
を
示

す

②
非

発
達

障
害

群
（
N
=
2
0
)

言
語

性
IQ
1

動
作

性
IQ
1

全
検

査
IQ
1

言
語

理
解

1
知

覚
統

合
1

作
動

記
憶

1
処

理
速

度
1

絵
画

完
成

1
単

語
1

符
号

1
類

似
1

積
木

模
様

1
算

数
1

行
列

推
理

1
数

唱
1

知
識

1
絵

画
配

列
1

理
解

1
記

号
探

し
1

語
音

整
列

1
組

合
せ

1

G
1

（
知

的
）

0
.7
0
3

0
.4
1
2

0
.5
9
6

0
.4
9
2

0
.4
4
0

0
.5
0
1

0
.4
8
0

0
.2
3
5

0
.3
6
1

0
.2
4
5

0
.3
5
0

0
.5
4
5

0
.5
5
5

0
.3
0
7

0
.3
0
7

0
.4
9
5

0
.3
5
1

0
.5
3
6

0
.6
5
3

0
.4
1
4

-
0
.0
5
7

V
1

（
言

語
）

0
.4
8
0

0
.1
5
8

0
.3
2
6

0
.5
1
4

0
.1
0
8

0
.2
6
3

0
.3
5
2

0
.0
3
8

0
.4
6
1

0
.1
3
4

0
.2
0
6

0
.1
5
5

0
.1
6
9

0
.0
8
5

0
.0
5
3

0
.5
9
0

0
.2
7
6

0
.4
3
3

0
.5
2
6

0
.4
1
6

-
0
.3
2
5

N
1

（
数

理
）

0
.4
7
8

0
.4
6
0

0
.5
1
6

0
.1
8
4

0
.4
7
9

0
.3
8
7

0
.4
4
1

0
.0
1
1

0
.1
9
5

0
.3
1
9

0
.2
2
4

0
.5
1
6

0
.6
6
0

0
.6
7
2

0
.2
2
4

-
0
.0
2
0

0
.3
2
8

0
.3
5
4

0
.5
1
2

0
.1
6
5

0
.1
5
3

Q
1

（
書

記
）

0
.1
7
0

0
.2
3
2

0
.2
3
7

0
.2
4
7

0
.2
2
8

0
.0
2
1

0
.3
9
6

0
.1
6
2

0
.2
3
7

0
.1
8
7

0
.1
9
5

0
.2
1
6

0
.1
2
9

0
.2
3
7

-
0
.1
0
8

0
.0
6
8

0
.1
7
3

0
.2
0
2

0
.5
6
7

0
.0
3
6

-
0
.1
5
9

S
1

（
空

間
）

0
.4
8
5

0
.5
0
1

0
.5
7
2

0
.2
4
4

0
.5
1
3

0
.3
7
3

0
.4
6
0

0
.6
6
0

0
.2
1
2

0
.3
3
3

0
.2
0
4

0
.5
1
6

0
.2
8
6

0
.1
2
5

0
.3
4
5

0
.2
4
8

0
.4
7
0

0
.4
2
7

0
.5
2
2

0
.2
8
1

0
.1
7
0

P
1

（
形

態
）

0
.3
5
7

0
.4
1
8

0
.4
4
5

0
.0
2
0

0
.3
6
1

0
.4
5
3

0
.5
5
3

0
.3
4
1

0
.0
4
2

0
.4
6
9

-
0
.1
2
4

0
.3
8
4

0
.2
8
8

0
.1
7
1

0
.3
3
3

0
.3
0
2

0
.3
5
0

0
.3
3
7

0
.5
6
3

0
.4
5
8

0
.1
7
2

K
1

（
共

応
）

0
.3
0
0

0
.4
1
0

0
.4
1
9

0
.2
6
0

0
.3
5
5

0
.1
2
2

0
.4
3
9

0
.2
6
2

0
.3
3
4

0
.4
2
7

0
.1
2
9

0
.4
2
2

0
.1
2
0

0
.2
2
9

0
.1
0
6

0
.1
9
1

0
.3
6
8

0
.2
4
4

0
.3
8
3

0
.0
6
1

0
.2
6
9

注
：
　
黄

色
の

部
分

は
相

関
係

数
が

0
.6
以

上
を
示

す

G A T B

W
A
IS

G A T B

W
A
IS

− 230 − − 231 −



表
4
　

疾
病

性
（
気

分
障

害
圏

と
発

達
障

害
の

併
存

）
か

ら
み

た
両

検
査

の
検

討

①
W

A
IS

 (
N

=
3
4
)

t検
定

言
語

性
IQ

1
動

作
性

IQ
1

全
検

査
IQ

1
言

語
理

解
1

知
覚

統
合

1
作

動
記

憶
1

処
理

速
度

1
絵

画
完

成
1

単
語

1
符

号
1

類
似

1
積

木
模

様
1

算
数

1
行

列
推

理
1

数
唱

1
知

識
1

絵
画

配
列

1
理

解
1

記
号

探
し

1
語

音
整

列
1

組
合

せ
1

p
値

0
.0

3
0

0
.2

3
2

0
.0

7
5

0
.1

3
7

0
.2

8
3

0
.0

3
0

0
.2

1
3

0
.1

2
0

0
.5

2
2

0
.1

1
0

0
.0

3
1

0
.5

9
8

0
.1

1
0

0
.5

0
3

0
.0

3
9

0
.3

7
6

0
.4

2
2

0
.0

8
3

0
.3

7
9

0
.4

8
1

0
.3

3
0

発
達

障
害

あ
り

（
N

=
2
0
)

1
0
5
.5

9
8
.8

1
0
2
.9

1
0
6
.4

9
7
.6

9
9
.0

9
7
.9

8
.3

1
1
.8

9
.7

1
1
.4

9
.8

1
0
.3

1
1
.1

9
.6

1
0
.5

1
1
.3

1
1
.7

9
.7

1
0
.0

8
.9

発
達

障
害

vな
し

（
N

=
1
4
）

1
1
4
.3

1
0
4
.0

1
1
0
.2

1
1
1
.8

1
0
2
.4

1
0
7
.6

1
0
3
.3

9
.4

1
2
.3

1
0
.9

1
3
.0

1
0
.4

1
1
.9

1
1
.7

1
1
.6

1
1
.3

1
0
.4

1
3
.6

1
0
.6

1
0
.6

1
1
.3

注
：
　

黄
色

の
部

分
は

危
険

率
0
.0

5
未

満
を

示
す

②
G

A
T
B

 (
N

=
1
8
）

t検
定

G
1

（
知

的
）

V
1

（
言

語
）

N
1

（
数

理
）

Q
1

（
書

記
）

S
1

（
空

間
）

P
1

（
形

態
）

K
1

（
共

応
）

p
値

0
.3

9
5

0
.1

3
4

0
.4

0
5

0
.4

2
4

0
.5

9
7

0
.0

3
0

0
.0

9
5

発
達

障
害

あ
り

（
N

=
1
3
)

9
5
.3

9
0
.5

9
1
.2

9
0
.5

8
3
.5

7
1
.8

4
7
.3

発
達

障
害

な
し

（
N

=
5
）

1
0
6
.0

1
0
5
.6

1
0
3
.4

1
0
1
.4

7
7
.2

9
0
.4

6
9
.6

注
：
　

黄
色

の
部

分
は

危
険

率
0
.0

5
未

満
を

示
す
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表
5
　

疾
病

性
（
発

達
障

害
）
と

事
例

性
と

の
関

連
: 
W

A
IS

の
場

合
（
男

子
　

N
=
5
4
名

）

（
１

）
業

務
効

率
 v

s　
勤

怠
の

比
較

t検
定

言
語

性
IQ

1
動

作
性

IQ
1

全
検

査
IQ

1
言

語
理

解
1

知
覚

統
合

1
作

動
記

憶
1

処
理

速
度

1
絵

画
完

成
1

単
語

1
符

号
1

類
似

1
積

木
模

様
1

算
数

1
行

列
推

理
1

数
唱

1
知

識
1

絵
画

配
列

1
理

解
1

記
号

探
し

1
語

音
整

列
1

組
合

せ
1

p
値

0
.0

7
2

0
.3

9
4

0
.1

0
0

0
.4

5
5

0
.2

9
2

0
.1

3
9

0
.9

6
3

0
.2

4
1

0
.0

3
3

0
.5

2
0

0
.9

8
5

0
.3

1
1

0
.1

9
8

0
.6

4
4

0
.3

8
9

0
.8

9
5

0
.3

3
4

0
.0

0
4

0
.6

4
8

0
.3

0
1

0
.3

4
7

業
務

効
率

（
n
=
3
3
）

1
0
9
.3

9
9
.3

1
0
5
.6

1
0
8
.7

1
0
0
.9

1
0
2
.6

9
1
.9

9
.4

1
2
.8

8
.5

1
1
.6

9
.8

1
0
.7

1
1
.5

1
0
.8

1
0
.4

1
1
.1

1
2
.5

8
.7

1
0
.1

8
.1

勤
怠

（
n
=
5
）

9
8
.4

9
3
.8

9
6
.2

1
0
4
.0

9
3
.6

9
2
.8

9
2
.2

8
.2

9
.8

9
.2

1
1
.6

8
.2

8
.8

1
0
.8

9
.4

1
0
.6

9
.6

8
.4

8
.0

8
.6

5
.7

注
：
　

黄
色

の
部

分
は

危
険

率
0
.0

5
未

満
を

示
す

（
２

）
業

務
効

率
 v

s　
職

場
内

行
動

の
比

較
t検

定
言

語
性

IQ
1

動
作

性
IQ

1
全

検
査

IQ
1

言
語

理
解

1
知

覚
統

合
1

作
動

記
憶

1
処

理
速

度
1

絵
画

完
成

1
単

語
1

符
号

1
類

似
1

積
木

模
様

1
算

数
1

行
列

推
理

1
数

唱
1

知
識

1
絵

画
配

列
1

理
解

1
記

号
探

し
1

語
音

整
列

1
組

合
せ

1

p
値

0
.1

3
4

0
.0

6
3

0
.0

6
9

0
.2

7
1

0
.3

4
2

0
.2

6
5

0
.0

9
1

0
.9

0
7

0
.4

9
6

0
.0

2
6

0
.5

8
0

0
.3

1
5

0
.2

0
4

0
.2

8
5

0
.7

3
6

0
.1

7
0

0
.0

9
4

0
.0

9
3

0
.5

1
1

0
.4

3
0

0
.7

3
8

業
務

効
率

（
n
=
3
3
）

1
0
9
.3

9
9
.3

1
0
5
.6

1
0
8
.7

1
0
0
.9

1
0
2
.6

9
1
.9

9
.4

1
2
.8

8
.5

1
1
.6

9
.8

1
0
.7

1
1
.5

1
0
.8

1
0
.4

1
1
.1

1
2
.5

8
.7

1
0
.1

8
.1

職
場

内
行

動
（
n
=
7
）

1
1
7
.4

1
1
0
.4

1
1
5
.6

1
1
4
.9

1
0
6
.6

1
0
9
.0

1
0
1
.3

9
.3

1
3
.7

1
1
.1

1
2
.1

1
1
.1

1
2
.3

1
3
.0

1
1
.3

1
2
.0

1
3
.3

1
4
.4

9
.4

1
1
.1

8
.8

注
：
　

黄
色

の
部

分
は

危
険

率
0
.0

5
未

満
を

示
す

（
３

）
業

務
効

率
 v

s　
対

人
関

係
の

比
較

t検
定

言
語

性
IQ

1
動

作
性

IQ
1

全
検

査
IQ

1
言

語
理

解
1

知
覚

統
合

1
作

動
記

憶
1

処
理

速
度

1
絵

画
完

成
1

単
語

1
符

号
1

類
似

1
積

木
模

様
1

算
数

1
行

列
推

理
1

数
唱

1
知

識
1

絵
画

配
列

1
理

解
1

記
号

探
し

1
語

音
整

列
1

組
合

せ
1

p
値

0
.2

3
4

0
.1

4
1

0
.1

2
6

0
.3

8
3

0
.1

3
5

0
.2

8
0

0
.0

4
4

0
.2

4
5

0
.3

9
2

0
.1

5
8

0
.2

3
1

0
.0

9
9

0
.0

9
7

0
.4

9
9

0
.6

2
9

0
.7

6
8

0
.9

2
4

0
.9

4
5

0
.0

3
9

0
.8

6
1

0
.3

5
3

業
務

効
率

（
n
=
3
3
）

1
0
9
.3

9
9
.3

1
0
5
.6

1
0
8
.7

1
0
0
.9

1
0
2
.6

9
1
.9

9
.4

1
2
.8

8
.5

1
1
.6

9
.8

1
0
.7

1
1
.5

1
0
.8

1
0
.4

1
1
.1

1
2
.5

8
.7

1
0
.1

8
.1

対
人

関
係

（
n
=
5
）

1
1
6
.0

1
0
9
.0

1
1
4
.2

1
1
4
.0

1
1
1
.4

1
0
9
.8

1
0
4
.0

1
0
.6

1
4
.0

1
0
.0

1
3
.0

1
2
.4

1
3
.0

1
2
.6

1
1
.6

1
0
.8

1
1
.2

1
2
.6

1
1
.6

1
0
.4

1
0
.7

注
：
　

黄
色

の
部

分
は

危
険

率
0
.0

5
未

満
を

示
す

（
４

）
勤

怠
 v

s　
職

場
内

行
動

の
比

較
t検

定
言

語
性

IQ
1

動
作

性
IQ

1
全

検
査

IQ
1

言
語

理
解

1
知

覚
統

合
1

作
動

記
憶

1
処

理
速

度
1

絵
画

完
成

1
単

語
1

符
号

1
類

似
1

積
木

模
様

1
算

数
1

行
列

推
理

1
数

唱
1

知
識

1
絵

画
配

列
1

理
解

1
記

号
探

し
1

語
音

整
列

1
組

合
せ

1

p
値

0
.0

5
6

0
.1

0
2

0
.0

4
9

0
.1

9
9

0
.1

4
9

0
.0

8
7

0
.4

0
6

0
.4

4
4

0
.0

6
3

0
.4

3
9

0
.7

3
7

0
.1

8
7

0
.0

7
6

0
.1

8
3

0
.3

9
7

0
.4

6
1

0
.0

7
3

0
.0

1
0

0
.4

6
2

0
.1

0
2

0
.2

8
7

勤
怠

（
n
=
5
)

9
8
.4

9
3
.8

9
6
.2

1
0
4
.0

9
3
.6

9
2
.8

9
2
.2

8
.2

9
.8

9
.2

1
1
.6

8
.2

8
.8

1
0
.8

9
.4

1
0
.6

9
.6

8
.4

8
.0

8
.6

5
.7

職
場

内
行

動
（
n
=
7
）

1
1
7
.4

1
1
0
.4

1
1
5
.6

1
1
4
.9

1
0
6
.6

1
0
9
.0

1
0
1
.3

9
.3

1
3
.7

1
1
.1

1
2
.1

1
1
.1

1
2
.3

1
3
.0

1
1
.3

1
2
.0

1
3
.3

1
4
.4

9
.4

1
1
.1

8
.8

注
：
　

黄
色

の
部

分
は

危
険

率
0
.0

5
未

満
を

示
す

（
５

）
勤

怠
 v

s　
対

人
関

係
の

比
較

t検
定

言
語

性
IQ

1
動

作
性

IQ
1

全
検

査
IQ

1
言

語
理

解
1

知
覚

統
合

1
作

動
記

憶
1

処
理

速
度

1
絵

画
完

成
1

単
語

1
符

号
1

類
似

1
積

木
模

様
1

算
数

1
行

列
推

理
1

数
唱

1
知

識
1

絵
画

配
列

1
理

解
1

記
号

探
し

1
語

音
整

列
1

組
合

せ
1

p
値

0
.0

2
7

0
.1

2
4

0
.0

1
5

0
.1

4
7

0
.0

9
8

0
.1

1
4

0
.2

7
5

0
.0

9
4

0
.0

1
0

0
.6

3
6

0
.4

3
9

0
.0

9
7

0
.0

1
7

0
.2

7
9

0
.3

9
2

0
.9

1
6

0
.3

7
5

0
.0

5
3

0
.1

5
9

0
.4

1
2

0
.3

1
0

勤
怠

（
n
=
5
)

9
8
.4

9
3
.8

9
6
.2

1
0
4
.0

9
3
.6

9
2
.8

9
2
.2

8
.2

9
.8

9
.2

1
1
.6

8
.2

8
.8

1
0
.8

9
.4

1
0
.6

9
.6

8
.4

8
.0

8
.6

5
.7

対
人

関
係

（
n
=
5
）

1
1
6
.0

1
0
9
.0

1
1
4
.2

1
1
4
.0

1
1
1
.4

1
0
9
.8

1
0
4
.0

1
0
.6

1
4
.0

1
0
.0

1
3
.0

1
2
.4

1
3
.0

1
2
.6

1
1
.6

1
0
.8

1
1
.2

1
2
.6

1
1
.6

1
0
.4

1
0
.7

注
：
　

黄
色

の
部

分
は

危
険

率
0
.0

5
未

満
を

示
す

（
６

）
職

場
内

行
動

 v
s　

対
人

関
係

の
比

較
t検

定
言

語
性

IQ
1

動
作

性
IQ

1
全

検
査

IQ
1

言
語

理
解

1
知

覚
統

合
1

作
動

記
憶

1
処

理
速

度
1

絵
画

完
成

1
単

語
1

符
号

1
類

似
1

積
木

模
様

1
算

数
1

行
列

推
理

1
数

唱
1

知
識

1
絵

画
配

列
1

理
解

1
記

号
探

し
1

語
音

整
列

1
組

合
せ

1

p
値

0
.8

4
9

0
.8

8
1

0
.8

7
1

0
.9

0
4

0
.5

7
1

0
.9

2
8

0
.7

6
3

0
.3

8
3

0
.8

6
9

0
.6

2
8

0
.4

8
6

0
.5

8
9

0
.6

4
9

0
.7

4
9

0
.8

8
0

0
.4

7
1

0
.2

3
2

0
.1

9
6

0
.1

8
8

0
.7

2
0

0
.5

5
7

職
場

内
行

動
（
n
=
1
5
）

1
1
7
.4

1
1
0
.4

1
1
5
.6

1
1
4
.9

1
0
6
.6

1
0
9
.0

1
0
1
.3

9
.3

1
3
.7

1
1
.1

1
2
.1

1
1
.1

1
2
.3

1
3
.0

1
1
.3

1
2
.0

1
3
.3

1
4
.4

9
.4

1
1
.1

8
.8

対
人

関
係

（
n
=
2
4
）

1
1
6
.0

1
0
9
.0

1
1
4
.2

1
1
4
.0

1
1
1
.4

1
0
9
.8

1
0
4
.0

1
0
.6

1
4
.0

1
0
.0

1
3
.0

1
2
.4

1
3
.0

1
2
.6

1
1
.6

1
0
.8

1
1
.2

1
2
.6

1
1
.6

1
0
.4

1
0
.7

注
：
　

黄
色

の
部

分
は

危
険

率
0
.0

5
未

満
を

示
す

− 232 − − 233 −



表6 　WAIS・GATB検査から抽出された評価項目と新職場適応度評価検査との関連

検査種類 下位検査 測定しているもの セクション 番号 項目内容 検査内容

1

2

3

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

1

2

3

4

5

【８】 1 天気予報図Ⅰ

1

2

3

4

【１３】 1 天気予報図Ⅱ

1

2

3

4

1

2

1

2

3

新職場適応度検査WAIS・GATB検査

図形模写

10 WAIS 記号探し
視覚的な情報から必要な情
報を見つけ出す能力

【１４】 間違い探しⅢ

9 GATB 空間
設計図や幾何学のような立
体的、構造的に物を理解す
る能力

4.展開図に表された立体をみつける
11.置き方を変えた図形をみつける

【１２】

8 WAIS 符号 事務的処理の速さと正確さ 【１０】 記号抹消

【７】 計算問題Ⅱ

7 WAIS 処理速度
知覚や意味処理をはじめと
する認知的処理のスピード

3.符号
12.記号探し

【１１】 計算問題Ⅳ

語句穴埋め

【９】 計算問題Ⅲ

6 GATB 数理
計算や算数の応用問題を
正確に行うと共に推理して
解く能力

2.加減乗除の計算をする
7.算数の応用問題を解く

5 GATB 知的
情報を取り込み、理解・整
理・推理・判断などを行う能
力

4.展開図で表された立体をみつける
6.文章を完成する
7.算数の応用問題を解く

【６】

4 WAIS 算数 習得知識の活用・応用能力 「4人と5人を合わせると何人？」【５】 計算問題Ⅰ

【３】 単語説明

3 WAIS 積木模様
試行錯誤的学習能力、全体
から部分への分解

【４】 図形の組み合せ

間違い探しⅠ

【２】 間違い探しⅡ

2 WAIS 単語 言葉に関する知識の量 「冬」とは何ですか？

1 WAIS 知覚統合
主に視覚的な情報から物事
の関係をとらえ、予測したり
理解する能力

1.絵画完成
5.積木模様
7.行列推理

【１】
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メンタルヘルス⾯から⾒た職場適応⼒

テスト
(試⽤版) 

検査日 年  月 日

所属部署 

名前 性別 男 女

年齢 歳
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テストを始める前にお読みください

1. 本テストには、14 種類・40 問の課題があります。

2. 本テストは、メンタルヘルス面からみた職場への適応力を評価します

3. 1 つ 1 つの課題に制限時間はありません。

4. テストの制限時間は 50 分です。手元に時計を置いて取り組んでください。

5. 限られた時間の中で、正確に、より多くの正解をめざしてください。

6. 解答は解答欄に記入してください。

7. 解答欄以外の場所は、自由にお使いください。

8. 各課題の最初に「目安時間」が記載されています。

9. 目安時間を超過したときは、途中でも次の課題に進んでください。

10. なお、「目安時間」には問題文を読む時間も含まれています。

11. 課題ごとに、記載されている指示をよく読んでください。

12. 分からないときは検査者に質問してください。

13. 検査者の合図に必ず従ってください。

14. 「始めてください」という合図で、解答を始めてください。

15. 「やめてください！」という合図で、終了してください。

目安時間：５分 

− 236 − − 237 −



【１】間違い探しⅠ 

 次に示す（１）～（３）の図をよく見て答えてください。

 それぞれにＡ～Ｃの３つの図があります。そのうち２つの図は、どこかが間

違っています。正しい図を１つ選んで、その記号を解答欄に書いてください。 

（３）解答

（２）解答

Ａ 

（１） 

（１）解答

Ｂ Ｃ 

Ａ Ｂ Ｃ 

（３） 

（２） 

Ａ Ｂ Ｃ 

目安時間：30 秒（3 問） 

− 236 − − 237 −



【２】間違い探しⅡ 

 次に示す（１）、（２）の図を鏡に映したときに見える正しい図をＡ～Ｃの中

から１つ選んでその記号を解答欄に記号で書いてください。

 
（１） Ａ Ｂ Ｃ 

（１）解答

（２） 

（２）解答

Ａ Ｂ Ｃ 

目安時間：30 秒（２問） 

− 238 − − 239 −



【３】単語説明 

 次の（１）～（３）の単語について、50 字以内で簡潔に説明してください。

（１）ホウ・レン・ソウ

（２）協調性

（３）優先順位

目安時間：6 分（3 問） 

− 238 − − 239 −



 

【４】図形の組み合せ 

 次に示す（１）～（５）の図は、枠の中の A～O の図形を２つ組み合わせ

たシルエットです。 

 組み合わせた図形の中には、角度が変わっているものもあります。A～O の

どの図形を組み合わせたものかを選び、解答欄に書いてください。 

 なお、A～O の図形は、繰り返し使っても構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（１） 

   と    と    と 

   と    と 

（２） （３） 

（４） （５） 

目安時間：１分（５問） 

− 240 − − 241 −



【５】計算問題Ⅰ 

 次の（１）～（５）にある計算式の答えを□の中に書いてください。空いて

いるところは、計算のために使っても構いません。

（１） １２＋６９＝

（２） ８６×３２＝

（３） ３１２÷２６＝

（４） ２４８×３６÷３２＝

（５） ４７９×８３—２３１×２４＝

目安時間：１分（５問） 

− 240 − − 241 −



【６】語句穴埋め 

 次に示す（１）～（３）の文章は、（ア）～（ウ）の部分が空欄になってい

ます。

 文章の意味が通るように、空欄の部分に当てはまる適切な語句をＡ～Ｈから

選んで解答欄に書いてください。（ア）～（ウ）には、Ａ～Ｈの語句が１つ

ずつ入ります。Ａ～Ｈの語句の中には不要なものも含まれていますので注意

してください。

（１） 

天気予報では晴れる予報だったので（ア）（イ）夕方急に雨が降ってきて（ウ）雷ま

で鳴り出した。 

 

 

（２） 

明日は大事な会議がある。（ア）明日の準備は終えた（イ）明日に備えて今日は（ウ） 

（２）解答欄

Ａ．そのため、 Ｂ．だから、 

Ｃ．傘を持って家を出た。 Ｄ．雨は降らなかった。 

Ｅ．そのうえ、 Ｆ．傘を持たずに家を出た。 

Ｇ．したがって、 Ｈ．しかし、 

（１）解答欄 （ア） （イ） （ウ）

Ａ．まだ、 Ｂ．すでに、 

Ｃ．明日の準備をしよう。 Ｄ．早く休もう。 

Ｅ．まったく、 Ｆ．ので、 

Ｇ．そのうえ、 Ｈ．そして、 

（ア） （イ） （ウ）

目安時間：１分（3 問） 

− 242 − − 243 −



（３） 

今日はとても寒い。（ア）いつもより厚いコートを着て出かけた。（イ）満員電車の

中は（ウ）とても蒸し暑く汗をかいてしまった。 

（３）解答欄

Ａ．そして、 Ｂ．そのうえ、 

Ｃ．人が少ないせいか、 Ｄ．まだ、 

Ｅ．しかし、 Ｆ．人がたくさんいるせいか 

Ｇ．そのため、 Ｈ．人が少ないので、 

（ア） （イ） （ウ）

− 242 − − 243 −



【７】計算問題Ⅱ 

 次の（１）～（５）の問題文をよく読んで、その答えを解答欄に書いてくだ

さい。式を書く必要はありませんが、紙の空いているところを使って計算を

しても構いません。

（１）300 人のうち６割は男性です。男性の数は何人ですか。

（２）１分間に８０枚印刷できる印刷機があります。この印刷機を使うとき、

１５秒間では何枚の紙を印刷できることになりますか。

（３）１,２００円の商品が３％値上がりすると、いくらになりますか。

（４）水が入っている容器全体の重さは４００ｇです。水を¼取り出すと、全

体の重さは３３０ｇになりました。容器自体の重さは何ｇですか。 

（５）100 人のうち、６割が女性で、４割は外国人です。外国人の女性が２０人

いるとき、日本人の男性は何人いますか。

（１）解答 人 

（２）解答 枚 

（３）解答 円 

（４）解答 g 

（５）解答 人 

目安時間：２分（５問） 

− 244 − − 245 −



【８】天気予報図Ⅰ 

（１） 

 この課題では、天気予報図を書き写してもらいます。

 下の天気予報表を一番上の段から順に右の（１）解答欄に転記してください。 

 マークと文字（漢字、数字など）を、ていねいに、かつ、なるべく速く、書

き写してください。

 ただし、マークのかたちを完全に写す必要はありません。お天気マークの円

を囲むヒゲは正確には 12 本ありますが、6 本に減らして書き写しても結構

です。また、曇りのグレー、雨（傘マーク）の黒は、塗りつぶさず線描きし

てください。

目安時間：１０分（1 問） 

− 244 − − 245 −



（１）解答欄

きょう 6 時 9 1 2 1 5 1 8 2 1 . あ す あさって 

− 246 − − 247 −



【９】計算問題Ⅲ 

（１） 

 次の頁には、以下の例のような数式が並んでいます。

 □（四角）に入る演算記号（＋－×÷）を考え、四角の中に記入してくださ

い。 

例１）１ □ １ ＝２ 解答）＋ 

例２）１ □ 2 ＝２ 解答）× 

目安時間：４分（２問） 

− 246 − − 247 −



（１）解答欄

1) 14 □ 4 =  18

2) １５ □ ５ = ３

3) ６ □ 8 =   48 

4) ２ □ 8 =  10

5) 1８ □ 4 =  72

6) １0 □ 6 =   4 

7) 15 □ 5 =  20

8) 18 □ 8 =  144

9) 25 □ 10 = 15

10) 5 □ 2 =   7 

11) 36 □ 9 =  4

12) 26 □ 2 =  28

13) 26 □ 2  = 52

14) 20 □ 15 =  35

15) 1８ □ 3 =  6

16) 9 □ 5 =  4

17) 2４ □ 4  = 28

18) ９  □ 3 = 3

19) 12 □ ２= ６

20) 24 □ 6 =   18 

21) 7 □ 3 =  4

22) 26 □ ８ = 34

23) 8 □ ８ =  1

24) 7 □ ８ = 56

25) 17 □ 6 = 102

26) 16 □ 7 =  23

27) 18 □ 3 =  54

28) 26 □ 2 =  28

29) 18 □ ８ = 26

30) 7 □ 3 =  4

31) 8 □ 5 =  40

32) 3 □ ８ = 24

33) 33 □ ８ = 25

34) 24 □ 6 = 18

35) 9 □ 4 =  5

36) 13 □ 7 =  6

37) 3 □ 9 = 27

38) 48 □ ８ = 6

39) 4 □ 9 = 13

40) 8 □ 4 = 32

− 248 − − 249 −



（２） 

 次の頁には、以下の例のような数式が並んでいます。

 □（四角）に入る数字を考え、四角の中に記入してください。

例１）□ ＋ １ ＝２ 解答）１ 

例２）□ ×  １ ＝２ 解答）２ 

− 248 − − 249 −



（２）解答欄

1) □  －６ =  ３ 

2) □ ＋5 =   9 

3) □  ÷4  =  2 

4) □  ＋２ =  8 

5) □  ×３ =  6 

6) □  ÷３ =  ３ 

7) □  ×４ =  ８ 

8) □ ＋５ = 15 

9) □  －３ =  ４ 

10) □  ＋6 =  9 

11) □ ＋８ = 20 

12) □ ÷３ = ４ 

13) □ ×5  = 40 

14) □ ＋７ = 19 

15) □  ×8 =  24 

16) □  －７ =  ６ 

17) □  ÷3  =  2 

18) □  ×５ =  40 

19) □ ＋７= 19 

20) □  －４ =  9 

21) □  －８ =  20 

22) □  ×８ =  32 

23) □  －７ =  ６ 

24) □  ÷３ =  ２ 

25) □  －４ =  20 

26) □  ＋５ =  30 

27) □  ÷３ =  ６ 

28) □ ＋８ = 24 

29) □ ÷５ = ３ 

30) □ －３ =   4 

31) □ ＋４ = 28 

32) □ －５ = ７ 

33) □ ×６ = 72 

34) □ －10 =  15 

35) □ ＋２ = 28 

36) □ ×８ = 56 

37) □ －６ = ９ 

38) □ ÷８ =   1 

39) □ ×２ = 52 

40) □ ×4 =  72 

− 250 − − 251 −



【１０】記号抹消 

（１） 

 次の頁には、以下の例のような記号の列があります。左上に「抹消する記号」

として示されているものと同じ形のものを選び、右上から左下に斜線を引い

て抹消してください。

 1 行目が終わったら、次の行にというように下に進んでください。

 間違えたときは左上から右下に斜線を追加して×にしてください。

（抹消する記号） 

（１行目は左から右へ→） 

スタート

（←2 行目は右から左へ）

（↑間違えたら×に） 

目安時間：３分（３問） 

− 250 − − 251 −



（２）解答欄

スタート

（抹消する記号） 

− 252 − − 253 −



 

 

（２）、（３） 

 次の頁には、以下の例のような記号の列があります。左上に「抹消する記号」

として示されているものと同じ形のものを選び、右上から左下に斜線を引い

て抹消してください。 

 1 行目が終わったら、次の行にというように下に進んでください。 

 間違えたときは左上から右下に斜線を追加して×にしてください。 

 

 

 

（抹消する記号）  

 

（１行目は左から右へ→） 

スタート 

（↑間違えたら×を記入）    （←２行目は右から左へ） 
 

 

 

− 252 − − 253 −



（２）解答欄

（抹消する記号） 

スタート

− 254 − − 255 −



（３）解答欄

（抹消する記号） 

スタート

− 254 − − 255 −



【１１】計算問題Ⅳ 

（１） 

 次の課題では、簡単な引き算をやっていただきます。

 隣り合った 2 つの数字の引き算を行い、その答えを 2 つの数字の間に書いて

いきます。

 左側の数字が右側よりも小さい場合は、左側に 10 を足してから右側の数字

を引いてください。

【例題】 

３ １ ７ ９・・・ 

 ２ ４ ８ 

①3-1=2 ですから、最初の数字は２です。

②1 から７を引く場合には、左側に 10 を足してから右側の数字を引くので、

答えは、11-7=4 です。

③同様に、７から９を引く場合も、左側に 10 を足してから右側の数字を引く

ので、答えは、1７-９=８です。

 もし答えを間違えたら、消しゴムは使わず斜めの線を引いて、そばに正しい

答えを書いてすばやく訂正してください。

 1 行目が終わったら、次の行にというように下に進んでください。

②①

目安時間：５分（２問） 

③ 

− 256 − − 257 −



（１）解答欄

８ ９ ４ ８ ３ ５ １ ２ １ ８ ７ ６ ９ ３ ２ ７ ８ 

３ ６ １ ２ ９ ８ ４ ４ ８ ２ １ ９ ４ ５ ９ ２ １ 

２ ５ ９ １ ３ ８ ７ ３ ６ ５ １ ９ ７ ８ ５ ４ ９ 

６ １ ８ ２ ５ ８ ９ １ ５ ２ ５ ３ １ １ ９ ７ ８ 

５ ７ ２ １ ８ ９ ７ １ ２ ８ ４ ８ １ ５ ３ ８ １ 

４ ５ ７ １ １ ５ ３ ９ ８ ７ ３ ２ ５ ９ ７ １ ９ 

３ ５ ９ １ ８ ７ ３ ２ ９ ５ ７ ４ ９ ３ ８ ６ ６ 

１ ４ ６ ２ ９ ７ ８ ５ １ ９ ３ ５ ６ ２ ８ ９ １ 

７ ９ ６ ４ ２ １ ９ ８ ９ ５ ２ ８ ７ ９ ３ １ ４ 

９ ７ ４ １ ８ ５ ９ ２ ２ １ ６ ４ ８ ４ ７ ８ ３ 

− 256 − − 257 −



（２） 

 次の課題では、今までと同じように簡単な引き算をやっていただきます。

 隣り合った 2 つの数字の引き算を行い、その答えを 2 つの数字の間に書いて

いきます。

 ただし今度は、左右の数字のどちらか大きい方から小さい方を引くようにし

てください。

【例題】 

３ １ ７ ９・・・ 

 ２ ６ ２ 

①３と１の大きい方から小さい方を引くので、3-1=2 ですから、

最初の数字は２です。

②次は、１と７の大きい方から小さい方を引くので、7-1=6 ですから、

次の数字は６です。

③次は、７と９の大きい方から小さい方を引くので、９-７=２ですから、

次の数字は２です。

 もし答えを間違えたら、消しゴムは使わず斜めの線を引いて、そばに正しい

答えを書いてすばやく訂正してください。

 1 行目が終わったら、次の行にというように下に進んでください。

②① ③ 

− 258 − − 259 −



（２）解答欄

８ ９ ４ ８ ３ ５ １ ２ １ ８ ７ ６ ９ ３ ２ ７ ８ 

３ ６ １ ２ ９ ８ ４ ４ ８ ２ １ ９ ４ ５ ９ ２ １ 

２ ５ ９ １ ３ ８ ７ ３ ６ ５ １ ９ ７ ８ ５ ４ ９ 

６ １ ８ ２ ５ ８ ９ １ ５ ２ ５ ３ １ １ ９ ７ ８ 

５ ７ ２ １ ８ ９ ７ １ ２ ８ ４ ８ １ ５ ３ ８ １ 

２ ４ ４ ８ ９ ４ ５ ９ ２ １ ３ ６ １ ２ ９ ８ １ 

１ ８ ９ ７ １ ２ ８ ５ ７ ８ １ ５ ３ ２ ４ ８ １ 

６ ５ １ ９ ５ ７ ３ ７ ８ ２ ５ ９ １ ３ ８ ４ ９ 

１ ３ １ ９ ６ １ ８ ２ ５ １ ９ ５ ２ ５ ８ ７ ８ 

３ ７ １ ７ １ １ ５ ２ ５ ９ ７ ３ ４ ５ ９ ８ ９ 

− 258 − − 259 −



（１）見本

・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

（２）見本

・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１）解答欄

・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

（２）解答欄

・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

【１２】図形模写 

（１）、（２） 

 左側の見本に従って、右側の解答欄に図形を描いてください。

左側の図形をよく見て、全く同じように右側の解答欄に描き写して

ください。

目安時間：３分（2 問） 

− 260 − − 261 −



【１３】天気予報図Ⅱ 

（１） 

 この課題では、再び天気予報図を書き写してもらいます。

 下の天気予報表を一番上の段から順に右の（１）解答欄に転記してください。 

 マークと文字（漢字、数字など）を、ていねいに、かつ、なるべく速く、書

き写してください。

 ただし、マークのかたちを完全に写す必要はありません。お天気マークの円

を囲むヒゲは正確には 12 本ありますが、6 本に減らして書き写しても結構

です。また、曇りのグレー、雨（傘マーク）の黒は、塗りつぶさず線描きし

てください。

目安時間：１０分（1 問） 

− 260 − − 261 −



（１）解答欄

きょう ６ 時  ９  1 2  1 5  1 8  2 1 . あ す あさって 

− 262 − − 263 −



【１４】間違い探しⅢ 

（１）～（３） 

 次の課題では 1 つの課題につき、3 つの間違いを写真の中から見つけてもら

います。

 写真が上下に並んでいるので、間違いを見つけたら下の写真に○で囲ってく

ださい。

目安時間：３分（3 問） 

− 262 − − 263 −



（１） 

 3 つの間違いを写真の中から見つけてください。

 間違いを見つけたら下の写真に○で囲ってください。

− 264 − − 265 −



（２） 

 3 つの間違いを写真の中から見つけてください。

 間違いを見つけたら下の写真に○で囲ってください。

− 264 − − 265 −



（３） 

 3 つの間違いを写真の中から見つけてください。

 間違いを見つけたら下の写真に○で囲ってください。

課題は以上です。 

時間が余った場合は、見直しを行い、正確に、より多くの正解を導き出すという目

標を達成できるように努力してください。 

− 266 − − 267 −



所属企業・部署

名前  性別 男 女

生年月日 年 月 日  年齢 歳

検査日 年 月 日

答え 

メンタルヘルス⾯から⾒た職場適応⼒

テスト
(試⽤版) 

− 266 − − 267 −



テストを始める前に

1. このテストは、14 種類・45 問の課題からなり、あなたの職場に適応する力

を測ります。

2. 1 つ 1 つの課題に制限時間はありませんが、テスト全体の制限時間は 50

分？？です。

限られた時間の中で、正確に、より多くの正解を導き出すことが目標です。

時間配分を考えて、できるだけ多く回答するように努力してください。

3. 課題ごとに記載されている指示をよく読んでください。分からないときは検

査者に質問をしてください。

4. 検査者の合図に必ず従ってください。

「始めてください！」という合図があったら、すぐに回答を始めてください。 

「やめてください！」という合図があったら、書きかけでもすぐにやめてく

ださい。

− 268 − − 269 −



【１】間違い探しⅠ 

 次に示す（１）～（３）の図をよく見て答えてください。 

 それぞれにＡ～Ｃの３つの図があります。そのうち２つの図は、どこかが間

違っています。正しい図を１つ選んで、その記号を回答欄に書いてください。 

 

（３）回答 

（２）回答 

Ａ 

（１） 

（１）回答 

Ｂ Ｃ 

Ａ Ｂ Ｃ 

（３） 

Ａ 

（２） 

Ｂ 

Ａ Ｂ Ｃ 

 Ｂ 

− 268 − − 269 −



【２】間違い探しⅡ 

 次に示す（１）、（２）の図を鏡に映したときに見える正しい図をＡ～Ｃの中

から１つ選んで回答欄に記号で書いてください。

 
（１） Ａ Ｂ Ｃ 

Ｃ（１）回答

（２） 

Ｂ
（２）回答

Ａ Ｂ Ｃ 

− 270 − − 271 −



【３】単語説明 

 次の（１）～（５）の単語について、50 字以内で簡潔に説明してください。

（１）ホウ・レン・ソウ

（２）協調性

− 270 − − 271 −



 

 

【４】図形の組み合せ 

 次に示す（１）～（５）の図は、枠の中の A～O の図形を２つ組み合わせ

たシルエットです。 

 組み合わせた図形の中には、角度が変わっているものもあります。A～O の

どの図形を組み合わせたものかを選び、回答欄に書いてください。 

 なお、A～O の図形は、繰り返し使っても構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（１） 

   と    と    と 

   と    と 

（２） （３） 

（４） （５） 

 Ｈ と Ｍ Ｇ と Ｊ  Ｈ と Ｆ 

 Ｄ と Ｉ  Ｃ と Ｉ 
− 272 − − 273 −



 

 

【５】計算問題Ⅰ 

 次の（１）～（５）にある計算式の答えを□の中に書いてください。空いて

いるところは、計算のために使っても構いません。 

 

（１）  １２＋６９＝                  

 

 

（２）  ８６×３２＝ 

 

 

（３） ３１２÷２６＝ 

 

 

（４） ２４８×３６÷３２＝ 

 

 

（５） ４７９×８３—２３１×２４＝ 

 

 

 

 81 

2752 

12 

279 

34213 

− 272 − − 273 −



【６】語句穴埋め 

 次に示す（１）～（３）の文章は、（ア）～（ウ）の部分が空欄になってい

ます。

 文章の意味が通るように、空欄の部分に当てはまる適切な語句をＡ～Ｈから

選んで回答欄に書いてください。（ア）～（ウ）には、Ａ～Ｈの語句が１つ

ずつ入ります。Ａ～Ｈの語句の中には不要なものも含まれていますので注意

してください。

（１） 

天気予報では晴れる予報だったので（ア）（イ）夕方急に雨が降ってきて（ウ）雷ま

で鳴り出した。 

 

 

（２） 

明日は大事な会議がある。（ア）明日の準備は終えた（イ）明日に備えて今日は（ウ） 

（２）回答欄

Ａ．そのため、 Ｂ．だから、 

Ｃ．傘を持って家を出た。 Ｄ．雨は降らなかった。 

Ｅ．そのうえ、 Ｆ．傘を持たずに家を出た。 

Ｇ．したがって、 Ｈ．しかし、 

（１）回答欄

Ａ．まだ、 Ｂ．すでに、 

Ｃ．明日の準備をしよう。 Ｄ．早く休もう。 

Ｅ．まったく、 Ｆ．ので、 

Ｇ．そのうえ、 Ｈ．そして、 

（ア）F （イ）H （ウ） E

（ア）B （イ）F （ウ）D

− 274 − − 275 −



（３） 

今日はとても寒い。（ア）いつもより厚いコートを着て出かけた。（イ）満員電車の

中は（ウ）とても蒸し暑く汗をかいてしまった。 

（３）回答欄

Ａ．そして、 Ｂ．そのうえ、 

Ｃ．人が少ないせいか、 Ｄ．まだ、 

Ｅ．しかし、 Ｆ．人がたくさんいるせいか 

Ｇ．そのため、 Ｈ．人が少ないので、 

（ア）G （イ）E （ウ） F

− 274 − − 275 −



【７】計算問題Ⅱ 

 次の（１）～（５）の問題文をよく読んで、その答えを回答欄に書いてくだ

さい。式を書く必要はありませんが、紙の空いているところを使って計算を

しても構いません。

（１）300 人のうち６割は男性です。男性の数は何人ですか。

（２）１分間に８０枚印刷できる印刷機があります。この印刷機を使うとき、

１５秒間では何枚の紙を印刷できることになりますか。

（３）１,２００円の商品が３％値上がりすると、いくらになりますか。

（４）水が入っている容器全体の重さは４００ｇです。水を¼取り出すと、全

体の重さは３３０ｇになりました。容器自体の重さは何ｇですか。 

（５）100 人のうち、６割が女性で、４割は外国人です。外国人の女性が２０人

いるとき、日本人の男性は何人いますか。

（１）回答

（２）回答

（３）回答

（４）回答

（５）回答

180 

20 

1236 

120 

20 

− 276 − − 277 −



 

 

【８】天気予報図Ⅰ 

（１） 

 この課題では、天気予報図を書き写していただきます。 

 下の天気予報表を一番上の段から順に右の（１）回答欄に転記してください。 

 マークと文字（漢字、数字など）を、ていねいに、かつ、なるべく速く、書

き写してください。 

 ただし、マークのかたちを完全に写す必要はありません。お天気マークの円

を囲むヒゲは正確には 12 本ありますが、6 本に減らして書き写しても結構

です。また、曇りのグレー、雨（傘マーク）の黒は、塗りつぶさず線描きし

てください。 

 

 

− 276 − − 277 −



（１）回答欄

きょう 6 時 9 1 2 1 5 1 8 2 1 あ す あさって 

− 278 − − 279 −



 

 

【９】計算問題Ⅲ 

（１） 

 次の頁には、以下の例のような数式が並んでいます。 

 □（四角）に入る演算記号（＋－×÷）を考え、四角の中に記入して下さい。 

 できるだけ速く、できるだけ正確に解答して下さい。 

 

例１）１ □ １ ＝２   解答）＋ 

例２）１ □ 2 ＝２   解答）× 

− 278 − − 279 −



（１）回答欄

1) 14 ＋  4 =  18 

2) １５  ÷ ５ = ３ 

3) ６ ×  8 =   48 

4) ２ ＋  8 =  10 

5) 1８ ×  4 =  72 

6) １0   —  6 =   4 

7) 15 ＋  5 =  20 

8) 18 × 8 = 144 

9) 25 － 10 = 15 

10) 5 ＋  2 =   7 

11) 36   ÷  9 =  4 

12) 26 ＋  2 =  28 

13) 26 × 2  = 52 

14) 20 ＋ 15 =  35 

15) 1８  ÷  3 =  6 

16) 9 －  5 =  4 

17) 2４ ＋  4  = 28 

18) ９    ÷  3 = 3 

19) 12   ÷  ２= ６ 

20) 24 －  6 =   18 

21) 7 －  3 =  4

22) 26 ＋  ８ = 34

23) 8  ÷  ８ =  1

24) 7  ×  ８ = 56

25) 17 ×  6 = 102

26) 16 ＋ 7 =  23

27) 18 × 3 =  54

28) 26 ＋ 2 =  28

29) 18 ＋ ８ = 26

30) 7 －  3 =  4

31) 8 ×  5 =  40

32) 3 ×  ８ = 24

33) 33 －  ８ = 25

34) 24 －  6 = 18

35) 9 －  4 =  5

36) 13 － 7 =  6

37) 3 ×  9 = 27

38) 48 ÷  ８ = 6

39) 4 ＋  9 = 13

40) 8 ×  4 = 32

− 280 − − 281 −



（２） 

 次の頁には、以下の例のような数式が並んでいます。

 □（四角）に入る数字を考え、四角の中に記入して下さい。

 できるだけ速く、できるだけ正確に解答して下さい。

例１）□ ＋ １ ＝２ 解答）１ 

例２）□ ×  １ ＝２ 解答）２ 

− 280 − − 281 −



（２）回答欄

1) ９  －６ =  ３

2) ４ ＋5 =   9 

3) ８  ÷4  =  2

4) ６  ＋２ =  8

5) ２  ×３ =  6

6) ９  ÷３ =  ３

7) ２  ×４ =  ８

8) １０  ＋５ = 15

9) ７  －３ =  ４

10) ３  ＋6 =  9

11) １２  ＋８ = 20

12) １２  ÷３ = ４

13) ８ ×5  = 40

14) １２  ＋７ = 19

15) ３  ×8 =  24

16) １３  －７ =  ６

17) ６  ÷3  =  2

18) ８  ×５ =  40

19) １２  ＋７= 19 

20) １３  －４ =  9

21) ２８  －８ =  20

22) ４  ×８ =  32

23) １３  －７ =  ６

24) ６  ÷３ =  ２

25) ２４  －４ =  20

26) ２５  ＋５ =  30

27) １８  ÷３ =  ６

28) １６ ＋８ =  24

29) １５ ÷５ = ３ 

30) ７ －３ =   4 

31) ２４ ＋４ =  28

32) １２ －５ = ７ 

33) １２ ×６ =  72

34) ２５ －10 =  15

35) ２６ ＋２ =  28

36) ７ ×８ =  56

37) １５ －６ = ９ 

38) ８ ÷８ =   1 

39) ２６ ×２ =  52

40) １８ ×4 = 72 

− 282 − − 283 −



【１０】記号抹消 

（１） 

 次の頁には、以下の例のような記号の列があります。左上に「抹消する記号」

として示されているものと同じ形のものを選び、右上から左下に斜線を引い

て抹消して下さい。 

 １行目は左から右へ、２行目は右から左へ、以降奇数行は左から右、偶数行

は右から左と、   あるいは    に従って往復して下さい。 

 間違えたときは左上から右下に斜線を追加して×にして下さい。 

 できるだけ速く、できるだけ正確に解答して下さい。 

 

 

（抹消する記号）  

 

（１行目は左から右へ→） 

スタート 

 
 
 
 

（←2 行目は右から左へ） 
 
 

（↑間違えたら×に） 

 

 

 

− 282 − − 283 −



（１）回答欄

スタート

（抹消する記号） 

− 284 − − 285 −



（２）、（３） 

 次の頁には、以下の例のような記号の列があります。左上に「抹消する記号」

として示されているものと同じ形のものを選び、右上から左下に斜線を引い

て抹消して下さい。 

 １行目は左から右へ、２行目は右から左へ、以降奇数行は左から右、偶数行

は右から左と、   あるいは    に従って往復して下さい。 

 間違えたときは左上から右下に斜線を追加して×にして下さい。 

 できるだけ速く、できるだけ正確に解答して下さい。 

 

 

 

（抹消する記号）  

 

（１行目は左から右へ→） 

スタート 

（↑間違えたら×を記入）    （←２行目は右から左へ） 
 

 

 

− 284 − − 285 −



（２）回答欄 
 

 

 
 
 
 

（抹消する記号） 

スタート 

− 286 − − 287 −



（３）回答欄 
 

（抹消する記号） 

スタート 

− 286 − − 287 −



【１１】計算問題Ⅳ 

（１）、（２） 

 次の課題では、簡単な引き算をやっていただきます。

 隣り合った 2 つの数字の引き算を行い、その答えを 2 つの数字の間に書いて

いきます。

 左側の数字が右側よりも小さい場合は、左側に 10 を足してから右側の数字

を引いてください。

【例題】 

３ １ ７・・・ 

 ２ ４  

①3-1=2 ですから、最初の数字は２です。

②1 から７を引く場合には、左側に 10 を足してから右側の数字を引くので、

答えは、11-7=4 です。

 もし答えを間違えたら、消しゴムは使わず斜めの線を引いて、そばに正しい

答えを書いてすばやく訂正してください。

 1 行目が終わったら、次の行にという風に下に進んでください。

 できるだけ速く、できるだけ正確に解答して下さい。

②①

− 288 − − 289 −



（１）回答欄

８ ９ ４ ８ ３ ５ １ ２ １ ８ ７ ６ ９ ３ ２ ７ ８ 

 ９ ５ ６ ５ ８ ４ ９ １ ３ １ １ ７ ６ １ ５ ９ 

３ ６ １ ２ ９ ８ ４ ４ ８ ２ １ ９ ４ ５ ９ ２ １ 

 ７ ５ ９ ３ １ ４ ０ ６ ６ １ ２ ５ ９ ６ ７ １ 

２ ５ ９ １ ３ ８ ７ ３ ６ ５ １ ９ ７ ８ ５ ４ ９ 

 ７ ６ ８ ８ ５ １ ４ ７ １ ４ ２ ２ ９ ３ １ ５ 

６ １ ８ ２ ５ ８ ９ １ ５ ２ ５ ３ １ １ ９ ７ ８ 

 ５ ３ ６ ７ ７ ９ ８ ６ ３ ７ ２ ２ ０ ２ ２ ９ 

５ ７ ２ １ ８ ９ ７ １ ２ ８ ４ ８ １ ５ ３ ８ １ 

 ８ ５ １ ３ ９ ２ ６ ９ ４ ４ ６ ７ ６ ２ ５ ７ 

４ ５ ７ １ １ ５ ３ ９ ８ ７ ３ ２ ５ ９ ７ １ ９ 

 ９ ８ ６ ０ ６ ２ ４ １ １ ４ １ ７ ６ ２ ６ ２ 

３ ５ ９ １ ８ ７ ３ ２ ９ ５ ７ ４ ９ ３ ８ ６ ６ 

 ８ ６ ８ ３ １ ４ １ ３ ４ ８ ３ ５ ６ ５ ２ ０ 

１ ４ ６ ２ ９ ７ ８ ５ １ ９ ３ ５ ６ ２ ８ ９ １ 

７ ８ ４ ３ ２ ９ ３ ４ ２ ６ ８ ９ ４ ４ ９ ８ 

７ ９ ６ ４ ２ １ ９ ８ ９ ５ ２ ８ ７ ９ ３ １ ４ 

 ８ ３ ２ ２ １ ２ １ ９ ４ ３ ４ １ ８ ６ ２ ７ 

９ ７ ４ １ ８ ５ ９ ２ ２ １ ６ ４ ８ ４ ７ ８ ３ 

 ２ ３ ３ ３ ３ ６ ７ ０ １ ５ ２ ６ ４ ７ ９ ５ 

− 288 − − 289 −



（２）回答欄

４ ９ １ ８ ８ ５ ３ ６ ３ ６ ９ ７ １ ３ ２ ８ ９ 

 ５ ８ ３ ０ ３ ２ ７ ３ ７ ７ ２ ６ ８ １ ４ ９ 

２ ５ ６ ５ １ ９ ７ ８ ５ ４ ９ ９ １ ３ ８ ７ ３ 

 ７ ９ １ ４ ２ ２ ９ ３ １ ５ ０ ８ ８ ５ １ ４ 

５ ２ ５ ３ １ １ ９ ６ １ ８ ２ ５ ８ ９ １ ７ ８ 

 ３ ７ ２ ２ ０ ２ ３ ５ ３ ６ ７ ７ ９ ８ ４ ９ 

８ ４ ８ １ ５ ３ ８ １ ５ ７ ２ １ ８ ９ ７ １ ２ 

 ４ ６ ７ ６ ２ ５ ７ ６ ８ ５ １ ３ ９ ２ ６ ９ 

３ ８ ２ １ ９ ４ ５ ９ ６ １ ２ ９ ８ ４ ４ ２ １ 

 ５ ６ １ ２ ５ ９ ６ ３ ５ ９ ３ １ ４ ０ ２ １ 

１ ２ １ ８ ７ ６ ９ ３ ８ ９ ４ ８ ３ ５ ２ ７ ８ 

 ９ １ ３ １ １ ７ ６ ５ ９ ５ ６ ５ ８ ３ ５ ９ 

６ １ ９ ７ ８ １ ５ ２ ５ １ ８ ２ ５ ８ ９ １ ３ 

５ ２ ２ ９ ７ ６ ３ ７ ４ ３ ６ ７ ７ ９ ８ ８ 

２ ５ ９ １ ３ ８ ７ ３ ６ ５ １ ９ ７ ８ ５ ４ ９ 

 ７ ６ ８ ８ ５ １ ４ ７ １ ４ ２ ２ ９ ３ １ ５ 

８ ２ ８ ４ １ ９ ４ ５ ４ ９ ２ ３ ６ １ ２ ９ １ 

 ６ ４ ４ ３ ２ ５ ９ １ ５ ７ ９ ７ ５ ９ ３ ８ 

３ ８ ７ １ ９ ７ ８ ５ ３ ６ ５ ２ ５ ９ １ ４ ９ 

 ５ １ ６ ２ ２ ９ ３ ２ ７ １ ３ ７ ６ ８ ７ ５ 

− 290 − − 291 −



（３）、（４） 

 次の課題では、今までと同じように簡単な引き算をやっていただきます。

 隣り合った 2 つの数字の引き算を行い、その答えを 2 つの数字の間に書いて

いきます。

 ただし今度は、左右の数字のどちらか大きい方から小さい方を引くようにし

てください。

【例題】 

３ １ ７・・・ 

 ２ ６  

①３と１の大きい方から小さい方を引くので、3-1=2 ですから、

最初の数字は２です。

②次は、１と７の大きい方から小さい方を引くので、7-1=6 ですから、

次の数字は６です。

 もし答えを間違えたら、消しゴムは使わず斜めの線を引いて、そばに正しい

答えを書いてすばやく訂正してください。

 1 行目が終わったら、次の行にという風に下に進んでください。

 できるだけ速く、できるだけ正確に解答して下さい。

②①

− 290 − − 291 −



（３）回答欄

８ ９ ４ ８ ３ ５ １ ２ １ ８ ７ ６ ９ ３ ２ ７ ８ 

 １ ５ ４ ５ ２ ４ １ １ ７ １ １ ３ ６ １ ５ １ 

３ ６ １ ２ ９ ８ ４ ４ ８ ２ １ ９ ４ ５ ９ ２ １ 

 ３ ５ １ ７ １ ４ ０ ４ ６ １ ８ ５ １ ４ ７ １ 

２ ５ ９ １ ３ ８ ７ ３ ６ ５ １ ９ ７ ８ ５ ４ ９ 

 ３ ４ ８ ２ ５ １ ４ ３ １ ４ ８ ２ １ ３ １ ５ 

６ １ ８ ２ ５ ８ ９ １ ５ ２ ５ ３ １ １ ９ ７ ８ 

 ５ ７ ６ ３ ３ １ ８ ４ ３ ３ ２ ２ ０ ８ ２ １ 

５ ７ ２ １ ８ ９ ７ １ ２ ８ ４ ８ １ ５ ３ ８ １ 

 ２ ５ １ ７ １ ２ ６ １ ６ ４ ４ ７ ４ ２ ５ ７ 

２ ４ ４ ８ ９ ４ ５ ９ ２ １ ３ ６ １ ２ ９ ８ １ 

 ２ ０ ４ １ ５ １ ４ ７ １ ２ ３ ５ １ ７ １ ７ 

１ ８ ９ ７ １ ２ ８ ５ ７ ８ １ ５ ３ ２ ４ ８ １ 

 ７ １ ２ ６ １ ６ ３ ２ １ ７ ４ ２ １ ２ ４ ７ 

６ ５ １ ９ ５ ７ ３ ７ ８ ２ ５ ９ １ ３ ８ ４ ９ 

 １ ４ ８ ４ ２ ４ ４ １ ６ ３ ４ ８ ２ ５ ４ ５ 

１ ３ １ ９ ６ １ ８ ２ ５ １ ９ ５ ２ ５ ８ ７ ８ 

 ２ ２ ８ ３ ５ ７ ６ ３ ４ ８ ４ ３ ３ ３ １ １ 

３ ７ １ ７ １ １ ５ ２ ５ ９ ７ ３ ４ ５ ９ ８ ９ 

 ４ ６ ６ ６ ０ ４ ３ ３ ４ ２ ４ １ １ ４ １ １ 
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（４）回答欄

６ ２ ９ ７ ８ ５ ８ ９ １ ９ ３ １ ４ ５ ６ ２ １ 

 ４ ７ ２ １ ３ ３ １ ８ ８ ６ ２ ３ １ １ ４ １ 

２ １ ６ ４ ８ ４ ７ ８ ９ ７ ４ １ ８ ９ ２ ５ ３ 

 １ ５ ２ ４ ４ ３ １ １ ２ ３ ３ ７ １ ７ ３ ２ 

８ ３ ６ ９ １ ９ ３ ８ ６ ３ ５ ２ ９ ５ ７ ４ ７ 

 ５ ３ ３ ８ ８ ６ ５ ２ ３ ２ ３ ７ ４ ２ ３ ３ 

２ ８ ７ ７ ９ ６ ４ ９ ３ １ ９ ８ ９ ５ ２ １ ４ 

 ６ １ ０ ２ ３ ２ ５ ６ ２ ８ １ １ ４ ３ １ ３ 

８ ９ ４ ３ ５ １ ９ ３ ２ ７ ２ １ ８ ８ ７ ６ ８ 

 １ ５ １ ２ ４ ８ ６ １ ５ ５ １ ７ ０ １ １ ２ 

６ １ ９ ４ １ ２ ９ ８ ４ ５ ４ ８ ２ ３ ９ ２ １ 

 ５ ８ ５ ３ １ ７ １ ４ １ １ ４ ６ １ ６ ７ １ 

９ １ ５ １ ８ ２ １ ７ ８ ６ ２ ５ ８ ９ １ ５ ３ 

 ８ ４ ４ ７ ６ １ ６ １ ２ ４ ３ ３ １ ８ ４ ２ 

１ ８ ５ ３ ８ ７ ３ ６ １ ９ ７ ２ ５ ９ ５ ４ ９ 

 ７ ３ ２ ５ １ ４ ３ ５ ８ ２ ５ ３ ４ ４ １ ５ 

７ ４ ５ ７ １ ５ ３ ９ ８ ７ １ ９ １ ３ ２ ５ ９ 

 ３ １ ２ ６ ４ ２ ６ １ １ ６ ８ ８ ２ １ ３ ４ 

８ ７ １ ５ ８ ７ ２ ９ ４ ８ １ ５ ３ １ ２ ８ １ 

 １ ６ ４ ３ １ ５ ７ ５ ４ ７ ４ ２ ２ １ ６ ７ 
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（１）見本

・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

（２）見本

・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１）回答欄

・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

（２）回答欄

・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

【１２】図形模写 

（１）、（２） 

 左側の見本に従って、右側の回答欄に図形を描いてください。

左側の図形をよく見て、全く同じように右側の回答欄に描き写して

下さい。
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【１３】天気予報図Ⅱ 

（１） 

 この課題では、再び天気予報図を書き写していただきます。

 下の天気予報表を一番上の段から順に右の（１）回答欄に転記してください。 

 マークと文字（漢字、数字など）を、ていねいに、かつ、なるべく速く、書

き写してください。

 ただし、マークのかたちを完全に写す必要はありません。お天気マークの円

を囲むヒゲは正確には 12 本ありますが、6 本に減らして書き写しても結構

です。また、曇りのグレー、雨（傘マーク）の黒は、塗りつぶさず線描きし

てください。
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（１）回答欄

きょう ６ 時 ９ 1 2 1 5 1 8 2 1 あ す あさって 
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【１４】間違い探しⅢ 

（１）～（３） 

 次の課題では 1 つの課題につき、3 つの間違いを写真の中から見つけてもら

います。 

 写真が上下に並んでいるので、間違いを見つけたら下の写真に○で囲ってく

ださい。 
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（１） 

 3 つの間違いを写真の中から見つけてください。

 間違いを見つけたら下の写真に○で囲ってください。

− 298 − − 299 −



（２） 

 3 つの間違いを写真の中から見つけてください。 

 間違いを見つけたら下の写真に○で囲ってください。 
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（３） 

 3 つの間違いを写真の中から見つけてください。

 間違いを見つけたら下の写真に○で囲ってください。

課題は以上です。 

時間が余った場合は、見直しを行い、正確に、より多くの正解を導き出すという目

標を達成できるように努力してください。 
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表７　高正解者の所要時間例

項目名
問題数 目安時間

（分）
所要時間

(分）
正答数（率）

【１】間違い探しⅠ：3問 3 0.5 15秒 3(100)

【２】間違い探しⅡ：2問 2 0.5 15秒 2(100)

【３】単語説明：３問 3 6 6分40秒 5(100)

【４】図形の組み合せ：5問 5 1 37秒 5(100)

【５】計算問題Ⅰ：5問 5 1 2分33秒 5(100)

【６】語句穴埋め：3問 3 1 1分8秒 3(100)

【７】計算問題Ⅱ：5問 5 2 1分30秒 4(80)

【８】天気予報図Ⅰ：1問（12行） 1 10 15分49秒 18(100)

【９】計算問題Ⅲ：２問（80問） 2 4 4分13秒 80(100)

【１０】記号抹消：３問（117問） 3 3 3分24秒 114(97)

【１１】計算問題Ⅳ：2問（640問） 2 5 15分3秒 640(100)

【１２】図形模写：２問 2 3 3分32秒 2(100)

【１３】天気予報図Ⅱ：1問（12行） 1 10 14分14秒 18(100)

【１４】間違い探し：３問（9問） 3 3 1分20秒 9(100)

合計 40 50 約71分 908(99)

− 300 − − 301 −



 

Ⅳ．主治医の立場からみたメンタルヘルス不調者の転帰に関連する 
要因と対応の調査研究 
研究分担者 桂川 修一 東邦大学医学部精神神経医学講座（佐倉）・教授 

研究要旨 

 医療機関に通院する患者の診療録を通じ

て、メンタルヘルス不調者例がどのような

形で休職し復職をするか、主治医はどうい

った点に留意して対応しているかを、職場

内外の要因をも含めて、明らかにすること

を目的とした。 

 平成 28 年度研究では、平成 28 年以前に

研究協力者の医療機関を受療した患者のう

ち休職経験のある事例 100 例を集積し、復

職成功事例、復職できなかった事例、退職

後転職した事例、退職後無職となっている

事例の 4 つに類型化して、個体側要因、職

場要因、職場以外の要因、治療経過、転帰

について調査を行って結果を集計・分析し

た。 

 事例の属性では年代では 30 代、40 代が

多く、個体側要因として遺伝負因はないも

のが多かった。大うつ病の診断が多いが併

存症も認められた。職場要因として復職成

功群では、産業保健スタッフの介入、職場

の受け入れが良好、業務配慮があること、

産業医と連携がある事例が多かった。職場

以外の要因としては、復職成功群と退職後

転職群で、既婚者、家族との関係が良好、

家族の支援が得られる、近隣との関係が良

好、職場以外との関係が良好の事例が多か

った。 

治療経過では、類型化した群の間に薬物療

法の効果、精神療法の種類の差はなかった。

いずれも群もリワークプログラムに参加し

たが、退職後無職群ではリワークプログラ

ムの利用例が少なかった。治療経過につい

て復職成功群と退職後転職群は 1.5 年以内

に症状が回復して、復職する例が多かった

が、復職不成功群と退職後無職群は症状の

回復が遅れて、復職未達成となる例を多く

認めた。転帰に関しては、復職成功群で再

発再燃が低く、他の群では高くなっていた。

復職不成功群では再休職の割合が高く再発

再燃から再休職となって復職が果たせない

可能性が示された。再発再燃の要因では職

場要因以外に個体側要因が挙げられた。退

職後無職群では障害年金をはじめとする生

活支援をうけていたが、復職不成功群では

貯蓄以外の支援がない例が多かった。 

 平成 29 年度研究では、平成 28 年度で集

計した事例を同じく 4 つに類型化して、個

体側要因、職場要因、職場以外の要因、治

療経過、転帰について統計解析してその関

連を調査した。個体側要因では、遺伝負因

がない者のほうが復職成功、退職後転職が

できた割合が高く、生物学的素因があると

復職できない割合が高い。大うつと双極性

障害の病名に復職成功した割合が高く、そ

れ以外では復職の割合が低い。転職回数が

多いと復職できないリスクが上がる。職場

要因では、産業保健スタッフの介入、職場
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の受け入れ状況が良好、業務配慮があるこ

と、産業医との連携はいずれも復職成功に

有効だった。職場以外の要因では、家族と

の良好な関係、近隣との良好な関係、家族

の支援が復職に有効であり、転帰では症状

の再燃がないことが復職に有効であること

が示された。 

 上記の解析結果を踏まえて研究協力者間

でラウンドテーブルディスカッションを行

った結果、主治医の立場では遺伝負因や生

物学的素因といった個体側要因や病名によ

る治療や対応の違いに着目する重要性が語

られており、疾病性を重視していることが

明らかとなった。産業医との連携において、

疾病性と事例性の両面からメンタルヘルス

不調者の評価を行う必要性があって、休職

した労働者の職場での適応状況や業務遂行

能力について、本人からの情報だけでなく

職場側からも情報を得ることの重要性が挙

げられた。同時に産業医に対しても疾病性

を考慮した対応を伝えることが重要であり、

復職時には業務遂行性に関するチェックリ

ストを作成して職場と本人の双方で確認す

るといった方策を検討するなど、主治医と

産業医の連携を強化する必要性を提言した。

職場以外の要因では、家族との良好な関係、

近隣との良好な関係、家族の支援が復職に

有効であり、転帰では症状の再燃がないこ

とが復職に有効であることが示された。上

記の解析結果を踏まえて研究協力者間でラ

ウンドテーブルディスカッションを行った

結果、主治医の立場では遺伝負因や生物学

的素因といった個体側要因や病名による治

療や対応の違いに着目する重要性が語られ

ており、疾病性を重視していることが明ら

かとなった。  

 産業医との連携において、疾病性と事例性

の両面からメンタルヘルス不調者の評価を

行う必要性があって、休職した労働者の職

場での適応状況や業務遂行能力について、

本人からの情報だけでなく職場側からも情

報を得ることの重要性が挙げられた。同時

に産業医に対しても疾病性を考慮した対応

を伝えることが重要であり、復職時には業

務遂行性に関するチェックリストを作成し

て職場と本人の双方で確認するといった方

策を検討するなど、主治医と産業医の連携

を強化する必要性を提言した。 

 

A．研究目的 

 本研究では主治医の立場から事例の類型

を行うものであり、個体要因と職場内外で

のストレス要因が休職した労働者にどのよ

うに関連し、治療経過と転帰について影響

するかを明らかにすることを目的とした。 

 

B. 研究方法 

平成 28年研究 

 平成 28 年以前に研究協力者の医療機関

を受診した患者のうち、F３、F４の診断で

休職経験のある通院あるいは入院患者の事

例 100 例を集積した。診療録をもとに、復

職成功事例、復職できなかった事例、退職

後転職した事例、退職後無職となっている

事例の 4つの群に類型化を行い、1）個体側

要因、2）職場要因、3）職場以外の要因、4）
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治療経過、5）転帰について、文末に示した

調査票を用いてそれぞれの調査項目の情報

を収集した。調査は無記名で行い、個人が

特定できないよう配慮を行った。 

平成 29年研究 

 平成28年以前に研究協力者の医療機関を

受診した患者のうち、F３、F４の診断で休

職経験のある通院あるいは入院患者の事例

100 例を集積した。診療録をもとに、復職成

功事例、復職できなかった事例、退職後転

職した事例、退職後無職となっている事例

の4つの群に類型化を行い、1）個体側要因、

2）職場要因、3）職場以外の要因、4）治療

経過、5）転帰について、平成 28 年度研究

で一次集計を行った内容を統計解析した。

得られた結果をもとに研究協力者間でラウ

ンドテーブルディスカッションを行って、

意見交換を行い、特に主治医の立場から産

業医との連携に関して 疾病性を考慮した

事例への対応を提言し、さらに職場以外で

の要因について、主治医の立場から産業医

に有益な情報提供となる要点を抽出した。 

 

C．研究結果 

平成 28年度研究 

 研究協力機関から男性 74、女性 26 の計

100 例の事例が集積された。調査項目のう

ち得られなかった情報については不明とし

て集計・解析を行った。以下に結果を示す。 

1） 事例の属性と個体要因について 

 男性 74 例の内訳は復職成功 46 例

（62.2％）、復職不成功 8 例（10.8％）、退

職後転職 10 例（13.5％）、退職後無職 10例

（13.5％）で、女性 26例の内訳は復職成功

17例（65.4％）、復職不成功 2例（7.7％）、

退職後転職 2 例（7.7％）、退職後無職 5 例

（19.2％）である（図 1）。以下については

①復職成功群、②復職不成功群、③退職後

転職群、④退職後無職群に分けて結果を示

す。10 歳ごとの年代をみると、①群では

41-50 歳が最も多く、次いで 31-40 歳が多

かった。②群では、31-40 歳が最も多く、

③④群は 41-50 歳が最も多かった（図 2）。

遺伝負因子は①②③群ではなしが多く、④

群ではありが多くなっていた（図 3）。学歴

では①②③群では大学卒以上がいずれも多

かったが、④群では高校卒が最も多く、次

いで大学卒以上となっていた（図 4）。生物

学的素因はいずれの群もなしが多かったが、

①②④群では光トポグラフィーが施行され

ていた（図 5）。病名についてはいずれの群

も大うつ病が最も多くなっていた。併存診

断は①群 8 例、②③群それぞれ 1 例、④群

4例あり、不安障害 4例、ADHD2例、アルコ

ール依存症 2 例、その他 6 例となっていた

（図 6）。転職については、なしが①②④群

で多かったが、③群では転職ありが多かっ

た（図 7）。転職回数をみると①群では 1回

が多いが、②③④群では 2 回以上が多くな

っていた（図 8）。職種を官民でみると、い

ずれも民間が多かった（図 9）。職種の内訳

では①③群は様々であったが、②群は製造、

運輸、卸売・小売業が多く、④群では製造、

医療・福祉が多かった（図 10）。業種では

①②④群で専門・技術職が多く、③群では

事務職が多かった。 
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2） 職場要因について 

 労災保険による改定精神障害認定基準 1）

を参考に、業務の心理負荷の強度を調べた。

それぞれの負荷強度が重複しているが、特

別な出来事として、心理的負荷が極度とさ

れたのは①群 22 例、②群 3 例、③群 2 例、

④群 6 例だった。極度の長時間労働は①群

7 例、②群 3 例、③群 4 例、④群 1 例だっ

た。特別な出来事以外の心理負荷の強度で

は、いずれの群でも中と弱が多かった（表

1）。産業スタッフの介入は①群で 30 例

（47.6％）と半数近くあったが、②③④の

いずれも介入は少なかった（図 12）。職場

支援プログラムが施行されたのは、①群 42

例（66.7％）、②群 7例（70.0％）だったが、

③④群ともになしが多かった（図 13）。施

行された支援プログラムの期間は①③群で

は多くが 3 ヶ月以内だったが、②④群では

6ヶ月以内まで行われていた（図 14）。復職

に関する職場の受け入れについて、①②群

では良好が多かったが、③④群では普通あ

るいは不良が多かった（図 15）。復職に際

しての業務上の配慮は、ありとする①群で

は 56 例（88.9％）だったが、②群は半数、

③④群で少なかった（図 16）。復職にあた

って産業医との連携は①群で 30 例（47.6％）

と半数近くあったが、②③④群では連携な

しが多くなっていた（図 17）。 

3） 職場以外の要因について 

 家族の有無について、いずれの群でも家

族ありが多くなっていた（図 18）。婚姻状

況では、①③群では既婚が多かったが、②

④群では未婚が多かった（図 19）。家族と

の関係をみると①③群では良好が多かった

が、②④群では良好とする例は半数または

それ以下となっていた（図 20）。近隣との

関係について、①③群では良好がそれぞれ

33.3％見られたが、いずれの群でも関係が

ない例が多かった（図 21）。職場以外との

関係について、①③群では良好が約半数認

められているが、②④群では関係なしがそ

れぞれ 6 例（60.0％）、12 例（80.0％）で

多かった。家族の支援は①③群では多く得

られたが、②④では半数またはそれ以上が

支援なしとなっていた（図 23）。 

4） 治療経過について 

 薬物療法についてはいずれの群も効果あ

りとするものが多く、効果なしとするのは

①群 3 例（4.8％）のみで少なかった（図

24）。精神療法については、複数施行されて

おり、いずれの群でも支持的精神療法が多

く、加えて認知行動療法やマインドフルネ

スが行われていた（表 2）。リワークプログ

ラムは①②③群でいずれも多く施行されて

いたが、④群では施行されていたのが 7 例

（46.7％）で少ない（図 25）。症状改善ま

での期間について、①②群では 12ヶ月以内

までが多いが、③群では 1.5 年以内までか

かるものも少なくなく、④群では 2 年以上

かかる割合も高かった（図 26）。復職達成

までに①群では半数は 12 ヶ月以内に可能

となり、③群も半数以上が 1.5 年以内には

達成しているが、②群では 1.5 年以内に達

成できるのは 30％であり、未達成が 60％、

④群では未達成がほとんどを占めた（図 27）。 

5） 転帰について 
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 症状の再発再燃について、①群ではあり

が 30％以下だった。②③④群ではいずれも

高かった（図 28）。再発再燃の要因として

は、内容が重複しているものもあるが個体

側要因と職場環境によるものが多い（表 3）。

再休職についても①群では少ないものの、

②では高い。③④群の再休職なしの割合が

高いのは退職したことによると思われる

（図 29）。再休職の要因についても再発再

燃と同様に個体側要因と職場環境が挙げら

れていた（表 4）。生活支援の受給状況では、

④群が複数の支援を利用している。②群は

貯蓄を利用するものが 3 例あるが、支援な

しとされた 6例もみられた（表 5）。 

平成 29年度研究 

a. 統計解析結果 

 平成 28年度研究で集積された計 100事例

を調査項目のうち得られなかった情報につ

いては欠損値として解析を行った。以下に

結果を示す。 

1） 個体要因について 

 以下については①復職成功群、②復職不

成功群、③退職後転職群、④退職後無職群

に分けて結果を示す。 

（1）【性差】性別と事例分類では男女での

事例の差は見られなかった。 

（2）【年齢】10歳ごとの年齢と事例分類で

は年代による事例の差は見られなかった。 

（3）【遺伝負因】遺伝負因と事例分類では

有意差はないものの、遺伝負因がない者で、

復職成功、退職後転職ができた者の割合が

多い傾向が見られた（図 31、表 6）。 

 

（図 31） 

 

（表 6） 

度

数 

行% 

復職

成功

事例 

復職でき

なかった

事例 

退職後 

転職し 

た事例 

退職後無

職 

となって 

いる事例 

合

計 

あ

り 

17 

54.84 

4 

12.90 

2 

6.45 

8 

25.81 

31 

な

し 

45 

68.18 

4 

6.06 

12 

18.18 

5 

7.58 

66 

合

計 

62 8 14 13 97 

χ二乗検定：ｐ＝0.0289 

 

これをさらに復職成功事例、退職後転職し

た事例、復職できなかった事例の3分類にし

て検討したところ、その傾向が見られてい

る（図32、表7、8）。 

（図32） 
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（表 7） 

度数 

行% 

復職成

功事例 

退職後転職

した事例 

復職でき

ない事例 

合計 

あり 17 

54.84 

2 

6.45 

12 

38.71 

31 

なし 45 

68.18 

12 

18.18 

9 

13.64 

66 

合計 62 14 21 97 

χ二乗検定：p=0.0128 

（表8）Cochran-Armitageの傾向検定 

Z p値(Prob>Z) p値(Prob>|Z|) 

2.144302 0.0160* 0.0320* 

 

（4）【学歴】学歴と事例分類では統計学的

に差は見られなかった。 

（5）【生物学的素因】生物学的素因と事例

分類では、生物学的素因がないほうが復職

成功する割合が多い傾向にあり、生物学的

素因があると復職できない、退職後無職と

なる割合が多い傾向が見られた（図 33、表

9）。 

（図 33） 

 

 

 

 

 

（表 9） 

度数 

行% 

復職

成功

事例 

復職で 

きなかっ

た事例 

退職後 

転職し 

た事例 

退職後無 

職となって 

いる事例 

合

計 

あり 11 

55.00 

4 

20.00 

1 

5.00 

4 

20.00 

20 

なし 49 

68.06 

3 

4.17 

11 

15.28 

9 

12.50 

72 

合計 60 7 12 13 92 

χ二乗検定：p=0.0587 

 

これをさらに復職成功事例、退職後転職し

た事例、復職できなかった事例の3分類にし

て検討したところ、その傾向が見られてい

る（図34、表10、11）。 

（図34） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 306 − − 307 −



 

（表 10） 

度数 

行% 

復職成

功事例 

退職後転職

した事例 

復職でき

ない事例 

合計 

あり 11 

55.00 

1 

5.00 

8 

40.00 

20 

なし 49 

68.06 

11 

15.28 

12 

16.67 

72 

合計 60 12 20 92 

χ二乗検定：p=0.0609 

 

（表11）Cochran-Armitageの傾向検定 

Z p値(Prob>Z) p値(Prob>|Z|) 

1.74515 0.0405* 0.0810 

 

（6）【病名】病名を大うつ病、反復性うつ

病性障害、双極性障害、不安障害、適応障

害、その他の 6 分類として事例分類との関

係を調べると反復性うつ病性障害で復職成

功例が少ない傾向が見られた（図 35、表 12）。 

（図 35） 

 

 

 

 

 

 

（表 12） 

度数 

行% 

復職成

功事例 

復職で

き 

なかっ

た事例 

退職後 

転職し

た事例 

退職後無

職となっ

て 

いる事例 

合

計 

その他 2 

66.67 

0 

0.00 

1 

33.33 

0 

0.00 

3 

双極性

障害 

10 

76.92 

1 

7.69 

1 

7.69 

1 

7.69 

13 

大うつ

病 

31 

72.09 

3 

6.98 

4 

9.30 

5 

11.63 

43 

適応障

害 

6 

54.55 

2 

18.18 

1 

9.09 

2 

18.18 

11 

反復性

うつ病

性障害 

4 

33.33 

0 

0.00 

3 

25.00 

5 

41.67 

12 

不安障

害 

2 

50.00 

1 

25.00 

0 

0.00 

1 

25.00 

4 

合計 55 7 10 14 86 

 

検定 カイ2乗 p値(Prob>ChiSq) 

尤度比 17.031 0.3170 

Pearson 17.451 0.2926 

 

これを復職成功事例、退職後転職した事例、

復職できなかった事例の3分類にして検討

したところ、適応障害、反復性うつ病性障

害、不安障害で復職成功例が少ない傾向が

見られている（図36、表13）。 
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（図 36） 

 

（表 13） 

度数 

行% 

復職成

功事例 

退職後転職

した事例 

復職でき

ない事例 

合計 

その他 2 

66.67 

1 

33.33 

0 

0.00 

3 

双極性

障害 

10 

76.92 

1 

7.69 

2 

15.38 

13 

大うつ

病 

31 

72.09 

4 

9.30 

8 

18.60 

43 

適応障

害 

6 

54.55 

1 

9.09 

4 

36.36 

11 

反復性

うつ病

性障害 

4 

33.33 

3 

25.00 

5 

41.67 

12 

不安障

害 

2 

50.00 

0 

0.00 

2 

50.00 

4 

合計 55 10 21 86 

 

検定 カイ2乗 p値(Prob>ChiSq) 

尤度比 11.973 0.2869 

Pearson 11.723 0.3040 

復職成功事例とそれ以外の事例の 2 分類と

した検討でも、同じ傾向がみられた（図 37、

表 14）。 

 

（図 37） 

 

（7）【転職歴】転職歴と事例分類では、転

職歴がない者が復職成功する割合が多い傾

向があるが、復職できなかった事例も多い。

また、転職経験がある者に退職後転職した

割合が多い傾向が見られた（図 38、表 15）。 

（図 38） 
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（表 15） 

度数 

行% 

復職

成功

事例 

復職で

き 

なかっ

た事例 

退職後 

転職 

した事例 

退職後無 

職となっ

て 

いる事例 

合計 

あり 21 

53.85 

2 

5.13 

9 

23.08 

7 

17.95 

39 

なし 41 

68.33 

8 

13.33 

4 

6.67 

7 

11.67 

60 

合計 62 10 13 14 99 

χ二乗検定：ｐ＝0.0487 

転職回数と事例分類を対数オッズで比較し

た場合、転職回数が多いと復職成功できな

いリスクが上がることが示された（図39、

表16）。 

（図39） 

 

これをさらに復職成功事例、退職後転職し

た事例、復職できなかった事例の3分類にし

て検討すると、復職成功事例と退職後転職

した事例で有意差が見られた（図40、表17）。 

 

 

 

 

 

 

（図40） 

 

 

復職成功事例とそれ以外の事例の2分類と

して検討すると、転職を1回すると復職成功

リスクはオッズ比で0.31となり、転職を1

回すると復職が成功しないリスクがオッズ

比で3.23倍にあがることがわかった（図41、

表18）。 

 

（図41） 

 

 

（8）【官民の別】公務員と民間での職業と

事例分類では統計学的に差は見られなかっ

た。 

（9）【業種】業種と事例分類では統計学的

に差は見られなかった。 

（10）【職種】職種と事例分類では、生産・

労務職で復職が進まない例が多く、販売職

では復職成功例が多い傾向が見られた 

− 310 − − 311 −



 

（図42、表19）。 

 

（図42） 

 

（表19） 

度数 

行% 

復職

成功

事例 

復職でき

な 

かった事

例 

退職後

転職 

した事

例 

退職後無

職 

となって

いる事例 

合

計 

専門・

技術 

19 

59.38 

3 

9.38 

5 

15.63 

5 

15.63 

32 

管理職 8 

72.73 

0 

0.00 

2 

18.18 

1 

9.09 

11 

事務職 17 

68.00 

1 

4.00 

4 

16.00 

3 

12.00 

25 

販売職 7 

87.50 

1 

12.50 

0 

0.00 

0 

0.00 

8 

サービ

ス職 

5 

55.56 

1 

11.11 

1 

11.11 

2 

22.22 

9 

運輸・

通信 

1 

50.00 

1 

50.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

2 

生産・

労務 

2 

28.57 

2 

28.57 

1 

14.29 

2 

28.57 

7 

その他 3 

60.00 

1 

20.00 

1 

20.00 

0 

0.00 

5 

合計 62 10 14 13 99 

χ二乗検定：p=0.7339 

2） 職場要因について 

 労災保険による改定精神障害認定基準1）

を参考に、業務の心理負荷の強度について

平成28年度結果を再度調査した。うち、特

別な出来事として、心理的負荷が極度とさ

れたのは①群14例、②群1例、③群1例、④

群1例だった。極度の長時間労働は①群8例、

②群3例、③群3例、④群0例だった。 

（1）【心理負荷が極度のもの】心理負荷が

極度であった者と事例分類では、負荷が極

度であった者のほうが、復職成功の割合が

高い傾向が見られた（図43、表20）。 

（図43） 

 
（表20） 

度

数 

行% 

復職

成功

事例 

復職で

きな 

かった

事例 

退職後転

職 

した事例 

退職後無職 

となっている

事例 

合

計 

あ

り 

14 

77.7

8 

1 

5.56 

1 

5.56 

2 

11.11 

18 

な

し 

48 

58.5

4 

9 

10.98 

13 

15.85 

12 

14.63 

82 

合

計 

62 10 14 14 10

0 

χ二乗検定：p=0.4639 
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これをさらに復職成功事例、退職後転職し

た事例、復職できなかった事例の3分類にし

て検討したところ、その傾向は明らかでな

かった（図44、表21、22）。 

 

 

（図44） 

 

（表21） 

度数 

行% 

復職成功

事例 

退職後転職

した事例 

復職でき

ない事例 

合計 

あり 14 

77.78 

1 

5.56 

3 

16.67 

18 

なし 6 

46.15 

4 

30.77 

3 

23.08 

13 

合計 20 5 6 31 

検定 カイ2乗 p値(Prob>ChiSq) 

Pearson 4.306 0.1162 

 

（表22）Cochran-Armitageの傾向検定 

Z p値(Prob<Z) p値(Prob>|Z|) 

 -1.31159 0.0948 0.1897 

 

（2）【長時間労働】長時間労働と事例分類

では、統計学的に差は見られなかった。 

（3）【業務の心理的負荷】特別な出来事以

外の業務の心理的負荷と事例分類では、統

計学的に差は見られなかった。 

（4）【産業スタッフの介入】産業スタッフ

の介入の有無と事例分類では、産業スタッ

フの介入があった者のほうが復職成功の割

合が多い傾向が見られた（図45、表23）。 

 

（図45） 

 

（表23） 

度数 

行% 

復職

成功

事例 

復職で

きなか

った事

例 

退職後 

転職 

した事

例 

退職後無

職 

となって 

いる事例 

合計 

あり 30 

75.0

0 

1 

2.50 

4 

10.00 

5 

12.50 

40 

なし 31 

52.5

4 

9 

15.25 

10 

16.95 

9 

15.25 

59 

合計 61 10 14 14 99 

χ二乗検定：p=0.0809 

これを復職成功事例、退職後転職した事例、

復職できなかった事例の3分類にして検討

したところ、その傾向が見られた（図46、

表24、25）。 
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（図46） 

 

（表25）Cochran-Armitageの傾向検定 

Z p値(Prob<Z) p値(Prob>|Z|) 

 -2.18624 0.0144* 0.0288* 

 

復職成功事例とそれ以外の事例の2分類と

して検討すると、産業保健スタッフの介入

によって職場復帰成功のオッズ比は2.71倍

にあがることがわかった（表26）。 

 

（表26）産業保健スタッフによる介入の有無

のオッズ比 

水準

1 

/水準

2 

オッズ

比 

p値

(Prob>ChiSq) 

下側

95% 

上側

95% 

なし あり 0.369 0.0263* 0.153 0.889 

あり なし 2.71 0.0263* 1.125 6.529 

 

（5）【復職支援プログラム】復職支援プロ

グラムの有無と事例分類では、復職支援プ

ログラムがあると復職成功事例の割合が多

いことが見られた（図47、表27）。 

 

 

 

 

 

（図48） 

 

 

（表 27） 

度数 

行% 

復職

成功

事例 

復職でき

な 

かった事

例 

退職後転

職 

した事例 

退職後無

職 

となって

いる事例 

合

計 

あり 42 

75.00 

6 

10.71 

5 

8.93 

3 

5.36 

56 

なし 18 

45.00 

4 

10.00 

8 

20.00 

10 

25.00 

40 

合計 60 10 13 13 96 

χ二乗検定：p=0.0069 

 

復職成功事例とそれ以外の事例の 2 分類と

して検討すると、職場復帰支援プログラム

施行によって職場復帰成功のオッズ比は

3.667倍にあがることがわかった（表 28）。 

（表 28）職場復帰支援プログラム施行の有無

のオッズ比 

水準

1 

/水準

2 

オッズ

比 

p値

(Prob>ChiSq) 

下側

95% 

上側

95% 

なし あり 0.273 0.0034* 0.114 0.65 

あり なし 3.667 0.0034* 1.539 8.737 

 

（6）【復職支援プログラムの期間】復職支
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援プログラムの期間と復職との統計学的な

差は見られなかった。 

（7）【職場の受け入れ】復職に際して職場

の受け入れ状況と事例分類では、職場の受

け入れ状況が良好なもののほうが、復職成

功事例の割合が多いことが見られた（図 49、

表 29）。 

 

（図 49） 

 

（表 29） 

度

数 

行% 

復職

成功

事例 

復職で

きな 

かった

事例 

退職後

転職 

した事

例 

退職後無職 

なっている

事例 

合計 

良

好 

45 

84.91 

4 

7.55 

2 

3.77 

2 

3.77 

53 

普

通 

15 

48.39 

4 

12.90 

8 

25.81 

4 

12.90 

31 

不

良 

1 

8.33 

2 

16.67 

4 

33.33 

5 

41.67 

12 

合

計 

61 10 14 11 96 

χ二乗検定：ｐ＜0.000 

 

復職成功事例とそれ以外の事例の 2 分類と

して検討すると、復職に際して職場の受け

入れ状況による職場復帰成功のオッズ比は

良好が普通に対して 6 倍にあがり、普通は

不良の 10.31 倍にあがることがわかった

（表 30）。 

 

（表 30）復職に際して職場の受入れ状況のオッズ

比 

水準

1 

/水準2 オッズ

比 

p値

(Prob>ChiSq) 

下側

95% 

上側

95% 

良好 普通 6 0.0007* 2.141 16.81 

普通 不良 10.31 0.0346* 1.183 89.86 

 

 

（8）【業務配慮の有無】復職に際して業務

配慮の有無と事例分類では、業務配慮があ

るほうが復職成功事例の割合が多いことが

見られた（図 50、表 31）。 

 

（図 50） 
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（表 31） 

度

数 

行% 

復職成

功事例 

復職でき

な 

かった事

例 

退職後転

職 

した事例 

退職後無

職 

となって

いる事例 

合

計 

あ

り 

55 

84.62 

4 

6.15 

4 

6.15 

2 

3.08 

65 

な

し 

4 

21.05 

5 

26.32 

6 

31.58 

4 

21.05 

19 

不

明 

1 

8.33 

1 

8.33 

4 

33.33 

6 

50.00 

12 

合

計 

60 10 14 12 96 

χ二乗検定：ｐ＜0.0001 

復職成功事例とそれ以外の事例の 2 分類と

して検討すると、復職に際して業務配慮が

あることで職場復帰成功のオッズ比は

20.62倍にあがることがわかった（表 32）。 

 

（表 32）復職に際して業務配慮の有無のオッズ比 

水準

1 

/水準

2 

オッズ

比 

p値

(Prob>ChiSq) 

下側

95% 

上側

95% 

なし あり 0.048 <.0001* 0.013 0.177 

あり なし 20.62 <.0001* 5.664 75.11 

 

（9）【産業医との連携】産業医との連携の

有無と事例分類では、産業医との連携があ

るほうが復職成功事例の割合が多いことが

見られた（図 51、表 33）。 

 

 

 

（図 51） 

 

 

（表 33） 

度

数 

行% 

復職成

功事例 

復職で

きな 

かった

事例 

退職後転

職 

した事例 

退職後無職 

となってい

る事例 

合

計 

あ

り 

28 

80.00 

2 

5.71 

2 

5.71 

3 

8.57 

35 

な

し 

31 

52.54 

8 

13.56 

12 

20.34 

8 

13.56 

59 

不

明 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

2 

100.00 

2 

合

計 

59 10 14 13 96 

χ二乗検定：ｐ＝0.0021 

 

復職成功事例とそれ以外の事例の 2 分類と

して検討すると、復職に際して産業医との

連携があることで職場復帰成功のオッズ比

は 3.613倍にあがることがわかった（表 34）。 
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（表 34）産業医との連携の有無のオッズ比 

水準

1 

/水準2 オッズ

比 

p値

(Prob>ChiSq) 

下側

95% 

上側

95% 

なし あり 0.277 0.0097* 0.105 0.732 

あり なし 3.613 0.0097* 1.365 9.561 

 

3） 職場以外の要因について 

（1）【家族の有無】家族の有無と事例分類

では、統計学的な差は見られなかった。 

（2）【家族との関係】家族の関係と事例分

類では、家族との関係が良好であれば復職

成功事例の割合が多いことが見られた（図

52、表 35）。 

（図 52） 

 

 
（表 35） 

度数 

行% 

復職

成功

事例 

復職で

きな 

かった

事例 

退職後

転職 

した事

例 

退職後無職 

となってい

る事例 

合

計 

良好 48 

67.61 

5 

7.04 

12 

16.90 

6 

8.45 

71 

不良 8 

36.36 

5 

22.73 

2 

9.09 

7 

31.82 

22 

合計 56 10 14 13 93 

χ二乗検定：ｐ＝0.0032 

復職成功事例とそれ以外の事例の 2 分類と

して検討すると、家族との良好な関係があ

ることで職場復帰成功のオッズ比は 3.652

倍にあがることがわかった（表 36）。 

（表 36）家族との関係のオッズ比 

水準

1 

/水準

2 

オッズ

比 

p値

(Prob>ChiSq) 

下側

95% 

上側

95% 

不良 良好 0.274 0.0112* 0.101 0.745 

良好 不良 3.652 0.0112* 1.342 9.936 

 

（3）【近隣との関係】近隣との関係と事例

分類では統計学的な差は見られなかったが、

復職成功事例、退職後転職した事例、復職

できなかった事例の3分類にして検討した

ところ、良好な関係があると復職成功事例

の割合が多い傾向が見られた（図53、表37、

38）。 

（図53） 
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（表37） 

度数 

行% 

復職成

功事例 

退職後

転職し

た事例 

復職でき

ない事例 

合計 

良好 17 

80.95 

3 

14.29 

1 

4.76 

21 

関係なし 44 

56.41 

11 

14.10 

23 

29.49 

78 

合計 61 14 24 99 

検定 カイ2乗 p値(Prob>ChiSq) 

Pearson 5.790 0.0553 

（表38）Cochran-Armitageの傾向検定 

Z p値(Prob<Z) p値(Prob>|Z|) 

 -2.36354 0.0091* 0.0181* 

 

復職成功事例とそれ以外の事例の 2 分類と

して検討すると、近隣との良好な関係があ

ることで職場復帰成功のオッズ比は 3.284

倍にあがることがわかった（表 39）。 

 

 

（表 39）近隣との関係のオッズ比 

水準1 /水準2 オッズ

比 

p値

(Prob>ChiSq) 

下側

95% 

上側

95% 

関係

なし 

良好 0.304 0.0478* 0.094 0.989 

良好 関係

なし 

3.284 0.0478* 1.012 10.66 

 

（4）【職場以外の人間関係】職場以外の人

間関係と事例分類では、統計学的な差は見

られなかった。 

（5）【家族の支援】家族の支援の有無と事

例分類では、家族の支援があると復職成功

事例の割合が多いことが見られた（図 54、

表 40）。 

（図 54） 

 

（表 40） 

度数 

行% 

復職

成功

事例 

復職でき

な 

かった事

例 

退職後転

職 

した事例 

退職後無

職 

となって

いる事例 

合

計 

あり 49 

68.06 

4 

5.56 

13 

18.06 

6 

8.33 

72 

なし 12 

44.44 

6 

22.22 

1 

3.70 

8 

29.63 

27 

合計 61 10 14 14 99 

χ二乗検定：ｐ＝0.0010 

復職成功事例とそれ以外の事例の 2 分類と

して検討すると、家族の支援があることで

職場復帰成功のオッズ比は 2.663 倍にあが

ることがわかった（表 41）。 

 

（表 41）家族による支援の有無のオッズ比 

水準

1 

/水準2 オッズ

比 

p値

(Prob>ChiSq) 

下側

95% 

上側

95% 

なし あり 0.376 0.0342* 0.152 0.93 

あり なし 2.663 0.0342* 1.076 6.592 
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4） 治療経過について 

（1）【薬物療法】薬物療法と事例分類では、

統計学的な差は見られなかった。 

（2）【精神療法と身体的治療】精神療法 2）

については、複数施行されており、いずれ

の群でも支持的精神療法が多く、加えて認

知行動療法やマインドフルネスが行われて

いた。これらのうち解析可能な治療を解析

したが、支持的精神療法と事例分類、認知

行動療法と事例分類のいずれも統計学的な

差は見られなかった。対人関係療法、マイ

ンドフルネス、その他の身体的治療は実施

事例が少なく解析不能だった。 

（3）【リワークプログラムの利用】リワー

クプログラム利用の有無と事例分類では、

統計学的な差は見られなかった。 

（4）【症状改善までの期間】症状改善まで

の期間と事例分類では、統計学的な差は見

られなかった。 

（5）【復職達成までの期間】復職達成まで

の期間と事例分類では、統計学的な差は見

られなかった。 

5）転帰について 

（1）【症状の再発再燃】症状の再発再燃の

有無と事例分類では、症状の再発再燃がな

いほうが復職成功事例の割合が多いことが

見られた（図 55、表 42）。 

 

 

 

 

 

（図 55） 

 

（表 42） 

度

数 

行% 

復職

成功

事例 

復職でき

な 

かった事

例 

退職後転職 

した事例 

退職後無

職 

となって

いる事例 

合

計 

あ

り 

21 

43.75 

8 

16.67 

8 

16.67 

11 

22.92 

48 

な

し 

40 

80.00 

2 

4.00 

5 

10.00 

3 

6.00 

50 

合

計 

61 10 13 14 98 

χ二乗検定：ｐ＝0.0002 

 

復職成功事例とそれ以外の事例の 2 分類と

して検討すると、症状再発再燃があること

で職場復帰成功のオッズ比は 0.194 になる

ことがわかった（表 43）。 

 

（表 43）症状再発再燃の有無のオッズ比 

水準

1 

/水準

2 

オッ

ズ比 

p値

(Prob>ChiSq) 

下側

95% 

上側

95% 

なし あり 5.143 0.0003* 2.096 12.62 

あり なし 0.194 0.0003* 0.079 0.477 

 

（2）【再休職の有無】再休職の有無と事例
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分類では、再休職がないほうが復職成功事

例の割合が多い傾向が見られた（図 56、表

44）。 

（図 56） 

 

（表 44） 

度数 

行% 

復職

成功

事例 

復職でき

な 

かった事

例 

退職後転

職 

した事例 

退職後無

職 

となって

いる事例 

合

計 

あり 15 

51.72 

6 

20.69 

5 

17.24 

3 

10.34 

29 

なし 46 

69.70 

3 

4.55 

7 

10.61 

10 

15.15 

66 

合計 61 9 12 13 95 

χ二乗検定：ｐ＝0.0551 

復職成功事例、退職後転職した事例、復職

できなかった事例の 3 分類にして検討した

ところ、その傾向は明らかでなかった（図

57、表 45、46）。 

（図 57） 

 

（表 45） 

度数 

行% 

復職成

功事例 

退職後転職

した事例 

復職できな

い事例 

合計 

あり 15 

51.72 

5 

17.24 

9 

31.03 

29 

なし 46 

69.70 

7 

10.61 

13 

19.70 

66 

合計 61 12 22 95 

検定 カイ2乗 p値(Prob>ChiSq) 

Pearson 2.834 0.2424 

 

（表 46）Cochran-Armitage の傾向検定 

検定 カイ2乗 p値(Prob>ChiSq) 

Pearson 2.834 0.2424 

 

b. ディスカッションの概要 

 研究協力者とともに平成 28 年度結果を

踏まえたラウンドテーブルディスカッショ

ンを 2017 年 12 月 8 日に開催した。そこで

検討された概要は下記のとおりである。 

1）職場はリワークをすれば休職した職員が

よくなると期待しているが、リワークプロ

グラムが職場の環境要因を再現できるとは

限らないため職場との連携が必要となる。

特に職場の人間関係が問題となる事例につ

いては主治医が配置転換を職場に依頼しな

いとならない。また発達障害の事例はなぜ

職場で不適応になったかを本人が理解でき

ていないため、業務を遂行する上でつまづ

く要因がわからない。主治医であればその

要因はわかるが、職場が本人の特性を理解

して配慮を得るには時間がかかるといった
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側面がある。 

2）発達障害を有する職員は新人研修を行う

なかで発見できるため不適応をおこす前の

段階で介入が必要であろう。横断的な場面

でしかかかわっていないため、実際の介入

には限界があると思われる。 

3）主治医の立場では、メンタルヘルス不調

者は仕事を休んで薬物療法に反応するかを

見極める。反応が得られない者については

職場の環境調整を主に治療をすることにな

る。 

4）産業医の立場では、メンタルヘルス不調

者に対して業務上の配慮がどれだけできる

かということになる。例えば、うつ病の職

員が双極性障害とわかったところで、どの

ように配慮するかということが課題になる。

職場側と本人がチェックリストを作って、

双方で確認して業務をさせることになる。 

5）本人の職場での態度が、他責なところが

ある事例は逃避型うつ病の疑いがあって、

いずれ双極性の気分変動が出てくる可能性

がある。自責的なところがある事例はメラ

ンコリー型といえる。双極性障害について

は Bipolar spectrumに注意して経過をみる。

軽躁の波を見たほうがよい。社交不安障害

は医療機関を受診しないが、ストレスチェ

ックで見つけられる。女性はパニック障害

からうつ病に進展していくといった疾病に

よる症状経過の流れがある。 

6）適応障害とされているのはその事例の内

容によって判断する。職場で病状が進んで

症状がこじれていくがこういった場合はス

トレスチェックを活用する。本人の態度の

変化に上司も気づくことが大切である。復

職させる時には本人と職場側が双方のチェ

ックリストを作って確認する。治療の過程

で、本人の承諾を得た上で人事担当者と上

司が同行して主治医と面談すること。本人

の疾病の理解が得られて企業側としてはメ

リットが大きいと思われる。 

7）ストレスチェック以外では健診項目から

生活の乱れを見つけて、その要因を本人か

ら聞くのもメンタル不調発見に役立つ。 

8）事例性の視点を重視したマニュアル作成

をするのであれば、事例を呈示して、産業

医に注意を促す。①メランコリー性、②

Bipolarity、③発達障害特性、といった疾

病の特徴を示すチェックリストを作る。メ

ンタル不調者に見られる病態水準を呈示し

て、産業医に判断するポイントを示す。事

例集などを作って疾病の理解を深めるのも

一つの方策ではないかと考える。 

 上記のディスカッションから得られた知

見としてまとめて、主治医の立場から産業

医に有益な情報提供となる要点を抽出した。 

1）主治医の立場からはリワークプログラム

がメンタルヘルス不調者の全てに有用とは

いえない。 

2）主治医と職場（産業医）がいっそうの連

携を深める必要があって、配置転換など主

治医から職場に働きかける必要がある。 

3）発達障害を有する事例は新人研修の際に

発見できるが、縦断的に経過をみていない

のが課題である。 

4）主治医の立場では休職した職員が薬物療

法に反応するかを見極めて、そうでない場
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合には職場との環境調整が治療の主体とな

る。 

5）産業医の立場ではメンタルヘルス不調者

を業務させる際には、職場と本人双方の業

務が可能かのチェックが必要。 

6）疾病性を考えた場合、うつ病とされてい

ても適応障害、双極性障害、発達障害の違

いに注目する必要があり、産業医にもその

視点を持って対応するよう提言する。 

7）メンタルヘルス不調者の発見にストレス

チェックは有用だが、他に健診結果を活用

することや復職時に（業務遂行性に関する）

チェックリストを作成して職場と本人で確

認することが有用と考えられる。 

 

D．考察 

平成 28年度研究 

 集積した 100 例の事例のうち①復職達成

群が 63例で半数以上を占め、②復職不成功

群、③退職後転職群、④退職後無職群がそ

れぞれ 10例あまりずつであり、特徴を比べ

るのは難しい部分もあるが、得られた結果

を以下にまとめた。 

 個体側要因として、年代では 30 代、40

代が多く、遺伝負因もないものが多かった。

大うつ病の診断が多いが、併存症も少なか

らず認められた。転職回数は多くないが、

③では 2 回以上の転職がある。業種として

は専門・技術職や事務職が多い。 

 職場要因では、いずれも特別な出来事と

して心理的な負荷が強度、極度の長時間労

働が多かったが、心理的負荷が極度なもの

は労災認定となるほどの重度の要件であり、

また極度の長時間労働とは発病前 1 ヶ月で

おおむね 160 時間を超える時間外労働を行

った場合、あるいは 3 週間でおおむね 120

時間以上の時間外労働を行った場合 1）とさ

れていることから集積した事例がその要件

を満たしているか再度検討が必要であり、

29年度の課題とした。産業保健スタッフの

介入、職場の受け入れ状況が良好、業務配

慮があること、産業医との連携があること

は①群がいずれも他の群より高かった。逆

にいえば職場側からの配慮があることで、

復職の可能性が高まったと推定できる。   

 職場以外の要因では、いずれの群も家族

ありが多かったが、婚姻状況では①③群で

既婚が多く、②④では未婚の割合が高い。

家族との関係では、①③群では関係が良好

であったが、②④群では良好の割合が低か

った。①②③群とも家族の支援は見られて

いたが、②④群では支援を受ける割合が低

くなっており、家族の関係の影響があるも

のと考えられる。近隣との関係でも①③群

では良好とする割合があったものの②④群

では関係がないとする割合が高い。職場以

外の関係をみると、①③群では半数近くが

良好となっていたが、②④群では関係なし

とする割合が高かった。つまり②④群では

家族との関係の難しさがある上に近隣や職

場以外の人間関係が少なく、従って援助を

受けづらい環境にあると思われる。 

 治療経過ではいずれの群でも薬物療法の

効果の差はなく、支持的精神療法に加えて

認知行動療法やマインドフルネスといった

うつ病を対象とする精神療法 2）を受ける機
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会についても差は見られていない。リワー

クプログラムも①②③群ともに多く参加し

ていたが、④群においてリワークプログラ

ムの利用が少ないことは職場復帰困難と関

連するかもしれない。症状回復まで①③群

は 1.5 年以内のことが多いが、②④では 2

年以上かかるものが少なくない結果となっ

た。①群では 1.5 年以内に 8 割が復職を果

たし、③群も同じく 7 割弱は復職をしてい

るが、②④は症状の改善が遅れることと関

連して未達成の割合が高い。 

 転帰については、①群の再発再燃の低さ

が注目できるが、②③④群とも再発再燃率

が高い。③群において復職は果たせたが再

発再燃により退職し転職した可能性が考え

られる。再発再燃の要因として注目される

のが職場要因とともに個体側要因であり、

さらに詳細な分析が必要である。再休職に

ついては②群がその割合が高く、復職した

ものの再発再燃から再休職して結局復職が

果たせない可能性が考えられる。生活支援

の点では、④群で障害年金や家族の援助を

受ける割合が高いが、②群では貯蓄として

いる。また他に支援がないことから今後は

障害年金や公的支援の受給を考える必要も

ある。 

 今回は類型化した事例の集計から見える

特徴を考察したが、さらにそれぞれの要因

の関連性につき解析を進め、特に②④群の

予後の改善が期待できる方策につき検討が

必要と考えられた。 

平成 29年度研究 

a. 統計解析結果について 

 得られた結果を以下にまとめる。 

【個体側要因について】 

（1）遺伝負因がない者のほうが復職成功、

退職後転職ができた割合が高い。 

（2）生物学的素因がないほうが、復職成功、

退職後転職ができた割合が高く、素因があ

るものは復職できない割合が高い。 

（3）病名では、適応障害、反復性うつ病性

障害、不安障害で復職成功の割合が低い。 

（4）転職歴がないものが復職成功の割合が

高く、転職回数が多いと復職できないリス

クが上がり、転職を 1回すると復職が成功

しないリスクがオッズ比で 3.23 倍となる。 

（5）職種では、生産・労務で復職が進まず、

販売職で復職成功の割合が高い。 

【職場要因について】 

（1）心理負荷が極度なもの、長時間労働、

業務の心理的負荷のいずれも復職成功・不

成功の関連はなかった。 

（2）産業スタッフの介入があると、復職成

功のオッズ比が 2.71 倍にあがる。 

（3）復職支援プログラムがあると、復職成

功のオッズ比が 3.667 倍にあがる。 

（4）職場の受け入れ状況では、良好なもの

が普通に比べてオッズ比が 6倍、普通は不

良の 10.31倍にあがる。 

（5）業務配慮があると、復職成功のオッズ

比が 20.62倍にあがる。 

（6）産業医との連携があると、復職成功の

オッズ比が 3.613倍にあがる。 

【職場以外の要因について】 

（1）家族との関係が良好であると、復職成

功のオッズ比が 3.652 倍にあがる。 
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（2）近隣との関係が良好であると、復職成

功のオッズ比が 3.284 倍にあがる。 

（3）家族の支援があると、復職成功のオッ

ズ比が 2.663 倍にあがる。 

【治療経過】 

（1）薬物療法、精神療法、身体的治療のい

ずれもが復職成功・不成功の関連はなかっ

た。 

（2）リワークプログラム利用の有無と復職

成功・不成功の関連はなかった。 

（3）症状改善までの期間と復職達成までの

期間では、復職成功・不成功の関連はなか

った。 

【転帰】 

（1）症状の再発再燃で復職成功のオッズ比

が 0.194に下がった。 

（2）再休職の有無と復職成功との関連はな

かった。 

 28年度研究結果から以下の課題が提出さ

れていた。個体側要因に関しては、まず併

存症は復職成功群と未達成群で関連がある

かだが、関連は明らかではなかった。転職

回数は復職成功群と未達成群で関連がある

ことがわかった。 

 次に職場要因に関しては、特別な出来事

があったものが再調査の結果、復職成功群

18（うち極度の長時間労働 5）、復職不成功

6（うち極度の長時間労働 3）、退職後転職 5

（うち極度の長時間労働 3）、退職後無職 4

（うち極度の長時間労働 0）と修正された

が（表 47）、業務の心理負荷と復職成功・

不成功の関連は明らかではなかった。産業

保健スタッフの介入、職場復帰支援プログ

ラムがあること、職場の受け入れ状況が良

好、業務配慮があること、産業医との連携

があることで復職成功となる可能性が解析

結果でも明らかとなった。 

 職場以外の要因に関しては、家族との良

好な関係、近隣との良好な関係、家族の支

援はいずれも復職成功となる可能性が示さ

れたが、家族の有無、職場以外との人間関

係は復職成功・不成功の関連はみられなか

った。 

 治療経過に関して、薬物療法、精神療法

と身体的治療、リワークプログラムの利用、

病状回復までの期間、復職達成までの期間

は、いずれも復職成功・不成功の関連はみ

られなかった。 

 転帰に関しては、症状の再燃は復職成功

の可能性を低下させることがわかったが、

再休職は復職成功・不成功との関連は見ら

れなかった。 

 以上の結果から、個体側要因については

遺伝負因のないこと、生物学的素因を持た

ないこと、大うつ病と双極性障害の病名、

転職歴がないこと、業種では販売職が復職

成功となりやすい。職場要因として、産業

保健スタッフの介入、職場復帰プログラム

の施行、職場の受け入れ状況が良好、業務

配慮があること、産業医との連携はいずれ

も復職成功に有効といえること。職場以外

の要因では、家族との良好な関係、近隣と

の良好な関係、家族の支援が復職に有効で

あり、転帰では症状の再燃がないことが復

職に有効であることが示された。産業現場

ではすでに職場要因として休職した労働者
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に対して職場復帰支援としてすでに実行さ

れているが、主治医の立場では、家族から

の支援や近隣との良好な関係を持つことを

促すこと、症状の再燃を予防することが復

職成功の可能性を高める要因となっている

ことがわかった。反復性うつ病性障害では

症状の再発再燃があることから復職困難と

なることは理解できる。また双極性障害で

復職成功率が高いことについては双極Ⅱ型

障害が多い場合であれば、軽躁に移行して

も再休職に至らないで勤務が継続できる可

能性が考えられる。適応障害、不安障害で

復職成功率が高くないことについてはなお

調査が必要と考えられた。 

b. ラウンドテーブルディスカッションの

結果から 

 今回の調査結果でも示されていたが、デ

ィスカッションでもリワークプログラムの

有用性については限界があることが語られ

ていた。主治医の立場では遺伝負因や生物

学的素因といった個体側要因や病名による

治療や対応の違いに着目する重要性が語ら

れており、疾病性を重視していることがわ

かる。疾病の病状と経過を熟知して治療を

行い、寛解した先に復職があると考えてい

るためである。産業医の立場からは事例性

に着目してメンタルヘルス不調者への対応

を重視しているところであるが、産業医と

の連携によって疾病性と事例性の両面から

メンタルヘルス不調者の評価を行う必要性

がある。そのためには休職した労働者の職

場での適応状況や業務遂行能力について、

本人からの情報だけでなく職場側からも情

報を得ることが重要となり、本人の承諾を

得た上で産業医との連携を強化する必要が

あると考える。神山はメンタルヘルス不調

者の事例性と疾病性の形成過程と相互関連

性を分析して、休職回数が増すにつれて職

場内要因、職場外要因よりも個人要因の比

重が高まる傾向を指摘している 3）。その上

で、入社後の初期スクリーニング、社会適

応性の強化学習などが早期対応として有効

と述べており、本研究班の検討でも発達障

害や双極性障害といった生物学的要因を有

する労働者を想定した場合は、早期発見の

有用性は高いと考える。 

 また、産業医との連携効果を最も期待で

きるモデルの 1 つとして、神山は精神科臨

床に長けた産業医と産業医業務に長けた精

神科主治医の組み合わせを挙げて、休業者

の職場不適応の原因を見極め、主治医とシ

ェアすることで病状改善、安定就労へと導

く契機となりうると説明している 4）。さら

に産業医と主治医、双方を連動させて現場

で使える連携ガイドラインの実用化を提案

しており 4）、このガイドラインが実施され

る際には主治医と産業医それぞれの役割の

理解と情報共有に有用なツールを作成する

必要があると考える。 

c. メンタルヘルス不調者の対応ガイドラ

インへの提言として 

主治医の立場から提言できる点は下記のと

おりである。 

・ 休職者が復職に際してリワークプログ

ラムを終了していても、業務遂行性が回

復しているかはあらためて評価が必要
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である。 

・ 転職回数は休職のリスク要因となるた

め、職員の転職歴には注意が必要である。 

・ 早期のスクリーニングと職場適応のた

めの介入は休職予防として有用である。 

・ 休職者に対して産業スタッフの介入、復

職支援プログラムの施行、職場の受け入

れを整えること、業務配慮を行うことで

復職成功率を高めることができる。 

・ 主治医と産業医が連携することで復職

率を高めることができる。 

・ 休職者の家族や近隣との関係を知るこ

とは復職成功の要素となる。 

・ 家族の支援を得ることで復職率を高め

ることができる。 

・ うつ病の病名のなかに疾病性の異なる

病態があることを理解し、それぞれの特

性を踏まえた業務の配慮を行うこと。 

 

E．総括（まとめ） 

 総合病院精神科、精神科診療所、精神科

病院に通院する患者の診療録をもとに、主

治医の立場からメンタルヘルス不調により

休職した労働者の類型化を行って、その要

因を調査した。平成 28 年度は 100 事例を一

次集計し、29年度は統計解析を行った。こ

の 2 年での調査から遺伝負因や生物学的要

因といった個体側要因がないこと、職場要

因として産業保健スタッフの介入、復職支

援プログラムの施行、職場の受け入れ状況

が良好、業務配慮があること、産業医との

連携があることが復職成功を高める要素で

あり、職場外要因としては、家族との良好

な関係、近隣との良好な関係、家族の支援

が重要な要素であること、さらに、良好な

予後を得るには症状再燃の予防が重要な要

素となることが確かめられた。   

 これら結果を踏まえて、職場におけるメ

ンタルヘルス不調者の事例性に着目したガ

イドライン作成に主治医の立場から提言を

行った。 

 

F．健康危険情報 

 該当せず 

 

G．研究発表 

１．論文発表 なし 

２．学会発表 なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 なし 

２．実用新案登録 なし 

３．その他 なし 
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表 1．業務の心理的負荷の強度 

   

 

特別な出来事 心理的な負荷の強度 

 

心理的負荷が極度 極度の長時間労働 強 中 弱 

復職成功 22 7 1 24 38 

復職不成功 3 3 0 5 5 

退職後転職 2 4 1 6 5 

退職後無職 6 1 1 10 3 

 

 

表 2. 精神療法の内訳 
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認知行動療法 支持的精神療法 マインドフルネス 

復職成功 13 54 2 

復職不成功 2 10 0 

退職後転職 3 9 0 

退職後無職 7 12 1 
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 表 5. 生活支援の受給状況 

   

 

障害年金 生活保護 家族の援助 貯蓄 支援なし 

復職成功 1 0 3 4 1 

復職不成功 0 0 0 3 6 

退職後転職 0 0 0 0 1 

退職後無職 7 1 8 9 0 

 

 

（表 14） 

度数 

行% 

復職成功事例 復職不成功事例 合計 

その他 2 

66.67 

1 

33.33 

3 

双極性障害 10 

76.92 

3 

23.08 

13 

大うつ病 31 

72.09 

12 

27.91 

43 

適応障害 6 

54.55 

5 

45.45 

11 

反復性うつ病性障害 4 

33.33 

8 

66.67 

12 

不安障害 2 

50.00 

2 

50.00 

4 

合計 55 31 86 

 

N 自由度 (-1)*対数尤度 R2乗(U) 

86 5 3.8357604 0.0682 

検定 カイ2乗 p値(Prob>ChiSq) 

尤度比 7.672 0.1753 

Pearson 7.835 0.1656 
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（表 16）パラメーター推定値 

項 推定値 標準誤差 カイ2乗 p値(Prob>ChiSq) 

切片[復職成功事例] 4.2513081 1.3725103 9.59 0.0020* 

転職回数[復職成功事例] -1.3713129 0.5088048 7.26 0.0070* 

切片[復職できなかった事例] -1.7917595 3.2125567 0.31 0.5770 

転職回数[復職できなかった事例] -1.9029e-9 1.0085112 0.00 1.0000 

切片[退職後転職した事例] 1.40421284 1.4496996 0.94 0.3327 

転職回数[退職後転職した事例] -0.3184794 0.4720453 0.46 0.4999 

推定値は次の対数オッズに対するもの： 復職成功事例/退職後無職となっている事例, 復職できなかった 

事例/退職後無職となっている事例, 退職後転職した事例/退職後無職となっている事例 

 

 

 

（表17）パラメーター推定値 

項 推定値 標準誤差 カイ2乗 p値(Prob>ChiSq) 

切片[復職成功事例] 2.27603334 0.7399735 9.46 0.0021* 

切片[退職後転職した事例] 3.94866682 0.9355378 17.81 <.0001* 

転職回数  -0.9709248 0.30377 10.22 0.0014* 

 

 

 

（表18）パラメーター推定値 

項 推定値 標準誤

差 

カイ2乗 p値(Prob>ChiSq) 単位オッズ

比 

切片 2.635 0.853 9.55 0.0020* . 

転職回数 -1.17 0.379 9.52 0.0020* 0.311 

              推定値は次の対数オッズに対するもの： 復職成功事例/復職不成功事例 
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（表24） 

度数 

行% 

復職成功事例 退職後転職

した事例 

復職できない事例 合計 

あり 30 

75.00 

4 

10.00 

6 

15.00 

40 

なし 31 

52.54 

10 

16.95 

18 

30.51 

59 

合計 61 14 24 99 

検定 カイ2乗 p値(Prob>ChiSq) 

Pearson 5.130 0.0769 

 

 

 

 

表 47．業務の心理的負荷の強度（修正後） 

  

 

特別な出来事 心理的な負荷の強度 

 

心理的負荷が極度 極度の長時間労働 強 中 弱 

復職成功 18 5 1 24 38 

復職不成功 3 3 0 5 5 

退職後転職 2 3 1 6 5 

退職後無職 4 0 1 10 3 
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性別 男性（　　） 女性（　　　）

あり（　　　　） なし（　　　　）

あり（　　　　） なし（　　　　）

あり（　　　　） なし（　　　　）

公務員（　　　） 民間（　　　　　）

製造業（　　　） 情報通信（　　）サービス業（　　） 建設業（　　　）

運輸業（　　　） 卸売・小売業（　） 金融・保険業（　） 医療・福祉（　） 農林魚業（　　　） その他（　　　）

専門・技術（　　） 管理職（　　　） 事務職（　　） 販売職（　　　）

サービス職（　　） 運輸・通信（　　） 生産・労務（　　） その他（　　　）

強　（　　　　） 中　（　　　　） 弱　（　　　　）

あり（　　　　） なし（　　　　）

あり（　　　　） なし（　　　　）

4週間以内（　） 2ヶ月以内（　） 3ヶ月以内（　） 6ヶ月以内（　）

　特別な出来事以外

⑥産業保健スタッフによる介入の有無

⑦職場復帰支援プログラム施行の有無

　その期間

⑤業務による心理負荷の程度（労災認定基準の強度を参考に記入してください）

　特別な出来事 心理負荷が極度のもの（　　） 極度の長時間労働（　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2）職場要因に関する調査

①転職歴 転職回数（　　　　　　回）

③業種

②官民の別

光トポグラフィーの所見

頭部MRIの所見

脳波検査の所見

その他

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑤病名 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑥並存病名 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

大学中退（　　　　） 大学卒以上（　　　　　）

③病前性格（記載してください） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

④生物学的素因

高校卒（　　　　　） 短大卒（　　　　　　） 専門学校卒（　　　　　　）

事例の4類型（該当する箇所に◯印を入れてください。

（3） 退職後転職した事例（　　　　） （4） 退職後無職となっている事例（　　　）

（2） 復職できなかった事例（　　　）（1） 復職成功事例（　　　）

1）個体側要因に関する調査

①遺伝負因

②学歴 中学卒（　　　　） 高校中退（　　　　　　）

平成28年度労災疾病研究調査票

年齢（　　　　）歳

施設名（　　　　　　　　　）病院 記入者（　　　　　　　　　） ケース番号（　　　　　　　　）

④職種
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Ⅴ．職場において対応に苦慮するメンタルヘルス不調者の事例性パターン別対

応ヒント集作成の試み 

 

研究分担者  長見 まき子 関西福祉科学大学大学院社会福祉学研究科・教授 

   

研究要旨 

本研究は多様化するメンタルヘルス不調者

に対して、事例性に着目した適切な対応を

行うための方法論を開発することを目的と

した。平成 27年度は、EAP 機関に寄せられ

た職場メンタルヘルス不調事例について、

事例性に着目して事例の特徴および対応の

大まかな傾向を把握した。平成 28 年度は、

事例を追加し 205 例について追加分析を行

い、見立て診断名別の効果的な対応を検討

した。その結果、「うつ病」では、休業→生

活習慣指導という基本的対応が効果的であ

ること、「双極性障害」では、セルフモニタ

リング指導や関係者間での対応共有が効果

的であること、「統合失調症」では、家族と

共同しての支援が効果的であること、「不安

障害」では、EAP における短期題解決型カ

ウンセリングや環境調整が効果的であるこ

と、「発達障害」では仕事への取り組み方に

関する指導の他、環境調整が効果的である

こと、「パーソナリティ障害」では、関係者

間での対応の共有とルール厳守の対応が効

果的であること、「適応障害」では、環境調

整が効果的なケースもあれば、本人に自助

努力を求める対応が効果的なケースもある

ことなどが示唆された。平成 29 年度は、さ

らに事例を追加し 255 例について追加分析

を行い、それらの結果と廣による「職場の

メンタルヘルス不調者への対応ガイドライ

ン」を元に、職場で対応に困りがちな事例

への対応方法を検討しヒント集作成を試み

た。その結果、事例性に応じた 4パターン

（A：本人の性格傾向が問題で対応に困るパ

ターン、B：本人の能力や適性が問題で対応

に困るパターン、C：症状の反復や病気によ

る職務能力の低下で対応に困るパターン、

D：職場ストレス要因の問題で対応に困るパ

ターン）への対応方法を示した「職場にお

いて対応に苦慮するメンタルヘルス不調者

への事例性パターン別対応ヒント集」が完

成した。 

 

A. 研究目的 

 本研究では、多様化するメンタルヘルス

不調者に対して、事例性に着目した適切な

対応を行うための方法論を開発すること

を目的とした。そのため、初年度である平

成27年度の研究ではEAP（Employee 

Assistance Program：従業員支援プログラ

ム）に寄せられた職場のメンタルヘルス不
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調事例に関して、事例性に着目して情報を

収集・整理し、基礎集計を行ってEAP 機関

における事例の大まかな傾向と対応の実

際を把握することを目的とした。2年目で

ある平成28年度の研究では、疾病別の効果

的な対応を探ることを目的とした。そして、

最終年度である平成29年度の研究では、職

場における事例性パターン別の効果的対

応を探り、マニュアル化することを目的と

した。分類に当たっては、先行研究1）にお

ける休復職を繰り返す難事例の分類を参

考とし、対応に困る難事例として４つのパ

ターン（A：本人の性格傾向が問題で対応

に困るパターン、B：本人の能力や適性が

問題で対応に困るパターン、C：症状の反

復や病気による職務能力の低下で対応に

困るパターン、D：職場ストレス要因の問

題で対応に困るパターン）を抽出した。こ

れらのパターン別に事例性の傾向をまと

めるとともに、廣によるガイドライン2）も

内包し、効果的な対応についてマニュアル

化を試みた。 

 

B. 研究方法 

（１）平成 27年度 

 2012 年に某EAP 機関の臨床心理士8 名

に構造化面接による聞き取りを行って収

集した134事例(男性103 例、女性31例)を

中心に用いた。なお、事例性や対応に関す

る質問票は、研究代表者が産業医を対象と

して作成したものを用い、調査票の項目を

EAP に当てはめて再分類し、各カテゴリー

への回答数及び比率を集計した。 

（２）平成28年度 

 某EAP 機関における2009 年1 月から

2015 年12月の面談事例のうち、終了した

205 事例（男性156 例、女性49 例）を分

析対象とし、研究代表者が産業医を対象と

して作成した調査票の項目をEAP にあて

はめて再分類し、各カテゴリーへの回答数

及び比率を集計したほか、EAPにおける見

立て診断名別に効果的であった対応につ

いて集計し、その傾向を分析した。 

（３）平成29年度 

 前年度データ205例に加え発達障害及び

発達障害疑いのデータ50例を加え追加分

析を行ったほか、疾病別の事例性および効

果的であった対応を元に、対応に困る難事

例として４つのパターン（A:本人の性格傾

向が問題で対応に困るパターン、B:本人の

能力や適性が問題で対応に困るパターン、

C:症状の反復や病気による職務能力の低

下で対応に困るパターン、D:職場ストレス

要因の問題で対応に困るパターン）へ分類

し、困りごとのパターンによって効果的な

対応方法を検討した。また、各パターンに

ついて外部EAP機関での面談における好事

例を紹介することで対応の方向性を検討

したうえで、追加分析の結果と廣によるガ

イドライン2）も踏まえ、事例性パターン別
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対応マニュアル（ヒント集）を作成した。 

 

C. 研究結果 

（１） 平成 27 年度 

 事例化の第一段階では「業務効率の低

下」に集中しており、「業務効率の低下」

はメンタルヘルス不調のサインとして見

逃すことのできない要因であることが示

唆された。また、職場関係者が対応に困る

事として「どう対応してよいか分からな

い」ことに困惑する事例が多いことが示唆

された。診断書名や診断見立てでは、「診

断なし」が最も多く、事例化の流れにおい

ては「特になし」が多い傾向にあった。 

（２） 平成 28 年度 

 見立て診断名別の効果的な対応として、

「うつ病」では休業→生活習慣指導という

基本的対応が効果的であること、「双極性

障害」では、セルフモニタリング指導や関

係者間での対応共有が効果的であること、

「統合失調症」では家族と共同しての支援

が効果的であること、「不安障害」ではEAP 

における短期問題解決型カウンセリング

や環境調整が効果的であること、「発達障

害」では仕事への取り組み方に関する指導

の他、環境調整が効果的であること、「パ

ーソナリティ障害」では関係者間での対応

の共有とルール厳守の対応が効果的であ

ること、「適応障害」では環境調整が効果

的なケースもあれば、本人に自助努力を求

める対応が効果的なケースもあることな

どが示唆された。 

（３） 平成 29 年度 

 見立て診断名をもとに事例性パターンへ

分類しそれぞれの効果的な対応を検証した

結果、A（本人の性格傾向が問題で対応に困

るパターン）には「パーソナリティ障害」

と「適応障害」の一部が分類されると考え

られ、効果的な対応として関係者で方針を

一致させて対応に当たることやルール厳守

の徹底などが挙げられた。B（本人の能力や

適性が問題で対応に困るパターン）には「発

達障害」と「適応障害」の一部が分類され

ると考えられ、効果的な対応として定期的

な面接を予定することや職場環境を出来る

だけ本人の特性に合ったものに調整するこ

となどが挙げられた。C（症状の反復や病気

による職務能力の低下で対応に困るパター

ン）には「双極性障害」「統合失調症」と「う

つ病」の一部が分類されると考えられ、効

果的な対応として主治医や家族も含めた情

報連携体制の構築や長期的なフォローアッ

プなどが挙げられた。D（職場ストレス要因

の問題で対応に困るパターン）には「適応

障害」「不安障害」の一部が分類されると考

えられ、効果的な対応として本人の配置転

換や人事総務や職場関係者と協同した調査

及び改善策の実行などが挙げられた。 

 

D. 考察 
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 初年度の研究においては外部EAP機関に

おける事例ならではの事例性の特徴が明

らかとなった。診断書名や診断見立てでは、

「診断なし」が最も多く、事例化の流れに

おいては「特になし」が多い傾向にあった。

EAP では、本人の不調感や不適応感に関す

る相談や個人的な問題の相談も広く受け

付けているため、疾病や事例化に至る前の

相談が多い可能性があると考えられた。ま

た、診断がついた事例ではEAP による診断

見立てでは「適応障害」が多い傾向にあっ

たほか、EAP が対応に困ったことについて、

「病気かほかの問題（性格傾向、能力的問

題等）かの判別が困難」が最も多く挙げら

れていることを考慮すると、EAP に寄せら

れた事例においては、典型的なうつ病とい

うよりは、背景に何らかのパーソナリティ

要因や能力的要因による問題が想定され

る事例が多いことが推察された。つまり、

EAP相談においては疾病や職場での事例化

に至る前に自発的にカウンセリングを受

けることで問題解決を図ろうとする適応

的な事例と、背景に様々な問題を内包しつ

つ疾病に罹患したり事例化している対応

困難事例とで二極化している可能性があ

ると考えられた。前者については職場で表

立った問題にはなりにくいと考えられる

が、後者については産業保健スタッフや職

場関係者が対応に苦慮することも多く、対

応の方法論確立が望まれる事例であると

いえた。そこで、2年目の研究においては

診断名のついた事例に対し、見立て診断別

の効果的な対応を検証することで、対応の

方法論確立へ近づくことを目指した。その

結果、見立て診断別の効果的な対応がある

程度明らかとなったが、心理職が多く相談

対応にあたっているEAPと事業場内産業保

健スタッフでは体制が異なり、職場で見立

て診断名を正確に把握することも難しい

と考えられた。さらに「適応障害」や「不

安障害」では事例化の流れに一貫性がなく、

背景の問題がパーソナリティ、発達、職場

環境など多岐にわたることも分析結果か

ら示唆された。また事例性から効果的な対

応方法を選択できるようにすることが本

研究の目的であるが、一方で効果的な対応

を探るためには背景にある問題をある程

度予測し分類しておく必要があると考え

られた。そのため最終年度では、疾病の背

景にある問題を事例性から推察しあらか

じめいくつかのパターンに分類した上で

効果的な対応を整理することとした。その

結果、先行研究における復職困難事例の分

類に次のように当てはめることができた。

A（本人の性格傾向が問題で対応に困るパ

ターン）には「パーソナリティ障害」と「適

応障害」の一部が分類され、B（本人の能

力や適性が問題で対応に困るパターン）に

は「発達障害」と「適応障害」の一部が分

類され、C（症状の反復や病気による職務
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能力の低下で対応に困るパターン）には

「双極性障害」「統合失調症」と「うつ病」

の一部が分類され、D（職場ストレス要因

の問題で対応に困るパターン）には「適応

障害」「不安障害」の一部が分類されると

考えられた。またそれらへの効果的な対応

として、Aには関係者で方針を一致させて

対応に当たることやルール厳守の徹底、B

には定期的な面接を予定することや職場

環境を出来るだけ本人の特性に合ったも

のに調整すること、Cには主治医や家族も

含めた情報連携体制の構築や長期的なフ

ォローアップ、Dには本人の配置転換や人

事総務や職場関係者と協同した調査及び

改善策の実行などが挙げられた。これらの

結果をヒント集にまとめ、まずは背景にあ

る問題のパターンをチェックリストから

推定し、それぞれのパターンによって効果

的な対応方法を確認できるものとした。近

年のメンタルヘルス体制の整備に伴い典

型的なうつ病事例への対応はもはや確立

されたといえるが、そんな中で産業保健ス

タッフが対応に困るのは、症状としては

様々な様相を呈しながらも背景にはパー

ソナリティや発達の問題を抱えたケース

であると考えられた。表面的な診断名にと

らわれず、背景にある問題を推定し効果的

な対応を選択することは容易ではないこ

とから、本ヒント集は、簡易にそれを推定

することのできる大変有効なツールとな

ると考えられる。しかしながら、「これは

本人の性格が問題だ」「この人は発達障害

に違いない」など、誤った先入観や決めつ

けの元になってしまうことは避けなけれ

ばならないし、背景の問題が複合している

場合もある。そのため本ヒント集は、診断

名を推定するためのものではなく「あえて

分類するとしたら背景にどのような問題

がありそうか」「どのような対応が効果的

か」を予測し「どうすれば職場適応につな

げられるか」を検討するツールとして前向

きに活用されることが望まれる。今後は、

同ヒント集を産業保健現場において利用

しやすく詳細化するほか、その有用性と修

正すべき部分について引き続き検証を重

ねることとする。 

 

E. 総括（まとめ） 

平成 27～29 年度の研究結果と廣による

「職場のメンタルヘルス不調者への対応ガ

イドライン」2）を元に、最終的な成果物と

して「職場において対応に苦慮するメンタ

ルヘルス不調者への事例性パターン別対応

ヒント集」を作成した。今後もヒント集の

改訂について引き続き検証を重ねることと

する。 

 

F. 健康危険情報 

 該当せず。 

 

− 342 − − 343 −



 

G．学会発表 

 １．論文発表 

 該当せず。 

 ２．学会発表 

 該当せず。 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

 １．特許取得 

 該当せず。 

 ２．実用新案登録 

 該当せず。 

 ３．その他 

 該当せず。 

 

Ｉ．引用文献 

1）永田頌史：メンタルヘルス不調による再

休業に関連した要因と再休業予防対策.産

業ストレス研究 23(2). pp101-110, 2016. 

2）廣 尚典：職場におけるメンタルヘルス

不調者の対応ガイドラインの開発に関する

研究．労災疾病臨床研究事業「職場におけ

るメンタルヘルス不調者の事例性に着目し

た支援方策に関する研究」（研究代表者：廣 

尚典） 平成 28 年度総括・分担研究報告書. 

pp13-80, 2017. 

− 342 − − 343 −



 

事例性に着目した適切な支援のためのツールの検討 

研究分担者 永田 昌子 産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学研究室・助教 

 

 

研究要旨 

増加、多様化するメンタルヘルス不調者

に対し事例性に着目した適切な対応を行う

ための方策を検討するための調査研究を行

った。 

我々は、3 年間の研究期間で、①障害者雇

用支援の分野の知見ついての調査、②事例

性に応じた対応ができるツールの作成、③

厚生労働省 一般職業適性検査の利用の有

用性とその限界についての検討を行った。 

①障害者雇用支援と産業保健の現場では、

対象者の置かれている状況や支援者の立場、

対象者の障害や能力の程度などの違いがあ

るため、障害者就労支援の場で蓄積されて

いる知見のうち、産業保健の現場で活用で

きるものを検討したところ、支援対象者の

障害の程度や支援対象者との接点の違いな

どには大きな違いはあるが、障害の理解や

情報を整理するツールなど参考になるもの

があると考えられた。産業保健職が応用可

能な機能としては、サービスの導入・振り

分けの中での「自身の特性把握」、職業訓練、

職業訓練の過程の中では、「支援の基本」、

「自身の特性把握」、「特性による課題と対

応」、「職場環境の評価」、「リラクゼーショ

ン」、定着支援の「ミスマッチしている箇所

の課題の抽出」が挙げられた。 

②事例性に応じた対応ができるツールの

作成として、２つの場面に対する各ツール

を作成した。場面は、ひとつは管理監督者

が職場での事例性を適切に評価し産業保健

職に共有する場面、もうひとつは、職場で

の事例性を本人と管理監督者および産業保

健スタッフで共有し、その解決策を検討す

る場面である。このツールを利用者となり

うる、産業医、産業看護職、人事担当者ら

の意見を収集し、より利用しやすいものに

なるよう努め、ツールを完成させた。 

③本人の能力や適性に応じた適正配置を

検討する際に用いるツールのひとつとて、

厚生労働省 一般職業適性検査の有用性と

限界について考察した。事例対応の際に利

用経験がある医師や臨床心理士にインタビ

ュー調査を実施して、考察を行った。厚生

労働省 一般職業適性検査を産業保健現場

で利用することの一定の有用性はあると考

えられたが、同時に多くの限界も語られ、

課題として①現在の産業保健現場と一般職

業適性検査自体のツールの親和性、②検査

を実施する時期、③検査結果の実施・評価

者に区分された。厚生労働省一般職業適性

検査は、現在の産業保健の現場で広く活用
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される状況ではないが、主治医及び心理士

から情報提供される材料として有用である

可能性が示唆された。 

 

A．研究背景と目的 

研究① 

 増加、多様化するメンタルヘルス不調者

に対して、事例性に着目した適切な対応を

行うための方法論開発のための基礎資料を

収集することが目的である。多様化するメ

ンタルヘルス不調として、発達障害、自閉

症スペクトラム障害を有している事例や、

もしくは、まだ診断が確定していないが自

閉症スペクトラム障害を有していることを

疑う事例が散見することが報告されている

1～10）。これらに該当する労働者への対応

について苦慮しているという声が産業現場

で多く聞かれる。 

自閉症スペクトラム障害は、2 症状によっ

て特徴づけられる生得的な障害であり、有

病率が 0.5～2％である。コミュニケーショ

ンの障害や社会性の障害、感覚障害などを

持ち、社会生活上の問題を抱えやすい。疾

患概念が変遷し、それに伴い知的に問題が

ない自閉症スペクトラム障害を有する人の

有病率が高いことや、知的に何ら問題がな

い人の中には、幼児期から学生時代を通じ

て見過ごされ、成人になり顕在化すること

があると知られている。加えて自閉症スペ

クトラム障害の精神障害の合併の頻度は高

いと報告されている。 

 自閉症スペクトラム障害の人は、障害者

雇用制度を利用しながら働く場合と、障害

がない人と同様に働く場合がある。障害者

雇用は一般雇用と比較して、一般的にサポ

ートを受けやすいが賃金が低い。障害者雇

用制度の中で、自閉症スペクトラム障害の

人への就労支援の方法については確立しつ

つある。 

一方、学校を卒業するまでに診断を受けな

かった人は、当初一般雇用で働くことにな

る。日本の雇用慣行では、職種を限定せず

就職することが多く、正規職員として就職

すると終身雇用される。就職後、障害や疾

病の発見もしくは罹患した場合、病気前の

業務が出来なかった場合は、企業の体力に

応じて出来うる配慮を最大限実施すること

が求められている。どのような配慮を実施

するかについては、産業医の意見を参考に

決められることが多い。そこで、産業医は、

自閉症スペクトラム障害を有する労働者の

メンタルヘルス不調に対して、職場でどの

ような配慮を実施すべきかについての知識

等が必要であるが、これまで一般雇用の自

閉症スペクトラム障害の支援方法について

の検討は十分でない。他方、障害者雇用分

野に目を向けると、障害者雇用は着実に進

展している。雇用率（実雇用率）は、平成

１６年１．４６%（２５万８千人）であった

が、平成２６年は１．８２％に上昇し、雇
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用者数は１１年連続で過去最高を記録し、

４３万１千人を達成している。その要因と

して、法定雇用率の引き上げ、障害者の就

労支援制度の拡充制度が挙げられる。就労

支援制度は数種類あり、これらを全国的に

展開するためにマニュアルやツールの整備、

人材の育成が行われており、知見が集積さ

れている。 障害者就労と産業保健の現場

では、対象者の置かれている状況や支援者

の立場、対象者の障害や能力の程度などの

違いがあるが、障害者就労支援の場で蓄積

されている知見のうち、産業保健の現場で

活用できるものを収集し、分析することを

目的とした。 

 

研究② 

 労働者におけるメンタルヘルス不調の

増加は、産業保健上の重要課題となってお

り、産業保健スタッフは、その支援活動に

多くの時間を費やしている。さらに、現場

での対応を困難にしているのが、不調の多

様化である。以前より、疾病性（診断名お

よびその臨床的重篤度）にも配慮したうえ

で、事例性の視点を重視した評価と支援を

行っていくことが必要との指摘がなされて

きた。不調が多様化しているなか、この考

え方はますます重要となっているが、その

方法論については、まだ有用性の高いもの

は多くない。 

そこで、我々は、平成 27 年度（本分担研

究初年度）に調査した障害者雇用部分野で

開発されたツールを応用し、①職場での事

例性を適切に評価し管理監督者が産業保健

職と情報を共有するツールと、②職場での

事例性を本人と管理監督者、産業保健スタ

ッフで情報共有し、その解決策及び必要な

配慮を検討するコミュニケーションツール

を作成することを目的とした。昨年度は、

各ツールについて産業医の意見を聴取し、

修正を加えた。今年度は、各ツールの利用

者として、人事担当者や産業看護職も想定

されるため、人事担当者や産業看護職の意

見を収集し修正を加え、利用しやすいツー

ルを作成した。 

 

研究③ 

平成 27 年度「職場におけるメンタルヘル

ス不調者の事例性に着目した支援方策に関

する研究」（主任研究者 廣尚典 実施）の

産業医向けの調査において、事例対応時に

困難であった点として挙げられた項目は、

「本人の業務遂行能力、適性に合った職場

が見当たらなかった」、「病気か他の問題（性

格傾向など）かの判別が難しかった」、「本

人の業務遂行能力、適性の評価が難しかっ

た」などであった。 

一方、産業医がメンタルヘルス不調者に対

応する際に職業適性検査を活用していると

の事例が、学会等で報告されている。職業

適性検査の活用は、産業医が困った点「本
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人の業務遂行能力、適性の評価が難しかっ

た」の解決する手法になりうるが、その有

用性や限界についての報告はまだ少ないの

が現状である。そこで、今回、厚生労働省

が開発した一般職業適性検査の有用性と限

界、また活用時の留意点を明らかにするこ

とを目的とした研究を行った。事例対応時

に使用経験のある医師と臨床心理士にイン

タビュー調査を実施し、有用性と限界につ

いて考察した。 

 

B．研究方法 

研究① 

平成 27 年度にインターネット上で入手

し、各項目について集計し検討を行った。 

方法１）国内の障害者雇用分野で現在実

施されている制度のうち、発達障害者によ

く利用されていると考えられる制度の概要

を取りまとめた。 

方法２） 方法１の結果で得られた情報

を参考に、障害者職業総合センターで公開

されている研究結果やツールのうち、過去

5 年に発効され、発達障害について記述さ

れており、就労支援の現場で使用されてい

るツールを取りまとめた。 

方法３） 国外の情報収集も行った。対

象国は 3 か国とした。合理的配慮を 1990

年代に「障害のあるアメリカ人法」

（Americans with Disability act of 1990） 

として法制化した米国、自閉症スペクトラ

ム障害の教育、就労支援について論文や図

書等が多く出版されている英国及びアイル

ランドの 3 か国の政府やその関係機関のホ

ームページ上から、自閉症、発達障害、自

閉症スペクトラム障害についての就労支援

のマニュアルやツールについて対象とした。 

 

研究②  

平成 27 年度に障害者雇用分野の障害者

職業総合センターが開発した「在職者のた

めに情報整理シート」を一部修正・追記し、

事例性評価ツールを作成した。平成 28年度、

この評価ツールに関して産業保健のメンタ

ルヘルスに精通している医師にグループイ

ンタビューを実施した。その上で各項目の

適否と追加項目について意見を聴取し、研

究者らで修正を加え事例性評価ツール案

（β版）「職場における困りごと情報整理シ

ートと」と、「上司からの情報提供シート」

を作成した。 

引き続き平成 29 年度は、利用する立場と

なりうる人事担当者及び産業看護職から意

見を聴取した。その後、研究者で意見の反

映の可否を検討し反映させた。 

対象者の募集は、機縁法により対象施設

の中から研究協力者を募り、協力の得られ

た計 17 施設の人事担当者や産業看護職か

ら意見を聴取した。期間は 2017 年 10月か

ら 2018年 1月にかけてのおよそ 3ヶ月間で

あり、意見聴取の方法はメールあるいは対
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面によるインタビュー調査を実施した。 

 

項目 

A) 職場での困りごと情報整理シート 

（1） シートの考え方やシートの使用方

法の説明書きで必要な事項について、ご意

見がありましたら教えてください。 

（2） シートの項目をご確認いただき、

不適切もしくは不必要と思われる項目があ

りましたら教えてください。 

（3） シートの項目をご確認いただき、

追加した方がよいと思われる項目がありま

したら教えてください。 

B) 上司からの情報提供評価シート 

（4） シートの考え方やシートの使用方

法の説明書きで必要な事項について、ご意

見がありましたら教えてください。 

（5） シートの項目をご確認いただき、

不適切もしくは不必要と思われる項目があ

りましたら教えてください。 

（6） シートの項目をご確認いただき、

追加した方がよいと思われる項目がありま

したら教えてください。 

 

研究③ 

メンタルヘルス不調者の事例対応をする

際に、厚生労働省 一般職業適性検査を産

業医の立場で活用したことのある医師を対

象に約 20分の構造化面接を実施する。イン

タビューの内容は、厚生労働省の一般職業

適性検査の有用性と限界についてであり、

下記項目である。聴取した内容を ICレコー

ダーで録音し、逐語録に起こします。有用

性と限界について聴取した内容を分析する。 

 

対象者の募集方法は、スノーボールサン

プリング法を用いた。職業適性検査を活用

したとして学会で発表されている医師等に、

職業適性検査を活用した経験があると思わ

れる医師に紹介を依頼し、紹介された医師

に対して、職業適性検査の使用の経験の有

無を確認し、使用の経験があった場合、対

象者とした。 

 

（倫理面への配慮） 

研究②、ならびに研究③は、インタビュー

結果は、個人を特定する情報は含めず、解

析、まとめを行った。また、産業医科大学

倫理委員会の承認を得たうえで実施した。 

（承 280811） 

 

C．研究結果 

研究① 

方法１） 

発達障害者によく利用されていると考え

られる４つの制度について情報を整理した。 

１）就労移行支援制度 

平成１８年度に全面改正された障害者自

立支援法においては、障害者の就労支援を

一つの柱とされ、福祉サイドからの就労支
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援を充実強化するため、「就労移行支援」や

「就労継続支援」等の事業を創設するとと

もに、本事業を実効あるものとするため、

福祉分野と雇用・教育分野等との連携を強

化し、障害者がその適性に応じて、より力

を発揮して働ける社会を目指すとされてい

る。就労移行支援の対象者は、「一般就労を

希望し、知識・能力の向上、実習、職場探

し等を通じ、適性に合った職場への就労等

が見込まれる障害者」（６５歳未満の者）と

され、障害者手帳を有していなくても自治

体の判断で対象となる。 

サービス内容は①一般就労等への移行に

向けて、事業所内や企業における作業や実

習、適性に合った職場探し、就労後の職場

定着のための支援等を実施、②通所による

サービスを原則としつつ、個別支援計画の

進捗状況に応じ、職場訪問等によるサービ

スを組み合わせ、③利用者ごとに、標準期

間（24 ヶ月）内で利用期間を設定とされて

いる。就労移行支援事業所数は、全国２,

９５２（平成２７年２月）あり、利用者数

は２８,６３７人（平成２７年２月）となっ

ている。就労移行支援事業は、支援を行っ

た場合、定員数に応じて報酬が算定され、

表１のような報酬体系である。就労移行支

援事業の利用者の一般就労への移行率は２

４．９％（平成２５年度）となっている。 

２）地域障害者職業センターにおける職業

リハビリテーション「発達障害者に対する

体系的支援プログラム」 

 平成１９年度から施行実施されていた。

平成２５年度は４７センター及び多摩支所

で実施されている。１２週間程度のワー

ク・サポートプログラムと求職活動の支援

を総合的に組み合わせたものである。対象

者は、すべての発達障害である。ワーク・

サポートプログラムは、センター内での技

能体得のための講座（８週）と事業所での

体験実習等を通じた実践的な支援（４週）

で構成されている。下記の技能を習得する 

・問題解決技能  

・対人技能 

・リラクゼーション技能  

・作業マニュアル作成技能 

３）若年コミュニケーション能力要支援者

就職プログラム 

発達障害等、コミュニケーション能力に

困難を抱える者に対して個別支援を行うと

ともに、障害者向け専門支援を希望する者

に対しては、専門支援機関等への誘導を行

う等、コミュニケーション能力に困難を抱

える要支援者向けの総合的な支援を行う事

業とされている。 

対象者は、若年求職者（34歳以下）で、コ

ミュニケーション能力や対人関係に困難を

抱えている者、不採用が連続している者、

短期間で離転職を繰り返す者、発達障害の

診断を有する者あるいは疑いのある者であ

る。サービス内容は、①若年者の就職支援
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を行う機関と障害者の就労支援機関の連携

の上で、②発達障害等、様々な要因により

コミュニケーション能力に困難を抱えてい

る要支援者に対して、自らの特性と支援の

必要性についての気づきを促し、適切な支

援への誘導を行う。③発達障害者に対する

専門的支援の強化を図ること等により、要

支援者のニーズに応じた適切な相談・支援

を実施し、要支援者の円滑な就職の促進を

図る。ハローワークに配置された就職支援

ナビゲーターが主要な役割を担う。平成２

５年より全国４７局で実施されている。 

４）ジョブコーチ支援 

障害者の職場適応を容易にするため、職場

にジョブコーチを派遣し、きめ細かな人的

支援を行っています。ジョブコーチ支援に

は、地域障害者職業センターに配置するジ

ョブコーチによる支援のほか、就労支援ノ

ウハウを有する社会福祉法人等や事業主が

自らジョブコーチを配置し、ジョブコーチ

助成金を活用して支援する場合がある。 

対象は、障害の種類や程度はさまざまで

手帳の取得は不要である。雇用前の職場実

習、雇用と同時、雇用後の 3 つの段階で活

用でき、期間は１～７ヶ月、頻度は毎日～

週１回、時間は３０分～１日とされている。

具体的な支援例として、 

A) 障害者の方への支援例 

・職場のルールやマナーを理解するための

支援 

・仕事を理解し適切に行うための支援 

・職場のコミュニケーションをスムーズに

行うための支援 

B) 企業の方への支援 

・障害についての情報提供や障害者の方へ

の接し方についての助言 

・互いの気持ちが理解しあえるような関係

作りの支援 

・障害者の方が一人で仕事ができるような

指導方法や職場環境の助言 

C) ご家族への支援 

・障害者の方の職業生活を支えるための助

言 

があり、障害者の方に対し、一人一人に合

ったスケジュールや支援方法により、きめ

細かな支援を職場で行われ、また企業に対

しては、職場での障害者との関わり方や雇

用管理についての助言等が実施される。 

 

方法２） 

 2010 年度以降の発行で発達障害につい

ても記述されているもの、ツールやマニュ

アルに該当するものは 25 件該当した。その

うち、職業訓練で使用されているワークサ

ンプルに関連するもの、事業主向けのリー

フレットを除き、入手可能だったものは 10

件であった。各種マニュアル等の発行者、

目的、想定されている利用者、発行時期、

主な内容、特徴は以下の通りである。 

・認知に障害のある人に対する相談補助シ
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ート 

・若年支援機関と職業リハビリテーション

機関をつなぐ雇用支援ガイド 

・発達障害者のワークシステム・サポート

プログラムとその支援事例（２）～注意欠

陥多動性障害を有する者への支援 

・発達障害者のワークシステム・サポート

プログラム～発達障害者のための職場対人

技能トレーニング～ 

・発達障害者を理解するために ２ ～就

労支援者のためのハンドブック～ 

・発達障害者のワークシステム・サポート

プログラム～発達障害者のための問題解決

技能トレーニング～ 

・発達障害者のためのリラクゼーション技

能トレーニング ～ストレス・疲労のセルフ

モニタリングと対処方法～ 

・ジョブコミュニケーション・スキルアッ

プセミナー ～パートナー研修資料集～ 

・在職者のための情報整理シート 

・発達障害者就労支援レファレンスブック

（課題と対応例） 

 

発達障害を理解するために事例や挿絵な

どを盛り込んだ分かりやすい資料や支援方

法の実際、実際に利用可能なツールが開発

されていた。 

 支援方法としては、支援の基本姿勢と、

問題解決トレーニングや、リラクゼーショ

ン技能トレーニング、 Social Skills 

Training などのトレーニングの具体的な

実施ができる情報提供がされていた。 

  

応用可能と考えられたツール 

在職者のために情報整理シート 

生活記録表 

職場環境適応プロフィール 

認知に障害のある人に対する相談補助シ

ート 

疲労要因チェックシート 

ストレス対処法整理シート 

注意・集中力の特徴に関するインタビュ

ーシート 

情報収集補助シート 

 

支援の基本 

効果的な支援を実施するための 21の方法 

「認知に障害のある人に対する相談補助シ

ート」より 

１）利用者が意識出来ていない視点を提供

する 

２）現在から将来への流れを示す 

３）課題の緊急性・現実性から、取り組む

順位や範囲の整理を手伝う 

４）本人の理解レベルに応じた説明を行う 

５）思考や感情、状況・規範等必要な情報

を目に見える形に変換する 

６）自他の意見や要望等の比較検討を行う 

７）自身の障害特性と過去の失敗体験等要

素間を関連づけて整理する 
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８）課題が顕在化する場面を敢えて作る 

９）課題が顕在化した時点で「今起こって

いること」を相談の題材にする 

10）自己対処の手がかりや見本の提示など

を行い、初期の負荷を軽減する 

11）成功体験を重ね、有用感を感じられる

課題を設定する 

12）自己の位置づけを確認するために、グ

ループを活用する 

13）チェックリスト等アイテムを活用した

自己観察・評価を取り入れる 

14）他者評価を提示し、自己評価と比較さ

せる 

15）13）、14）を勘案して全体を総括するレ

ポートを出す 

16）演習の機会を繰り返し設定し、意識喚

起する 

17）できることを取り上げて伸ばす 

18）選択肢を準備し、利用者に自分で選択

してもらう 

19）競争でなく、利用者が自分のペースで

活動できるように促す 

20) 活動する前に、活動方法等を自分の力

で企画するよう促す 

21）活動の途中で、利用者にその方法を自

分で検討し、解決するよう促す 

 

支援のキーワード  

「発達障害者就労支援レファレンスブッ

ク」より 

・課題の目標と設定 

・説明・提示方法の工夫 

・支援者からの働きかけ 

・適切な行動の提案 

・適切な行動の習得 

・具体的な補完手段の利用 

・職場環境の整備（業務の手順や内容への

配慮、人的環境） 

・関係機関との連携 

  

方法３） 

米国、英国、アイルランドの資料を調査し

た。米国は、自閉症スペクトラム障害と注

意欠如多動性障害について、英国とアイル

ランドは自閉症スペクトラム障害、アスペ

ルガー症候群が収集された。 

そ れ ぞ れ Accommodation ideas や

Reasonable adjustments は8～12項目で整

理されていた。産業保健職が具体的な職場

での配慮を検討する際の問題把握として十

数項目で整理された項目は利用可能と考え

られた。 

 特徴的な点として、アイルランドの資料

では、Social skills の項目にいじめやか

らかいを予防する項目があった。 

 

研究② 

対象者） 

産業医実務研修センターと産業生態学研究

所産業保健経営学研究室に在籍している医
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師及びメンタルヘルスに精通している医師

のグループに対してインタビューを実施し

た。産業医 15名の参加を得た。 

 また、産業医として勤務している企業の

人事担当者あるいは産業看護職に調査を依

頼した。協力が得られた１７施設の人事担

当者は、少なくとも３分の１以上が人事業

務の経験年数が 5 年以上であった。１７施

設の業種は運送業、自動車部品工場、製紙

会社、接客業、コールセンター、報道機関、

教育機関と他種多様であった。また、産業

看護職 5名の参加を得た。以下、最終年度

の結果を示す 

困りごと情報整理シート 

■肯定的意見…全 7 件 

・非常に職場に沿った内容で不適切な項目

などはない。（6 件） 

・記入するにあったって負担にならない分

量である。 

■採用…全 1件 

・業務遂行能力の中に、「疲労感を感じずに

業務ができるか」を追加してはどうか。 

■採用なし…全 6件 

・業務遂行能力の中に、「本人に改善意欲が

あるか」を追加してはどうか。 

・業務遂行能力の中に、「頭は回っているか」

を追加してはどうか。 

・「本人」という表現の代わりに「部下」を

使用してはどうか。 

・「部下／上司の人物像を把握している」を

追加してはどうか。 

・生活習慣（睡眠、食事等）に関して、量

や質も含めて詳細な情報を聞いてはどうか。

（3 件） 

・出勤状況・コミュニケーション・業務遂

行能力に関しては客観的な評価が役立つと

思う。 

 

上司からの情報提供シート 

■肯定的意見…全 6 件 

・このようなシートがあると産業医や産業

保健スタッフへ伝わりやすく連携が取りや

すい。 

・メンタルヘルスの事例対応をする際に、

状況の記録や報告書の作成は実務上非常に

時間がかかるものである。このシートを報

告する際の運用フローに入れることができ

るとよりスムーズな対応が可能ではないか。 

・「本人の能力に合った内容の仕事を与える

ことができている」に関しては、実際に話

し合う良い機会になった。 

・非常に職場に沿った内容で不適切な項目

などはない。（3 件） 

 

■採用…全 11件 

・産業医や産業保健スタッフが対応し、ど

の程度状態が良くなったら解決するかとい

うことを上司と産業保健スタッフの間で共

通認識を持っておくと、対応にずれが少な

くなるのではないか。 
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・その他の困りごとの前に「上司が考える

解決のポイント」というような内容を追加

することができると、"上司が求める受け入

れスタンス"が産業医や産業保健スタッフ

にも理解できるのではないか。 

・ハラスメントや過重労働の可能性があっ

た場合、今回のリスクとなる可能性もある

ため、その内容を共通認識することができ

るのではないか。 

・「職場での適切な服装や身だしなみを保っ

ている」という本人の見た目に関する項目

があるが、もう少し細くても良いのではな

いか。例えば顔色、髪型、挙動、声の大き

さ、アイコンタクトなどがあってもいいの

ではないか（2 件）。 

・「遅刻早退なく出勤している」と「職場で

決められたルールを守っている」との違い

が分かりにくい。例えば 精神的に負担を感

じている人は遅刻の傾向もあるが早く出社

しすぎている傾向もある。「出勤時間と所定

の始業時間との乖離はあるか、ある場合は

常識の範疇か｣等の設問がいいと思う。 

・「本人が困っていそうな時に相談に乗るこ

とができる」という表現が抽象的なので具

体的な表現とした方が良い。 

・メンタルヘルス不調者が対象で直近の状

況の情報提供となっているが、メンタルヘ

ルス不調(不調でなかった時期)との比較で

ないと不調の度合いが推測できないことも

多いのではないか。また上司も答えにくい

のではないかと思う。 

・コミュニケーション能力に対して適切と

いう判断基準は難しいように思う。「メンタ

へルス不調前と同様に｣等の情報を入手し

た方が良いのではないか。その他、「業務遂

行能力」、「弱音や泣き言をいう」、「感情表

現の方法」、「指示を忘れる」、「完成に時間

がかかる」の項目に関しても、同様に対象

者のメンタル不調になる前の能力が影響す

るので以前との比較が必要だと思う。 

・「体調が悪いときは適切な方法で連絡や相

談をしている」は上司が判断することは難

しいと思う。 

・「場面に応じて適切な振る舞いをしてい

る」の振る舞いという表現が分かりにくい

と感じた。 

・「不注意によるミスが目立つことなく業務

をこなしている」は受け止め方によって、

ミスの内容が目立たない（または少ない）

とも捉えられる言い回しである。不注意に

よるミスは基本あってはならないため、ミ

スがなくに変更してはどうか。 

 

■採用なし…全 5件 

・「組織目標達成のために自ら目標を立てて

業務に取り組んでいる」は、上司が求めて

いる内容であると考えると、評価の指標が

高いと言えるのではないか。 

・「挨拶やお礼、お詫びを適切にしている｣

は、誰に対してできているかが明確ではな
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く分かりにくい。 

・本人の状態を上司が確認するアンケート

として、支援・資源の項目は意味合いが異

なるのではないか。自分が評価されている

ように感じるため、なくても良いのではな

いかと思う。 

・「職場で決められたルールを守っている」

は「会社や職場で決められたルールを守っ

ている」がいいのではないか。 

・「立場の違う相手（顧客・他部署など）と

交渉し、意見を調整する」は意見を調整す

る力量があるかを追記してはどうか。 

 

■コメント内容が研究主旨に合致しない…

1件 

 

研究③ 

 厚生労働省一般職業適性検査有用性と限

界、留意点について、5 名の産業医及び 1

名の心理士にインタビューを実施した。平

成 28 年度は 3 名分の結果、平成 29年度の

結果は、属性が大きくことなるため（職種

が異なること及び、事例数が多い）、個別に

内容を示す。 

 

平成 28 年度実施分 

（１）有用性 

・一定の条件下で有用性がある。 

・一定の有用性がある。産業医に対する適

正配置の意見の裏付けができ、上司や本人

の納得感が得られる可能性がある。 

 

（２）限界 

・GATB は地頭の能力の評価との相関性が高

いように思える。GATB の結果は職種で評価

されているが、分類が大まかであり、現状

の多様かつ細分化された業務の中で、GATB

結果をいかに適応するかは今後の課題であ

る。また、知識や経験などを測定している

訳ではないため、熟練度は測定できない。 

・その職種が企業内にないこともある。（2

票） 

・向いているからといって、本人の希望が

ない場合もある。 

 

（３）留意点 

・適性検査の活用の目的を明確にする必要

がある。 

・発達障害を評価したいのであれば、WAIS

が適切だと思う。WAIS は職域では入手困難

であり、また実施経験が乏しい産業保健専

門職が実施することは困難であるため、医

療機関での実施が望ましい。ただし、医療

機関で実施した結果を産業保健職が共有で

きるかは主治医等の意向に強く左右される。 

 その他、発達障害のスクリーニングとし

て、AQ-Jを産業医が実施することは肯定的

に考えているが、現時点では実施した際の

リスクが不明瞭でもある。 

・作業速度・集中力を評価したいのであれ
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ば、内田クレペリン検査を実施してはどう

か。 

・GATB ではなく、採用時などに行っている

ことが多い SPI を再度検査する方法もあり

得る。その場合は人事が実施し、その結果

を産業医も含めた３者面談の場で議論する

方法も検討できるのではないか。 

・結果の取り扱いや開示に対する本人の同

意は、検査前・検査後に取る必要がある。 

 

（4）実際使用経験について 

メンタルヘルス不調者の適正配置について

会社から相談があり、選択肢のひとつとし

て、提案をした。他選択肢として、SPI や

病院での心理検査を挙げた。 

不調者は防衛的な性格傾向のため、自身が

不利と考える結果については、開示を望ま

ず、検査前に検査結果の開示の同意を得る

ことはできず、検査実施後に不調者が開示

の可否を選択することになった。その前提

下であっても、適性検査の実施を会社を望

んだため、結果的に産業医が GATB を実施し

た。 

GATB の結果は、産業医の予想から大きく外

れる結果ではなかったように思うが、結果

的には会社への結果開示を本人は望まなか

った。このため、GATB 結果は不調者と産業

医との間で共有されたのみとなり、会社と

は結果を共有せず、適正配置の資料にはな

らなかった。 

 

・社内の心理士が、その他の心理検査と合

わせて GATB を利用し評価を得た。結果は、

産業医や上司の予想から大きく外れる結果

ではなかったように思う。結果によって、

配置換えまでの検討は行っていない。言語

能力と数理能力、処理能力などの評価によ

って、指示の出し方や一部作業の軽減を行

った程度である。 

 

平成 29 年度実施分 

産業医 A 

15例の事例提示、事例検討を踏まえ下記が

聴取された。 

①有用性 

就業上の配慮を検討するために必要なアセ

スメントになる可能性がある。 

検査の点数のみでなく、取り組み方や間違

える傾向などより、本人の適性を推測でき

る可能性がある。 

②限界 

精神状態の影響を受け、適切な評価につな

がらない可能性がある。 

③留意点 

検査を行う際に、うつ病の症状により過小

評価される場合がある。 

③実施使用経験について 

・言語能力、知的能力、論理的思考、情報

処理能力、注意転換・注意分配能力が低い

と考えられる例がある。そのため職場で業
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務上のより詳細な指導が必要であると考え

られた例、もしくは定型的な業務が向いて

いることが明らかとなった事例がある。 

・一般職業適性検査以外の心理検査で、表

面を形式的に取り繕う姿勢や主体性が乏し

い姿勢などが観察される事例がある。 

 

産業医 B 

①有用性 

事例により有用性を認めることもある。 

精神科医からの診断書の裏付けができ、診

断書に対する上司の信頼や納得感が得られ

る可能性がある。 

②限界 

GATB は、作業の適性を評価するものであり、

作業を組み合わせた仕事の適性を評価する

ものではない。 

③留意点 

検査結果が出た時に、産業医が思い込み

や経験を含んで解釈してしまう可能性があ

る。検査結果のみで判断することはやめた

ほうが良い。また、服薬などの影響で検査

結果が悪く出ることがあることも考慮する。 

 精神科医が職業適性検査を実施した場合

に、どのようにフィードバックをするかに

ついてフォーマットがあるとよい。 

④実際使用経験について 

体調不良を訴えた従業員を外部の精神科医

に紹介した。外部の精神科医の判断で、他

の心理検査とともに GATB の検査も実施さ

れており、返書に検査結果とその解釈につ

いて記載されていた。 

 

臨床心理士 A 

①有用性 

・WAIS の符号の検査結果と復職の成功率に

相関がみられたため、作業能力を測定する

こと、また点数のみでなく、検査実施場面

の観察なども考慮した質的な評価を加える

ことで、就業上の配慮を検討するために必

要なアセスメントになる可能性がある。 

②限界 

・検査実施場面の観察なども考慮した質的

な評価を行える技術がなければ、有用な情

報とはならない可能性がある。また、心理

検査結果と職務能力を結び付けれる経験や、

企業や職場によって求められる能力は多様

であるという認識がない心理職がアセスメ

ントした場合は、有用な情報とならない可

能性がある。 

 

③留意点 

・適切な検査実施時期に実施する必要があ

る。繰り返し行うと学習効果があること、

回復していない時期に実施するなどすると、

適切に評価できない可能性がある。 

・本人が何からの意図を持って検査を受け

ることもあるため、検査結果以外の情報な

どと合わせてアセスメントする必要がある。 

④実施使用経験について 
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・WAIS の符号の検査結果と復職の成功率に

相関がみられたため、作業能力を測定する

ために、一般職業適性検査を実施してみる

こととした。作業能力の評価のために、様々

な検査を取り寄せ、検討した。符号の検査

結果との相関は、一般職業適性検査が良い

と考えた。 

  

D．考察 

 研究②では、研究①の結果をもとに事例

性にもとづく支援のなかで、有用性の高い

ツールとして、２つの場面で利用できるツ

ールをそれぞれ開発した。「職場における困

りごと情報整理シート」と「上司からの情

報提供シート」を修正・加筆し、最終案を

作成した。利用する立場となりうる人事担

当者及び産業看護職から意見を聴取し改良

したこと、また、意見を聴取する際に有用

であるとの肯定的意見を受けているなどの

事実より、最終年度において実務で利用し

やすいツールを作成出来たと考えられる。 

 

 研究③では、厚生労働省一般職業適性検

査の産業保健分野での応用の有用性と限界

について、インタビュー対象者を実施した。

厚生労働省 一般職業適性検査を産業保健

現場で利用することの一定の有用性はある

と考えられたが、同時に多くの限界も語ら

れ、課題として①現在の産業保健現場と一

般職業適性検査自体のツールの親和性、②

検査を実施する時期、③検査結果の実施・

評価者に区分された。厚生労働省一般職業

適性検査は、現在の産業保健の現場で広く

活用される状況ではないが、主治医及び心

理士から情報提供される材料として有用で

ある可能性が示唆された。 

 

E．総括（まとめ） 

 なし 

 

F．健康危険情報 

なし 

 

G．研究発表 

1．論文発表   

 なし 

 

2．学会発表  

小笠原彩菜、永田昌子、岩崎まほこ、廣 尚

典、森 晃爾. メンタルヘルス不調者の事

例性に着目した「職場での困りごと整理シ

ート」の開発．第 90回日本産業衛生学会．

東京．2017 年 5 月．  

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

1．特許取得  

 なし  

 

2．実用新案登録   

 なし 
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Ⅶ．職域における認知行動療法の利用についての検討 

研究分担者 田中克俊 北里大学大学院医療系研究科産業精神保健学・教授

研究要旨 

＜目的＞職域における認知行動療法

（ Cognitive Behavioral Therapy、以下

CBT)の利用についての検討する 

＜方法＞ 

 研究１（27 年度）では職域における CBT

の利用に関する論文のレビューを一から

三次予防ごとにまとめた。研究２（28年度）

では，職場で保健師向けの CBT教育を行い

ストレスマネジメントとしての有用性や

課題について検討を行った。研究３（平成

29年度）は CBT 教育プログラムおよびライ

ンによるケアを支援するための簡易型 CBT

教育プログラムの事例についての検討と，

産業医・産業看護職向けの CBT研修のあり

方について検討を行った。 

＜結果＞ 

 文献レビューの結果，CBT を用いた教育

活動は、わが国においても少なからず実施

されており，その有用性も示唆されていた。

CBT 専門家との協働のもと、基本的な研修

と適切なツールの利用によって，産業保健

スタッフが主体の簡易型 CBTプログラムを

展開していくことは可能と考えられた。 

＜考察＞ 

事業場の産業保健スタッフが， CBT 専門家

と協働して目的に応じた簡易 CBTプログラ

ムを実践することは，職域メンタルヘルス

活動の効果や安全性，持続性の面からも望

ましいことと考える。 

 

A. 研究目的 

労働者の仕事ストレスの軽減方法の効

果を比較したメタ解析では，認知行動療法

（ Cognitive Behavioral Therapy、以下

CBT)の原理を用いた介入が最も効果的で

あったと報告されている。本研究では，我

が国における CBTの活用状況をレビューす

るとともに，職域における CBTを利用した

教育プログラムや産業保健スタッフ向け

CBT教育のあり方について調べた。 

 

B. 方法 

 研究１（27年度）では職域における CBT

の利用に関する論文のレビューを一から

三次予防ごとにまとめた。研究２（28年度）

では，職場で保健師向けの CBT教育を行い

ストレスマネジメントとしての有用性や

課題について検討を行った。研究３（平成

29年度）は，CBT教育プログラムおよびラ

インによるケアを支援するための簡易型

CBT教育プログラムの事例についての検討

と，産業医・産業看護職向けの CBT研修の

あり方について検討を行った。 

− 360 − − 361 −



 

C.結果 

１．研究１ 

1) 一次予防についてのレビュー 

一次予防に関する論文には、睡眠衛生教

育、食事や運動などの生活習慣に関する保

健指導、ストレスマネジメント能力の向上

のために行われるセルフケアに関する個

別指導が含まれていた。このうち、睡眠衛

生教育や食事や運動などの生活習慣に関

する保健指導は、二次予防の役割も果たし

ていると考えられる。 

睡眠衛生教育や睡眠保健指導に関する

論文は 12 本であった。睡眠衛生教育は、

不眠による健康障害の予防、快眠のための

睡眠生活習慣の習得といったセルフケア

の向上、昼間の眠気による事故や生産性低

下の防止、仕事に対するモチベーション、

精神的健康度の維持を目的として行われ、

Cognitive Behavioral Therapy for 

Insomnia（CBT-I）を基礎として行われる。

実施者は明記されていない論文がほとん

どであったが、1 論文には産業保健職、1

論文には産業医と書かれてあった。期間や

回数については、１回 50～60 分のセッシ

ョンを４～８回行うと記載されていた 

 課題としては、睡眠衛生に関わる環境は

個体差が大きいので、個人にとって受け入

れやすい形にアレンジした上で、指導する

ことが重要であることが指摘されていた。

また、睡眠障害の鑑別診断を正確に行う必

要性、事前に睡眠の専門家による教育を受

けて、睡眠に関する医学的知識を十分に習

得することが望ましく、CBT-I 技法の十分

な習得が前提であり、精神症状がある場合

には精神療法家としての技術が必要とさ

れ、保健指導としても実施する場合にも専

門家によるきちんとした教育をしっかり

受けることが大事であることが挙げられ

ていた。睡眠以外の食事、運動などの生活

習慣についての保健指導、具体的な目的が

明記されていない保健指導をテーマにし

た論文が 5本あった。これらの取り組みも

二次予防の役割も果たすと考えられる。実

施者は、保健医療従事者、産業保健職が挙

げられていた。食事、運動、生活リズム、

飲酒行動の改善を目的とし、自助教材を活

用しながら行われる方法や、通信指導や電

子化プログラムを活用して行われる方法

も挙げられていた。課題としては、睡眠衛

生教育と同様に、生活習慣に関わる環境の

個体差が指摘されており、個人に合わせた

柔軟な指導が求められると指摘されてい

た。 

セルフケア（ストレスマネジメント能力

の向上、疾患予防、生産性向上）を目的と

して行われる一次予防についての論文は 8

論文あった。実施者としては、管理医、産
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業看護職、臨床心理士が挙げられ、設定の

明記されていない個別指導や、インターネ

ットや電話を使用する個別指導、平均 3.5

回の対面セッションによって、ストレスコ

ーピングの技法を中心に個人が問題解決

できるような働きかけを行うものが取り

上げられていた。認知行動療法では、知識

や技法をただ教えるのではなく、その前提

には産業保健スタッフの人間的かかわり

が大事であることが示されていた。認知行

動療法では、対象者の主体性を尊重しなが

ら、温かく良好な関係を保ち続けられるよ

うにすることがまず前提となることが強

調されていた。 

２）二次予防についてのレビュー 

二次予防に関して記載のあった論文の

うち、保健指導や睡眠衛生教育について

記載された一次予防と重複のある論文が

10 論文あった。不調者の個別対応に関す

る論文は 3 論文あり、作業環境の調整の

ために認知行動療法を応用する取り組み

に関して記載された論文が1論文あった。 

不調者の個別対応に関する論文は、そ

れぞれ、パニック障害で不調を訴える社

員に対する社内相談窓口での臨床心理士

による対応、うつ病に対する社内カウン

セリングルームにおける臨床心理士によ

る認知行動療法の活用に関する論文、職

場で遭遇する困難な認知の事例に対する

保健師による認知行動療法の介入に関す

る論文であった。 

その他，作業環境の調整のために認知

行動療法を応用する取り組みに関して記

載された論文もあった。 

３）三次予防についてのレビュー 

三次予防に関して記載のあった論文の

うち、復職者に対する復職支援に認知行

動療法を活用する論文が８論文、復職者

の上司に対するコンサルテーションに認

知行動療法を活用すると記載のあった論

文が 1論文あった。 

復職者に対する復職支援は、職場復帰

の定着と再発防止を目的として行われ、

実施者は、産業医、管理医、保健師、看

護師、臨床心理士、精神保健福祉士など

の産業保健スタッフが挙げられていた。

復職者の上司へのコンサルテーションに

ついては、産業看護職である筆者の会社

の取り組みが紹介されていた 

４）一次予防～三次予防全般についての

レビュー 

 一次予防～三次予防まで概論的に触れ

られていた論文が 2 論文あった。主治医

の立場から書かれた論文では、認知行動

療法は労働者のメンタルヘルス不調に有

用な治療技法であり、二次予防と三次予

防が可能と指摘された上で、主治医の職

場状況理解や、職場の主治医の治療方針
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理解など、主治医と職場の連携における

課題と重要性が指摘されていた。産業医

の立場から書かれた論文では、一次予防

では、認知行動療法の内容を理解するこ

とで、従業員自らが自身の認知のくせや

ゆがみに気づき修正することによる予防

的効果が期待されると書かれており、二

次予防では、主治医主導であることが前

提ではあるが、メンタルヘルス不調者が

休業に至る前に、認知行動療法を取り入

れることにより就業の継続が可能となる

事例が指摘されている。三次予防では、

復職前段階での認知行動療法が積極的に

取り入れられるべきで、模擬的なリワー

クに留まるのではなく、実際の就業場所

において支援できることによる効果の大

きさ、復職後のフォローに活用すること

による再発防止への寄与が挙げられてい

た。 

 

２．研究２ 

 研究２で実施した CBT 研修は、3.5 時間

の非常に簡便な内容であったが、認知行動

療法は，メンタルヘルス支援に生かせるか

との問いに対して、70％が「とてもそう思

う」、残り 30%が「そう思う」と回答するな

ど、その有用性を感じたとの感想が多く寄

せられた。これは、今回 CBT 研修を受ける

のが初めての看護職が多かった（1 名のみ

これまで研修を受けたことあり）ことも大

きく影響していると考えられる。 

 研修に必要な時間については、今回の研

修だけでは不足しており、もっと継続的な

研修が必要との意見が多く出された。また、

実践の場における研修後のスーパービジ

ョンは全員が必要と答えた。 

 また、自由記述では、これまでメンタル

ヘルスに関する相談活動のための教育を

ほとんど受けてこなかったことに対する

不安とともに実践の場で使えるようにも

っと CBTを学びたいという強い意欲が寄せ

られている。そのためには、ロールプレイ

を含めた実践的な研修や継続的なフォロ

ーアップ教育、スーパービジョンを求める

声が多かった。 

 職場における CBT教育は、産業看護職に

よって有用性が高いことが示唆された。し

かしながら、その教育は、継続的に行われ

るとともに実践の場におけるスーパービ

ジョンが必須と考えられた。今後は、CBT

教育を幅広く実施するための人材確保が

喫緊の課題といえる。 

 

３．研究３ 

１）セルフケア支援のための簡易型 CBT教

育プログラムについて  

ｅメールを用いた簡易型 CBT教育プログ

ラムは，3 時間の集団教育 1 回と，3 回の
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コラム法を中心としたｅメールセッショ

ンから構成され，集団教育は，CBT の専門

家である精神科医師 1名とサイコセラピス

ト 1 名の計 2 名が共同で担当し，CBT の解

説，考え方の傾向チェック，コラムシート

を用いた実習を行っていた。e メールセッ

ションは，事前に CBT専門家から３時間の

研修を受けた事業場の産業医 1名と産業看

護職 3名が担当し，仕事上でストレスを感

じた事柄や状況を挙げ，コラムシートを完

成させるというホームワークを支援した。

このプログラムでは，CBT 専門家と産業保

健スタッフが上手く協働することで，効果

的な CBT教育が実施できることを示したと

いえる。しかしながら，本プログラムの課

題として，e メールのやり取りだけでも非

専門家である産業保健スタッフにとって

は大きな負担となり，セルフケアプログラ

ムとして数多くの従業員を対象に実施す

るには，更なる工夫が必要であることが挙

げられた。 

Web-based CBT プログラムを利用した簡

易型 CBT教育プログラムでは，メールのや

り取りの代わりに Web-based CBT プログラ

ム（こころのスキルアップトレーニング

http://www。cbtjp。net/）を利用したセ

ルフケア教育を行っていた。本プログラム

では，150 分の集団 CBT 教育と Web-based 

CBT を使ったホームワークを組み合わせ

たプログラムを実施していた。集団教育で

は，CBT の専門家によって，CBT の概要の

説明と問題解決技法および認知再構成法

についてグループワーク形式での教育と

ホームワークで用いる Web-based CBTプロ

グラムの事前演習が行われた。集団教育後

は，事前に CBT専門家から研修を受けた産

業 保 健 ス タ ッ フ が 参 加 者 に 対 し て

Web-based CBT プログラムを利用したホー

ムワークを促した。産業保健スタッフは，

CBT についての質問や，Web-based CBT プ

ログラムの進め方に関する質問に答える

とともに，途中，プログラム継続を促す目

的で，CBT 専門家のコメント（Web プログ

ラムのメーリングリスト上のものを抜粋

したもの）や励ましのメールを送信した。

また，この Web-based CBT を用いたセルフ

ケア教育が労働者の主観的なワークパフ

ォーマンスを向上させる効果があること

の 他 ， 介 入 に よ っ て 認 知 の 柔 軟 性

（cognitive flexibility）も有意な改善

を示していた。 

Web-based CBT を用いた介入では，多く

の部分（CBT導入教育の実施，Web-based CBT

プログラムの提供，ホームワークのフォロ

ーメール）で CBT専門家による支援を受け

たため，産業保健スタッフに対する研修は，

ｅメールを使った簡易型 CBTプログラム実

施時よりも少なくて済んでいた。こうした
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支援があれば自分たちの事業場でも実施

できると産業保健スタッフが思えること

は簡易型 CBTを普及させる上で大切なポイ

ントでもある。上記プログラムのように完

成度の高い Web-based CBT を用いた場合，

短時間で実施可能であるにも関わらず，労

働者のストレス軽減や自覚的なワークパ

フォーマンスや認知の柔軟性の向上に役

立つことが示された。ホームワークを重視

する CBTにおいては，ホームワークの実施

可能性を高めることが要点と思われるが，

Web-based CBT は，忙しい労働者が時間や

場所を選ぶことなく，タイミングよくホー

ムワークできることを可能にする非常に

有効なツールと考えられた。また，企業に

とっても，同時により多くの従業員に対し

てより安全に提供できるというメリット

も大きい。 

２）ラインによるケアを支援するための低

強度 CBT教育プログラムについて 

CBT の原理に基づいたコミュニケーション

教育プログラムは，(独）国立精神・神経

医療研究センター/認知行動療法センター

が作成した医療職向けのコミュニケーシ

ョンスキル研修用テキストとプレゼンテ

ーション資料を職域向けにアレンジした

ものを用いていた。特に，事例の内容や用

語のアレンジは産業医が中心になって行

った。また，コミュニケーションの様々な

パターンについて参加者の理解を助ける

目的で CBT専門家と産業医がやり取りする

様子を撮影したビデオも使用した。 

 コミュニケーション教育は事業場の産

業医が担当したが，産業医は事前に CBT専

門家から教育に必要な研修を受けるとと

もに，実際に CBT専門家に教育のデモンス

トレーションを行ってもらいながら教育

のための訓練を重ねた。こうしたプログラ

ムによって，上司のコミュニケーション行

動は様々な面で改善していたが，中でも，

「課題解決のために一緒に考える」という

我々が最も重要と考えるコミュニケーシ

ョン行動が有意に改善していた。本プログ

ラムでは，教育を担当した産業医は，コミ

ュニケーションの基本的知識，教育で使用

するテキストやプレゼンテーション資料

の準備，CBT 専門家による教育のデモンス

トレーション，教育に対する具体的なアド

バイスなど，CBT専門家から合計 10時間以

上の研修と支援を受けた。最近では，職場

のコミュニケーションの活性化を目的と

した教育が実施されるようになっている

が，上司に必要なコミュニケーションスキ

ルは，部下の話を聞くだけでなく結果とし

て部下の問題解決をサポートするための

ものでなければならない。そのためには，

ソクラテス問答など CBTの原則に基づいた

コミュニケーション教育は非常に有用と
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考える。 

３）産業医，産業看護職向けの CBT研修の

あり方 

 職域で簡易型 CBT を拡げていくために，

産業保健スタッフが専門的な CBT研修とス

ーパービジョンを受けることを前提とす

ることは、現状では困難と思われる。しか

しながら，これまで職域で行われてきたプ

ログラムにおいて，CBT 専門家との協働の

もと、基本的な研修と、適切なツールの利

用によって，簡易型 CBTプログラムを効果

的に実施できる可能性が示唆されている。 

今回の検討では，産業保健スタッフ向け

の簡易型 CBT 研修においては，CBT に関す

る網羅的な研修に費やすよりも，まずは産

業保健スタッフのコミュニケーションス

キルを向上させるための訓練を中心に据

えることが重要との意見が多くを占めた。

こうした研修は，簡易型 CBT を含めたメン

タルヘルス活動の基礎になるばかりでな

く、その他の産業保健活動の多くの場面で

大きな支えになると考えられる。そして産

業保健スタッフの技術不足を補うために，

適切なツール（テキストやビデオ，Web プ

ログラムなど）を積極的に利用することが

肝要と考えられる。完成度の高いツールは，

産業保健スタッフの負担軽減と教育の効

果と安全性に大きな役割を果たす。そのう

えで、CBT 専門家が，目的に応じて，どこ

までを産業保健スタッフに任せるかを適

切に判断し，必要な予防活動の準備を一緒

に行い、適宜フォローアップできる体制が

あるならば、産業保健スタッフも安心して

簡易型 CBTプログラムに関わることが可能

になるだろう。 

  

D. 考察 

 産業保健スタッフは精神医学や心理

学の専門家ではないが，事業場の状況や職

場環境をよく知り，比較的面談や教育の経

験も豊富である。そうした事業場の産業保

健スタッフが， CBT専門家と協働して目的

に応じた簡易 CBTプログラムを実践するこ

とは，職域メンタルヘルス活動の効果や安

全性，持続性の面からも望ましいと考える。

今後，産業保健スタッフ向けの，コミュニ

ケーションを中心とした基礎的な研修や

目的に応じた簡易型 CBTプラグラム用のツ

ール，そして CBT専門家による OJTが受け

られるといった研修システムが拡がって

いくことが望まれる。 

 

E. 結語 

CBT 専門家との協働のもと、基本的な研

修と適切なツールの利用によって，産業保

健スタッフが主体の簡易型 CBTプログラム

を拡げていくことが望ましいと考えられ

た。 
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F. 健康危険情報 

 特になし。 

 

G. 研究発表 

  なし。 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む。）           

1. 特許取得  なし。 

2. 実用新案登録 なし。    

   3.その他   なし。 
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研究要旨 

「職場におけるメンタルヘルス不調者の

対応ガイドラインの開発に関する研究」に

おいて作成した「職場におけるメンタルヘ

ルス不調者の対応ヒント集（仮版）」に、研

究分担者のそれぞれの研究「メンタルヘル

ス不調者の事例性と疾病性の形成過程と相

互関連性に関する分析的研究」、「主治医の

立場からみたメンタルヘルス不調者の転帰

に関連する要因と対応の調査研究」、「職場

において対応に苦慮するメンタルヘルス不

調者の事例性パターン別対応マニュアル作

成の試み」、「事例性に着目した適切な支援

のためのツールの検討」および「職域にお

ける簡易型認知行動療法を用いた教育プロ

グラムについての検討」によって得られた

知見、ツールを加えて、「職場におけるメン

タルヘルス不調者の対応ヒント集（統合

版）」を完成させた。 

なお、「職場におけるメンタルヘルス不調

者の対応ヒント集（統合版）」は、職場で行

われるべきメンタルヘルス不調者への対応

について、系統的に記したものでも、標準

を示したものでもないが、様々な職場にお

いて活用できるものと考えられる。 

 

A．研究目的 

3 年間の研究の成果をまとめ、職場にお

いてメンタルヘルス不調者に、事例性を重

視した適切な対応を行うための、「職場にお

けるメンタルヘルス不調者の対応ヒント集

（統合版）」を完成させることを目的とした。 

 

B．研究方法 

 研究分担者のそれぞれの研究「メンタル

ヘルス不調者の事例性と疾病性の形成過程

と相互関連性に関する分析的研究」、「主治

医の立場からみたメンタルヘルス不調者の

転帰に関連する要因と対応の調査研究」、

「職場において対応に苦慮するメンタルヘ

ルス不調者の事例性パターン別対応マニュ

アル作成の試み」、「事例性に着目した適切
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な支援のためのツールの検討」および「職

域における簡易型認知行動療法を用いた教

育プログラムについての検討」から、「職場

におけるメンタルヘルス不調者の対応ヒン

ト集（統合版）」に盛り込める知見を集約し、

今年度の「職場におけるメンタルヘルス不

調者の対応ガイドラインの開発に関する研

究」において作成した「職場におけるメン

タルヘルス不調者の対応ガイドライン（仮

版）」に組み入れを行った。 

 

C．研究結果および考察 

 組み入れる成果は、以下の事項およびツ

ールとした。 

 「メンタルヘルス不調者の事例性と疾病

性の形成過程と相互関連性に関する分析的

研究」からは、ストレスチェックの高スト

レス者のカテゴリーには事例性、疾病性が

複雑に関わっていること、メンタルヘルス

不調者の頻回休職群の特徴を踏まえた早期

対応の重要性、メンタルヘルス不調者の疾

病性を理解する上で服用薬剤の情報が重要

であること、メンタルヘルス不調者の疾病

性、事例性を検討するうえで、既存の 2 種

の心理検査 WAIS および GATB は有用である

こと。 

 「主治医の立場からみたメンタルヘルス

不調者の転帰に関連する要因と対応の調査

研究」からは、休職者が復職に際してリワ

ークプログラムを終了していても、業務遂

行性が回復しているかはあらためて評価が

必要であること、転職回数は休職のリスク

要因となりえるため、職員の転職歴には注

意が必要であること、早期のスクリーニン

グと職場適応のための介入は休職予防とし

て有用であること、休職者に対して産業保

健スタッフの介入、復職支援プログラムを

施行すること、職場の受け入れを整えるこ

と、業務配慮を行うことで復職成功率を高

めることができること、主治医と産業医が

連携することで復職率を高めることができ

ること、休職者の家族や近隣との関係を知

ることは復職成功の要素となること、家族

の支援を得ることで復職率を高めることが

できること、うつ病の病名のなかに疾病性

の異なる病態があることを理解し、それぞ

れの特性を踏まえた業務の配慮を行うこと。 

 「職場において対応に苦慮するメンタル

ヘルス不調者の事例性パターン別対応マニ

ュアル作成の試み」からは、「職場において

対応に苦慮するメンタルヘルス不調者への

事例性パターン別対応ヒント集」。 

 「事例性に着目した適切な支援のための

ツールの検討」からは、「職場における困り

ごと情報整理シート」およびその解説、「上

司からの情報提供シート」およびその解説、

「厚生労働省一般職業適性検査」の有用性

と限界。 

 「職域における簡易型認知行動療法を用

いた教育プログラムについての検討」から
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は、産業保健スタッフが主体となった認知

行動的アプローチ（簡易型 CBT プログラム）

は効果が期待されるが、基本的な研修と適

切なツールの利用が必要で、実施担当者に

は事業場の状況や職場環境をよく知り，比

較的面談や教育の経験も豊富であることが

求められること。 

  

D．総括（まとめ） 

 3 年間の研究の主な成果物として、「職場

におけるメンタルヘルス不調者の対応ヒン

ト集（統合版）」を完成させた。 

 「職場におけるメンタルヘルス不調者の

対応ヒント集（統合版）」は、職場で行われ

るべきメンタルヘルス不調者への対応につ

いて、系統的に記したものでも、標準を示

したものでもないが、様々な職場において

活用できるものと考えられる。 

 

E．健康危険情報 

 該当せず 

 

F．研究発表 

1．論文発表  なし 

2．学会発表  なし 

 

G．知的財産権の出願・登録状況 

1．特許取得  なし 

2．実用新案登録  なし 

3． その他   なし 
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職場におけるメンタルヘルス不調者の対応ヒント集（統合版） 

 

1．はじめに 

本ヒント集は、近年増加および多様化しているメンタルヘルス不調を有する労働者に対して、産

業保健スタッフが適切な対応を行うための道標を意図している。主として、産業医、産業看護職を

対象としているが、人事労務管理者も参考にすることができる。 

なお、本ヒント集は、職場で行われるべき取り組みを系統的に示しているわけではない。職場の

メンタルヘルス対策は、業種や事業場規模、組織体制、他の産業保健活動などによって、その望

ましいあり方が異なる面がある。ここに列挙している取り組みを行っていない、あるいはそれとは

別の方法を取っているからと言って、不適切であるとみなされるべきでない。しかし、本ヒント集は、

近年職場で発生した多くの事例を分析し、産業保健活動に従事している産業医、精神科医等の

意見を集約して作成しているため、様々な職場で参考にしてもらえると考えている。位置づけとし

ては、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」および「心の健康問題により休業した労働

者の職場復帰支援の手引き」を補完するものである。 

 

2．対応の前提条件 

メンタルヘルス不調者に適切な対応を行うためには、日頃からの教育研修の推進、人事部門

―ラインー産業保健スタッフの連携体制の確立が非常に重要である。 

1）教育研修 

 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」には、教育研修において取り上げられるべき事

項が列挙されているが、メンタルヘルス不調例に対して適切な対応を行うためには、特に以下の

事項が強調されるべきである。 

① 管理監督者（ラインによるケア）教育 

管理監督者は、職場環境の改善を通じたメンタルヘルス不調の未然防止だけでなく、部下の変

調に早期に気づき、産業保健スタッフ等と連携を図ること、メンタルヘルス不調を有する労働者に

日々適切な対応を行うという重要な役割も持つという認識を高めるようにする。メンタルヘルス面

についても適切な部下管理を行うことは、管理監督者としての本来的な職務の一部であるという

理解を促す。メンタルヘルス不調の徴候、不調者に対する基本的な態度（コミュニケーションの取

り方、就業面の配慮のしかたなど）、ハラスメント関連事項、産業保健スタッフ等との連携のしかた

が特に重要である。人事異動の際に、部下の不調やそれへの対応に関して申し送りをすべきこと

も伝える。また、部下への対応について、記録を残しておくことも勧奨する。 

② 労働者（セルフケア）教育 

業務効率の低下をはじめとする不調を自覚した場合や周囲から外見や言動の変化（変調）を指

摘された場合には、自ら周囲や専門家に相談するとよいことを伝える。一次予防的な取り組みも

組み入れるとよい。 
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 セルフケア教育に注力するあまり、管理監督者教育が疎かになるのは適切でない。 

なお、教育研修に認知行動的アプローチを用いる場合には、その担当者が事業場の諸状況、

職場環境を熟知し、対象となる労働者と信頼関係を築けている必要がある。また、実践のための

教育研修、スーパービジョンも不可欠である。 

2）人事労務管理部門―ラインー産業保健スタッフの連携体制 

人事労務管理部門と産業保健スタッフ、ライン（管理監督者）と産業保健スタッフは、随時情報

交換の場を持ち、互いの業務内容、メンタルヘルス対策における役割について理解を深めるとよ

い。前者の情報交換では、主な事業の見通し、仕事の繁忙状況、人事異動、組織体制の変化、

新規およびフォローアップされている事例の現状など、後者の情報交換では、職場単位の仕事の

繁忙状況、新規およびフォローアップされている事例の現状などが共有されるとよい。 

3）個人情報の保護 

一連の連携では、個人情報に対して十分な配慮が必要である。特に、産業保健スタッフが有す

る労働者の健康情報は、機微な情報であり、伝達される内容、範囲が不必要に拡大されないこと

に合意がなされていなければならない。この場合の必要最小限とは、事業者の安全配慮義務を

主眼とした人事労務管理、現場の安全衛生管理のために必要な範囲をさす。また、健康に関連し

た情報が、人事労務管理部門に「筒抜け」であるといった誤解が、事業場内に広がると、産業保

健スタッフへの信頼が損なわれ、質の高い活動ができなくなる恐れが生じる。産業保健スタッフと

人事労務管理部門が共有する情報の範囲を明確にし、人事労務管理上必要でない健康関連情

報は産業保健スタッフ間だけで持たれるようにし、そのことが事業場全体に周知されていることが

肝要である。 

4）その他 

人事管理スタッフに上述した内容を理解してもらうことも必要であり、人事担当者が交代した際

には、再連携を図ることも重要である。 

産業保健スタッフには、社会保障制度、自立支援医療に関する基本的な知識が求められる。ま

た、産業保健スタッフの興味から、適切な対応の優先順位などを見失わないようにする。 

 

3．主治医との連携 

主治医との連携、情報交換は、メンタルヘルス不調者の対応にとって、有益な情報をもたらす。

主治医の疾病性を重視した見方（病態の把握、確定診断、各種検査の結果、治療方針、治療内

容など）は、職場における対応にも参考になる面が少なくないからである。 

主治医との連携、情報交換は、早期に行われることが望ましい。早期とは、当該労働者が医療

機関に受診し、診断書や意見書が出された段階、当該労働者から産業保健スタッフや人事労務

管理部署に受診の報告があった段階などをさす。当該労働者が休業に至った場合には、休業中

の早い時期がそれに該当する。 

この連携、情報交換は、当該労働者の了解のもとに進めるのが大前提である。本人経由が原

則である。当該労働者が望まない場合には、その理由を確認し、この情報交換が本人に有益で
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あることを丁寧に説明する。 

主治医に対しては、職場で必要な情報の提供を求めるだけでなく、職場が把握している情報を

提供することも勧められる。それは、診断と治療にとっての有用な情報となりうるだけでなく、主治

医から職場で行うべき対応に関して実現可能な意見を得ることにもつながる。主治医、職場双方

とも、提供できない情報があることに対しても、双方の合意が望ましい。 

 書面による主治医との情報交換では、以下の事項に注意する。 

・主治医から情報を得るために主治医に対して伝える事項としては、以下があげられる。 

・情報交換についての職場側の責任者（例えば、産業医）名 

・主治医に求めたい情報の内容とその活用のしかた 

・主治医から得る情報がどのように活用されたか報告することの確約（実行もする） 

・主治医から得る個人情報の職場での保護のしかた 

・主治医から得る情報の職場内での開示範囲（明示できればよいが、難しい場合も多い） 

・主治医に求める情報は最低限とし、その理由を明示する。 

・主治医からの情報提供書のフォーマットを用意する場合には、復職の可否、就業面の配慮につ

いては選択式とし、他の症状の推移などについては自由記入の形式とすると、主治医が記入しや

すい。 

・主治医からの情報提供書は即日発行が難しいことを理解する。 

・休業例では、主治医に対して、復職の判定、手続きには時間がかかる場合のあることを伝える。 

・精神障害の確定診断は必ずしも早期につけられるとは限らない点を理解する。 

・診断書の同一病名の中に、疾病性の異なる病態があることを理解する。 

・職場からも主治医に以下の情報を提供する。その場合には、できるだけわかりやすい表現を試

みる。 

・職場の状況（業務内容、規模、管理体制など） 

・職場の諸制度（休業、復職、就業制限に関するルールなど） 

・本人の状況（職務内容、過去および現在の職場適応状況など） 

・休業例では、復職を可能とする要件（できるだけ具体的に記す） 

・職場で対応、配慮できること，できないこと（配慮できる限界） 

・主治医に対する配慮事項としては、以下の点に留意する。 

・文書料を準備する（本人負担か職場負担かもあらかじめ決めておく）。 

・情報提供は、1回につき、A4用紙 1枚程度を上限とする。 

職場関係者が直接主治医のもとに出向き、情報交換を行うのも有用である。その際には、以下

の点にも留意する。 

・本人同席を原則とする。 

・主治医との面接前には，聴取することを決めておく（あらかじめ伝えておく）。 

・上記をあらかじめ本人ともよく話し合っておく。 

・職場で対応、配慮できること，できないこと（配慮できる限界）を明示する。 
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・主治医に対する配慮事項としては、以下の点に留意する。 

・面接時間を決め，厳守する。 

・相応の謝礼を用意する。 

 

4．事例の表面化のパターン 

職場で比較的多くみられるメンタルヘルス不調の表面化のパターンとしては、以下の流れがあ

げられる。 

① 業務効率の低下→（人間関係の悪化、仕事の失敗）→遅刻・早退の増加、頻回欠勤（休み） 

② 仕事の失敗→業務効率の低下→（過度の自己卑下）→頻回欠勤（休み）、遅刻・早退の増加 

③ 人間関係の悪化（ハラスメントを含む）→（業務効率の低下）→頻回欠勤（休み）、遅刻・早退

の増加 

④ 身体疾患に伴う症状→頻回欠勤（休み）、遅刻・早退の増加 

早期の対応は，事例の深刻化を防ぐために重要である。 

無断欠勤、頻回欠勤、責任逃れの言動が表面化している例では、退職希望、遁走、自殺未遂と

いった大きな問題が生じやすい。 

産業保健スタッフがこれらの傾向を理解しておくと、メンタルヘルス不調者が次に職場で起こす

可能性が高い問題を予想し、早期対応を講じる際や、事例対応のために情報収集や調査を行う

際の参考となるであろう。また、管理監督者教育において、管理監督者が留意すべき事項につい

ての解説で活用することも推奨される。 

なお、以上は多くの事例分析の結果得られた傾向であり、順序の逆転や他のエピソードの出現

がみられることも少なくないことに留意されたい。 

 

5．多くの事例に共通して効果的な対応 

以下の対応は、診断名に関わらず、多くの事例で効果的なものである。 

・主治医と適宜情報交換を行う。（上記を参考にする。） 

・職場関係者間で対応の仕方を共有する。 

・事例によっては、本人と職場関係者間で対応の仕方およびび本人が自助努力することを共有す

る。 

・特定の産業保健スタッフが抱え込みすぎないよう注意する。 

・症状、服務の不安定さ、業務への支障が強い場合には、休業を勧める。 

・本人が安心して休業できるような説明をする。 

・業務負担の軽減は、量的な面だけでなく、質的な面をも重視するよう提案する。 

・職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にすることも有用であるが、本人の状態

が安定化していることを確認したうえで行うことが肝要である。 

・家族、親族との連携は有用であるが、本人との関係がうまくいっていない場合などでは、大きな

問題を生じさせる恐れもあるため、注意をする必要がある。 
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6．診断が確定している例への対応 

 5 の「多くの事例に共通して効果的な対応」に加えて、優先的に実施することが勧められる対応

は以下の通りである。なお、これらは職場の事情によっては、困難な場合がある。 

1）うつ病 

・本人の業務遂行能力に比し、業務が過多になっていないか確認する。 

・本人の仕事ぶり、仕事に関する考え方、取り組み方（時間管理などを含む）を話し合っていく。 

・本人が焦らないようにする。 

・重要な決断は先延ばしにさせる。 

・業務負担（特に質的負担）の軽減を行う。 

・本人が業務軽減や必要な休養・休業を受け入れない意思を示していても、その際の本人の意向

に従うことが必ずしも最善でないことに留意する 

・休業することに対して本人が過度の（不適切な）懸念を抱いている場合には、その解消を図る 

・職場復帰後などでは、業務負荷が過小過ぎるのも不適切である点に留意する 

・休業後の復職・業務負荷の増加は慎重に行う 

・配置転換には慎重を期す 

2）統合失調症 

・状態が安定してからも、継続的にフォローアップ（服薬の継続状況を含む）を図る 

・長期的な就業を前提とした、業務遂行能力に合った職務への配置転換の検討を進める。 

・作業の安全面(本人および周囲に対して)の確保に十分留意する。ただし、職場の偏見、誤解を

高めないような配慮が必要である。 

3）双極性障害 

・職場で言動に目だった変化があれば、速やかに家族、主治医に伝える。そのための連絡網も整

備する。 

・一見良好と評価できる情報（積極的な仕事ぶり、活発な社交性、強力なリーダシップなど）も重要

な情報であるとの認識を関係者間で共有する。 

・職場内外で本人の信頼しているキーパーソンを確保しておく 

・状態のセルフモニタリング（特に、睡眠覚醒リズム）を促す 

・感情の高ぶりが見られた場合、積極的な傾聴は控える。 

・長期的なフォローアップを考慮する。 

4）適応障害 

・不調を招いた仕事関連要因を十分に調査して同定できた場合は、それを取り除くか、軽減する 

・職場適応できていた時期の業務内容・上司の対応方法などを確認する 

・休業例では、元の職場への復帰にこだわりすぎない 

・配置転換を繰り返さぬよう、異動は慎重に行う 

・職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にする 

・自己の状態のセルフモニタリングを求める 
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5）発達障害 

・これまでの本人ができたこと、できなかったことを整理する 

・職場適応できていた時期の業務内容・上司の対応方法などを確認する 

・苦手な作業、職場環境（物理・科学的刺激を含む）等について、上司等に説明し、理解を求める 

・抽象的な表現による指示、助言はさけ、指示命令系の簡略化、視覚化を図る。 

・職場環境、仕事内容を本人にできるだけ合ったものにし、自己肯定感を高めていく。 

・対人折衝の少ない、自己完結できるような業務に就かせることも検討する。 

6）アルコール使用障害 

・家族とも、本人との関係性に留意したうえで連携し、行うべきではないことを共有する 

・関係者間で、対応方法の原則を打ち合わせる 

・長期的なフォローアップを計画する 

・ルール違反に対しては、冷静かつ厳格に対応する。 

・作業の安全面に十分留意する。 

・回復後、仕事面などでよくなった点をはっきり本人に伝える。 

 

7．診断が確定しない例への対応 

精神障害の確定診断は、必ずしも早期につけられるとは限らず、また適応障害を除けば、あま

り確定診断に固執せずに対応を進めるという考え方も必要になる。 

なお、主治医との連携が困難な理由としては、主治医の産業保健に対して理解不足の他、当

該労働者が職場に対して不信感を抱いていることへの配慮、連携が望ましい時期ではないとの判

断、家族の拒絶なども考えられる。 

1）対応類型表の活用 

主治医に連携を要請しても実現できない例については、「対応類型表」（別表）が活用できる。そ

の際には、「対応類型表」の流れ図（アルゴリズム）を参照すること。 

2）職場関係者が困った事項をもとにした対応 

5 の「多くの事例に共通して効果的な対応」に加えて、優先的に実施することが勧められる対応

は以下の通りである。 

・「どう対応してよいかわからない」、「どのくらい仕事ができるか予測がつかない」、「周囲の者に

負担がかかる」が特徴的な事例では、「適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認する」 

・「注意をしても改善効果がない」が特徴的な事例では、「職場ができることと本人に自助努力を求

めることを明確にする」、「家族、その他のキーパーソンとの協働を検討する」 

・「職場の雰囲気が悪くなる」が特徴的な事例では、「本人と職場の間の中立（公正性）を意識して

対応する」 

・「本人からの要求が過度である」が特徴的な事例では、「職場ができることと本人に自助努力を

求めることを明確にする」 

3）産業医（産業保健スタッフ）が困った事項をもとにした対応 
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 5 の「多くの事例に共通して効果的な対応」に加えて、優先的に実施することが勧められる対応

は以下の通りである。 

・「病気か他の問題かの判別が難しい」が特徴的な事例では、「職場ができることと本人に自助努

力を求めることを明確にする」、「適応できていた時期の業務内容・対応方法を確認する」 

・「本人が指示・助言を聞き入れない」が特徴的な事例では、「休養の取り方、生活習慣の改善に

ついて本人に指導した」（本人にとって身近な事項を話題にしてそれをきっかけにして関わりを深

める） 

 

8．各種属性を考慮した留意点 

・年齢層別：就労期間が短く、雇用の継続に不安を抱いている若年層では、安心して休業できるよ

うな説明が求められる。同時に、休業可能期間が短い場合があることに注意する。配置転換の提

案、自己の健康状態のセルフモニタリングの勧奨が、効果的である場合も多い。中年層では、業

務に関する事項の他、休養の取り方および生活習慣の改善の指導が効果的であることが多い。

収入に関する心配、家族に関する問題を抱えている例が多いことにも留意する。 

・家族の同居の有無：家族と同居しているでは、本人の了解のもとに家族と連携し、支援を求める

ことで、職場内での対応が円滑化することが多い。単身者では、主治医との密な情報交換が特に

重要となる。 

・職歴：転職の繰り返しは休業、休職のリスク要因とみなしうる場合がある。過度の偏見は禁物で

あるが、メンタルヘルス不調者に対しては、過去の転職の経緯などを丁寧に確認することが勧め

られる。 

・職種別：専門・技術職では、自己の健康状態のセルフモニタリングの勧奨、仕事への取り組み方

についての話し合い、自己の置かれている状況について理解を深めさせることに、特に注目する。

対人関係で困難を抱えているかどうかにも着目し、該当する例では、対人折衝の少ない業務に就

かせることも検討する。 

・管理職・一般職別：管理職では、自己の健康状態のセルフモニタリングの勧奨、自己の置かれて

いる状況についての理解を深めさせることを重視する。 

 

9．その他の留意点 

・適切な対応は、経過によって変わっていくことがある。 

・症状の再燃例に対して過去の対応が同じような効果を得られるとも限らない。 

・職場関係者が、不調の原因を職場関連事項に求めすぎていないか、あるいは逆に個人的問題

にあると決めつけていないか注意する。 

・本人に求める自助努力の目標設定を明確にしておくことも重要である。 

・主治医によっては、職場や仕事の詳細がわからないため、適応障害の診断名をつけるのに慎重

になることを理解する。 

・不調に至った背景に関する自己洞察は、主治医に任せることができる（連携の中でそのように判
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断された）場合には、そうすることが望ましい。 

・休業例では、復職がゴールではない点を関係者で共有する。 

・リワークプログラムは、再燃・再発を繰り返す例に対して有効であることが多いが、職場関係者

が強要するのは適切でない。 

・リワークプログラムを終了していても、復職判定時には業務遂行能力の回復の程度を評価すべ

きである。 

・厚生労働省一般職業適性検査は、就業上の配慮を検討するために有用であることがある。他方、

本検査は作業の組み合わせからなる仕事の適性を評価するものではない点、精神症状が消退、

安定している際に使用すべきである点、本検査結果以外の情報も併せて評価を行うべき点、検査

結果の評価には専門性が求められる点があげられる。 

 

10．付録 

職場のメンタルヘルス不調者の対応において、以下のツールも有用である。 

・職場において対応に苦慮するメンタルヘルス不調者への事例性パターン別対応ヒント集 

・職場における困りごと情報整理シート 

・上司からの情報提供シート 

 

編者： 

廣 尚典 

神山昭男 

桂川修一 

長見まき子 

永田昌子 
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別表 1．対応類型表とその活用にあたっての留意点 
 
・本表は、メンタルヘルス不調者への職場における対応を類型化したものであり、精神科

臨床における診断名や診断基準とは全く異なることに留意されたい。 
・（＊）は、産業保健スタッフが中心となって行う場合が多い事項、それ以外は、上司ある

いは人事労務管理スタッフが中心となって行う場合が多い事項である。これらは、事業場

の諸事情によって異なることがある。また、後者については、産業保健スタッフとの連携

の下で行われることが望ましい。 
・別添の対応流れ図に沿った使用が望ましい。すなわち、精神科（心療内科）主治医から

職場での対応法に関して、具体的な助言が得られない場合に、本表を提示して、適切な対

応類型を選択してもらうのである。 
・主治医に対応類型を選択してもらう際、その類型の中で特に強調されるべき点、当ては

まらない点、あるいは他の留意事項があれば、併せて意見を付記するよう依頼する。 
・ひとつの事例につき、適切な類型が複数ある場合も考えられる。その旨も主治医に伝え

る。 
・主治医には、まず特定の細項目にとらわれず、全体を通読した上で、類型選択を行って

もらうように依頼する。 
・本表に記載された対応（細項目）は、特に重視すべき事項をまとめたものであり、記載

がないからといってその対応が不要であるというわけではない。 
・パート 1 には、ほとんどの不調例に共通する重要事項があげられている。主治医からの
情報が得られず、職場側で対応類型を選択する場合、それらも実施する事項に含めるべき

である。 
・各事項は、対応の中心となる職種が記されているが、目安であり、事業場によって最適

任の職種が異なる場合があることもある。 
・産業保健スタッフと人事労務管理スタッフの役割分担（人事労務管理に関する事項は後

者にゆだねる）を明確にする。 
・経過の中で、対応類型を見直すことも随時行うべきである。長期的なフォローアップを

要する例の中には、途中で対応類型を変えたほうがよいものもある。 
・主治医との連携が極めて困難で、本人の病状や業務遂行能力の回復が思わしくない場合

には、転医を勧めるのがよい例もあるが、強要してはならず、十分に本人、家族と話し合

うべきである。 
・独居者に対しては、生活面の困難にも配慮した対応が求められることがある。 
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別表 2．メンタルヘルス不調者の対応類型表 

  
パート 1（不要な項目があれば、□に×を付けてください） 
 □家族・親族のなかに、職場と連携できるキーパーソンを確保する。 
 □産業保健スタッフと人事労務管理スタッフ、上司との連携（すべての情報を共有し合

うということではない）を密にする。 
 □上司の人事異動がある場合には、それまでの経過や業務上の配慮などについて十分な

申し送りをする。 
 □主治医の指示の遵守、服薬状況を定期的に確認する。 
 □主治医との定期的な情報交換を行う。 

□状態の悪化（症状の増悪、業務効率の低下など）がみられていないかどうかを定期的

に確認する。 
 
パート 2（最も当てはまる類型の□に✓をつけ、その類型の細項目の中で当てはまらないも

の□に×をつけてください。特に重要な項目があれば、その□に●を付けてください。 
  ☑の類型以外の細項目に重要なものがあれば、その□に追加で●をつけていただいて

も結構です。） 
□A 類型 

□業務過多に陥っていないかどうかを定期的に確認する。（＊） 
□本人の仕事ぶり、仕事に関する考え方、取り組み方（時間管理などを含む）を話し合

っていく。（＊） 
□本人、家族を焦らせない。（＊） 
□（就業を続ける場合）業務負荷の軽減を行う。 
□本人が業務軽減や必要な休養・休業を受け入れなくても、その際の本人の意向に従う

ことが必ずしも最善でないことに留意する。 
□（本人の異変、起こしている問題が軽度の場合）休業するかどうかを本人と十分に話

し合う。休業することに対して本人が過度の（不適切な）懸念を抱いている場合には、

その解消を図る。 
□（休業する場合）安心して休めるような配慮する（認められる休業期間、休業中の補

償などについてわかりやすく説明する）。 
□復職・業務負荷の増やすことは慎重に行う。 
□配置転換には慎重を期す。 
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□B 類型 

□状態が安定してからも、本人の言動に変化（奇異な状況など）がみられたら、速やか 
に産業保健スタッフと連絡をとるように、上司に伝える。（＊） 

□長期的なフォローアップを計画する。（＊） 
□配置転換の検討を進める。 
□作業の安全面(本人および周囲に対して)の確保に十分留意する。 
□長期的な就業制限に関して、周囲の理解を求める。長期就業制限例に関する就業規則 
があればそれを当てはめる。 

 
 
 
 
 
□C 類型 

□対人関係の問題には、中立性を意識して対応する。（＊） 
□元の職場への復帰にこだわらない。 
□職場や仕事内容を変更する場合には、不調に至った経緯と業務との関連を十分に分析 
したうえで行う。 

□仕事の変更については、特に質的な負担を調整することに留意する。 
□職場で配慮できること、本人に自助努力を求める点を明確にする。本人が希望しても、 
職場として配慮できないことについては、理由と併せてその旨を明確に本人に伝える。 

□ルール違反に対しては、冷静かつ厳格に対応する。 
□職場関係者が意思の疎通を図りながら協力して対応する。 
□家族に、職場で配慮できる限界を明確に説明する。 
□目標達成時には、それに値する賞賛をする。 

 
 
 
 
 
□D 類型 
□職場で言動に目だった変化があれば、速やかに家族、主治医に伝える。そのための連

絡網も整備する。（＊） 
□一見良好と評価できる情報（積極的な仕事ぶり、活発な社交性、強力なリーダシップ 
など）も重要な情報であると認識する。（＊） 
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□職場内外で本人の信頼しているキーパーソンを確保する。（＊） 
□状態のセルフモニタリングを促す。（＊） 
□気分を変動させる物質への嗜癖に留意する。（＊） 
□感情の高ぶりを示す場合、積極的な傾聴は控える。（＊） 

 
 
 
 
 
□E 類型 

□関係者（家族・親族を含めたほうがよい場合が多い）間で、行うべきではないこと 
を共有する。（＊） 

□関係者間（〃）で、対応方法の原則を打ち合わせる。（＊） 
□長期的なフォローアップを計画する。（＊） 
□ルール違反に対しては、冷静かつ厳格に対応する。 
□作業の安全面に十分留意する。 
□回復後、仕事面などでよくなった点をはっきり本人に伝える。 

 
 
 
 
 
□F 類型 

□これまでの本人ができたこと、できなかったことを整理する。（＊） 
□職場適応できていた時期の業務内容・上司の対応方法などを確認する。（＊） 
□苦手な作業、職場環境（物理・科学的刺激を含む）等について、上司等に説明し、理

解を求める。（＊） 
□抽象的な表現による指示、助言はさけ、指示命令系の簡略化、視覚化を図る。 
□職場環境、仕事内容を本人にできるだけ合ったものにし、自己肯定感を高めていく。 
□対人折衝の少ない、自己完結できるような業務に就かせる。 

 
 
 
 
 
G 類型： 
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(A～G パターンに当てはまらないもの) 
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別表 3．主治医への依頼書面（例） 

 

平成  年  月  日 

担当医殿 

○○株式会社 

△△事業所 

産業医 ○○  

 

 当社社員 ○○○○氏の件で、お問い合わせをさせていただきたく存じます。 

 当社では、心身の健康問題を有する社員に対して、適切な就業面の配慮や助言などを行

う取り組みを続けております。それらを行うにあたっては、主治医のご意見をできるだけ

尊重したいと考えており、別紙の対応類型表を使用しております。 

 対応類型表は、2つのパートから構成されています。 

パート 1 は、多くの心身の不調者に共通して行うべきであると考えられる事項が列挙さ

れています。○○○○氏について、特に必要でない項目がありましたら、□に×をつけて

ください。×がつけられていない項目を実施していきます。 

パート 2 は、心身の不調者に対して職場で行う措置や配慮を７つに類型化し、留意すべ

き事項を列挙したものです。職場における○○○○氏への対応として望ましい類型を主治

医に選択いただき、それを参考にして、産業医、人事労務管理者、上司などの職場関係者

で、本人や本人が所属する職場への具体的な支援方法を決めていきます。 

 つきましては、まず全体（全類型の細項目）をざっとご覧いただき、現時点で最も望ま

しいと考えられる類型の□にレ点をつけてください。次に、その類型の中の細項目で特に

重要なものの□にレ点を付けてください。また、逆に望ましくない細項目の□には×印を

付けてください。細項目のレ点、×印は複数回答可です。追加で望ましい対応がございま

したら、(  )内にお書きください。また、特に重要な細項目については、その理由を 

（  ）内に記述いただくと助かります。 

 診療を継続していく中で、望ましい類型、細項目が変化していくこともあるかと存じま

す。その場合には、適宜お知らせくださいますよう、お願い申し上げます。 

  

項目および細項目の選択例 

□ B類型 

□ 配置転換の検討を進める。 

□ 状態が安定したら、早期に職場復帰を勧める。 

□ 作業の(本人および周囲に対する)安全面の確保を最優先する。 

□ 長期的な就業制限を行うため、周囲の理解を求める。そのための就業規則を適用す

る。 

レ

イ 

レ

イ 
× 
レ

イ 
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いいえ 

別図1．メンタルヘルス不調の対応をめぐる主治医との連携の流れ図 

主治医からの詳細な 
助言があるか？ 

はい 
内容が理解・納得できるか？ 

主治医から選択・留意点 
が提示されるか？ 

対応類型表を主治医に提示し， 
選択および個別留意点に関する意見を求める 

いいえ いいえ 

それに準じた対応が可能か？ 

注：休業例に対する職場復帰支援の場合には，当該労働者が休業中に，職場復帰の要件を本人を介して 
主治医に伝えておく．（詳細は，「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を参照のこと． 

はい 

それを参考に対応を図る 
その対応について主治医に報告する 

はい 

はい 

セカンド・オピニオンを求める 

職場で検討した類型を提示する 

主治医から了承、追加の 
助言が得られるか？ 

はい 

いいえ 

本人と話し合い，職場で定めた類型に沿って 
対応を進める．主治医にもその旨を報告する 

いいえ 

（＊） 

（＊） 

以下，「主治医」を「セカンド・オピニオン 
を求めた医師」に置き換える． 

フォローアップ・随時類型 
の見直しを行う 
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本ヒント集は、職場で発生したメンタルヘルス不調者に対し、産業保健スタッフが活用することを想定して作成したもの

です。 

とりわけ、対応に苦慮しがちな難事例の傾向と効果的な対応方法を職場での困りごと（事例性）のパターン別に紹介して

います。下記の前提条件を踏まえた上で、従来のうつ病対応（服薬・休業・業務負荷の軽減等）ではうまくいかないメン

タルヘルス不調者について、A～Dのパターンいずれか、あるいは複数に当てはめて対応の一助としてください。 

 

＜職場におけるメンタルヘルス不調者対応の前提条件と基本※＞ 
※労災疾病臨床研究事業「職場におけるメンタルヘルス不調者の事例性に着目した支援方策に関する研究」（研究代表者：廣 尚典） 平成 28 年度総括・分担研究報告書）より抜粋 

１．対応の前提条件 

メンタルヘルス不調者に適切な対応を行うためには、以下の取り組みが不可欠です。 

・教育研修の推進（管理監督者ラインケア教育や労働者セルフケア教育） 

・人事部門－管理監督者－産業保健スタッフの連携体制の充実化 

２．対応の基本 

以下は多くの事例に共通して効果的な対応です。診断名にかかわらず基本となる対応といえます。 

□職場関係者間で対応の仕方を共有する 

（個人情報に対しては十分に配慮し、伝達される内容や範囲は必要最小限に限定されることについて合意を得ておきましょう） 

□主治医と密な情報交換を行う 

（労働者本人の了解のもとに進めるのが大前提です。本人が望まない場合には、その理由を確認し、この情報交換が本人に有益

であることを丁寧に説明しましょう） 

□休業が必要な場合は本人が安心して休業できるような説明をする 

□職場でできることと本人に自助努力を求めることを明確にする 

（但し、本人の状態が安定化していることを確認したうえで行いましょう） 

 

＜本マニュアルの構成＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

職場において対応に苦慮するメンタルヘルス不調者への 

事例性パターン別対応ヒント集 

作成 労災疾病臨床研究事業 「職場におけるメンタルヘルス不調者の事例性に着目した支援方策に関する研究」 

分担研究者：長見まき子（関西福祉科学大学 教授） 協力：医療法人あけぼの会メンタルヘルスセンタ

ー 

2018年1月 初版 

ステップ１ 職場での困りごと（事例性）からパターンを推定する P2～3 

ステップ２ パターンに応じた効果的な対応方法を確認する     P4～7 
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以下に挙げる職場での困りごとについて当てはまるものにチェックを入れ、背景にあると考えられる問

題のパターンを推定して下さい。なお、複数のパターンに当てはまる場合もあります。 

職場で困りごとや対応スタッフに起こりがちな反応 

背景にあると考え

られる問題別 

パターン

られる問題別

パターン

職
場
で
の
困
り
ご
と 

□自己中心的な言動がある 

（例：「自分は何も悪くない」「自分が不調になったのは全て周囲のせいだ」など） 

□本人から過度な要求がある 

（例：ストレス要因となる人物の異動を求める、勤務の特別扱いを求めるなど） 

□ストレスを回避する行動が多い 

（例：指導の翌日や重要な業務のある日に休むなど） 

□注意・指導しても効果がない 

□注意・指導すると逆恨みされる 

□本人が指示・助言を聞き入れない 

□意思疎通がスムーズに図れない 

□業務遂行能力の低下は見られない 

□病気か性格傾向の問題か判別しにくい 

パターン 

対
応
ス
タ
ッ
フ
の
反
応 

□どう対応したらよいかわからず、対応することにストレスを感じる 

□対応者が本人に対してネガティブな感情を持つ（怒り、嫌悪感、恐怖感、

苦手意識など） 

□対応者が本人への関わりを避けたくなる 

□対応者が冷静さを保てず、暴言や怒鳴るなどのハラスメント行動につ

ながる 

職
場
で
の
困
り
ご
と 

□仕事の失敗が多い 

□指導しても成長が見られない 

□チームとしての成果が上がらず職場で困る 

□周囲に業務や指導の負担がかかる 

□本人が指示・助言を聞き入れない 

□意思疎通がスムーズに図れない 

□どのくらい仕事が出来るか予測できない 

□本人の業務遂行能力、適性にあった仕事が見当たらない 

□病気か能力の問題か判別しにくい 

パターン 

対
応
ス
タ
ッ
フ
の
反
応 

□本人の業務遂行能力や適性の評価をどのように実施すればよいかわか

らない 

 

ステップ１ 職場での困りごと（事例性）からパターンを推定する 
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職場で困りごとや対応スタッフに起こりがちな反応 

背景にあると考え

られる問題別 

パターン

られる問題別

パターン

職
場
で
の
困
り
ご
と 

□病状が安定せず休復職を繰り返す 

□欠勤が多い 

□周囲に業務の負担がかかる 

□注意・指導しても効果がない 

□注意・指導すると逆恨みされる 

□本人が指示・助言を受け入れない 

□どのくらい仕事が出来るか予測できない 

□本人の業務遂行能力、適性にあった仕事が見当たらない 

□症状、薬の副作用を考慮した作業・通勤面の安全確保が難しい 

□病状の予後の推定が難しい 

パターン 

対
応
ス
タ
ッ
フ
の
反
応 

□病状が長期化するにつれ、本人の支援について職場から理解が得られ

にくくなり、対応に困る 

□対応者が本人に対してネガティブな感情を持つ（怒り、嫌悪感、恐怖感、

苦手意識など） 

職
場
で
の
困
り
ご
と 

□同じ職場から複数のメンタルヘルス不調者が出ている 

□ハラスメント問題や過重な業務負荷など、職場に明らかなストレス要

因がある 

□本人側には明らかな性格傾向の問題や能力的な問題などが見当たら

ない 
パターン 

対
応
ス
タ
ッ
フ
の
反
応 

□本人に味方するあまり、職場上司や人事総務スタッフと対立関係に陥

る 

 

 

 

 

当てはまる項目の多かったパターンについて、背景にあると考えられる要因と効果的な対応方法 

および注意点を確認して下さい。 

 

  

A：本人の性格傾向が問題で対応に困るパターン P.４ 

B：本人の能力や適性が問題で対応に困るパターン P.５ 

C：症状の反復や病気による職務能力の低下で対応に困るパターン P.６ 

D：職場ストレス要因の問題で対応に困るパターン P.７ 
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ステップ１で推定された事例性のパターンA～Dについて、それぞれに応じた効果的な対応方法のヒント

と注意点を確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A：本人の性格傾向が問題で対応に困るパターン 

効果的な対応方法のヒント 

□関係者(職場上司、産業保健スタッフ、人事総務スタッフ)で対応方法を協議する 

□関係者で対応方針を一致させる 

□ルール違反については厳しく対応する 

□本人面談を複数名で対応する 

□定期的に関係者ミーティングを行う 

□職場で出来る正当な配慮と出来ない配慮を明確にする 

□産業保健スタッフは中立的かつ親身に対応し、本人と敵対関係に陥らないようにする 

□どんな場面でも冷静さを保って対応する 

□本人へ外部専門機関でのカウンセリングを勧める 

□職場での対応方法について、外部専門機関より本人の特徴に応じたアドバイスを受ける 

 

注意すべき点 

□配置転換は慎重に行うこと 

（本人の希望通りに業務配慮を実行すると、他罰性や回避性を助長する可能性がある） 

□逸脱行動を許容しないよう関係者全員が共通認識を持つこと 

（例え優しさからの配慮であっても、本人のためにならないと理解する） 

□問題を全て本人の性格によるものと決めつけて、職場に存在する問題を軽視しないこと 

（主張の仕方は不適切でも内容は的確なこともある） 

□問題の沈静化までには時間と労力がかかることをある程度覚悟すること 

 

ワンポイントアドバイス 

 

特に攻撃的・他罰的な性格傾向を持つケースへの対応は、関係者が大変疲弊し、対応に苦労するも

のです。誰か一人に対応を任せきりにすることなく、必ず関係者が協同して対応に当たりましょう。

また、ルールを徹底するなど、本人を問題へ直面化させる行動をとると、本人側には一時的に攻撃

性が増す・症状が強くなるなどの問題が起きますが、粘り強く同じ姿勢を崩さずに臨みましょう。 

 

 

ステップ２ パターンに応じた効果的な対応方法を確認する 
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Ｂ：本人の能力や適性が問題で対応に困るパターン 

効果的な対応方法のヒント 

□定期的な面談を実施する 

（困っている時に自ら助けを求めないことも多いため） 

□本人へ得意なことと不得意なことを確認する 

□職場適応できていた時期の業務内容や上司の対応方法などを確認する 

□職業適性検査など、適性を把握するツールを活用する 

□職場環境・仕事内容をできるだけ本人に合ったものに調整する 

□抽象的な表現による指示は避け、指示命令形の簡略化・具体化を図る 

□苦手な作業や職場環境等について、上司に説明し理解を求める 

□本人へ外部専門機関でのアセスメントや社会技能訓練を勧める 

□職場での対応方法について、外部専門機関より本人の特徴に応じたアドバイスを受ける 

 

注意すべき点 

□知能検査は必要性を吟味の上、実施する場合は本人希望を前提とし、外部専門機関において実

施すること 

（知能は極めてプライバシー度の高い情報と認識し、診断がつくことのリスクも踏まえて対応する） 

□各種検査結果を事業場で共有する場合は、誰とどこまで共有するかについて本人に充分同意を

得ること 

□配置転換を行う場合は、異動先の支援体制をあらかじめ構築しておくこと 

□問題を全て本人の能力によるものと決めつけて、職場に存在する問題を軽視しないこと 

 

ワンポイントアドバイス 

 

このパターンでは「発達障害」の事例が当てはまる事が多いと言えますが、発達障害は個別性が

高くひとくくりにできません。個々の特性を把握した上で、それぞれに見合った業務配慮を行う

必要があります。また、能力に大きな偏りがあるからといって、「発達障害」の診断基準を満たす

とは限りません。診断にこだわらず、適材適所の配置と、本人の能力を活かすための人材育成の

工夫に力を注ぎましょう。本人の能力と業務内容がマッチすれば、大きな戦力となることもあり

ます。 
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Ｃ：症状の反復や病気による職務能力の低下で対応に困るパターン 

効果的な対応方法のヒント 

□主治医・家族と密に連携する 

□職場で言動や行動に変化を感じたら、職場→産業保健スタッフ→家族・主治医へと伝わる仕組

みを構築しておく 

□職場内外で本人の信頼しているキーパーソンを確保しておく 

□安定してからも、定期的な面談を実施する 

（病状の変化を見逃さないため） 

□状態のセルフモニタリングを促す 

□休業の取り方・生活習慣の改善について本人に指導する 

□長期休業者や繰り返しているケースはリワーク施設での復職支援トレーニングを勧める 

□機能低下が著しい場合は、業務遂行能力に合った職場への配置転換も検討する 

 

注意すべき点 

□感情の高ぶりが見られた場合、積極的な傾聴は控えること 

（傾聴することで興奮状態をより悪化・継続させてしまう可能性があるため） 

□双極性障害の場合、一見良好に思える変化（積極的に仕事をこなす、活発に活動するなど）も重要な情

報であるという認識を関係者で共有しておくこと 

□配置転換を行う場合は、異動先上司との連携体制を構築し、注意すべき点について共有してお

くこと 

 

 

 

  

ワンポイントアドバイス 

 

症状が遷延化しがちな精神障害として、「双極性障害」「統合失調症」｢重篤なうつ病｣などが挙げら

れますが、とりわけ「双極性障害」は症状のコントロールが難しく長期化する事例が多いといえま

す。確実な服薬や、セルフモニタリングの実施、生活習慣の改善等で症状の安定が見込めるほか、

業務上の変化を少なくすることで、安定した就労につなげることが期待できます。 
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Ｄ：職場ストレス要因の問題で対応に困るパターン 

効果的な対応方法のヒント 

□関係者(職場上司、産業保健スタッフ、人事総務スタッフ)で職場の問題について対応方法を協議

する 

□必要に応じて配置転換を検討する 

□ハラスメント問題が背景にある場合は、人事総務スタッフと協同し、慎重に調査を行う 

□過重な業務負荷が背景にある場合は、職場環境改善のための改善策について、職場メンバーを

含めて協議する 

（参考資料：「いきいき職場づくりのための参加型職場環境改善の手引き（仕事のストレスを改善する職場環境改善 

のすすめ方」 http://kokoro.mhlw.go.jp/manual/files/H27_ikiki_shokuba_kaizen.pdf） 

□複数の不調者が出ている場合は、職場メンバー全員へのヒアリングや無記名アンケートを実施

するなどして、ストレス要因を洗い出す 

（対象者が多い場合は、外部相談機関にヒアリングやアンケートを依頼することも検討する） 

 

注意すべき点 

□職場関係者に調査を行う場合は、本人にもその必要性を説明し、同意を得ること 

□不調者個人への対応だけでなく、職場メンバー全員が支援の対象者であることを意識すること 

□「何が悪かったのか」「誰が悪かったのか」といった犯人捜しに終始することなく、「これから

どうすればよくなるか」という問題解決指向で対策を検討すること 

 

 

  ワンポイントアドバイス 

 

Ａ～Ｃのパターンと違い、Ｄパターンではメンタルヘルス不調者本人への対応はもとより、職場全

体への対応が必要となります。また、放置すると労災リスクも高まることから、再発防止のために

も素早い改善が求められます。産業保健スタッフは改善活動の実行と継続をサポートする役割とし

て、人事総務スタッフや職場上司との連携に努めましょう。 
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本ヒント集の無料ダウンロードのご案内 

本ヒント集のＰＤＦファイルは以下のＵＲＬにて無料でダウンロードできます。 

http://www.〇〇〇〇.jp○○○○ 

 

利用制限・免責事項 

本ヒント集は以下の範囲でご自由にお使いいただけます。 

但し、作者の氏名、タイトルを表示の上ご使用下さい。 

・引用、配布可能 

・各種教育研修会での利用可能（営利目的含む） 

また、ヒント集を参考に対応すれば必ずうまくいくというわけではありません。 

改訂履歴 

2018/1/○ 初版完成 
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「職場における困りごと情報整理シート」について 
～ご本人へ～ 

 
 
 職場における困りごと情報整理シートとは？ 

メンタルヘルス不調の人に対して、職場としてどのように対応し支援するかを決めるときは、
病気の有無や病気の種類（疾病性）の情報だけで決めるのではなく、職場で生じている問題（事
例性）に注目することが適切と考えられています。ご本人さんが継続的に働いていくために、職
場で生じている問題（事例性）を適宜解決していくことが有用です。 
そこで職場で生じている問題（事例性）について、ご本人と上司の方が困っていることを「困

りごと」と捉え、その情報を整理して、優先的に改善が求められる「困りごと」を特定し、それ
を解決するために、本人を含む関係者がそれぞれやるべきことを検討するためのコミュニケーシ
ョンツールです。 

 
 使用する適切な状況について 

（適用範囲） ： 復職後フォローをしているケースや、本人や上司の相談を契機にフォローしてい
るケースで使用します。 

（必要条件） ： 本人と産業保健スタッフの信頼関係が構築出来ているケースで、かつ精神状態が
ほぼ安定しているケースに使用します。 

（禁  忌） ： 休業を検討したり、抑うつなどの症状が重かったりなどの精神状態が良くない状
態での使用は望ましくありません。 

 
 情報の取り扱いについて 

記入いただいた情報は、上司、産業保健スタッフで共有します。職場でのあなたの支援以外に使
用することはありません。 
 
＜イメージ図＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                        
 

ご本人               上司   
 
 
 

例）ずいぶん仕事量少
なくしてもらった。ま
た体調悪化したとき
に迷惑かけるから、仕
事増やしてください
と言いにくいな。 

例）職場に出てきたら 
問題なく仕事はやって
いる。何かに困ったら
言ってきてほしい。。 

・・・・・・ 

                              
                       

コミュニケーション 

 

例）遅刻を少なく
してほしいな。。 

例）○○の仕事の進
め方が難しい。でも
上司は忙しそうで、
相談しにくいな 
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 使用方法のステップについて 
 

 
 
 
 

 
実際のシートをご覧いただいて、「抵抗がある」、「今は適切でない」などと思った 
ら、その旨を産業保健スタッフに伝えてください。あくまでご本人の同意のもと、 
使用するツールです。 

 
 
 

＜シートの記入方法＞ 
全項目で A,B,C を選択してください。どの期間（直近一か月など）について記入 
するか、産業保健スタッフとあらかじめ決めておきます。項目は本人用 19 項目、 
上司用 16 項目あります。 

A : 現状のままでよい 
B : 改善するとさらによい 
C : 職場に合わない項目である・該当なし 

 
 
 

産業保健スタッフは書かれているシートを確認し、本人・上司に個別に具体的に 
聞き取りをします。 

 
 
 

聞き取った内容から、使用する適切な状況でないと産業保健スタッフが考えた場 
合は、その後の三者での話し合いを行わないことがあります。 

 
 
 

話し合う内容は、各項目のそれぞれの評価を確認し、「出来ていること」、「困りご 
と」を整理します。「困りごと」のうち、現時点で優先的に取り組む項目を 2 項目 
程度絞り込み、その「困りごと」を解決する方策のアイデアを出し合い、ご本人と 
上司、産業保健スタッフがそれぞれ取り組むことを決めます。最後に取り組みの結 
果をフォローする日程を決めます。 

 
 
 

6．三者（ご本人・上司・産業保健スタッフ）でシートをもとに話し合い 

1．産業保健スタッフから使用することの提案 

2．本人と上司の意思の確認 

3．本人・上司それぞれシートを記入し、産業保健スタッフに提出 

4．産業保健スタッフによる情報の確認 

5. 情報の共有と 3 者での話し合いを実施が適しているか産業保健スタッフが判断 
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職場での困りごと情報整理シート【従業員用】    （記載日        年     月    日） 

＊質問項目は職場用との共通項目が 15 項目、従業員用のみ追加項目
が６項目あります。 

＊どの期間について記入するか、あらかじめ決めてください。 
(直近   週間/  ヶ月) ・ (   年  月～   年  月） 

A B C 

当てはまる 

／現状の 

ままでよい 

改善すると 

さらによい 

職場に合わな

い項目である 

／該当なし 

生活習慣       
  十分睡眠がとれている       
  十分食事がとれている       
出勤状況       

1 
仕事に影響を与える健康上の問題（頭痛や体のだるさや下
痢など）をうまくコントロールしながら仕事ができている       

2 欠勤・遅刻・早退なく、出勤できている       
3 職場での適切な服装と身だしなみを保つことができている       
4 職場内のルールを守ることができている       
5 職場で整理整頓ができている       

職場のコミュニケーション       
6 挨拶やお礼、お詫びが適切にできる       
7 必要なときに、上司や同僚に報告・連絡・相談ができる       
8 必要なときに、人前で適切に質問や説明ができる       

9 
職場の同僚などと円滑なコミュニケーションをとることが
できている       

10 
お客様や社外の人と交渉し、複数の（利害）関係者の意見
を調整することができている       

仕事ぶり       
11 仕事ぶりにムラがない       

12 
不注意によるミスが目立つことなく、業務を遂行できてい
る    

13 優先順位を考えるなど、段取りよく業務を遂行できている       
14 業務中は集中力を保つことができている       
15 経験年数相応の最低限の業務をこなすことができている       

 
苦手な業務はあるが問題なくできている       

 過度に疲労感を感じず業務をすることができている    
資源・支援       

 
上司に相談しやすい環境である       

 
時間内に処理できる仕事量である       

その他の困りごと（自由記載） 
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「職場における困りごと情報整理シート」について 

～上司の方へ～ 
 
 
 職場における困りごと情報整理シートとは？ 

メンタルヘルス不調の人に対して、職場としてどのように対応し支援するかを決めるときは、
病気の有無や病気の種類（疾病性）の情報だけで決めるのではなく、職場で生じている問題（事
例性）に注目することが適切と考えられています。ご本人さんが継続的に働いていくために、職
場で生じている問題（事例性）を適宜解決していくことが有用です。 
そこで職場で生じている問題（事例性）について、ご本人と上司の方が困っていることを「困

りごと」と捉え、その情報を整理して、優先的に改善が求められる「困りごと」を特定し、それ
を解決するために、本人を含む関係者がそれぞれやるべきことを検討するためのコミュニケーシ
ョンツールです。 

 
 使用する適切な状況について 

（適用範囲） ： 復職後フォローをしているケースや、本人や上司の相談を契機にフォローしてい
るケースで使用します。 

（必要条件） ： 本人と産業保健スタッフの信頼関係が構築出来ているケースで、かつ精神状態が
ほぼ安定しているケースに使用します。 

（禁  忌） ： 休業を検討したり、抑うつなどの症状が重かったりなどの精神状態が良くない状
態での使用は望ましくありません。 

 
 情報の取り扱いについて 

記入いただいた情報は、上司、産業保健スタッフで共有します。職場でのあなたの支援以外に使
用することはありません。 
 
＜イメージ図＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                        
 

ご本人               上司   
 

 

例）○○の仕事の進
め方が難しい。でも
上司は忙しそうで、
相談しにくいな 

例）ずいぶん仕事量少
なくしてもらった。ま
た体調悪化したときに
迷惑かけるから、仕事
増やしてくださいと言

いにくいな。 

・・・・・・ 

                              
                       

コミュニケーション 

 

例）職場に出てきたら 
問題なく仕事はやって
いる。何かに困ったら
言ってきてほしい。。 

例）遅刻を少なく
してほしいな。。 
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 使用方法のステップについて 
 

 
 
 
 

 
実際のシートをご覧いただいて、「抵抗がある」、「今は適切でない」などと思った 
ら、その旨を産業保健スタッフに伝えてください。あくまでご本人と上司の同意のも
と、使用するツールです。 

 
 
 

＜シートの記入方法＞ 
全項目で A,B,C,D を選択してください。どの期間（直近一か月など）について記入 
するか、産業保健スタッフとあらかじめ決めておきます。項目は本人用 21 項目、 
上司用 1７項目あります。 

A : 現状のままでよい 
B : 改善するとさらによい 
C : 職場に合わない項目である・該当なし 
D：分からない 

 
 
 

産業保健スタッフは書かれているシートを確認し、本人・上司に個別に具体的に 
聞き取りをします。 

 
 
 

聞き取った内容から、使用する適切な状況でないと産業保健スタッフが考えた場 
合は、その後の三者での話し合いを行わないことがあります。 

 
 
 

話し合う内容は、各項目のそれぞれの評価を確認し、「出来ていること」、「困りご 
と」を整理します。「困りごと」のうち、現時点で優先的に取り組む項目を 2 項目 
程度絞り込み、その「困りごと」を解決する方策のアイデアを出し合い、ご本人と 
上司、産業保健スタッフがそれぞれ取り組むことを決めます。最後に取り組みの結 
果をフォローする日程を決めます。 

 
 
 
 
 

6．三者（ご本人・上司・産業保健スタッフ）でシートをもとに話し合い 

1．産業保健スタッフから使用することの提案 

2．本人と上司の意思の確認 

3．本人・上司それぞれシートを記入し、産業保健スタッフに提出 

4．産業保健スタッフによる情報の確認 

5. 情報の共有と 3 者での話し合いを実施が適しているか産業保健スタッフが判断 
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職場場での困りごと情報整理シート【職場用】   （記載日        年     月    日） 
＊質問項目は共通項目が 15 項目、職場用のみ追加項目が２項目あります。 
 
＊どの期間について記入するか、あらかじめ決めてください。 

(直近   週間/  ヶ月) ・ (   年  月～   年  月） 

A B C D 

当てはまる

／現状の

ままでよい 

改善すると 

さらによい 

職場に合わ

ない項目で

ある 

／該当なし 

分からない 

生活習慣         
            
            
出勤状況         

1 
仕事に影響を与える健康上の問題（頭痛や体のだるさや下
痢など）をうまくコントロールしながら仕事ができている         

2 欠勤・遅刻・早退なく、出勤できている         

3 
職場での適切な服装と身だしなみを保つことができてい
る         

4 職場内のルールを守ることができている         

5 職場で整理整頓ができている         

職場のコミュニケーション         

6 挨拶やお礼、お詫びが適切にできる         

7 必要なときに、上司や同僚に報告・連絡・相談ができる         

8 必要なときに、人前で適切に質問や説明ができる         

9 
職場の同僚などと円滑なコミュニケーションをとること
ができている         

1
0 

お客様や社外の人と交渉し、複数の（利害）関係者の意見
を調整することができている         

仕事ぶり         

11 仕事ぶりにムラがない         

12 
不注意によるミスが目立つことなく、業務を遂行できてい
る     

13 優先順位を考えるなど、段取りよく業務を遂行できている         

14 業務中は集中力を保つことができている         

15 経験年数相応の最低限の業務をこなすことができている         

          

     

資源・支援         

 
（上司は）本人の状況を把握するために声かけができてい
る         

 
（上司からみて）時間内に処理できる仕事量を与えている         

その他の困りごと（自由記載） 
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「職場における困りごと情報整理シート」について 
～産業保健スタッフ向け 使用方法の説明～ 

 
 
 職場における困りごと情報整理シートとは？ 

メンタルヘルス不調の人に対して、職場としてどのように対応し支援するかを決めるときは、
病気の有無や病気の種類（疾病性）の情報だけで決めるのではなく、職場で生じている問題（事
例性）に注目することが適切と考えられています。ご本人さんが継続的に働いていくために、職
場で生じている問題（事例性）を適宜解決していくことが有用です。 
そこで職場で生じている問題（事例性）について、ご本人と上司の方が困っていることを「困

りごと」と捉え、その情報を整理して、優先的に改善が求められる「困りごと」を特定し、それ
を解決するために、本人を含む関係者がそれぞれやるべきことを検討するためのコミュニケーシ
ョンツールです。 

 
 使用する適切な状況について 

（適用範囲） ： 復職後フォローをしているケースや、本人や上司の相談を契機にフォローしてい
るケースで使用します。 

（必要条件） ： 本人と産業保健スタッフの信頼関係が構築出来ているケースで、かつ精神状態が
ほぼ安定しているケースに使用します。 

（禁  忌） ： 休業を検討したり、抑うつなどの症状が重かったりなどの精神状態が良くない状
態での使用は望ましくありません。 

 
 情報の取り扱いについて 

記入いただいた情報は、本人、上司、産業保健スタッフで共有します。当該従業員の支援以外に
使用することは不適切です。情報の取り扱い方について、本人と上司に説明しましょう。 
 

 シートの項目は、従業員用と職場用に共通する項目は 15 項目です。従業員用のみの追加項
目が 6 項目、職場用のみの追加項目が 2 項目あります。追加項目は以下の通りです。 
 

 従業員用のみの追加項目 
生活習慣   十分睡眠がとれている 

十分食事がとれている 
仕事ぶり   苦手な業務はあるが問題なくできている 

過度に疲労感を感じず業務をすることができている 
資源支援   上司に相談しやすい環境である 

時間内に処理できる仕事量である 
 職場用のみの追加項目 

資源支援   （上司は）本人の状況を把握するために声かけができている  
（上司からみて）時間内に処理できる仕事量を与えている 
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 使用方法のステップについて 
 

 
 

使用する適切な状況かどうか慎重に検討しましょう。本人が自身の課題に直面化すること
もあり得ますので、受け止められる精神状態かどうか、（ひどく落ち込まないか、ひどく攻
撃的にならないか）慎重に検討してください。 

また、上司との関係性が良くない事例や各職場の役割に応じて、人事に加わってもらうこ
とを検討してもよいでしょう。その場合は、人事に情報を開示することを本人、上司に説明
する必要があります。 
 
 

 
実際に使用シートをそれぞれ本人・上司に手渡しして説明をしましょう。本人や上司の反

応をみて、再度適切な状況であるかを確認しましょう。ご本人に無理強いして使用するもの
ではありません。あくまでご本人の同意のもと、使用するツールです。 

      
 
 
  使用することになった時は、どの期間について記入するかあらかじめ決めてくだい。 

 
 

 
産業保健スタッフは書かれているシートを確認し、「B：改善するとさらによい」が選択

されている項目を確認します。シートをもとに、本人・上司に個別に具体的に聞き取りを
します。特に、具体的なエピソードについて聞き取りをします。本人と上司の記入にずれ
がある項目については、複数の項目で「B:改善するとさらによい」となっている場合、本
人、上司それぞれに優先項目について聞き取りをします。 
 
 

 
上司と本人の記入にずれが大きい場合、本人と上司が話し合いの場で感情的になること

が予想される場合など、話し合いをしないことを検討します。話し合いをしなかった場合
は、職場で問題が生じている（事例性）がある場合ですので、産業保健スタッフが頻回に
フォローする、人事担当者に相談するなどの対策を検討します。 

 
 
 
はじめに、この「職場における困りごと情報整理シート」の使用目的について再度説明

します。その後、それぞれの困りごとについて情報を共有します。困りごとの解決につい
て話し合うときは、本人や上司など誰かの責任にすることなく話し合いが進むように気を
付けましょう。困りごとの解決のために、それぞれができることを考えるように促しまし
ょう。次にフォローする時までに、本人が取り組むこと、上司が配慮することを明確にし
ましょう。 

6．三者（ご本人・上司・産業保健スタッフ）でシートをもとに話し合い 

1．産業保健スタッフから使用することの提案 

2．本人と上司の意思の確認 

3．本人・上司それぞれシートを記入し、産業保健スタッフに提出 

4．産業保健スタッフによる情報の確認 

5. 情報の共有と 3 者での話し合いを実施が適しているか産業保健スタッフが判断 
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上司からの情報提供シートの使い方 
〜 産業保健スタッフへ〜 

 

 上司からの情報提供シートとは？ 
 
産業保健スタッフは、メンタルヘルス不調者に対して、事例性に応じた対応が求め

られています。産業保健スタッフが事例性を評価して適切な対応をとっていく上で、
上司からの情報は重要です。メンタル不調の従業員の職場での様子や状況について、
上司から漏れのないように情報を得るために「上司からの情報提供シート」を作成し
ました。 
 

 使用する適切な状況について 
 
 初回面談時、事前の情報提供として使用するケース 
 産業医とご本人との面談を通して職場への適応に問題があると判断したケース 
 上司が面談に参加できないケース 
 

 使用の働きかけについて 
 
 上司がメンタルヘルス不調の部下をマネージメントする上で困っていることを、

産業保健スタッフが共有するためのツールです。 
 産業保健スタッフは、上司の視点での情報を得て、産業保健スタッフの対応や職

場での配慮など検討する材料とします。 
 複数のできていない項目がある場合には、その中でどれが一番改善が求められる

項目か、面談で聞いてみても良いでしょう。 
 作成過程において、職務遂行能力の項目では数値で評価しても良いという意見も

ありました。できていない項目に関しては面談で確認してみても良いでしょう。 
 なお、上司の許可なしに、このシートを上司からの評価としてご本人に開示して

はいけません。 
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上司からの情報提供シートの使い方 

〜 上司の方へ〜 
 

 上司からの情報提供シートとは？ 
 

メンタルヘルス不調の従業員に対して、職場としてどのように対応し支援するかを
決めるときは、病気の有無や病気の種類の情報だけで決めるのではなく、職場で生じ
ている問題に注目することが適切と考えられています。ご本人さんが継続的に働いて
いくために、職場で生じている問題を解決していくことが有用です。 
このシートは、上司としてメンタルヘルス不調の部下をマネージメントする上で困

っていることを、産業保健スタッフが共有するためのツールです。産業保健スタッフ
は、上司の視点での情報を得て、産業保健スタッフの対応や職場での配慮などを検討
する材料とします。 

 

 使用する適切な状況について 
 

 初回面談時、事前の情報提供として使用するケース 
 産業医とご本人との面談を通して職場への適応に問題があると判断したケース 
 上司の方が面談に参加できないケース 

 

 

 記入方法について 
 
 このシートは直近【  】週間・【  】ヶ月のことで記載してください。 
 あなたの負担とならない範囲で、5 分から 10 分程度のお時間を目安にお書きく

ださい。 
 質問項目はⅠ〜Ⅴの 5 つに大きく分類されています。 
 「Ⅴ. その他の困りごと」の項目では、マネージメントをする上であなた自身が

困っているかという点でお答えください。具体的なエピソードや特に困っている
ことについて、自由に記載してください。 

 このシートは、あなたの許可なしに、上司からの評価としてご本人に開示するこ
とはありません。 
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所属部署： 記載日 年 月 日

職種・職位：

以前は

出来て

いた

以前は

出来て

いたか

以前から

出来て

いない

Ⅰ 出勤状況

1 欠勤・遅刻・早退なく、出勤している

2 体調が悪い時は適切な方法で連絡や相談ができる

3 業務中は長時間離席することなく、仕事に取組んでいる

4 職場での適切な服装や身だしなみを保っている

5 職場で決められたルールを守っている

6 職場で整理整頓をしている

Ⅱ コミュニケーション

7 挨拶やお礼、お詫びを適切にしている

8 上司や同僚に報告・連絡・相談を適切にしている

9 その場に応じて、適切な説明や質問をしている

10 場面に応じて、適切な振る舞いをしている

11 必要に応じて、適切に人前で発表をする

12 同僚らとトラブルを起こさずに、業務を進める

13 立場の違う相手（顧客、他部署など）と交渉し、意見を調整する

Ⅲ 業務遂行能力

14 集中力を保って業務に取り組んでいる

15 段取りよく業務を遂行している

16 複数の業務があった場合に、優先順位を考えて遂行している

17 不注意によるミスが目立つことなく、業務をこなしている

18 与えられた業務は責任を持って最後までやり抜いている

19 職位に応じた業務をこなしている

20 専門性のある業務も担当している

21 組織目標達成のために、自ら目標を立てて業務に取り組んでいる

Ⅳ 支援・資源

22 本人が困っていそうな時に相談にのったことがある 　　　あり　・　なし　
23 仕事の量は時間内に処理できる量の仕事だと思う 　そうだ　・　分からない　・　違う
24 仕事の内容は本人の能力に合った仕事だと思う 　そうだ　・　分からない　・　違う
Ⅴ その他の困りごと（自由記載）

上司からの情報提供シート

期間：直近 月/週

現時点では出来ていない

項目
出来て

いる

分から

ない

該当場

面なし
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